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平 成 2 5 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

平成25年10月３日 (木曜日)

午後７時35分開会

第７委員会室

委員の選任

平成25年10月３日、本委員会は議長の指名で次の

とおり選任された。

砂 川 利 勝君 具志堅 透君委 員

中 川 京 貴君 翁 長 政 俊君委 員

浦 崎 唯 昭君 具 志 孝 助君委 員

新 田 宜 明君 照 屋 大 河君委 員

狩 俣 信 子さん 玉 城 満君委 員

新 垣 清 涼君 玉 城 義 和君委 員

委 員

嘉 陽 宗 儀君 當 間 盛 夫君委 員

大 城 一 馬君委 員

委員長、副委員長の互選

平成25年10月３日、指名推選により狩俣信子さん

が委員長に、砂川利勝君が副委員長に選任された。

理事の選任

君及び當間盛夫君が選任された。

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

中 川 京 貴君副委員長 砂 川 利 勝君

委 員 中 川 京 貴君 翁 長 政 俊君

浦 崎 唯 昭君 具 志 孝 助君委 員

新 田 宜 明君 照 屋 大 河君委 員

玉 城 満君 新 垣 清 涼君委 員

委 員

前 島 明 男君 當 間 盛 夫君委 員

大 城 一 馬君委 員

欠席委員

具志堅 透君委 員

嘉 陽 宗 儀君委 員

本委員会に付託された事件

（10月３日付託）

１ 乙第13号議案 平成24年度沖縄県水道事業会計

について未処分利益剰余金の処分

２ 乙第14号議案 平成24年度沖縄県工業用水道事

について業会計未処分利益剰余金の処分

３ 平成24年度沖縄県一般会計決算平成 25 年

第６回議会 の認定について

認定第１号

平成 25 年 平成24年度沖縄県農業改良資金４

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

平成 25 年 平成24年度沖縄県小規模企業者５

第６回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

平成 25 年 平成24年度沖縄県中小企業振興６

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県下地島空港特７

第６回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

平成 25 年 平成24年度沖縄県母子寡婦福祉８

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第６号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県下水道事業特９

第６回議会 別会計決算の認定について

認定第７号

平成 25 年 平成24年度沖縄県所有者不明土10

第６回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

平成 25 年 平成24年度沖縄県沿岸漁業改善11

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県中央卸売市場12

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県林業改善資金13

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第11号

平成 25 年 平成24年度沖縄県中城湾港（新14

第６回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について

決算特別委員会記録（第１号）



－2－

平成 25 年 平成24年度沖縄県宜野湾港整備15

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第13号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県国際物流拠点16

第６回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について

平成 25 年 平成24年度沖縄県産業振興基金17

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号

平成 25 年 平成24年度沖縄県中城湾港（新18

第６回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第16号 の認定について

平成 25 年 平成24年度沖縄県中城湾港マリ19

第６回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第17号 について

平成 25 年 平成24年度沖縄県駐車場事業特20

第６回議会 別会計決算の認定について

認定第18号

平成 25 年 平成24年度沖縄県中城湾港（泡21

第６回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第19号 別会計決算の認定について

平成 25 年 平成24年度沖縄県公債管理特別22

第６回議会 会計決算の認定について

認定第20号

平成 25 年 平成24年度沖縄県病院事業会計23

第６回議会 決算の認定について

認定第21号

平成 25 年 平成24年度沖縄県水道事業会計24

第６回議会 決算の認定について

認定第22号

平成 25 年 平成24年度沖縄県工業用水道事25

第６回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 乙第13号議案 平成24年度沖縄県水道事業会計

未処分利益剰余金の処分について

４ 乙第14号議案 平成24年度沖縄県工業用水道事

業会計未処分利益剰余金の処分について

５ 認定第１号 平成24年度沖縄県一般会計決算の

認定について

６ 認定第２号 平成24年度沖縄県農業改良資金特

別会計決算の認定について

７ 認定第３号 平成24年度沖縄県小規模企業者等

設備導入資金特別会計決算の認定について

８ 認定第４号 平成24年度沖縄県中小企業振興資

金特別会計決算の認定について

９ 認定第５号 平成24年度沖縄県下地島空港特別

会計決算の認定について

10 認定第６号 平成24年度沖縄県母子寡婦福祉資

金特別会計決算の認定について

11 認定第７号 平成24年度沖縄県下水道事業特別

会計決算の認定について

12 認定第８号 平成24年度沖縄県所有者不明土地

管理特別会計決算の認定について

13 認定第９号 平成24年度沖縄県沿岸漁業改善資

金特別会計決算の認定について

14 認定第10号 平成24年度沖縄県中央卸売市場事

業特別会計決算の認定について

15 認定第11号 平成24年度沖縄県林業改善資金特

別会計決算の認定について

16 認定第12号 平成24年度沖縄県中城湾港 (新港

地区) 臨海部土地造成事業特別会計決算の認定

について

17 認定第13号 平成24年度沖縄県宜野湾港整備事

業特別会計決算の認定について

18 認定第14号 平成24年度沖縄県国際物流拠点産

業集積地域那覇地区特別会計決算の認定につい

て

19 認定第15号 平成24年度沖縄県産業振興基金特

別会計決算の認定について

20 認定第16号 平成24年度沖縄県中城湾港 (新港

地区) 整備事業特別会計決算の認定について

21 認定第17号 平成24年度沖縄県中城湾港マリン

・タウン特別会計決算の認定について

22 認定第18号 平成24年度沖縄県駐車場事業特別

会計決算の認定について

23 認定第19号 平成24年度沖縄県中城湾港 (泡瀬

地区) 臨海部土地造成事業特別会計決算の認定

について

24 認定第20号 平成24年度沖縄県公債管理特別会

計決算の認定について

25 認定第21号 平成24年度沖縄県病院事業会計決

算の認定について

26 認定第22号 平成24年度沖縄県水道事業会計決

算の認定について

27 認定第23号 平成24年度沖縄県工業用水道事業

会計決算の認定について

28 閉会中継続審査について

29 決算特別委員会運営要領について

30 理事の選任について

3 4ii
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決算特別委○田代寛幸議会事務局政務調査課主幹

員会設置後、初めての委員会でございますので、委

員長及び副委員長の互選を行う必要があります。

委員長が互選されるまでの間、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が委員長の互選に

関する職務を行うことになっております。

、 。出席委員中 狩俣信子委員が年長者でございます

よって、この際、委員会条例第７条 の規定第２項

により、狩俣信子委員に委員長の互選に関する職務

をお願いいたします。

狩俣信子委員、委員長席に御着席をお願いいたし

ます。

（狩俣信子委員、委員長席に着席）

ただいまから決算特別委員会○狩俣信子年長委員

を開会いたします。

委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

が委員長互選の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。

これより、委員長の互選を行います。

委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか、お諮

りいたします。

休憩いたします。

（ 、 ）休憩中に 委員長の互選方法について協議

再開いたします。○狩俣信子年長委員

委員長の互選については、指名推選の方法による

との御意見がありますので、指名推選の方法による

ことといたします。

それでは、どうぞ指名をしていただけますか。

（ 狩俣信子委員を推選します」と呼ぶ者あ「

り）

狩俣信子という声がありま○狩俣信子年長委員

す。よって、狩俣信子を委員長に指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子年長委員

、 。よって 狩俣信子委員が委員長に互選されました

休憩いたします。
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再開いたします。○狩俣信子委員長

委員長に選んでいただきました狩俣信子でござい

ます。ひとつ御協力をよろしくお願いいたします。

これより、副委員長の互選を行います。

副委員長の互選は、指名推選による方法と投票に

よる方法がありますが、いずれの方法によるか、お

諮りいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、副委員長の互選方法について協

議）

再開いたします。○狩俣信子委員長

副委員長の互選については、指名推選の方法によ

るとの御意見がありますので、指名推選の方法によ

ることとし、私から指名いたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、砂川利勝委員を副委員長に指名いたしま

す。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、砂川利勝委員が副委員長に互選されまし

た。

ただいま副委員長に選任されました砂川利勝委員

の就任挨拶を自席にてお願いいたします。

副委員長として委員長を補佐○砂川利勝副委員長

して頑張っていきたいと思います。よろしくお願い

します。

以上で、委員長及び副委員長の○狩俣信子委員長

互選は終わりました。

休憩いたします。

（休憩中に、議題の取り扱いについて協議）

3 4ii
再開いたします。○狩俣信子委員長

平成25年第６回議会乙第13号議案及び同第14号議

案の議決議案２件、平成25年第６回議会認定第１号

から同認定第23号までの決算23件を一括して議題と

いたします。

ただいま議題となりました議決議案２件及び決算

23件については、閉会中に審査することとし、議長

に対して、閉会中継続審査の申し出をしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

3 4ii
次に、決算特別委員会運営要領について、御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、運営要領の取り扱いについて協

議）

再開いたします。○狩俣信子委員長
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決算特別委員会運営要領については、休憩中に御

協議いたしましたとおり、決することに御異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

3 4ii
次に、ただいま決定されました決算特別委員会運

営要領に基づき、理事３人の選任が必要であります

ので、理事３人の選任について御協議をお願いいた

します。

休憩いたします。

（休憩中に、理事の選任について協議）

再開いたします。○狩俣信子委員長

これより、理事３人の選任について、お諮りいた

します。

委員の３人を指名したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願いいたします。

次回は、10月15日 火曜日 午前10時から委員会

を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後７時54分散会
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決算特別委員会運営要領

１ 委員会室
第７委員会室を使用する。

２ 委員席の配置
別紙第１のとおりとする。

３ 審査日程等
(1) 審査日程は別紙第２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要がある
ときは、委員会に諮り変更することができる。

(2) 室部局に係る事項については、所管の常任委員会に調査を依頼して行う
ものとする （別紙様式１）。

(3) 常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に定
める所管事務に係る決算事項とする。

(4) 常任委員長は、調査終了後に調査報告書を提出するものとする （別紙。
様式２）

４ 質疑の要領
(1) 質疑の時間は、審査日委員１人10分とする。
(2)各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるもの
とする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日・時間
及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡する委員
は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。
(3) 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
(4) 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報
知する。
(5) 質疑は一問一答方式で、起立の上自席から行うものとする。

。 、 、(6) 質疑の順序は多数会派順とする なお ２日目は第２多数会派から質疑を行い
第１多数会派は最後に行うものとする。

５ 説明員
決算の概要説明は、会計管理者、病院事業局長及び企業局長とし、審査意見の概要

説明は代表監査委員とする。

６ 要調査事項に対する質疑
(1) 常任委員長から提出された調査報告書の「要調査事項」に関し、知事等の出席
答弁が審査上必要であると認める場合には、委員会の決定に基づき、委員会の最
終日に知事等の出席を求めることができるものとする。
(2) 知事等に対する総括質疑は、上記(1)において決定した要調査事項につ
いて、まず委員長が代表して行い、答弁を聴取した後、各委員から質疑を
行うものとする。

７ 常任委員長等に対する質疑
常任委員長から提出された調査報告書に関し、常任委員長等の出席説明が

審査上必要であると認める場合には、委員会の決定に基づき、委員会の最終
日に常任委員長等を委員外議員として出席を求めることができるものとす
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る。

８ 理事会
(1) 委員会の円滑な運営を図るため、理事会を置く。
(2) 理事会は、委員長、副委員長及び理事３人をもって構成する。
(3) 理事は、委員長が委員会に諮って指名する。
(4) 理事は、委員会の運営について委員長に協力し、委員間の連絡調整に当たる。

９ その他
決算議案の審査等については、本要領及び「決算議案の審査等に関する基

本的事項(常任委員会に対する調査依頼について （平成25年９月11日議会）」
運営委員会決定）に基づいて行うものとする。

雑 則
以上のほか 委員会の運営について必要な事項は その都度委員長が委員会に諮っ、 、
て定める。
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（別紙第１）

委 員 席 の 配 置

議 会 事 務 局

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

説 明 員
事務局 残 時 間

モニター

狩 俣 信 子

委 員 長

中川京貴委員 具志堅透委員 砂川利勝委員 照屋大河委員 新田宜明委員

具志孝助委員 浦崎唯昭委員 翁長政俊委員 玉城義和委員 新垣清涼委員 玉城満委員
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（別紙第２）

５階 第７委員会室決算特別委員会審査日程

年 月 日 曜 日 時 間 事 項 関係室部局等

○委員長及び副委員長の互選
本 会 議 ○閉会中継続審査の件

平 成 2 5年 及 び 各木 ○委員会運営要領の件
1 0月 ３ 日 委 員 会 ○理事の選任

終 了 後 ○各常任委員会に対する調査依頼の件

会 計 管 理 者○平成24年度一般会計及び特別会計決算の
病 院 事 業 局 長の概要説明

10 時 企 業 局 長10月 1 5日 火 ○平成24年度企業会計決算の概要説明
代 表 監 査 委 員○決算審査意見概要説明

○会計管理者及び代表監査委員に対する質疑

1 0月 1 6日 関 係 室 部 局水 10 時
各常任員会
○所管事務に係る決算事項の調査

各常任員会
木 10 時 ○所管事務に係る決算事項の調査 関 係 室 部 局1 0月 1 7日

○決算調査報告書記載内容等についての協議

1 0月 1 8日 金 10 時 ○決算調査報告書整理日

土10月 1 9日

日1 0月 2 0日

○「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱
10月 2 1日 月 10 時 い等について協議

○決算調査報告書整理日
（各常任委員会の決算調査報告書を委員へ10月 2 2日 火
配付）

○知事等に対する総括質疑
○平成24年度沖縄県水道事業会計未処分利
益剰余金の処分について
○平成24年度沖縄県工業用水道事業会計未10月 2 3日 水 10 時
処分利益剰余金の処分について
○平成24年度一般会計及び特別会計決算
○平成24年度企業会計決算
○総括・採決



別添２
決算議案の審査等に関する基本的事項

（常任委員会に対する調査依頼について）

常任委員会に対する決算議案の調査依頼は、特別委員会での審査に加
え、各常任委員会において専門的な立場から所管事務に係る決算事項を
調査することにより、効率的で充実した審査に資することを目的とし、

、 、決算議案の審査等に当たっては 下記の基本的事項を定めることにより
決算特別委員会及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 決算特別委員会は第７委員会室で行うものとする。

２ 決算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な決算
特別委員会の審査日程は同委員会において決定するものとする。

３ 調査依頼事項について
（１）常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２

条に定める所管事務に係る決算事項とする。
（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

４ 常任委員会における調査について
（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。
（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができ

るものとする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡
する日・時間及び譲渡をされる委員について報告するものとする。
また、譲渡する委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなけ
ればならない。

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それ

ぞれ電子音等で報知する。
（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多

数会派から質疑を行い、第１多数会派は最後に行うものとする。
（６）議長及び監査委員である議員は調査には加わらないものとする。
（７）常任委員会での採決は行わないものとする。

５ 決算調査報告書の作成について
（１）決算調査報告書（以下「調査報告書」という ）は、委員会での。

協議に基づき作成するものとする。ただし、調査報告書の作成は委
員長に一任することができるものとする。

（２）調査報告書に記載する事項は、委員会における質疑・答弁の主な
内容、決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項（以
下「要調査事項」という ）及び特記事項とする。。

（３）調査報告書の様式は別に定めるものとする。



６ 要調査事項に対する質疑について
（１）要調査事項に関し、知事等の出席答弁が審査上必要であると認め

る場合には、決算特別委員会の決定に基づき、同委員会の最終日に
知事等の出席を求めることができるものとする。

（２）知事等への要調査事項に対する総括質疑は、上記(1)において決
定した要調査事項についてまず決算特別委員長が代表して行い、答
弁を聴取した後、各委員からの質疑を行うものとする。

７ 調査報告書に関し、常任委員長等の出席説明が審査上必要であると
認める場合には、決算特別委員会の決定に基づき、同委員会の最終日
に常任委員長等を委員外議員として出席を求めることができるものと
する。

８ 委員会の円滑な運営に資するため決算特別委員会に理事会を置くも
のとする。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 狩 俣 信 子

委 員 長 狩 俣 信 子





平 成 2 5 年 1 0 月 1 5 日

平 成 2 5 年 第 ６ 回

決算特別委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 １ 号 ）
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平 成 2 5 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成25年10月15日 (火曜日)

午前10時２分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

中 川 京 貴君副委員長 砂 川 利 勝君

委 員 具志堅 透君 中 川 京 貴君

翁 長 政 俊君 浦 崎 唯 昭君委 員

具 志 孝 助君 新 田 宜 明君委 員

照 屋 大 河君 玉 城 満君委 員

新 垣 清 涼君 玉 城 義 和君委 員

委 員

嘉 陽 宗 儀君 當 間 盛 夫君委 員
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説明のため出席した者の職、氏名

岩 井 健 一君会 計 管 理 者

伊 江 朝 次君病 院 事 業 局 長

平 良 敏 昭君企 業 局 長

知 念 建 次君代 表 監 査 委 員

監 査 委 員 事 務 局 長 光 博君新 垣

本日の委員会に付した事件

成 25 年 平成24年度沖縄水道事業会計１ 平

６回議会 未処分利益剰余金の処分につ第

いて乙第13号議案

成 25 年 平成24年度沖縄県工業用水道２ 平

６回議会 事業会計未処分利益剰余金の第

乙第14号議案 処分について

３ 平成24年度沖縄県一般会計決算平成 25 年

第６回議会 の認定について

認定第１号

平成 25 年 平成24年度沖縄県農業改良資金４

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

平成 25 年 平成24年度沖縄県小規模企業者５

第６回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

平成 25 年 平成24年度沖縄県中小企業振興６

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県下地島空港特７

第６回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

平成 25 年 平成24年度沖縄県母子寡婦福祉８

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第６号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県下水道事業特９

第６回議会 別会計決算の認定について

認定第７号

平成 25 年 平成24年度沖縄県所有者不明土10

第６回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

平成 25 年 平成24年度沖縄県沿岸漁業改善11

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県中央卸売市場12

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県林業改善資金13

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第11号

平成 25 年 平成24年度沖縄県中城湾港（新14

第６回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について

平成 25 年 平成24年度沖縄県宜野湾港整備15

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第13号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県国際物流拠点16

第６回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について

平成 25 年 平成24年度沖縄県産業振興基金17

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号

平成 25 年 平成24年度沖縄県中城湾港（新18

第６回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第16号 の認定について

平成 25 年 平成24年度沖縄県中城湾港マリ19

第６回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第17号 について

決算特別委員会記録（第１号）
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平成 25 年 平成24年度沖縄県駐車場事業特20

第６回議会 別会計決算の認定について

認定第18号

平成 25 年 平成24年度沖縄県中城湾港（泡21

第６回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第19号 別会計決算の認定について

平成 25 年 平成24年度沖縄県公債管理特別22

第６回議会 会計決算の認定について

認定第20号

平成 25 年 平成24年度沖縄県病院事業会計23

第６回議会 決算の認定について

認定第21号

平成 25 年 平成24年度沖縄県水道事業会計24

第６回議会 決算の認定について

認定第22号

平成 25 年 平成24年度沖縄県工業用水道事25

第６回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

3 4ii
ただいまから決算特別委員会を○狩俣信子委員長

開会いたします。

平成25年第６回議会乙第13号議案及び乙第14号議

案の議決案件２件、平成25年第６回議会認定第１号

から同認定第23号までの決算23件を一括して議題と

いたします。

本日の説明員として、会計管理者、企業局長、病

院事業局長及び代表監査委員の出席を求めておりま

す。

それでは、審査日程に従い、会計管理者、病院事

業局長及び企業局長から決算概要の説明並びに代表

監査委員から決算審査意見の概要説明を聴取した

後、会計管理者及び代表監査委員に対する質疑を行

います。

、 、なお 病院事業局長及び企業局長に対する質疑は

明日及び明後日に調査を依頼しております常任委員

会において行われます。

まず初めに、会計管理者から平成25年第６回議会

認定第１号から同認定第20号までの決算20件につい

て概要説明を求めます。

岩井健一会計管理者。

ただいま議案となっており○岩井健一会計管理者

ます認定第１号から第20号までの平成24年度沖縄県

一般会計決算及び特別会計決算について、その概要

を御説明いたします。

平成24年度沖縄県歳入歳出決算書につきまして

は、ページ数が多いこともありますので、お手元に

説明資料として決算書を抜粋した平成24年度一般会

計・特別会計歳入歳出決算書（抜粋）と、参考資料

として平成24年度歳入歳出決算の概要という冊子の

２つをお配りしております。

説明資料（決算書の抜粋版）に沿って御説明して

まいりたいと思います。

なお、概要の冊子は、後ほど御確認いただければ

と思っております。

それではまず、説明資料の１ページ、２ページを

ごらんください。

資料のページは両端に付しておりまして、中央の

数字は決算書のページをあらわしております。

一般会計の歳入歳出決算事項別明細書、歳入の総

括表となっております。

表は、１県税から16市町村たばこ税県交付金まで

、 、 、 、 、の款別 左から右に 予算現額 調定額 収入済額

不納欠損額、収入未済額となっております。

それでは、一番下の行の歳入合計欄で御説明いた

します。

予算現額の計は、１ページの右端の一番下の金額

でございますが、7846億6406万8150円となっており

ます。

収入済額は6815億8825万7589円となっておりま

す。

お手元の表に記載はございませんが、予算現額に

、 、対する収入済額の割合 いわゆる収入率は86.9％で

前年度を5 3ポイント下回っております。.
不納欠損額は６億3510万5321円となっておりま

す。

不納欠損額の主なものは 款別で １県税４億9041、 、

万8248円、７分担金及び負担金1633万4240円、14諸

収入１億2828万2433円となっております。

収入未済額は、合計で47億8515万5885円となって

おります。

収入未済額の主なものは、１県税28億3439万3760

円、８使用料及び手数料７億7280万2500円、14諸収

入10億3428万9004円となっております。

３ページと４ページをごらんください。

歳入歳出決算事項別明細書、歳出の総括表でござ

います。

、 、 、表は １議会費から14予備費の款別 左から右に

予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額となっ

ております。

それでは、一番下の行の歳出合計欄で御説明いた

します。

予算現額は、４ページの左端の一番下の金額でご
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ざいますが 7846億6406万8150円で 支出済額は6669、 、

億2153万5778円となっております。

表に記載はございませんが、予算現額に対する支

出済額の割合、いわゆる執行率は85.0％で、前年度

を5.2ポイント下回っております。

翌年度繰越額は、繰越明許費が987億6421万4149

円 事故繰越が４億3549万1250円 合計で991億9970、 、

万5399円となっております。

、 、不用額は185億4282万6973円で その主なものは

２総務費34億2735万4761円 ６農林水産業費23億804、

万4210円、10教育費25億9846万6628円となっており

ます。

次に 実質収支について御説明いたします ５ペー、 。

ジをごらんください。

一般会計の実質収支に関する調書で、単位は1000

円であらわしております。

歳入総額は6815億8825万8000円、歳出総額は6669

億2153万6000円となっております。

歳入歳出差引額 いわゆる形式収支額は146億6672、

万2000円となります。

歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源

107億2719万3000円を差し引いた実質収支額は39億

3952万9000円となります。

次に、農業改良資金特別会計などの19の特別会計

について御説明いたします。

特別会計につきましては、沖縄振興特別措置法の

一部改正等に伴い、平成24年10月29日から、沖縄県

自由貿易地域特別会計の名称が沖縄県国際物流拠点

産業集積地域那覇地区特別会計に改められておりま

す。

、 、 。それでは ７ページ ８ページをごらんください

19の特別会計の歳入歳出事項別明細書の歳入の総

括表となっております。表は、１農業改良資金特別

会計から19公債管理特別会計までの会計別となって

おります。

一番下の行の歳入合計欄で御説明いたします。

予算現額の計は、７ページの右端の一番下の金額

でございますが、1027億6772万8269円、収入済額は

1018億5260万8358円となっております。

表に記載はございませんが、収入率は99.1％で、

前年度を0.8ポイント下回っております。

不納欠損額は5095万5474円となっております。

収入未済額は87億8854万7638円となっておりま

す。

収入未済額の主なものは、２小規模企業者等設備

導入資金特別会計の77億153万5466円となっており

ます。

９ページ、10ページをごらんください。

特別会計の歳入歳出事項別明細書の歳出の総括表

でございます。

一番下の行の歳出合計欄で御説明申し上げます。

予算現額は、10ページの左端の一番下の金額でご

ざいますが 1027億6772万8269円で 支出済額は970、 、

億6435万7221円となっております。

表に記載はございませんが、執行率は94.5％で、

前年度を0.4ポイント下回っております。

翌年度繰越額は、繰越明許費が44億5581万9564円

となっております。

繰越額の主なものは、６下水道事業特別会計の34

億7840万2564円、16中城湾港マリン・タウン特別会

計の９億7241万7000円となっております。

不用額は12億4755万1484円となっております。

不用額の主なものは、２小規模企業者等設備導入

資金特別会計の１億9807万6585円、６下水道事業特

別会計の２億5742万7607円となっております。

特別会計ごとの実質収支に関する調書は、決算書

の349ページから367ページに記載がございますの

で、後ほど御確認いただきたいと思います。

これで、平成25年第６回沖縄県議会認定第１号か

ら第20号、平成24年度沖縄県一般会計決算及び特別

会計決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

会計管理者の説明は終わりまし○狩俣信子委員長

た。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査の概

要の説明を求めます。

知念建次代表監査委員。

平成24年度沖縄県歳入歳○知念建次代表監査委員

出決算の審査結果につきまして、お配りしてありま

す平成24年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書という

冊子によって御説明いたします。

まず、意見書の１ページをお願いいたします。

審査の概要でありますが、地方自治法第233条第

２項の規定により、平成25年７月29日付で、平成24

年度沖縄県歳入歳出決算書等が知事から審査に付さ

れましたので、慎重に審査を行い、審査意見書を取

りまとめ、９月10日に知事に提出しました。

審査に当たりましては、決算の計数は正確である

か、決算の様式は所定の様式に従って調製されてい

るか、予算執行は法令に適合して行われているか、

財政運営は合理的かつ健全に行われているか、財産

の取得、管理及び処分は適正に行われているか等の
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諸点に主眼を置き、決算書と関係諸帳簿及び証拠書

類等との照合を行うなどして審査を実施しました。

次に、２ページの審査の結果及び意見について御

説明をいたします。

まず、１の審査結果でありますが、平成24年度一

般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出

決算事項別明細書等の計数は、それぞれ関係諸帳簿

及び証拠書類と照合した結果、いずれも正確である

と認められました。

、 、また 予算の執行や財務に関する事務については

関係法令等に照らしおおむね適正に処理されている

と認められました。

次に、２の審査意見でありますが、歳入歳出決算

の状況につきましては、先ほどの会計管理者の説明

、 。と重複しますので 説明は省略させていただきます

３ページの７行目をごらんください。

平成24年度の一般会計及び特別会計予算に計上さ

れた各般の事務事業は、総じて順調な成果をおさめ

ているものと認められますが、次の５点に留意し、

適切な措置を講ずるよう要望しております。

１点目、行財政運営についてであります。

平成24年度決算に係る本県の健全化判断比率は、

、 、実質公債費比率が11.0％ 将来負担比率が81.3％で

いずれも財政健全化計画の策定を義務づけられる早

期健全化基準を下回っています。

しかし、本県の財政状況は、自主財源の柱である

県税収入の割合が低く、地方交付税や国庫支出金に

大きく依存し、国の予算や地方財政対策に左右され

やすい構造となっています。

また、県債残高は前年度に比べ17億9900万円減少

したものの、6829億9400万円となっています。

平成24年度からは、沖縄振興交付金制度が創設さ

れ、加えて、今後は公債費や社会保障関係費の増加

が予想されています。

今後の財政需要を考慮すると、より一層の財源確

保が喫緊の課題であり、行財政改革の取り組みを確

実に進めるとともに、持続力ある財政基盤の確立に

努めながら、沖縄21世紀ビジョン基本計画の実現に

向け、効率的かつ効果的な施策の推進に取り組まれ

るよう要望しております。

２点目、収入未済額の縮減についてであります。

収入未済額は 一般会計と特別会計を合わせて135、

億7370万3523円となっています。

その主なものは、一般会計では県税が28億3439万

3760円、諸収入が10億3428万9004円、特別会計では

小規模企業者等設備導入資金が77億153万5466円、

農業改良資金が５億6457万1135円となっています。

４ページをお開きください。

収入未済額の縮減は、財源の確保と住民負担の公

平性の観点から、極めて重要な課題であります。

県税収入の未済額については、前年度に比べ17.3

％減少していますが、依然として多額であります。

県税収入以外のものについても多額となっているも

のが多くあります。

各部においては、債務者の実態把握に努め、債権

の法的措置を検討するなど適切な債権管理を行うと

ともに、効率的な徴収対策を講ずることにより、収

入未済額の縮減と新たな発生防止に努められるよう

要望しております。

３点目、不納欠損処理についてであります。

不納欠損額は、一般会計と特別会計の合計で６億

8606万795円となっています。

債権の管理については、個々の債務者の実態把握

に努めるとともに、関係法令に基づく措置を的確に

講ずるなど適切に対処すること、また、不納欠損処

理として整理できるものは事務手続を進めるよう要

望しております。

５ページをお願いいたします。

４点目の事業執行についてであります。

一般会計の予算の執行率は85.0％で、前年度に比

べ5.2ポイント下回り、特別会計の予算の執行率は

94.5％で、前年度に比べ0.4ポイント下回っていま

す。

、 、翌年度繰越額は 一般会計が991億9970万5399円

特別会計が44億5581万9564円で、前年度に比べ両会

計とも大幅に増加しています。

、 、 、また 不用額は 一般会計が185億4282万6973円

特別会計が12億4755万1484円となっています。

事業の執行に当たっては、事業効果が早期に発揮

されるよう計画的かつ効率的に実施するとともに、

随時、事業の進 状況を的確に把握しながら補正等

を行うなど、効率的な予算執行に努めるよう要望し

ております。

５点目、会計処理についてであります。

財務会計事務については、契約事務が不適切で

あったものや職員手当等が過不足払いとなっていた

ものなどが繰り返し発生している状況にあります。

それらの多くは、内部チェック体制が十分機能し

ていれば防止できたものと考えられます。

日常的なチェック業務を徹底するとともに、研修

の充実や全庁一斉点検、本庁による出先機関の巡回

指導等、全庁的な取り組みを通して、より一層的確
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な事業管理及び適切な事務処理に努めることを要望

しております。

以上が審査意見であります。

なお、６ページ以降に、会計管理者において調製

された平成24年度沖縄県歳入歳出決算書等に基づい

た決算の概要を記述してありますので、後ほど御参

照ください。

以上で、決算審査意見書の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

代表監査委員の説明は終わりま○狩俣信子委員長

した。

次に、病院事業局長から平成25年第６回議会認定

第21号の決算について概要説明を求めます。

伊江朝次病院事業局長。

それでは、平成25年第６○伊江朝次病院事業局長

回議会認定第21号平成24年度沖縄県病院事業会計決

算について、その概要を御説明申し上げます。

お手元にお配りしてあります平成24年度沖縄県病

院事業会計決算書に沿って御説明いたします。

初めに、県立病院の事業概要について御説明申し

上げます。決算書の11ページ、沖縄県病院事業報告

書をお開きください。

総括事項についてでありますが、沖縄県病院事業

は、６つの県立病院と16カ所の附属診療所を運営し

ております。医師や看護師等の医療スタッフの確保

を図るとともに、医療機器の整備充実を図るなど、

適切な医療提供と医療水準の向上に努めてまいりま

した。

業務状況につきましては、入院患者延べ数が67万

4367人、外来患者延べ数が78万2856人で、総利用患

者延べ数は145万7223人となっており、前年度と比

べますと１万1062人の減少となっております。

それでは、病院事業の決算状況について御説明申

し上げます。

１ページにお戻りください。

まず、沖縄県病院事業決算報告書の収益的収入及

び支出について御説明申し上げます。

収入の第１款病院事業収益は、予算額の合計488

億1942万6000円に対しまして、決算額は472億640万

602円となり、16億1302万5398円の減収となってお

ります。

これは、第１項の医業収益において14億2014万

3514円、第２項の医業外収益において２億5002万

6319円の減収となったことが主な要因であります。

一方、支出の第１款病院事業費用は、予算額の合

計485億1569万8000円に対しまして、決算額は455億

9440万4436円となり、不用額は29億2129万3564円と

なっております。

この不用額は、第１項の医業費用において26億

3866万6972円 第２項の医業外費用において２億427、

万3448円の不用が生じたことなどによるものであり

ます。

次に、２ページの資本的収入及び支出について御

説明申し上げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額の合計92億

2974万436円に対しまして 決算額は91億9442万8778、

円となり、3531万1658円の減収となっております。

これは、第１項企業債において1588万9000円の借

り入れの減があったこと、第２項他会計負担金にお

いて1368万5259円の減があったこと等によるもので

あります。

第２項他会計負担金の決算額20億9810万2177円に

つきましては、その主なものが各県立病院の資産購

入費及び企業債償還金に対する一般会計からの負担

金となっております。

第３項国庫補助金の決算額13億5912万6601円につ

きましては、新宮古病院建設工事及び医療機器購入

等の資産購入に充当した補助金であります。

第４項寄附金の決算額260万円につきましては、

、 。北部病院 中部病院に対する寄附となっております

一方、支出の第１款資本的支出は、予算額の合計

105億6134万4000円に対しまして、決算額は105億

1569万2702円となっております。

不用額は4565万1298円となっており、施設整備費

及び資産購入費の執行減などによるものでありま

す。

次に、３ページの損益計算書に基づき、経営状況

について御説明申し上げます。

医業収益につきましては、入院収益、外来収益、

診療所収益及びその他医業収益で合計424億1054万

9730円となっております。

、 、 、 、一方 医業費用につきましては 給与費 材料費

、経費などの合計で442億6695万3185円となっており

差し引き18億5640万3455円の医業損失が生じており

ます。

医業外収益につきましては、受取利息配当金、他

会計補助金、国庫補助金などで合計46億3215万6454

円となっております。

次に、４ページをお開きください。

医業外費用につきましては、支払利息、繰延勘定

償却、雑損失で合計15億1415万4671円となり、差し

引き31億1800万1783円の医業外利益が生じておりま
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す。

この医業外利益と先ほどの医業損失とを合わせた

結果、経常利益は12億6159万8328円となっておりま

す。

さらに、特別利益が9872万1747円であるのに対し

、 、まして 特別損失が１億8046万9588円となっており

8174万7841円の損失が生じております。これを経常

利益と合わせますと 当年度純利益は11億7985万487、

、 、円となり 前年度繰越欠損金179億4808万1671円が

当年度末未処理欠損金167億6823万1184円に減額し

ております。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

資本金、資本剰余金、利益剰余金の合計である資

本金合計を見てみますと 前年度末残高は557億7161、

、 、万2085円となり 前年度処分額がゼロ円であるため

処分後残高は同額となっております。

当年度変動額は77億5990万1413円となり、その主

な内訳としましては、固定資産除却に伴う除却損へ

の補てんがマイナスの４億2906万9431円、企業債の

発行が57億3460万円、企業債の償還がマイナスの20

、 、億3862万8189円 負担金の受入が20億9810万2177円

補助金の受入が13億5912万6601円、当年度純利益が

11億7985万487円となり、その結果、資本金の当年

度末残高は635億3151万3498円となっております。

次に、欠損金処理計算書について御説明申し上げ

ます。

当年度未処理欠損金は、先ほど御説明申し上げま

したように、167億6823万1184円となっております

が、これにつきましては、地方公営企業法第32条の

２の規定に基づき、全額を翌年度に繰り越すことと

しております。

次に、６ページの貸借対照表について御説明申し

上げます。これは、平成25年３月31日現在における

病院事業の財政状況をあらわしております。

まず、資産の部における固定資産について申し上

げますと、土地が45億8844万2289円、建物が382億

4960万2943円、構築物が11億428万4803円、器械備

品が95億9439万8072円、車両が2040万9412円、建設

仮勘定が2791万9691円、その他有形固定資産が210

万円で、有形固定資産合計が535億8715万7210円と

なり、無形固定資産1260万3544円と合わせた固定資

産合計は535億9976万754円となっております。

次に、流動資産について御説明申し上げます。

現金預金が108億1428万3097円、未収金が105億

9980万8192円、貯蔵品が５億6709万1956円などと

なっており、流動資産合計では219億8855万6879円

となっております。

なお、未収金105億9980万8192円のうち、約19億

1908万円が個人負担分の未収金となっており、残り

の大半は平成25年２月及び３月請求分の診療報酬な

どとなっております。

次に、繰延勘定について御説明申し上げます。

繰延勘定は９億96万5518円となっておりますが、

これは固定資産の購入等に係る控除対象外消費税で

あります。

、 、ただいま御説明いたしました固定資産 流動資産

繰延勘定を合わせました資産合計は764億8928万

3151円となっております。

次に、８ページの負債の部における固定負債につ

いて御説明申し上げます。

公立病院特例債に係る企業債が17億8905万6764

円、他会計借入金が40億円、引当金が3790万2529円

で、固定負債合計は58億2695万9293円となっており

ます。

なお、他会計借入金40億円は、沖縄県産業振興基

金及び一般会計からそれぞれ20億円ずつ借り入れた

長期借入金であります。

次に、流動負債について御説明申し上げます。

未払金が69億1818万8164円などで、流動負債合計

では71億3081万360円となっております。

固定負債と流動負債を合わせました負債合計は

129億5776万9653円となっております。

次に、資本の部について御説明申し上げます。

資本金は、自己資本金18億7858万4732円、借入資

本金となる企業債324億7489万7839円、合計で343億

5348万2571円となっております。

次に、９ページの剰余金について御説明申し上げ

ます。

資本剰余金は、他会計負担金及び国庫補助金など

で、合計459億4626万2111円となっております。一

方 利益剰余金は 当年度未処理欠損金が167億6823、 、

万1184円となったため、剰余金合計は291億7803万

927円となっております。

この剰余金と資本金を合わせました資本合計は

635億3151万3498円となり、さらにこれに負債合計

を加えた負債資本合計は764億8928万3151円となっ

ております。

10ページ以降には、決算関連の附属資料を付して

おりますので、御参照ください。

以上が、決算概要の御説明でございます。

病院事業局長の説明は終わりま○狩俣信子委員長
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した。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査の概

要の説明を求めます。

知念建次代表監査委員。

平成24年度沖縄県病院事○知念建次代表監査委員

業会計決算の審査結果につきまして、お配りしてご

ざいます平成24年度沖縄県病院事業会計決算審査意

見書により御説明いたします。

まず、意見書の１ページをお開きください。

第１審査の概要、１審査の対象でありますが、地

方公営企業法第30条第２項の規定により、平成25年

７月29日付で知事から審査に付されましたので、慎

重に審査を行い、審査意見書を取りまとめ、９月10

日に知事に提出いたしました。

２審査の手続でありますが、審査に当たりまして

は、事業運営が常に経済性を発揮するとともに、そ

の本来の目的である公共の福祉を増進するように運

営されているかどうかについて特に意を用い、審査

を実施しました。

２ページをお開きください。

第２審査の結果及び意見について御説明いたしま

す。

１審査結果でありますが、審査に付された決算諸

表は、地方公営企業法等の関係法規に準拠して作成

され、その計数は正確であり、平成24年度の経営成

績及び平成25年３月31日現在の財政状態を適正に表

示しているものと認められました。

経営成績及び財政状態につきましては、先ほどの

病院事業局長の説明と重複しますので、説明は省略

いたします。

４ページをお開きください。

２審査意見でありますが、県立病院は、救命救急

医療、周産期医療、高度・特殊医療、離島・僻地医

療など、県民の生命及び健康を守り、生活の安心を

支える重要な役割を担っております。

平成24年度決算は、11億7985万487円の当年度純

、 、 、利益を計上し その結果 当年度末の累積欠損金は

前年度に比較して6.6％減少しております。

しかしながら 当年度末の累積欠損金は167億6823、

万1184円と依然として多額であること、また、平成

22年度から県民に対する質の高い医療の提供及び医

業収益の確保を図るため、医師、看護師等を増員し

てきており、増員に伴う給与費の増加が見込まれる

一方、患者数は減少傾向にあることから、今後の経

営環境は厳しくなることも予想されます。

また、平成26年度予算、決算から地方公営企業会

計基準の見直しが適用され、会計制度がこれまでと

は大幅に異なるものとなるため、会計基準の見直し

に伴う移行作業及び移行後における会計処理が円滑

に行われるよう万全な準備に努めていただきたい。

県立病院が今後とも公的医療機関としての役割を

果たすためには、当面の課題である約58億円の公立

病院特例債等長期債務の解消に努め、公営企業とし

て経営体質の改善を図り、健全経営を確保すること

が求められております。

病院事業局は、これまで経営改善に取り組み、一

定の成果を上げたものの、まだ多くの課題を抱えて

いることから、今後の病院運営に当たっては次の点

に留意し、適切な措置を講ずるよう要望しておりま

す。

１点目は、経営安定化に向けた取り組みについて

であります。

県立病院が今後も地域において必要な医療を適切

かつ安定的に提供していくためには、自律的な経営

のもとで県立病院経営安定化計画に掲げた目標に向

かって取り組み、持続的な経営の健全化を達成する

必要があります。

５ページをお願いいたします。

２点目は、経営改善の取り組みについてでありま

す。

県立病院が基幹病院として今後も必要な医療を提

供していくためには、自律的な経営のもと、健全経

営を確保する必要があります。

そのためには、医業収支の改善、未収金対策の強

、 。化など 実効性のある対策を講ずる必要があります

未収金対策については、個人負担分医業未収金の

縮減に向けて、事前の支払い相談等による未収金発

生の防止、情報の共有化による各部門の連携強化な

どの取り組みを行っております。

平成24年度末における残高は19億1908万6104円と

なっており、前年度に比較して2868万7940円減少し

ているものの、依然として多額となっております。

今後とも、福祉部門との連携等により、未収金の

発生防止に努めるとともに、債務者個々の実態を把

握し、それに応じた適切な債権管理を行うなど、未

収金の解消に向けた組織的な取り組みを強化する必

要があります。

６ページをお開きください。

３点目は、医師等医療スタッフの確保についてで

あります。

県民の医療ニーズに対応し、良質で安定した医療

サービスを提供するためには、医師、看護師等を安
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定的に確保する必要があります。

良質な医療の提供や医業収益の確保を図るため

に、引き続き、医師及び看護師の安定的な確保に向

けた諸方策を講ずる必要があります。

以上が審査意見であります。

なお、７ページ以降に、管理者である病院事業局

長において調製された平成24年度沖縄県病院事業会

計決算書等に基づいた決算の概要を記述してありま

すので、後ほど御参照ください。

以上で、沖縄県病院事業会計決算審査意見書の説

明を終わります。

よろしくお願いいたします。

代表監査委員の説明は終わりま○狩俣信子委員長

した。

次に、企業局長から平成25年第６回議会認定第22

号及び同認定第23号の決算２件、乙第13号議案及び

乙第14号議案の議決議案２件について概要説明を求

めます。

平良敏昭企業局長。

平成24年度の水道事業会計及○平良敏昭企業局長

び工業用水道事業会計の決算並びに両会計決算の結

果生じました未処分利益剰余金の処分について、そ

の概要を御説明申し上げます。

初めに、認定第22号平成24年度沖縄県水道事業会

計決算について、お手元にお配りしております決算

書に沿って御説明いたします。

水道事業の概況について、お手元の決算書の11

ページをお開きください。

平成24年度の水道事業では、那覇市ほか20市町村

及び１企業団に水道用水を供給いたしました。

アの営業収支等としましては、送水量１億5191万

3000立方メートル、有収水量１億4978万8959立方

メートルで、料金収入は153億1442万3171円となっ

ております。

イの建設工事等につきましては、新石川浄水場高

度浄水処理施設建設工事、北谷浄水場施設整備工事

等を実施いたしました。

それでは、１ページにお戻りください。

平成24年度沖縄県水道事業決算報告書の(１)収益

的収入及び支出について御説明申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額合計162億

850万4000円に対しまして 決算額は164億853万8177、

円で、予算額に比べて２億３万4177円の増収となっ

ております。

その主な要因は、給水収益の増によるものであり

ます。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

170億6789万4704円に対しまして、決算額は154億

9912万6933円で、翌年度繰越額が１億6755万3455円

となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、計画変更等による

ものであります。

また、不用額が14億121万4316円生じております

が、その主な要因は、動力費や特別損失等の減少に

よるものであります。

２ページをお開きください。

(２)資本的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。

まず 収入の第１款資本的収入は 予算額合計152、 、

億5369万8000円に対しまして、決算額は146億2808

万8631円で、予算額に比べて６億2560万9369円の減

収となっております。

その主な要因は、建設改良費の繰り越しに伴い、

国庫補助金等の収入が減少したことなどによるもの

であります。

次に 支出の第１款資本的支出は 予算額合計185、 、

億9208万9096円に対しまして、決算額は176億8190

万3960円となっております。

翌年度への繰越額は７億1363万1640円、不用額は

１億9655万3496円であります。

繰り越しが生じた主な要因は、計画変更等による

ものであります。

また、不用額の主な内容は、執行残等によるもの

であります。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明申し上げます。

営業収支につきましては、１の営業収益合計153

億1629万6371円に対しまして、２の営業費用合計は

124億6550万6850円で 差し引き営業利益が28億5078、

万9521円となっております。

また、営業外収支につきましては、３の営業外収

益合計２億6261万8662円に対しまして、４ページの

４の営業外費用合計は19億2258万5943円で、右上に

なりますが、差し引き16億5996万7281円の営業外損

失となっております。

この営業外損失と、３ページの先ほどの営業利益

とを合わせた経常利益は11億9082万2240円となって

おります。

さらに、５の特別利益合計6349万8704円に対しま

して、６の特別損失合計は４億8126万9842円で、差

し引き４億1777万1138円の損失となっております。

これを経常利益と合わせますと、当年度の純利益
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は７億7305万1102円となっております。

この当年度純利益に前年度繰越利益剰余金の９億

9837万5180円を合わせた当年度未処分利益剰余金が

17億7142万6282円となっております。

当年度純利益は前年度に比べ増加しており、その

主な要因は、固定資産除却費、動力費等の費用が減

少したことによるものであります。

次に、５ページの剰余金計算書について、各項目

の当年度末残高で御説明申し上げます。

資本金につきましては一番下の段に記載されてご

ざいますが、自己資本金が200億7691万5746円、借

入資本金が716億2876万5907円となっております。

資本剰余金につきましては、受贈財産評価額が94

億5645万4106円、工事負担金が6469万3816円、補助

金が5494億7786万6942円、その他資本剰余金が２億

5946万9428円で、これらを合計いたしますと5592億

5848万4292円となっております。

利益剰余金につきましては、減債積立金が１億

1970万2000円、未処分利益剰余金が17億7142万6282

円で、これを合計いたしますと18億9112万8282円と

なっております。

これらを合わせた資本合計の当年度末残高は6528

億5529万4227円となっております。

次に、６ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

資本金、資本剰余金及び未処分利益剰余金の当年

度末残高は、先ほど申し上げました剰余金計算書中

の当年度末残高と一致しております。

右端にございます未処分利益剰余金につきまして

は、当年度末残高17億7142万6282円全額を、今後の

企業債償還に充てるため、議会の議決を経て、減債

積立金に積み立てることにしております。

この未処分利益剰余金の処分につきましては、地

方公営企業法第32条第２項の規定により、議会の議

決等が必要となっております。

このことから、認定議案とは別に、乙第13号議案

平成24年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の

処分について提案しているところでありまして、こ

の剰余金処分計算書も議案の形として（案）という

記載をしております。

未処分利益剰余金の処分に係る乙第13号議案につ

きましては、後ほど御説明申し上げます。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部について申し上げますと、１の固

定資産は、(１)有形固定資産と(２)無形固定資産、

次のページにございます(３)投資の合計で、6430億

6957万6941円となっております。

これに、２の流動資産合計の202億1713万2728円

を合わせますと、資産合計は6632億8670万9669円と

なっております。

次に、負債の部について御説明申し上げます。

３の固定負債は、(１)引当金の合計で41億4902万

784円となっており、これに４の流動負債合計の62

億8239万4658円を合わせますと、負債合計は104億

3141万5442円となっております。

９ページをお願いいたします。

資本の部について御説明申し上げます。

まず、５の資本金は、(１)自己資本金及び(２)借

入資本金の合計で917億568万1653円となっておりま

す。

次に、６の剰余金は、(１)資本剰余金及び(２)利

益剰余金の合計で、右端の下から３行目でございま

すが、5611億4961万2574円となっております。

資本金合計と剰余金合計を加えますと、資本合計

は下から２行目になりますが、6528億5529万4227円

となっております。

この資本合計に、８ページ一番下の負債合計を加

えますと、負債資本合計額は6632億8670万9669円と

なっており、８ページ中段右端の資産合計と一致し

ております。

なお、11ページ以降につきましては、決算に関す

る附属書類となっておりますので、後ほど御確認い

ただきたいと思います。

これで、認定第22号平成24年度沖縄県水道事業会

計決算の概要説明を終わります。

続きまして、認定第23号平成24年度沖縄県工業用

水道事業会計決算について御説明申し上げます。

53ページをお願いいたします。

工業用水道事業の概況について御説明いたしま

す。

平成24年度の工業用水道事業では、沖縄電力株式

会社石川火力発電所ほか92事業所に対して工業用水

を供給いたしました。

アの営業収支等としましては、基本使用水量681

万9024立方メートル、供給水量598万3434立方メー

トルで、料金収入は２億6746万7340円となっており

ます。

次に、43ページにお戻りください。

平成24年度沖縄県工業用水道事業決算報告書の

(１)収益的収入及び支出について御説明申し上げま
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す。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

３億2800万4000円に対しまして、決算額は３億3949

万3124円で、予算額に比べて1148万9124円の増収と

なっております。

その主な要因は、給水収益の増等によるものであ

ります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計３億4258万8000円に対しまして、決算額は３

億1123万8070円になっております。

不用額は3134万9930円で、その主な内容は、ダム

維持管理負担金等の減少によるものであります。

44ページをお願いいたします。

(２)資本的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。

まず 収入の第１款資本的収入は 予算額合計3242、 、

万8000円に対しまして、決算額は3242万6355円で、

予算額に比べて1645円の減収となっております。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計１

億4053万3000円に対しまして、決算額は１億2791万

9720円になっております。

翌年度への繰越額は598万5000円、不用額は662万

8280円であります。

繰り越しが生じた主な要因は、計画変更等による

ものであります。

また、不用額の主な内容は、調査設計業務見直し

による建設改良費の減等によるものであります。

次に、45ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

営業収支につきましては、１の営業収益合計２億

6746万7340円に対しまして、２の営業費用合計は２

億7423万284円で、差し引き営業損失が676万2944円

となっております。

また、営業外収支につきましては、３の営業外収

益合計5854万929円に対し、46ページの４の営業外

、 、費用合計が2242万8005円で 右端の上になりますが

差し引き3611万2924円の営業外利益となっておりま

す。

この営業外利益と、45ページの先ほどの営業損失

とを合わせた経常利益は2934万9980円となっており

ます。

さらに、５の特別利益合計11万2836円に対し、６

の特別損失合計は41万9524円で、差し引き30万6688

円の損失となっております。

これを経常利益と合わせますと、当年度の純利益

は2904万3292円となります。

この当年度純利益に前年度繰越利益剰余金1440万

1037円を合わせた当年度未処分利益剰余金が4344万

4329円となっております。

当年度純利益は前年度に比べて増加しており、そ

の主な要因は、負担金、修繕費等の費用が減少した

ことによるものであります。

次に、47ページの剰余金計算書について、各項目

の年度末残高で御説明申し上げます。

資本金につきましては、これは一番下の段でござ

いますが、自己資本金が１億6388万8570円、借入資

本金が７億6124万677円となっております。

資本剰余金につきましては、受贈財産評価額が

4729万3904円、工事負担金が１億5178万2005円、補

助金が163億4520万4841円で、これらを合計いたし

ますと165億4428万750円となっております。

利益剰余金につきましては、減債積立金が2852万

7000円、未処分利益剰余金が4344万4329円で、これ

を合計いたしますと7197万1329円となっておりま

す。

これらを合わせた資本合計の当年度末残高は175

億4138万1326円となっております。

次に、48ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

資本金、資本剰余金及び未処分利益剰余金の当年

度末残高は、先ほど申し上げました剰余金計算書中

の当年度末残高と一致しております。

右端にあります未処分利益剰余金につきまして

は、当年度末残高4344万4329円全額を、今後の企業

債償還に充てるため、議会の議決を経て、減債積立

金に積み立てることにしております。

この未処分利益剰余金の処分につきましては、水

道事業と同様に、地方公営企業法の規定により、議

会の議決等が必要となっております。

このことから、認定議案とは別に、乙第14号議案

平成24年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰

余金の処分について提案しているところでありま

す。

未処分利益剰余金の処分に係る乙第14号議案につ

きましては、後ほど御説明申し上げます。

次に、49ページの貸借対照表に基づき、財政状態

について御説明申し上げます。

まず、資産の部について申し上げますと、１の固

定資産は、(１)有形固定資産と(２)無形固定資産、

次ページの(３)投資の合計で、50ページの右端の上

にございますが、169億6326万4312円となっており
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ます。

これに、２の流動資産合計７億5413万9206円を合

わせますと、資産合計は177億1740万3518円となっ

ております。

次に、負債の部について御説明申し上げます。

３の固定負債は、引当金の合計で１億5763万1025

円となっており、これに４の流動負債合計の1839万

1167円を合わせますと、負債合計は１億7602万2192

円となっております。

51ページをお願いいたします。

資本の部について御説明申し上げます。

まず、５の資本金は、(１)自己資本金及び(２)借

入資本金の合計で９億2512万9247円となっておりま

す。

次に、６の剰余金は、(１)資本剰余金及び(２)利

益剰余金の合計で、右端の下から３行目でございま

すが、166億1625万2079円となっております。

資本金合計に剰余金合計を加えますと、資本合計

は 下から２行目でございますが 175億4138万1326、 、

円となっております。

この資本合計に前ページの負債合計を加えます

と、負債資本合計は177億1740万3518円となってお

り、これは資産合計と一致しております。

なお、53ページ以降につきましては、決算に関す

る附属書類となっておりますので、後ほど御確認い

ただきたいと思います。

これで、認定第23号平成24年度沖縄県工業用水道

事業会計決算の概要説明を終わります。

決算の概要説明に続きまして、当該決算と関連の

ある議案として提出しております未処分利益剰余金

の処分について、その概要を説明申し上げます。

別冊の議案書（その２）の38ページをお開きくだ

さい。

乙第13号議案平成24年度沖縄県水道事業会計未処

分利益剰余金の処分について御説明いたします。

本議案は、先ほど申し上げましたとおり、平成24

年度決算における未処分利益剰余金の処分を行うた

め、地方公営企業法第32条第２項の規定により議会

の議決を必要とすることから議案を提出しておりま

す。

内容につきましては、平成24年度水道事業会計の

未処分利益剰余金17億7142万6282円の処分につい

て、今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積

立金に積み立てるものであります。

これで、乙第13号議案平成24年度沖縄県水道事業

会計未処分利益剰余金の処分の概要説明を終わりま

す。

続きまして、乙第14号平成24年度沖縄県工業用水

道事業会計未処分利益剰余金の処分について御説明

いたします。

39ページでございます。

本議案は、平成24年度決算における未処分利益剰

余金の処分を行うため、水道事業会計と同様に議会

の議決を必要とすることから議案を提出していると

ころであります。

内容につきましては、平成24年度工業用水道事業

会計の未処分利益剰余金4344万4329円の処分につい

て、今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積

立金に積み立てるものであります。

これで、乙第14号議案平成24年度沖縄県工業用水

道事業会計未処分利益剰余金の処分の概要説明を終

わります。

以上で、決算及び関連する議決議案の概要につい

て御説明申し上げました。

御審査のほどをよろしくお願いいたします。

企業局長の説明は終わりまし○狩俣信子委員長

た。

次に、代表監査委員から平成25年第６回議会認定

第22号及び同認定第23号の同決算に対する審査の概

要の説明を求めます。

知念建次代表監査委員。

それでは、平成24年度沖○知念建次代表監査委員

縄県水道事業会計及び沖縄県工業用水道事業会計の

決算審査の結果につきまして、お配りしてあります

平成24年度沖縄県水道事業会計決算審査意見書及び

沖縄県工業用水道事業会計決算審査意見書により御

説明いたします。

意見書１ページの第１審査の概要につきまして

は、先ほどの沖縄県病院事業会計と同様であります

ので、説明は省略させていただきます。

２ページをお開きください。

第２審査の結果及び意見の審査結果であります

が、審査に付された決算諸表は、地方公営企業法な

どの関係法規に準拠して作成され、その計数は正確

であり、平成24年度の経営成績及び平成25年３月31

日現在の財政状態を適正に表示しているものと認め

られました。

水道事業会計の経営成績及び財政状態について、

また、４ページから記述してあります工業用水道事

業会計の経営成績及び財政状態については、先ほど

の企業局長の説明と重複しますので、説明は省略い

たします。
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次に、６ページをお開きください。

２審査意見でありますが、平成24年度は、人件費

の縮減やコストが抑えられたこと等により、水道事

業会計で７億7305万1102円、工業用水道事業会計で

2904万3292円の純利益を計上しております。

企業局においては、経営改善に取り組み一定の成

果を上げているものの、各事業を取り巻く経営環境

は厳しい状況にあることから、今後とも、経営の効

率化に努め、経営基盤の強化が図られるよう、第８

次沖縄県企業局経営計画に基づいた各種施策を積極

的に推進するよう要望しております。

また、沖縄県病院事業会計と同様に、平成26年度

予算、決算から地方公営企業会計基準の見直しが適

用され、会計制度がこれまでとは大幅に異なるもの

となるため、会計基準の見直しに伴う移行作業及び

移行後における会計処理が円滑に行われるよう万全

な準備に努めていただきたい。

水道事業会計について平成24年度は７億7305万

1102円の純利益となっており、前年度に比べ２億

1441万8307円増加しております。

純利益が増加したのは、収益は減少したものの、

固定資産除却費、人件費、動力費等の減により費用

が収益を上回って減少したためであります。

今後は、ダムに係る交付金や石川浄水場の高度処

理施設等の整備に伴う減価償却費などの増加が見込

まれています。

加えて、復帰後整備した東系列導水管など、水道

施設の計画的な更新、修繕や、地震等の災害に対応

できる施設の強化を図る必要がある一方で、給水収

益の大幅な増加は見込めないことから厳しい経営状

況が予想されます。

第８次沖縄県企業局経営計画で設定した目標の達

成に向けて各種施策を着実に実行し、経営基盤の強

化を図る必要があります。

工業用水道事業会計については、平成24年度は

2904万3292円の純利益となっており 前年度より788、

万5785円増加しております。

純利益が増加したのは、収益は減少したものの、

負担金や修繕費の減により費用が収益を上回って減

少したためであります。

しかしながら、施設利用率は54.64％で、施設規

模に比較して需要が低迷しており、また、供給単価

は給水原価を4.88円下回り、営業損失も676万2944

円と依然として厳しい経営環境であります。

今後も水道用水供給事業と一体となった経営の効

率化に努めるとともに、関係部局と連携を図りなが

ら、工業用水道の布設沿線地域に立地する企業の需

要開拓を図り、経費の節減など経営の健全化を推進

する必要があります。

以上が審査意見であります。

なお、８ページ以降に、管理者である企業局長に

おいて調製された平成24年度沖縄県水道事業会計及

び沖縄県工業用水道事業会計決算書等に基づいた事

業の概要、決算諸表の概要等について記述してあり

ますので、後ほど御参照ください。

以上で、水道事業会計及び工業用水道事業会計の

決算審査意見書の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

代表監査委員の説明は終わりま○狩俣信子委員長

した。

以上で、平成25年第６回議会乙第13号議案及び乙

第14号議案、平成25年第６回議会認定第１号から同

認定第23号までの決算概要の説明及び同審査意見の

概要説明は終わりました。

平良企業局長及び伊江病院事業局長、どうも御苦

労さまでした。これで御退席をお願いいたします。

休憩いたします。

（ 、 ）休憩中に 企業局長及び病院事業局長退室

それでは、再開いたします。○狩俣信子委員長

これより会計管理者及び代表監査委員に対する質

疑を行います。

なお、本日の質疑につきましては、決算特別委員

会運営要領に従って行うことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、自席で起立の上、重複することがな

いように簡潔に発言するよう御協力をお願いいたし

ます。

また、質疑に際しましては、あらかじめ引用する

、 、決算資料の名称 ページ及び事業名等を告げた上で

質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますの

で、あらかじめ御了承願います。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

砂川利勝委員。

それでは、質疑をいたします。○砂川利勝委員

平成24年度沖縄県歳入歳出決算についてです。ま

ず、決算の結果及び意見について、その中で平成24

年度の決算の特徴はどうなっているのか、会計管理

者にお伺いしたいと思います。

平成24年度決算の特徴でご○岩井健一会計管理者
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ざいますが、まず一般会計につきましては、歳入歳

出ともに前年度を上回っているということが一つご

ざいます 収入済額は6.8％ それから支出済額が6.8。 、

％の増ということでございます。それから、予算現

額に対する支出済額の割合の執行率が85.0％で、前

年度90.2％より5.2ポイント下回っているというこ

と、それから、翌年度繰越額が前年度に比べまして

98％の増となっていることが一般会計の主な特徴で

ございます。

それから特別会計でございますが、特別会計の決

算につきましても歳入歳出ともに前年度を上回って

いるということで、収入済額が2.1％の増、支出済

額が2.5％の増ということでございます。そして執

行率でございますが、平成24年度は94.5％で、前年

度より0.4ポイント下回っているということが特別

会計の決算の特徴でございます。

後で細目で少しお伺いしたいと思○砂川利勝委員

いますので、よろしくお願いいたします。

決算についての代表監査委員の所見をお伺いした

いと思います。

平成24年度沖縄県歳入歳○知念建次代表監査委員

出決算審査意見書でも、平成24年度の歳入歳出決算

につきましては 「予算の執行や財務に関する事務、

については、関係法令等に照らしおおむね適正に処

」 。 、理されていると認められた と述べています また

一般会計及び特別会計予算に計上された事務事業に

つきましても、総じて順調な成果をおさめられてい

るものと述べています。

ただ、本県の財政状況でございますが、自主財源

の柱であります県税収入の割合が低いということ、

逆に地方交付税、あるいは国庫支出金が高い状況と

いうことは、国の予算あるいは地方財政対策に左右

されやすい構造になっているという特徴があろうか

と思います。

もう一つは、6800億円余りの県債残高を残してい

ますのでまだ多額であるということで、現在策定を

しています沖縄21世紀ビジョン基本計画、沖縄振興

一括交付金等々を着実に推進していくということに

対しましては、やはり持続的な財政基盤の確立とい

うか、より一層効率的かつ効果的な財政運営が重要

であると考えています。

やはり自主財源の確保ということ○砂川利勝委員

は永遠の課題かと思うのですが、その確保に取り組

んでいただきたいと思います。

。 、細目で３点だけ質疑をしたいと思います まずは

不納欠損処理についてです。

平成24年度の不納欠損金は、一般会計が県税で４

、 、億9000万円余り そして諸収入で１億2800万円余り

特別会計では小規模企業者等設備導入資金が3300万

円余りの合計で６億8600万円余りとかなりの金額に

なっています。毎年のように同じような金額が不納

欠損となっているのか、過去の推移をお聞かせくだ

さい。

これまで過去10年間の不納○岩井健一会計管理者

欠損額の推移について見ますと、まず一般会計でご

ざいますが 一番多い年度が平成22年度で 49億2782、 、

万円でございました。特別会計も同様に平成22年度

が一番多くて３億6893万円でございます。

過去10年間について、まず一般会計について見ま

すと、平成15年度が７億6000万円、それから平成18

年度、平成19年度が６億円台ということでございま

して、平成24年度も、先ほど申し上げましたように

同様でございます。その他の年度につきましては、

ほぼ４億円台の不納欠損となっております。

それから特別会計の不納欠損額につきましては、

先ほど申し上げました平成22年度、これは談合違約

金の不納欠損処理があった年度でございますが、こ

の年度を除きますと、過去10年間では、平成24年度

の不納欠損額が大きいという状況でございます。

不納欠損金については適切な対応○砂川利勝委員

が求められると思いますが、それに対する代表監査

委員の意見を聞かせてください。

不納欠損処理について平○知念建次代表監査委員

成24年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書で述べてい

ますのは―債権の管理については、個々の債務者の

実態把握に努めるとともに、関係法令に基づく措置

を的確に講ずることを要望してございます。いわゆ

る未収金ですが、督促してまだ納入されないという

、 、場合 地方税法とか地方自治法にそれぞれ滞納処分

強制執行等の手続がございます。徴収猶予等の手続

も同時にございますので、大事なことは、滞納者に

直接、適宜適正に接触して、まず生活、財産状態の

滞納者の実態把握に努めて、後に法に規定された手

続を適切に行うことです。まず未収金の処理を的確

にとるということを、各個々と接触した上で手続を

きちんとやってくださいというような意味で不納欠

損処理についての意見を述べてございます。

ぜひ、不納欠損金を少なくする方○砂川利勝委員

法、努力をまたお願いしたいと思います。

次に、事業執行について、平成24年度の一般会計

の執行率は85％で、前年度の90.2％と比べて5.2ポ

イント下回っているが、過去10年間の執行率の推移
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をお聞かせください。

過去10年間の執行率の推移○岩井健一会計管理者

でございますが、平成24年度が最も低いという状況

でございます。そのほか低い年度でございますが、

平成14年度が89.7％、平成21年度が89.0％、平成22

年度が89.6％でございまして、その他の年度は、ほ

ぼ90％から92％で推移している状況でございます。

どういう原因でそうなっているの○砂川利勝委員

かだけお聞かせください。

平成24年度の執行率が低い○岩井健一会計管理者

主な要因としては、平成24年度から創設されました

沖縄振興特別推進交付金、いわゆるソフト交付金に

かかるものとか、あるいは２月補正で計上されまし

た国の経済対策関連の事業などで年度内に完了でき

ずに繰り越しとなったものが増加したというような

ことが主な要因ではないかと考えております。

それでは、執行率が低いとありま○砂川利勝委員

したけれども、それに対する代表監査委員の意見を

お聞かせください。

要因につきましては、先○知念建次代表監査委員

ほど会計管理者が答弁いたしましたように、平成24

年度の低下の大きな特徴として、沖縄振興一括交付

金の平成24年度からの導入による手続のおくれ、あ

るいは経済対策関連事業が補正等でそれぞれ対応し

ている状況がございますので、それが主な要因に

なっていると思われます。ただ、監査委員としまし

ては、事業の執行に当たっては、やはり計画的かつ

効率的に実施していただけるよう要望してございま

す。

最後に不用額について質疑させて○砂川利勝委員

ください。

前年度に比べて１億4500万円余り減少したもの

の、一般会計だけで185億4200万円、特別会計で12

億4700万円余りの不用額が出されております。一般

会計だけでも石垣市の新年度予算に匹敵するような

大変な金額でありますが、過去10年間はどのような

推移があったのかを答弁してください。

一般会計で申し上げます○岩井健一会計管理者

、 、と まず過去10年間の不用額の推移でございますが

平成22年度が最大で189億9000万円余りという金額

になっておりまして、平成24年度はそれに次いで２

番目に多額であるという状況でございます。

不用額を部別に見ていくと、総務○砂川利勝委員

費を含めて教育関係が結構大きな数字が出ていて、

これは部署での話になるかとは思うのですが、いろ

いろな要求、要望がある中で、これだけ余らせると

いうことは本当にいかがなものかと。これほど余ら

せて何に使うのかはわかりませんけれども、しっか

りと地方の皆さんの声を聞いてやるのが私は当然で

はないかと思っています。そこで、多額の不用額が

生じていることについて、代表監査委員の意見を聞

かせてください。

不用の主な要因として我○知念建次代表監査委員

々が掌握していますのは、災害事業につきましては

当初で見込みをするものですから、その発生状況に

よって、補正で減をしたりということでいろいろ調

整はなされているようですが、当初予算、あるいは

補正後の予算と決算との乖離において不用が生じて

いるという状況がございます。あるいはまた国庫の

内示減、あるいは入札残、経費節減等が不用の主な

要因となっていると我々は考えています。

ただ、監査委員としましては、審査意見書におい

ても述べていますけれども、予算計上時に精度の高

い所要経費の見積もりを行うということと、それか

ら、随時事業の進 を的確に把握しながら補正等を

行うということで、効率的な予算の執行に努めると

いうことを要望してございます。

答弁としてはいいかと思うのです○砂川利勝委員

が、より部署別でしっかりと対応していただいて、

必要なものはしっかりやっていただく。また強く監

査の指摘をしながら、いろいろなことに取り組んで

いただけたらありがたいと思います。

これで質疑を終わります。

具志堅透委員。○狩俣信子委員長

まず、今回の決算審査に当たりま○具志堅透委員

して、代表監査委員を初め監査委員の皆さん、そし

て携わられた職員の皆さん、大変御苦労さまでござ

いました。質疑に入るのですが、監査委員の審査意

見書の中から幾つか聞きたいと思います。見ればわ

かるのではないかということにもなるかもしれませ

んが、ぜひ答えていただきたいと。

まず１点目は、財政の健全化比率についてでござ

います。いずれも早期健全化基準を下回っていい状

況にあるのだと思っておりますが、今後の見通しに

ついてお聞かせ願いたいと思います。

今委員から御指摘があり○知念建次代表監査委員

ました健全化比率につきましては、健全化判断比率

、 、というものがあるのですが その中で実質赤字比率

連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率

という４つが健全化判断比率ということで数値が用

いられています。当県はいずれの比率も健全化基準

を下回っていて、現在のところ心配御無用という状
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況でございます。

ただ、気になりますのは、先ほどもお答えしまし

たように県債残高が6800億円と多額でありまして、

これから事業等が増加するにつれて県債も増加傾向

になるかと思います。そこにつきましては、公債費

の負担等も勘案しながら、長期的な見通しに立って

の財政運営が必要かと思っています。

大体わかるのですが、県債に関し○具志堅透委員

ては、利率の高い部分、一定程度の年数が来れば借

りかえ等々も可能だったと思うのですが、起債の部

分は各部署で当然行っているのですか。

起債の借りかえについて○岩井健一会計管理者

は、財政課のほうで適宜やっていると聞いておりま

す。

次に移ります。平成24年度沖縄県○具志堅透委員

歳入歳出決算審査意見書によりますと、自主財源の

割合の低さや県債残高の多さ、また、今後の公債費

や社会保障の増加等による収支不足の見込みについ

ての指摘がございます。今後の財政健全化の観点か

ら、監査委員としての指導、助言等々がございまし

たら、その見解、対策をお聞かせ願いたいと思いま

す。

御指摘のとおり、総務部○知念建次代表監査委員

というか、県でということになると思いますが、平

成25年６月に公表されております財政の見通しがご

ざいます。その中でもやはり公債費や社会保障関係

の増加が見込まれているということでございます。

その見通しによると、やはり収支不足は拡大傾向で

推移するという見込みでございます。先ほどと答弁

が重複するかもしれませんけれども、構造的な収支

不足を解消するということ、歳入歳出のバランスを

とるということ、それが持続力のある財政基盤を確

立する要素になると思います。そのためには効率的

な行政体制の構築、あるいは歳入の確保、歳出の見

直し、新沖縄県行財政改革プランに基づく取り組み

を確実に実施していくということが今後求められて

いくと考えております。

一方では、自主財源の確保という○具志堅透委員

ことも非常に重要な課題だろうと思っております。

そこで、新たな制度が昨年導入されました、沖縄振

興特別推進交付金制度でございます。いわゆる沖縄

振興一括交付金でございますが、その制度が県の財

政運営に与える影響をどのように考えているのか。

沖縄県の振興、発展に資する事業の展開等を目的に

創設されていると思います。積極的な事業の活用を

展開しながら、自立ある、あるいは先ほども言った

自主財源の確保、沖縄県政の発展を図ることの観点

から、監査委員としての見解があれば所見を聞かせ

ていただきたいと思います。

御指摘のとおり沖縄振興○知念建次代表監査委員

一括交付金が導入されまして、かなり使途の自由度

の高い国庫支出金となっていますので、今まで予算

化ができなかった部分も事業化があり得るという意

味で、予算規模が拡大して施設整備が加速されてい

くと思います。また、ソフト交付金によって産業の

振興が促進されて、そういう面で自主財源の確保に

つながる一面も沖縄振興一括交付金の性格として

持っているということで、かなり期待される状況で

はあると思います。

ただ、もう一方で、沖縄振興一括交付金で事業を

拡大するわけですから、財政的には、ある面、公債

費等の県負担分の増加も懸念されるということで考

えなければいけない状況もあると思います。先ほど

申しました長期的な見通しということを念頭に置い

た財政運営、財政健全化に向けた取り組みも念頭に

置きながら沖縄振興一括交付金を活用していく必要

があるかと考えています。

代表監査委員はもっともだと思い○具志堅透委員

ます。我々議員としても、その辺のところをしっか

り踏まえながら事業の展開をしていきたいと思って

おります。

それでは最後に、今後県の予定している組織改革

について伺いたいと思います。

財政規律だとかあるいは行財政改革の観点から、

監査委員として何か県に対してありましたら、ぜひ

見解をお聞かせください。

大変申しわけないのです○知念建次代表監査委員

が、今はまだ基本的なことの情報しか承知していま

せん。沖縄21世紀ビジョンに対応した組織体制を構

築するという基本的なことはお聞きしていますけれ

ども、詳細についての情報はまだ私どもも持ち得て

いませんので、申しわけございません。

ありがとうございました。これで○具志堅透委員

終わります。

中川京貴委員。○狩俣信子委員長

、 、○中川京貴委員 それでは 質疑をしたいのですが

これまでの決算特別委員会と違って各常任委員会で

慎重審査をされるということで、私は、砂川委員、

具志堅委員から質疑がたくさん出ましたので、重複

することがないように質疑をしたいと思っておりま

したが、１点だけ重複します。

２つだけ質疑の項目を出しておりますので、それ
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について答えていただきたいと思っております。

まず１点目は、監査委員の立場から、これも重複

しますが、自主財源が乏しい。先ほど代表監査委員

が申し上げていました国庫に依存しているといった

中で、県債残高が多くて、公債費、社会保障の増加

が見込まれております。今後、沖縄21世紀ビジョン

を立ち上げてこの10年が勝負だと思うのですが、そ

れを拡大することによって、毎回同じような代表監

査委員の指摘ではだめだと思っております。それに

ついて再度答弁してください。

自主財源の確保という面○知念建次代表監査委員

で、先ほどと重複しますが、沖縄振興一括交付金を

活用することによって産業振興が図られるという意

味で、県税の徴収がアップするということは一つ期

待される部分でございます。もう一つは、今、県税

の徴収率等々の中で、個人県民税の徴収の実績が税

目の中でまだ課題がかなり多く残っているようでご

ざいます。それにつきましては、個人県民税という

ものはどうしても市町村とタイアップしないと効果

がなかなか上がらない部分があるのです。一時期は

自動車税がかなり徴収強化に苦慮していまして、そ

れが県全体となって取り組んだ状況があって、今、

自動車税はかなり徴収実績は上がってきていると思

います。

それと同じように、今後、個人県民税に力を入れ

て徴収率をアップするということも、今ある税の中

で徴収率をアップすることによって確保する方法

と、その両方で力を入れて。自主財源の中で一番重

要なのはやはり県税でございますので、県税の徴収

アップにつなげるような確保方策を考えつつ、先ほ

ど話しました行革等々も着実に実行しながら歳入歳

出のバランスをとるということを長期的な見通しで

やっていただく必要があろうかと思います。

今、代表監査委員が申し上げたと○中川京貴委員

おり、税の徴収はもちろんごもっともであります。

しかし、これは近年においても、テレビやマスコミ

を通して代表監査委員は気づいたと思うのですが、

亡くなったところに10年も督促状を出したとか、市

町村においてもそれが多々テレビで報告されたこと

もあります。例えば、3000円を取るのに5000円もか

けて徴収したという報告書が上がってきたりするよ

うなこともテレビやマスコミで出たのですが、これ

らについて県はどういった取り扱いでしょうか。

個々の事例ではなくて一○知念建次代表監査委員

般的になるかもしれませんけれども、不納欠損処理

につきましては確かにいろいろな事例がございま

す。時効等々についても、既に時効に達しているの

にそういう状況にある例もあろうかと思います。た

だ、そういう部分につきまして、それぞれの部局が

それぞれ個々に債務者の実態をどう把握できるかと

いうことが、ある面、不納欠損で処理する場合と、

債権をきちんと確保するために債務者に接触するこ

とと、それぞれに実態に合わせた対応をする必要が

あろうかと思います。それにつきましては、審査意

見でもありますが、個々の債務者の実態把握に努め

て法令等を的確にそれに適応させていくという処理

もある面必要かと思っています。

先ほど一般会計の執行率が85％と○中川京貴委員

いう答弁がありましたが、実は全体的に平成24年度

が一番悪いのだと、これは先ほどの答弁のとおり沖

縄振興一括交付金をあわせた事業執行がおくれたと

いう説明がありました。

あえてお聞きしたいのですが、これは質疑項目に

出しております。土木建築部、農林水産部、商工労

働部の補正予算の件数、そして不用額の金額は幾ら

か、不用額の理由についてお伺いしたいと思ってお

ります。

申しわけございませんが、○岩井健一会計管理者

決算書は部単位で作成しておりませんので款ごとに

お答えしたいと思います。補正予算額につきまして

は、(款)土木費で38億3138万円、(款)農林水産業費

で97億5124万5000円、それから(款)商工費で72億

1577万8000円ということでございます。

不用額につきましても、部ごとで把握しているわ

けではございませんので款別でお答えいたします

と、(款)土木費で18億7769万8000円、(款)農林水産

業費で23億804万4000円、それから(款)商工費で22

億5848万4000円ということでございます。出納事務

局におきましては補正予算の件数は把握しておりま

せんので御理解願いたいと思います。

それから、不用額の主なものでございますが、こ

れもまた目単位で御説明させていただきたいのです

が、土木費でいいますと(目)街路事業費で３億3084

万円、(目)港湾建設費で２億9881万3000円、それか

ら(款)農林水産業費で申しますと、(目)農業振興費

で７億……。

（休憩中に、細かい数字は常任委員会で聞く

ので、きょうはこの答弁でよいとの発言が

あった ）。

この後、各委員会でやると思いま○中川京貴委員

すので。それを聞きたくて今質疑をしたわけではな

いです。
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これはまた各常任委員会でやると思いますので、

そのときに答えていただきたい。私がなぜその質疑

をしたかというと、先ほど土木費で38億円の補正を

。 、組んであるのです そして農林水産業費では97億円

商工費で72億円。先ほど代表監査委員が説明したと

おり、当初予算で計画性を持って予算を組む。そし

て必要だから補正を組んだ。恐らく予算があって、

その予算の中で足りないから補正を組んだはずなの

です。しかしながら、その後の不用額が出るという

ことは事業執行ができなかったのか。要するに、当

初予算を組んで、補正を組まないで不用額が出る分

には事業執行ができなかったと。先ほど代表監査委

員が説明したとおりでありますが、補正を組むとい

うことは事業に向けて進められた事業があったと思

うのですが、これについてはいかがでしょうか。

不用額の発生につきまして○岩井健一会計管理者

は、まず各部局とも効率的な予算執行ということで

節減に努めておりますので、それも一つの要因とし

ては出てくると思います。それから、私どもが把握

している状況で申し上げますと、各部局では効率的

な予算執行に努めているところではあるのですが、

例えば教育庁関係で首里高等学校の校舎改築事業に

おいて埋蔵文化財、これは中城御殿跡が発見されま

して工事そのものが中止になったということで、年

度中途の予期せぬ事業に伴いました計画変更とか。

これも教育庁関係でございますが、教職員の普通退

職者の見込みが少なかったということで見込みと実

績の違いとか。これは観光関係だと思うのですが、

尖閣問題で日中関係悪化によりまして中国との交流

事業が停止となったというようなことで、予算計上

時に想定していなかった外的要因の発生、それから

工事等の入札残、あるいは国庫の内示減といったも

のが不用額の要因としてあるのではないかと思って

おります。

今、僕は教育委員会の不用額につ○中川京貴委員

いて質疑しておりません。私が質疑しているのは土

木建築部と農林水産部、商工労働部、教育委員会か

ら出ているのは先ほど説明を受けた。土木建築部と

農林水産部、商工労働部において、今の会計管理者

の答弁では節減したという説明ではあるのですが、

ただ、そういった意味では、補正を組んで予算を執

行するということは、ほとんどは見積もり差額の人

件費ということで理解してよろしいのでしょうか。

少し視点が違うかもしれ○知念建次代表監査委員

ませんが、確かに計画を立てて当初予算をきちんと

組んでいると思います。それ以降６月補正、９月補

正、12月補正、今、各議会ごとに多分補正案が議会

に提出されていると思います。これは一番大きいも

のは、いわゆる国の経済対策、それから沖縄振興一

括交付金の追加決定等ではないかと考えています。

ということは、国庫の決定が当初予算より年度に

入ってから決定がされている。あるいは国の経済対

策が年度に入ってから打ち出されている分について

県が予算計上しなければいけない分を補正で計上し

ているところでございます。

それと不用との関係ですが、補正が各議会ごとに

増になって一番大きく影響するのは、先ほど述べま

した繰り越しに一番大きく影響すると思います。そ

の年度でなかなか執行が不可能な状態が出てくるも

のですから。それと、先ほど不用で会計管理者が説

明しました、その途中で例えば首里高等学校の文化

、 、財が出て その処理をするのに結構時間がかかって

ぎりぎりまで頑張っているけれども、年度末まで

やっても不用に持っていかなくてはいけないとか。

あるいは中国との関係が悪化して、その年度の中で

やりたいのですが、ぎりぎりまで待って、ある面、

不用に持っていかざるを得ない部分が国庫の関係で

大きく出て、それが内示減につながっている部分が

あると思います。

土木建築部で大きいのは、先ほど申しました災害

の見込みと実績との差、災害というものは発生して

から予算計上したのでは遅いですので、事前に予算

をある程度多目に見積もっておいて、その年度の中

で発生する災害に対応する予算を計上しているもの

ですから、監査委員の立場で言うのは変ですが、あ

る程度不用はやむを得ない状況があります。それを

２月の補正でいかに調整して減額できるかという見

込みが必要かなという状況の感じは持っています。

説明が少し違う感じになって済みません。

代表監査委員が言うように当初予○中川京貴委員

算で多く見積もっている、そして事故が発生したら

不用でやるということが常識だと思っております。

事故が発生しないのに補正を組んで不用額に出すの

はいかがなものですかということです。

、 、それと 一般会計で全体的に85％の執行率ですが

あえてお聞きします。これも出してありますけれど

も、土木建築部、農林水産部、商工労働部の執行率

は何％でしょうか。

部局別でうちが集計して○知念建次代表監査委員

いる資料がありますからそれで答えたいと思いま

す 農林水産部の執行率が65.5％ 商工労働部が82.3。 、

％、土木建築部が67.8％という執行率の状況でござ
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います。

このように沖縄振興一括交付金を○中川京貴委員

導入して、経済の活性化、沖縄県の活性化という代

表監査委員の答弁がありましたけれども、執行率が

このような状況の中で本当に活性化になるのでしょ

うか。私は、代表監査委員からそういったところも

指摘をしながら、もちろん繰り越しもできるような

状況で予算執行ができるということでもあるのです

が、やはりこの辺を、これは恐らく県だけではなく

て市町村においてもそれがなっていると思っており

ます。これについて再度代表監査委員の意見をお聞

きしたいと思っています。

今、部局別の執行率をお○知念建次代表監査委員

答えしたのですが、農林水産部、商工労働部、土木

建築部はいずれも今回、沖縄振興一括交付金が導入

されていまして、経済対策の予算も多分補正が計上

されている部分が多い部局だと思っています。だか

、 。 、ら 多分繰越額も多くなってございます ですから

確かに執行をきちんと計画どおりやっていくという

ことは我々監査委員として常に要望し続けていくと

いうことは必要でございますが、ある面で、平成24

年度は少し特殊な部分というか、特殊な要因もござ

います。その辺には理解を示しつつ、なお執行率の

アップにつながっていけるような執行体制等も含め

て今後とも要望はしていきたいと考えております。

ぜひ、限られた予算を精いっぱい○中川京貴委員

県民のために使っていくためにも、代表監査委員を

初め会計管理者の皆さん、また職員の皆さん、一緒

に頑張っていきましょう。

以上で終わります。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

午前11時56分休憩

午後１時23分再開

再開いたします。○狩俣信子委員長

午前に引き続き、質疑を行います。

翁長政俊委員。

平成24年度沖縄県歳入歳出決算審○翁長政俊委員

査意見書を見させていただいています。これまでも

監査におかれては適宜執行がうまくいっているかど

うか、意見書をつけて出しておられます。皆さんが

事業執行に当たっての意見書等を付して監査の意見

というものが出てくるのですが、執行部がそれを受

け取ってどういう対応になっているのか、皆さん方

はこれの検証をなさったことはありますか。

審査意見書と同時に定期○知念建次代表監査委員

監査も、数字と、あとは体制とかも全部合わせて一

緒にやっています。定期監査の報告は去年１月の初

めに知事に報告させていただいて、その後、議会に

も報告しています。今その集計中なのですが、その

結果も反映して、この平成24年度沖縄県歳入歳出決

算審査意見書には、例えば会計処理について毎年繰

り返し同じ指摘があるので注意されたしとかという

ことを含めて、反映できる部分についてはできるだ

け反映させて執行部に意見を言って。あるいは指摘

をして、その年度の執行からできれば直して適正に

やっていただきたいということを含めて、意見を出

させていただいています。やはり毎年同じような単

純ミスがあるものですから、繰り返し繰り返し同じ

ことを言うのも効果が出てくるのではないかという

ことも含めて、この段階でも、それから定期監査の

報告の段階でも、会計処理、事務処理については同

じような指摘をさせていただいている部分がありま

す。

僕は毎回、決算審査で監査の意見○翁長政俊委員

書を見させていただいているのですが、同じような

指摘が多いのです。これが指摘効果としてきちんと

出てきて、こういう形に改善されたのだという目標

がないと、監査の実質的な内容という意味において

いかがなものかと私自身はそう思っているのです。

ですから、これがより実効性あらしめるための何ら

かの監査としての対応、さらには、行政執行上、ど

うしたらうまく効率的にこれができるのかというも

のを研究されてみたことはありますか。

御指摘のとおりだと思い○知念建次代表監査委員

ます。具体的にその部分での研究をしたことがある

かということについては答え切れない部分があるの

ですが、特化して研究している部分は多分今までも

なかったかと思います。ただ、特に財務会計事務に

ついてですが、本庁と出先でどこが指摘が多いかと

いうと、やはり出先のほうが７割から８割方。ある

面、契約事務とか、あるいは、ここに書いてある旅

費の支出の誤りとかです。それはなぜ出先が多いか

というと、人事異動、あるいはふなれな人たちが割

と出先に―若い人たちを先に出先に行かせたりと

か、そういうふなれなものとか人事異動とかいろい

ろ要因はあろうかと思います。

ただ、書いてありますように、それは日常的にチ

ェックをしないといけない部分がかなりあるかと思

います。日常的な部分をどういう形でどういう検証

をすればいいかということは、確かにおっしゃると

おり、我々もいろいろ研究をしないといけないと

思っているのです。ただ、正直我々もなかなかそこ
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まで、定期監査の段階でこういう指摘をするという

ことで、その年度で指摘した部分について、あるい

は去年指摘した部分についてどういう措置をしてい

、 、るのか 是正されているのかということについては

指摘した部分について検証していますけれども、体

制的にどうすればいいかということはまだ検証の課

題だとは思います。

まさに、いわゆる知事部局の執行○翁長政俊委員

の体制をチェックするのが監査の仕事ですが、議会

においては、監査がより効率的に、皆さんがやって

いる業務が県政にどう生かされているのかというこ

とをチェックするのも私たちの立場なのです。です

から、今言われているように、出先機関でこういう

問題が多い。その理由は何かということは、この監

査報告書にも書いてありましたけれども、監査機能

を高めるためには、会計担当者、さらには執行担当

者が兼任されていて、どうもチェック体制がうまく

いっていないということを監査報告書で述べている

のです。ここをきちんと分離して執行体制がきちん

とできるように、そこを明確に執行側に求めていく

といったアプローチはできないものなのですか。

個々にということになる○知念建次代表監査委員

と、県全体の定数管理、執行体制の管理等との兼ね

合いもあるものですから、ダイレクトな部分ではか

なり言いづらい部分はあるのです。ただ、トータル

的な執行体制の強化は、一般的な概念の感覚で物を

言っているような感じなのですが、先ほども言いま

したように行革等も含めていろいろ工夫する必要は

あろうかと思います。ただ、我々としてもより具体

的にどこまで言い切れているかということについて

は、確かに御指摘のことがあると思います。

ぜひ、代表監査委員、当然皆さん○翁長政俊委員

方がやる監査において、監査業務がどういう形で生

かされているかということは、私どもは大変関心が

高いのです。従来どおり意見書を出して意見を付し

ただけで終わりということであれば、これは従来か

らの繰り返しであって、皆さん方にも改善や改革が

要求されているわけです。だから、そこの部分を重

く受けとめて、皆さんの正しい監査が具体的に行政

の中でこう生かされているのだという成果が出るよ

うに、ぜひそこは強い決意を持って執行側と対峙し

ていく、そういう体制をぜひつくっていただきたい

と思っています。

次に移ります。これまで一般会計の執行率の問題

が出ておりますけれども、予算執行ベースで85％、

特別会計で95％と出ているのです。沖縄振興一括交

付金の関係で、先ほど中川委員からも出ましたけれ

ども、今度は知事のほうで、平成24年度の沖縄振興

特別推進交付金の事後評価が出ました。これは目に

されておられますか。

事業評価が出てきている○知念建次代表監査委員

のは承知していますけれども、より具体的に中身を

まだ見ていません。

これを何で見ないのですか。執行○翁長政俊委員

側がこれを出してきて、これは平成24年度分です。

皆さん方が監査した分と、独自で執行側が、知事部

局が自分たちで数値目標を立てて、そこをきちんと

精査しているわけです。それが一つの冊子にまとめ

られて出てきているのです。これは当然監査として

も、ここの部分は私は関心が高いと思って聞いたの

です。まだ見ていないということになると問題だと

思っているのですが、いかがでしょうか。

済みません、見るべきで○知念建次代表監査委員

はないかということに対してはそのとおりでござい

ますとしか答えようがないのですが。これも言いわ

けになるかもしれませんが、最近、たしか７月ぐら

いの段階だったかと思うのですが、それがあるとい

うことは重々承知しておりました。確かに関心を示

さないといけないと思うのですが、出てきた状況の

中でまだ目を通している状況にはございません。申

しわけございません。

皆さんが行っている監査と事後評○翁長政俊委員

価、皆さん方は第三者の目で県の執行を見ています

けれども、事後報告書は、執行した機関が独自に自

己評価をして出しているのですから、こことの整合

性、どういう形で事後評価がなされて予算の執行が

円滑に行われたかというものを知る上ではとても重

要な資料なのです。だから、皆さんに質疑するとす

れば、この事後評価をもとにして私たちは質疑を組

み立てないといけないと思って、わざと今出してき

たのですが。

ここは私も十分承知していまして、個々の事業を

皆さんに聞いても意味がない話ですから、おおむね

形としてこういう事業報告書が出てきて、要するに

沖縄振興一括交付金のソフト事業とハード事業が

あって、ハード事業の中でも土木建築部や農林水産

部については先ほど執行率が出てまいりました。ソ

フト事業については76％のおおむね執行率になって

いるということなのです。なぜそこを聞くかという

と、その理由は、今言う要綱のおくれとか事業のこ

とがいろいろ出てきましたけれども、平成24年度で

執行できなかったものが繰り越しをされて、平成25
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。 、年度で執行を今一生懸命やっているのです だから

もしかすると、繰り越しをされた事業が、平成25年

度に執行されないといけない。要するに、予算で決

まった執行率にこれが大きくのしかかってきて、執

行率が悪くなるのではないかという心配を持ってい

るからなのです。

それにあわせてもう一つは、国が行った緊急経済

対策事業があります。これも373億円ぐらいがまた

乗っかってきているでしょう。だから、今、平成25

年度でやっているものは何かというと、平成25年度

の一般会計予算と繰り越し分、そして緊急経済対策

事業分の３つの事業が抱き合わせで物事が動いてい

るわけです。これが平成24年度の繰り越しが小さけ

ればよかったのですが、かなり大きい額が繰り越し

されていますから、平成25年度がとても心配なので

す。これがうまくいかなかったらどうなるかという

と、当然皆さんが監査をしてチェックをしますけれ

ども、これは内閣府に行き、財務省に行って、国の

会計検査まで行くのです。この事業がどういう体制

で執行されて、不用額がどう出て、繰り越しがどう

出たというものが出てくるわけです。出てきたら、

執行率の問題がこれからの沖縄振興一括交付金に大

きく影を落とす可能性があるわけです。だから、私

どもも大変危惧しておりまして、そこの部分につい

て代表監査委員はどう考えておられますか。

失礼いたしました。先ほ○知念建次代表監査委員

どの事業評価の部分ですが、総体的に例えば県事業

分の約８割、あるいは市町村分の約７割の事業が目

標達成、あるいはおおむね達成となったという総括

。 。的なことは掌握してございます 大変失礼しました

繰り越しが県事業分としても、去年の分からする

と15％繰り越しになっていまして、確かに委員が

おっしゃるように、沖縄振興一括交付金でも繰越額

がかなり多額になってございます。去年はたしか交

付決定が４回に分けて行われている状況で、交付決

定のおくれによって繰り越しが多くなっているとい

うことですが、今年度は、内諾を得て４月１日に施

行している、４月１日から着手している状況が生み

出されているということを聞いています。そういう

面では、去年に比べて着手時期が早い状況で着手さ

。 、れている状況があるように聞いています ですから

そういう意味では、確かに繰り越し事業、本年度事

業でおっしゃるように経済対策の関連事業もかなり

膨らんではいますけれども、着手が早くなった分だ

け、執行的にはよくなるのではないかという期待は

しています。

これは、皆さんが総務費をチェッ○翁長政俊委員

クする段階において、交付決定がおくれたというこ

とが大きな理由になっております。平成24年度は交

付決定が何回やられたか、どういう経緯でなされた

のか、時期はどうだったのかということは聞き取り

されて、具体的に数字は出ていますか。

関連しますので、会計管○知念建次代表監査委員

理者も同様な答弁ができるかと思うのですが、去年

の県事業分の交付決定が４回に分かれて行われてい

ます。一番最初が５月25日、２番目が７月６日、３

回目が８月、最終が12月18日という４回に分けて交

付決定が行われています。これは多分、初年度でし

たから、交付要綱等々いろいろと手続面でそれだけ

ずれ込んでいる状況があったかと思うのです。これ

がことしは事業着手が４月１日にできるような事業

がかなり出てきたということを聞いていますので、

そういう面で期待しているという答弁をしました。

要するに、私は―今年度も実は心○翁長政俊委員

。 、 、配をしているのです なぜかというと 経済対策が

多分消費税が出てきますから、それに合わせて緊急

対策事業がまた出てきて、これは５兆円とかと言わ

、 、れる規模になってきますけれども この分において

沖縄県に対しても新しい事業が出てくるのです。今

どうなっているかというと先ほど言った３つ、平成

25年の本体、平成24年の繰り越し分、さらに経済対

策分。年が明けると、年度末に向けてまた新しい経

済対策が出てくる可能性のほうが高い。そうなって

くると、結局はまたこれが大幅に繰り越しという話

になると、平成26年度までつながっていくと、執行

率が今の状況が続くのではないかという心配をして

いるわけです。ですから、ある意味では、監査とい

たしましてももっともっと尻をたたいて、事業執行

がうまくいくように、さらに努力をしていただきた

いと。これはもう要望で終わらせておきます。

それと会計管理者、先ほど言った執行部、いわゆ

る発注部門と会計部門が一緒になっている部分、こ

れは会計管理者としては改善を執行側に求めていく

つもりはないですか。そこはあなたの担当ではない

の。

出先機関における会計担当○岩井健一会計管理者

者が執行機関と出納機関を両方兼ねているという状

況は私どもも重々承知しております。私どもの立場

としては、基本的には、先ほど代表監査委員からも

あったかと思うのですが、県の組織定数にかかわる

問題ですので直接言及はできませんが、ただ、私ど

もの事務遂行、職務遂行のあり方として、出納員、
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あるいは執行担当に対しては、関係法令あるいは財

務規則等についてそれぞれの立場を踏まえつつやっ

てくださいということで、指導の強化に努めている

ところであります。

定数に理由を持っていかないで―○翁長政俊委員

県の不祥事が出れば県民不信につながるのです。だ

から、ここの部分は定数という問題ではなくて、よ

り効率的にどうするかという視点に立たないと。定

、 。数はありますが これはやりくりすればいい話です

だから、必要なものは必要だということで改革をし

ていくということが大事だろうと思っていますか

ら、そこはぜひ頑張っていただきたいと思います。

終わります。

具志孝助委員。○狩俣信子委員長

きょうは会計管理者と監査委員事○具志孝助委員

務局ですから、本来であれば事業部局のほうに質疑

をすべき内容になるかと思っていますが、今回から

は常任委員会でそれぞれの所管事務に係る決算調査

が行われるということで、私の所属する常任委員会

には企業局が入っておりませんので、皆さんに聞く

のは少しお門違いかと思っていますが。病院事業は

ひところまで大変不採算で、それこそ県民の医療の

確保ができるのかどうか、医療の確保ということは

継続してやることが大変重要であって、赤字をこう

して慢性的に出しておったのではいかがなものかと

いうことであったのですが、ここ近年、黒字決算を

上げました。黒字になって何年目になるのですか。

平成21年度の決算から黒○知念建次代表監査委員

になっているようですので、４年目になります。

大変いいことですが、しかし、黒○具志孝助委員

字になった要因が何か。どうも公立病院に対する被

保険者側の甘えがあるのか。医療費の未払い金、未

収金がずっと改善されないというようなことで、今

回の決算の指摘においても未収金の問題がやはり出

ております。未収金の累計が105億9980万8192円で

す。私はよく理解できないのですが、個人の医療費

未払い、これは個人負担分の未収金が19億何ぼかと

言っているのですが、それ以外の診療報酬というも

のはどういうぐあいに違うのですか。

今、約106億円の未収金○知念建次代表監査委員

なのですが、そのうちの92億円が今委員がおっしゃ

る診療収入についての未収金になります。さらに、

そのうち個人負担分が先ほどお話ししたように19億

円なのですが、ほかの部分は、診療報酬として入っ

てくるのですが、決算の月の関係で、要するに２カ

月おくれに入ってくるものですから、３月31日現在

では未収金として処理しないといけない。個人負担

分の19億円はずっと続いてきて、今まで問題、課題

になっている分のものが19億円の個人負担分の未収

金です。これについては病院事業局でいろいろ対策

をとっていると思うのですが、その残りの部分につ

いては、例えば４月に入る、５月に入るという部分

が３月の時点で未収になっているという状況でござ

います。

そのうち診療報酬は決算の時期、○具志孝助委員

保険機関から入ってくる分がおくれたというだけの

ことであって、いずれ入ってきますよと。問題は個

人負担分が問題なわけで、それも19億円ですから、

これも大変問題だと思っております。未収金、要す

るに病院側から見れば債権なわけですが、これは公

営住宅の家賃収入みたいなもので、なかなか公営に

対する民間側、被保険者側の甘えがあって、個人で

は医療費を未払いということはあり得ない話だと

思っているのですが、公立病院では出てきます。だ

から、しっかりした対策を講じなくてはいけない。

皆さんもそれは指導していると思っているのです

が、具体的なこれの解決策は、監査の側から見てど

うなのですか。抜本対策はなかなか出てこないもの

ですか。決算のたびに私はこれらが問題になってく

ると思うのです。いつも繰り返しの話だと思ってい

るのですが、いかがですか。

平成24年度の個人負担分○知念建次代表監査委員

の19億円は、前年度に比べて若干改善はされていま

す。ただ、我々も各病院に監査へ行き、あるいは病

院事業局に監査へ行くときに一番強く申し上げてい

るのは、現年発生分、新たな発生分についてまず第

一に対策をとってくださいということです。新規が

３億円から４億円ぐらい発生する状況がずっと続い

ているということが一番大きな問題だと思います。

その辺について病院事業局においてどう対策をとる

か。確かにそれぞれの病院で、例えば地域連携室と

か、あるいはソーシャルワーカー等々を活用して新

規の発生を抑制するということに取り組んでいると

いうことは我々も確認はしていますけれども、その

効果が出てくるのはやはり時間がかかりそうな感じ

ではございます。

監査委員に聞くのはどうかと、答○具志孝助委員

えられないのかと思っているのですが、もしそこま

でわからないというのだったらそれでよしとしま

す。これは一旦未収金、医療にかかって現金の持ち

合わせがありませんと未収金が発生して、後から納

めるという確率はかなり低いのではないかと私は
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思っていますが、この辺の状況はわかりますか。監

査委員事務局では把握できないですか。一旦未収金

になったら、後から持ってくるということはなかな

か難しいのではないかと思っているのですが。

確かに未収金の状況をつ○知念建次代表監査委員

くると、あとの処理は非常に厳しい状況になるとい

うことは、今までの過年度分の未収金の対策にかな

り苦慮している状況からもうかがえることはうかが

えます。ただ、今委員がおっしゃっている、例えば

今年度３億円の未収金が発生しているということは

何％に当たるかというような数字はつかみかねま

す。そういう意味でも、新たに発生する未収金を防

いでください、その対策を強化してくださいという

ことは我々の立場として言っているのですが、各病

院個体個体のそれぞれの個別具体的な状況までは、

今の段階ではわからない状態です。

これはわかるでしょう。今、累積○具志孝助委員

で19億円ですから。ちなみに、平成25年度の不納欠

損額、未収金が、結局もう時効にひっかかってもら

えませんという数字は、この平成25年度決算では年

間幾らぐらい上がっていますか。

平成24年度の不納欠損で○知念建次代表監査委員

処理した件数は145件で、金額にして約1054万円と

いう状況です。

これだけ病院会計も厳しいわけで○具志孝助委員

すから、医療にかかって不納にするということは、

やはり許されるものではないと思いますので、しっ

かり指導をお願いしたいと思います。

そして、取り立ての方法というものはどういうぐ

あいになっているのですか。持ってこない限りはも

うもらえないわけですか。

サービサー、取り立てを○知念建次代表監査委員

専門にする業者を活用している病院もあります。

トータル的には病院事業局が中心になって各病院と

連携してやっているのですが、強化月間を設けて、

強化月間の中でいろいろ電話をやっていくとか、個

々の面接をするとかということを各病院ごとにやっ

ていただいているという状況もあるようです。クレ

ジットカードを導入した支払い方法を取り入れてい

るという状況もあるようです。

第三者機関に業務委託をするとい○具志孝助委員

うようなことは法的にはどうなのですか、検討した

ことはありませんか。

それが今、先ほどお話し○知念建次代表監査委員

したサービサーということで回収業者、要するに債

権回収業者がおられるわけですが、そこに依頼して

いる病院もございます。

これは委託料と回収とのバランス○具志孝助委員

はきちんととれているのですか。

個々の契約の細かいこと○知念建次代表監査委員

までは資料を持ち合わせていないのですが、たしか

回収したうちの何％を支払うというような契約のあ

り方だったと思います。

県立病院であるわけですから、県○具志孝助委員

民の負担によって運営がされているわけです。余り

不公平なことがあってはならないと思いますので、

未収金の回収にはぜひとも強い指導をお願いいたし

たいと思っております。

水道、企業局ですが、これも毎年黒字決算で、企

業の内容としては極めて順調だと思っておりますけ

れども、工業用水道において、設備効率、過剰設備

という印象を受ける、施設利用率は五十何％とあり

ました。あれはどういうことなのですか。平成24年

度沖縄県工業用水道事業会計審査意見書の中に施設

利用率は54.64％と、これはどういうこと。施設は

これだけ整っているのにもかかわらず、住民に活用

されていないというようなことになるのですね。こ

れとあわせて、これは当然裏表の話だと思っており

ますけれども、黒字決算ではあるけれども、水道料

金は給水原価を下回っているというようなことも本

来おかしいのではないかと思っています。企業会計

にもかかわらず生産原価を下回っているということ

と、施設の使用率が54.64％というようなことで、

かなり問題があるのではないかと思っているのです

が、これはどのように監査事務局としては指導して

いますか。

今の施設利用率のことで○知念建次代表監査委員

すが、平成24年度沖縄県工業用水道事業会計審査意

見書の29ページに、平成24年度は54.64％という数

字が入っているのですが、工業用水道は配水能力が

。 、３万トンございます 配水容量の３万トンに対して

年間の基本使用水量が6819トン、工業用水道の使用

水量が配水能力に比較してまだ少ないという状況で

ございます。なぜかといいますと、企業立地等々を

まだ促進しないといけないということで、施設の配

水能力というか、水をよりよく使えるような状況を

関係機関、企業誘致の関係ともよく調整をして、積

極的に働きかけてくださいという意味で平成24年度

沖縄県工業用水道事業会計審査意見書では述べさせ

ていただいております。

わかりました。確かにそのとおり○具志孝助委員

だと思っています。企業局は工業用水も十分に確保



－35－

していつでも供給できますという体制が整っている

けれども、使う側がいない。これだけ産業がまだま

だ足りない。いわゆる伸び代がまだ高いというよう

なことだと思っていますから、連携しながら企業の

。 、誘致というか 案外沖縄はエネルギーが少ないとか

水の量も少ない、観光客も大勢で来たら水が足りな

いのではないか。これは工業用水と少し違うかもし

れませんけれども、インフラ整備は整っているけれ

ども、実際利用効率が悪いというようなことだと

思っています。これらもぜひそれぞれの立場から指

導して、効率のいい運用をしていただきたいと思っ

ております。

終わります。

照屋大河委員。○狩俣信子委員長

事前に４点ほどお願いしてあった○照屋大河委員

１番目の歳入決算額及び歳出決算額の前年度増に関

する主な理由、あるいは３番目の一般会計の予算の

執行率85.0％に対する意見ということでお知らせし

てありましたが、午前中から質疑、答弁で、この沖

縄振興一括交付金制度の導入が主な理由ということ

で理解してよろしいのか、伺いたいと思います。

平成24年度の決算の繰り○知念建次代表監査委員

越し、執行率、不用の大きな要因は、今の沖縄振興

一括交付金の導入が一番大きな要因だと理解してお

ります。

沖縄21世紀ビジョンの確立のため○照屋大河委員

に、その裏づけとなるこの新たな制度―沖縄県が強

く求めてきた制度が導入された。一方、この自由度

の高い交付金の制度ということで、沖縄県職員の権

能、力量が問われるというようなこともあったと思

うのですね。そういう意味で、この２点に注目する

のですが、先ほど翁長委員からもあった、今後の振

興制度、新たな交付金制度に影を落としかねないと

いう意味では、こういう視点で力量が、先ほどいろ

いろ説明がありました。何回かに分けられた決定が

あったということもありますが、今平成24年度は残

念ながらこれだけの執行率という点で、決算監査か

らすれば、これは県の力量が厳しかったという視点

もあるかと思うのです。この点についてはいかがで

すか。

済みません、お答えする○知念建次代表監査委員

前に、先ほどの答弁で大きな要因に不用も入ってい

たので、不用はその大きな要因から省きます。少し

行き過ぎました。

今の御質疑ですが、確かに沖縄振興一括交付金が

歳入歳出を予算増加させている。そして去年は導入

初年度でしたから、いろいろ手続のおくれ等で繰越

額も多くなっています。そして先ほど翁長委員から

ありましたように、平成25年度は沖縄振興一括交付

金が年度当初から執行できる状態と理解をすれば、

そういう面では平成25年度のスタートは、交付決定

が５月時点で、もう去年に比べて今度は何か95％ぐ

らい、90％を超えて交付決定がなされていると聞い

ています。そういう面では執行については、今はま

だ年度中途なので、はっきりどうこう言える状況に

あるかどうか、我々はデータを持ち合わせていない

のですが、そういう意味では執行についてもかなり

期待できるかと思います。

ただ、それにあわせて、先ほど来ありますように

経済対策も、今後も追加の可能性は十分あり得ると

思いますし、そういう面では、やはり執行について

はきちんと万全を尽くしていただきたいということ

が我々の要望するところでもあります。

沖縄振興一括交付金あるいはその経済対策は、県

経済をかなり活性化させる効果は非常に大きいもの

があると思いますので、そういう意味でも執行には

ぜひ万全を期してやっていただきたいという要望

を、平成24年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書でも

出しているところでございます。

この事業が与える効果に期待する○照屋大河委員

というのがありました、沖縄振興一括交付金の制度

ですね。一方、この10年3000億円ですか、今の初年

度の監査を終えて、それが10年間続くにつけて、県

債の額もやはり気になるわけですね。新たな事業の

交付金制度の中にあって、県債の見通しをどのよう

に受けとめられているのでしょうか。

一般論というか概念論と○知念建次代表監査委員

いう形で答弁させていただくしかないのですが、沖

縄振興一括交付金の中にソフトの交付金とハードの

交付金がございます。ソフトの交付金は、御存じだ

と思います。沖縄振興特別推進交付金は補助率が10

分の８で、10分の１が特別交付税で、そのソフトの

交付金を活用して、いろいろ商工サイド、観光サイ

、 。ドの現場 事業を産業活性化のために行っていると

それはある面、国庫支出金が出てきた分だけ、今ま

での公共事業中心からソフト中心になっていくこと

によって、県債が抑制される部分も一つはあると思

います。

ただ、総額がこれだけ増額になっていますので、

これがどれぐらい、今後どういう形で推移していく

かは、ある面、少し事業の進 等、経年変化を見な

がら、それをきちんと見通しを立ててやっていくと
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いうことが必要だと思います。その辺はぜひ総務企

画サイドでやっていただきたいと。長期見通しによ

る財政運営を念頭に置いて執行をやっていただきた

いということを我々も要望しているところです。

やはり今言われた総額の大きさに○照屋大河委員

非常に注目するところです。そういう意味では、監

査意見が今言った視点で検証されるべきだと思って

いますし、その中で額の見直し、もう少し圧縮しな

がら事業効果を集中させていくという視点も、監査

を通してやりとりがあると思います。各部署とのそ

ういう意見も、ぜひ監査のほうから伝えていただき

たいと思っております。

もう一点、平成24年度沖縄県歳入歳出決算審査意

見書２ページ目の単年度収支額が約18億円赤字とい

うことですが、この点について御意見をいただきた

いと思います。

単年度収支については、そ○岩井健一会計管理者

の年度の実質収支から前年度の実質収支を引いたも

ので、要は実質収支が各年度でどの程度出るかに左

右されると思っております。

平成24年度の実質収支約39億円については、総務

サイドにお聞きしますと、県税収入の決算額が２月

補正時点に比べて伸びていることが大きな要因で39

億円になっていると。これから前年度の実質収支57

億円余りを引くと単年度収支が18億円ほどのマイナ

スということですが、実は平成23年度の実質収支が

過去５年を見ても結構大きな額だったということ

で、平成24年度における単年度収支がマイナスに

なったと思っております。

もう一点、５ページ目の会計処理○照屋大河委員

について、財務会計事務についてですが、契約後の

検査時期が不適切であったものや予定価格調書が作

成されていないもの、あるいは支出負担行為の手続

がおくれていたもの及び職員手当等が過不足払いに

なっていたとか、繰り返し発生している。ただ、そ

れらは内部チェック体制が十分機能していれば防止

できたものと考えられるという意見が述べられてい

ますが、具体的に説明をいただきたいと思います。

先ほども若干触れたと思○知念建次代表監査委員

うのですが、平成24年度沖縄県歳入歳出決算審査意

見書でも、例えば支出負担行為の手続がおくれてい

る、あるいは職員手当等の過不足払い、まさしくこ

ういう事例は毎年繰り返し起こっている事例を特に

抜き出してここに記載してございます。

なぜそういうことが起きるかについて、いろいろ

事情聴取とかヒアリングをして我々が掌握している

部分は、職員の異動によるふなれ、あるいは規則、

規程等をきちんと熟知していなかった等々が考えら

れます。

そういうことは、例えば人事異動があっても全員

が異動するわけではないのですから、基本はきちん

と引き継いでいただきたいと。

もう一つは、ある面同僚であり上司であり、管理

する職員は当然いるわけですから、管理する職員、

あるいは出先などはそれぞれ出納員等もおられま

す。やはりそういう人たちが気をつけて内部のチ

ェック体制をきちんとやっていただければ防げるも

のもあったのではないかということで、今度の審査

意見にも、管理職員等による業務の進 管理という

形で注意喚起を促しているところでございます。

識名トンネル以来、県の行財政執○照屋大河委員

行に対する適正な執行という県民の視線は強くある

と思います。この辺は繰り返しになってしまってい

るという代表監査委員の答弁で、残念ではあります

が、今後もしっかりこの検証をしていってもらわな

ければいけないと思っています。

そこで、監査の中で、例えば年度末に、予算の消

化のため多量の物品を購入した、あるいは無用な出

張をしていた事例など、この監査をする中で傾向な

どはわかるのでしょうか。

切手を必要以上に購入し○知念建次代表監査委員

ているという部分はよく見受けられる状況でござい

ます。

もう一点、事業が年度末に集中し○照屋大河委員

て工事費が割高になるという点についても、監査の

中で見きわめることはできるのでしょうか。

我々が監査の段階で土木○知念建次代表監査委員

事務所なり農林土木事務所なりで工事の案件を見て

いる部分については、予定価格調書もありますし、

設計書もありますので、その状況をチェックして

いって工事に至る手続はチェックしてございます。

その段階で過大になっているかについては、今まで

の監査の段階では、ある意味では確認できていませ

ん。

、 、というのは ひょっとしたらあるかもしれないし

ないかもしれないのですが、今までの監査の段階で

は、予算の執行伺、そしてその設計書、予定価格調

書という手続そのものに基づいてのチェックは行っ

ています。

先ほど言ったように、行財政運営○照屋大河委員

に対する県民の目、住民監査請求などもありました

識名トンネル問題です。ただ一方、この沖縄21世紀
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ビジョンの確立に向けて進められた制度も導入され

ている。職員の皆さんにも期待されているわけです

ね。やはり両方が監査の視点で効率あるもの、運営

ができていないかという点、あるいはしっかり適正

に事業ができているかという点は、職員の皆さんに

伝わっていかないといけないと思いますので、また

今後も厳しい監査をお願いして、終わりたいと思い

ます。

新田宜明委員。○狩俣信子委員長

それでは、私から監査委員の皆さ○新田宜明委員

ん、それから会計管理者の皆さんに質疑をさせてい

ただきたいと思います。私どもが予算を議会で議決

するということは、決算の段階でその事業の効果が

どれだけ出たかを審査するために決算の審査をして

いると思います。基本的に税で賄われる行政経費で

すから、公共という視点から、やはり民間とは違う

この視点は非常に大事だと思います。要するに行政

は質のよい公共サービスをどれだけ提供できたか

と。それは単なる、執行率の問題もありますが、そ

の受益を受けた県民がどれだけ喜んでいるという

か、あるいは満足したか、よかったという、このこ

との実感があって初めて行政の質のよさがはかられ

るのではないかと私は思っております。

しかし、数字であらわすことが一つの指標なり客

観的な評価方法になっているので、そういう意味で

は、それもそれとして見ていかないといけないと思

います。今年度は特に執行率が低いということは、

少し議論が集中するところですが、先ほど照屋大河

委員が質疑した会計処理についても、恐らくこの会

計処理について漫然とずっと繰り返されている問題

ではないかと。

私は、ある意味ではこの指摘に対して非常に麻痺

しているのではないかということを、この文章の指

摘の中から見てとれるような感じがいたします。

一応質疑を通告しましたが、この問題はまた各常

任委員会で詳しく議論をしていただこうということ

で、10ページですが、翌年度繰越額の状況について

監査委員から、繰越明許費あるいは事故繰越等の一

般会計、それから特別会計、その合計等について数

字で表されております。

特に、この平成24年度沖縄県歳入歳出決算審査意

見書の翌年度繰越額の要因別の状況について、81

ページ、別表９ですが、そのことについて監査委員

はどのような審査をしたかをもう少しお伺いしたい

と。81ページの下の合計の繰越額が一番多い区分は

その他、構成比でいうと25.2％になっていますが、

その他とはどういう要因なのか、こういう表記をさ

れると私どもは全くわからなくて困るのですが、い

かがでしょうか。

実はこの繰越の状況（要○知念建次代表監査委員

因別）という資料は、いわゆる出納閉鎖した後、決

算書を作成して、その後に審査依頼が知事から来ま

す。そのとき既にこの要因別は決算書あるいは証拠

書類等で、この状況が明記されて監査委員のほうに

来るわけです。我々は今基本的なところでこの繰り

越しの状況を各部局それぞれ要因別に前年比較をし

た上で、まだ用地取得が多いとか、まだ計画変更が

去年と同じ額あるとかいうことで、そういう面での

トータル的な注意喚起は促しているつもりです。た

だ、この個々の数字となりますと、例えば土木建築

部だけでも事業が100近くあったり、農林水産部だ

けでも五、六十の事業があるので、なかなかその個

別の事業には入っていけないような状況がございま

す。委員が今おっしゃるその他の部分も、大きくく

くった上の８つか９つの要因別のくくりはあるので

すが、それに入らないものが全部その他で集計され

てきていると思います。その中身については資料を

それぞれ部局別に取り寄せないと説明できない状況

ですので、御理解を願いたいと思います。

わかりました。ところで、監査委○新田宜明委員

員はこういう特に不用額の多いところ、あるいは不

納欠損額が多いところ、あるいは事故繰越だとか

いった部局に対して、ある年度とか、今年度はこの

部局を、余りにも不用額が多過ぎるとか執行率が悪

いということで、一つターゲットを絞って監査する

ということもあるのですか。

部局に特化してというこ○知念建次代表監査委員

とはございません。参考までに監査の年間スケ

ジュールを申し上げますと、我々は１月から監査に

入ります。まず職員監査ということで、各出先、こ

れは学校関係、警察署関係、各土木事務所とか農林

土木事務所の出先、そういう外から監査へ入って

いって、その入った部署については、前年度の資料

などもいろいろ参考にして、その帳票、証拠書類等

もチェックしています。

その職員監査を受けて、大体８月ごろに本庁の監

査をします。本庁の監査にはそれぞれの部局、全部

、 、局を本庁監査していますが そのときには監査委員

今合議制で４名の委員でそれぞれ本庁監査をしてい

るのですが、そのときにはそういう執行率、あるい

は不用額等々についても、多い部署にはなぜ多いか

ということはいろいろヒアリングをしている状態で
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す。ですが、特化してことし、農林水産部だけこの

部分だけやろうかということはしていません。

私からすると、こういう特に執行○新田宜明委員

率が低いところとか、あるいは部局体制がどうなっ

ているのかというところを少し皆さんで絞り込んで

集中的にやれば、一つ一つの行政効果が各部局単位

で上がっていくのではないかということでこの質疑

をした次第でございます。

特に、いろいろな計画変更とか、他事業との調整

のおくれとか、設計調整のおくれとか、全部関連し

ているのですね。一つの要因だけでこの事業がおく

れるということはないのです。だから、やはりその

辺の要因を皆さんが監査のときにきちんと審査をし

て、意見をきちんとするということは大事ではない

でしょうか。

これは質疑を通告していないけれども、少し聞き

、 、たいのですが 具体的に各種補助団体がありますが

補助金を出しても公益的な役割などが薄いのではな

いか、もうそろそろ引き揚げてもよいのではないか

というような監査の審査等もやっていらっしゃいま

すか。

我々は財政援助団体とい○知念建次代表監査委員

う呼び方をしていますが、例えば県からの出資が25

％を超えているとか、直接補助をしているとか、そ

ういう団体については、今２年に１回か３年に１回

のローテーションで監査をしている状況です。

そこで、その交付された補助金が○新田宜明委員

適正に、当然２年に１回とかやっていらっしゃるわ

けですが、どうも以前からの既得権みたいにして、

もう補助金に頼りかかっているという団体とか、あ

るいはやはりそろそろこの補助金の額を低減してい

かないといけないとか、あるいはきちんとその補助

団体がその事業の趣旨、目的に沿って執行されてい

るかどうかとか、こういう中身まで突っ込んだ審査

もするのでしょうか。

我々が監査している補助○知念建次代表監査委員

金の部分については、その補助金が適正に執行され

ているかどうかについての監査は行っています。た

だ、今委員がおっしゃった、その補助金の是非云々

については、ある面で行政サイドの政策あるいは裁

量という部分もございますので、監査の対象になる

かどうかについては、今委員の質疑の範囲では一概

にお答えできる状況にはございません。

監査委員事務局の職員は何名い○新田宜明委員

らっしゃいますか。

16名でございます。○知念建次代表監査委員

監査委員事務局の不用額をざっと○新田宜明委員

見たら、委員の皆さんも事務局の皆さんも旅費の不

用額が多いですね。何かその理由はありますか。

的確なお答えをできるか○知念建次代表監査委員

と。私も去年の８月に就任している状況ですが、平

成24年度に関しては委員の交代があったりしたもの

ですから、ある面ではそれが旅費に影響している部

分もあろうかと思います。

もう一つ、例えば我々が石垣、宮古に出張すると

きには、基本的には株主優待などを率先して使うよ

うに心がけていますので、そういう経費節減の効果

があらわれている部分もあろうかと思います。

監査委員事務局のほうも、さっき○新田宜明委員

旅費の不用額について聞きました。

ただいま知念代表監○新垣光博監査委員事務局長

査委員から答弁がございましたように、旅費に関し

ては本県は航空会社の大株主ですので、株主優待券

で、それからホテルパックを利用して、率先して旅

費の節減に努めているところでございます。それか

ら、昨年住民からの監査請求がいろいろございまし

て業務がかなり多かったものですから、研修等に参

加できなかったこともございます。

よくわかりました。ただ、私が思○新田宜明委員

うに、16人の職員でこれだけ膨大な行政の守備範囲

をきちんと、本当に監査委員を支えて事務局が機能

し切れるのかと感じたものですから、監査委員事務

局の人数とか予算の中身について少し質疑をさせて

いただきました。

やはり監査委員事務局はもっと強化して、行政の

もっともっと深いところに入って審査ができるよう

な仕組みをぜひつくってほしい。要するに執行部が

事業執行したものの追認機関みたいな形になること

は、やはり監査委員事務局として監査委員として適

当ではないと思います。執行部の附属機関、要する

に独立した機関という使命をきちんと果たすために

は、それなりに事務局体制ももっと拡充して、いろ

いろな出先機関にも職員を派遣して、そこでもチ

ェックできるという仕組みにすることが、結局は行

。 、政の効率を上げることではないかと それと同時に

不正防止のためにも必要ではないかと私は思ってお

りますので、ぜひまたこの辺も頑張っていただきた

いことを要望して、私の質疑を終わりたいと思いま

す。以上です。

新垣清涼委員。○狩俣信子委員長

もう大分理解できているわけです○新垣清涼委員

が、二、三点少し教えていただきたいです。平成24



－39－

年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書の４ページ、不

納欠損のところで、債権を放置したまま時効を迎え

ることのないようにという指摘があるわけですが、

こういう時効を迎えるものは傾向として抑えられて

きているのでしょうか、それともふえてきているの

でしょうか。

ただいまの御質疑に○新垣光博監査委員事務局長

対して適切な回答になるかどうか少し疑問ではござ

いますが、御承知のように地方公共団体には公法上

の債権と私法上の債権がございまして、公法上の債

権にはまた強制執行できる債権と強制執行できない

債権がございます。

また、基本的に公法上の債権は県税も含めて時効

が全て５年です。私法上の債権は１年から10年まで

各種ございまして、公法上の債権については先ほど

申したように５年ですが、時効が来ると援用をしな

くても、これはもう取れなくなります、不納欠損処

理をしないといけなくなります。

援用というものは、御承知のように、私は時効を

、 、主張しますということで 私法上の債権については

この援用をしていただくと時効が成立して、不納欠

損の手続がとれるということでございます。

なぜ聞くかといいますと、その下○新垣清涼委員

のほうに財務規則等に基づいて事務手続を進めてい

ただきたいと指摘があるものですから、そのことを

今お尋ねしたわけです。そういう意味では、ぜひ強

く取り組んでいただきたいと思っています。

あと１点、次の５ページ、会計処理についての予

定価格調書が作製されていなかったものという指摘

、 。があるわけですが これはどのぐらいあるのですか

件数的に多いかどうか○知念建次代表監査委員

は、例えば旅費の過不足等に比べると少ない件数で

ございます。ただ、予定価格は契約事務の中で結構

重要な部分ですので、そこはぜひ法令等についてき

ちんと承知して、熟知していただきたいという意味

もあって記載している状況もございます。

予定価格は契約するときの一番入○新垣清涼委員

り口として大事なものだと思っているのです。識名

トンネル問題でもありました、そして監査もかなり

強い指摘をされています。先ほど翁長委員あるいは

新田委員からもあったように、監査委員事務局の監

査意見を本当に行政、執行部はどのぐらい重く受け

とめているのかと、少し疑問があるわけですね。

毎回毎回このように指摘をされているのに、なか

なかそういう改善がされていない。こういう予定価

格調書さえもきちんと出ていないということは、本

当にチェック体制ができていない、もう係任せに

なってしまっているのかという心配をするわけで

す。

そういう意味では、皆さんのほうで毎月監査もさ

れているのですが、例えばイエローカードとかレッ

ドカードとかいった感じで少し注意を明らかに、

もっと明確にする、そういう方法はとられているの

でしょうか。

先ほどの予定価格の関連○知念建次代表監査委員

でもそうですが、今平成24年度の部分については、

金額的にはそう大きくはございません。ですが、小

さいからといってそのままにしておくと大きいこと

、 。につながるという意味も含めて 指摘はしています

我々がこういう審査等における意見を述べていく

と、知事は審査意見を踏まえて計画的に効率的に事

。 、業を進めるよう措置を行っている状況です 我々も

先ほど定期監査の状況を答弁しましたが、定期監査

の報告に至る段階では、今まで指摘した部分の措置

状況、是正されているかということも確認しながら

やっています。ある意味でそれを繰り返しやってい

くことによって効果を出させていくということも必

要かと思っています。

代表監査委員がおっしゃるよう○新垣清涼委員

に、まさにそういう小さいことも含めて、指摘をし

ていくことによって、襟を正してというか気を引き

締めて執行ができるものと思っています。ぜひ引き

続きそういう細かいところまで指摘をしながら。先

ほど申しましたが、やはりそれが少し多いところに

ついてはイエローカード、そして余りひどいところ

はレッドカードを出して少し厳しくやるような方法

をとっていただきたいと思います。

○狩俣信子委員長

田委員に譲渡したいとの申し出がありましたので、

御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますの

、 。 。で 御承知おき願います それでは質疑を行います

病院関係から入りましょうか。こ

の監査のほうから今後の経営環境は厳しくなると指

摘されておりますが、これは患者の減少ということ

を抽象化されているのですが、この辺の分析をぜひ

聞かせてください。

まず、入院患者について○知念建次代表監査委員

は全病院減少していまして、平成24年度が67万4367

人、前年度が68万9000人余りですので、約１万5000
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。 、人余りの減少になっています それから外来患者は

２病院は増になっています。ただ４病院で減となっ

ていまして、外来患者数については4360人の増加に

なっています。

私は、皆さんが今後の経営状況は

厳しくなると書いているので、それは入院患者が少

なくなるからそうなるのか、それとも、外来はふえ

たけれども、あるいは少子化だからそうなるのか、

この辺はどういう見通しになっているのかを聞きた

かったわけです。

病院経営は、御承知と思○知念建次代表監査委員

うのですが、医業収支の状況がプラスに転じれば、

よい経営状況が出てくるわけですが、その医業収支

に大きく影響してくるものが、やはり入院患者だと

思います。そういう面では厳しい状況もあろうかと

いうことです。

県の経済見通しによると、社会保

障費は今後約８倍に伸びていく、その主なものは医

療費であるわけです。そういう関係からすると、私

は少し数字が合わないと考えております。それはよ

いでしょう、後でまたお話ししましょう。

それからもう一つ、地方公営企業会計の基準が変

わったのでということがありますので、その変わっ

たところを少しでよいですから、どういうところが

変わったのか御説明願えればと思います。

公営企業会計制度で○新垣光博監査委員事務局長

すが、昭和41年以来余り大きな改正がなかったもの

ですから、国においては普通の民間企業の会計に準

じた内容に改めまして、財務の実態を正確に情報開

示することで同種同事業の団体間の経営状況を比べ

やすくしているものでございます。それからまた、

透明性を高めることを目的に、これまでの見直しが

検討されてきております。

特に情報開示はどういうところで

しょうか。

普通の企業会計とこ○新垣光博監査委員事務局長

の病院事業会計が、より民間に近いような形になっ

ているということで、照らし合わせやすいというこ

とです。それから、もう少し具体的な中身を申し上

げますと、企業債等の長期借入金を負債として整理

するということです。２点目に補助金相当額を減価

償却の対象から外すことができる、いわゆるみなし

償却制度の廃止ということでございます。それから

３点目に、退職給付引当金の義務化、この３ポイン

トでございます。

そのことによって今の企業会計、

もちろん水道も病院会計もそうです、それに与える

影響はどうなりますか。

この見直しに伴いま○新垣光博監査委員事務局長

して、負債とか費用の見かけ上の増が見込まれると

思います。

大体わかっております、ありがと

うございます それでもう一つ 監査の中でも せっ。 、 、

かく入院ベッドはあるけれども、入院していないと

か、産婦人科を受け付けていないという治療制限が

あります。これは皆さんの報告の中にあるわけだか

ら、その内容を少しお話ししてもらえませんか。

平成25年９月１日現在の○知念建次代表監査委員

資料を入手してございますが、医師の不在により外

来及び入院診療を行っていない診療科は、県立南部

医療センター・こども医療センターの泌尿器科、県

立八重山病院の耳鼻咽喉科、放射線科となっている

ようです。

そこでさきに戻ると、病院経営の

収入は、外来もそうだけれども、入院する患者がふ

えればふえるほど収入がふえると。ちなみに、１年

間で、沖縄県の入院―１つのベッドで大体幾らぐら

い収入を得るのかわかりませんか。

わからなかったら僕が言おうか。これはざっと計

。 、算したら１つのベッドで1377万円です そうすると

今、中部病院の内科で31ベッドがあいているわけで

すから、これは去年は職員定数をかなり増加したこ

とによって黒字化させたと。だけど、今度はこうい

う入院の患者さんがせっかく入りたいのだけれど

も、お医者さんがいなくてだめだったと。31に1300

万円を掛けると、かなり大きいのではないかと。だ

から、そういうところをどう改善していくのかとい

うことを、恐らく監査としても指摘されると思うけ

れども、やはりその方向性あたりを監査から提言し

てもよいのではないかと。その辺はどうですか。

まさしく平成24年度沖縄○知念建次代表監査委員

県病院事業会計決算審査意見書において、医師と医

療スタッフの確保についてという項目を１つ設けて

ございます。それは要するによい医療を提供すると

いう意味と、安定的な経営にも寄与するという２つ

の意味があると思います。そういう意味では、医師

等の医療スタッフを確保して、今の休床の状況等も

解消できる状態に持っていけるようにしたほうがベ

ターであるということは我々も十分承知しているつ

もりですので、その辺についてはそういう要望をし

ているつもりです。

。 、きちんと書かれていますね では
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その方法をどうするのかは今後の研究課題だと思い

ますが、それは言いません。

今度病院経営の中で、やはり北部病院だけが、あ

る意味では少し経営状況がよろしくない。この辺は

どのように分析しているのか、少しお聞かせくださ

い。

北部病院についてです○知念建次代表監査委員

が、端的に申し上げて各病院単位での分析は、監査

委員ではなかなかやり切れない部分もありますし、

現実にそこまで手が行き届いていない状況でありま

す。

ただ、患者数と入院外来の単価のデータが手元に

ありますので、それから推測しますと、北部病院は

入院患者が去年に比べて2354人減になっています。

その要因が内科、外科、産婦人科、脳神経外科で、

外来患者数も同じように北部病院は3122人減になっ

。 、 、ています その要因でいきますと小児科 泌尿器科

産婦人科、眼科、ある面ではその産婦人科は数年前

から課題になっている部分もありますので、そうい

うところの影響は出てきていると思います。

もう一つは、入院単価、外来単価を比較してみま

すと、平均との比較で申しわけないのですが、入院

単価が病院事業局計の平均で１人当たり４万7000円

です。北部病院が３万9000円。外来の単価が病院事

業局全体で１万2000円で、北部病院が１万700円。

ですから、入院、外来双方単価とも少し平均より落

ちていますので、そういう面ではなかなか経営的に

厳しい面があらわれている数字だと思っています。

産婦人科とか小児科、特に産婦人

科は治療制限があってなかなかうまくいっていな

い。そして入院患者が2000名以上も減少するという

ことは、いろいろ経営が難しいかと。では、これは

今後そういう分析をして、例えば、ここをどうすべ

きというような監査の指摘は各病院単位ではなかな

かできないということでしょうか。総合的には分析

、 、 、できていて 各単病院というか おかしいけれども

そういうものはできないということですか。

病院経営の分析となる○知念建次代表監査委員

と、一概に入院患者、外来患者の増減、あるいは医

師の過不足等々だけではかるということも、なかな

か難しい面もあろうかと思います。監査の段階で入

院患者が減っている、あるいは医師不足でそういう

休床が出ているという状況は承知し得るのですが、

それが実際に、例えば費用をどれだけ削減している

、 、かとか 薬品費をどういう形でしているかとかいう

ある面いろいろ診療材料とか医薬材料の部分まで

入っていかないとその病院経営の分析は難しい面も

あろうかと思います。そういう面では、我々の段階

ではなかなかやり切れない部分もあるということで

す。

恐らくこれは今後の病院のあり方

論で議論されるかと思うけれども、問題は、５年間

とか10年間の推移をぱっと見て、では、これが黒字

だったか赤字だったかとか、入院患者が急に減って

いるか減っていないかという数字からの分析は、や

はり会計監査はやらないといけないのかなと思って

います。それで、なぜそれが減ったのかとか、そこ

はある程度意見書で提言してもよいのではないか、

これは私の意見です。

それからもう一つ、診療所は、皆さんの会計監査

の報告には書かれていないわけです。その数字から

見ると、診療所の役割は今後どうなるのかとか、診

療所は今ぱっと計算して全体で大体５億8000万円

だったか、診療所も年々減っている。しかし、診療

所の役割は、無医村というか離島関係とか僻地だか

ら、また非常に大きいわけです。ここを今度どうし

ていくのかも、恐らく今後の病院のあり方論とか、

これから経営のあり方論で議論されるところだけれ

ども、皆さんの会計監査の中には一言もないわけで

す。だから、私はそこはもう少し提言して、突っ込

んでもよいのではないかと思うのだけれども、そこ

はいかがですか。

病院の診療所について我○知念建次代表監査委員

々が監査に行ったのは去年からです。まだ全診療所

を回り切れてございません。今まで親病院、それぞ

れの拠点病院を監査する状況で、診療所はやはり離

島等遠隔にあるものですから、なかなかそこまで行

き着いていない状況です。トータル的に診療所を監

査の立場で今どうすべきという状況までの掌握は、

申しわけない、少しやり切れていない状態です。

それで診療所は回っている段階で

すか。見ながら、どういう形で分析をしているので

すか。

分析のためではなくて監○知念建次代表監査委員

査のために行っているわけで、診療所の経理あるい

は勤務体制あるいは旅費等々の状況を監査に行った

のが去年からですので、そういう面ではまだ全部を

回り切れていませんということです。

それで皆さんの22ページの主な経

営指標、患者１人当たり、職員１人当たり、病床を

いろいろ分析しているけれども、診療所にはもちろ

ん入院はないわけだから、外来患者さんはあるわけ
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ですよね。診療所で入院患者があるのか、僕はよく

勉強していないので少しわからないけれども、その

主要な指標は診療所も入ってこういうことをやって

いるということですか。

データ的には個々の診療○知念建次代表監査委員

所、病院からそれぞれ別々にとっているわけではな

くて、病院事業局を介して入手していますので、診

療所等も当然含まれていると思います。

そうだと思っていますが、皆さん

の17ページの中の診療所収益は635万円マイナスに

なっているわけですね。こういうことを将来にわ

たって、これは公的な医療機関ですから、赤字にな

ろうが何になろうが、やはり命にはかえられないで

すから、ここはきちんとしないといけないと思う。

だから、そういうことからすると、さっき言った

ように診療所監査の提言も含めて、やはりやるべき

は―今病院関係しかやっていないので、この辺はき

ちんと会計監査の中に入れると、また診療所に対す

。 、る思いも関心も違ってくるのではないかと だから

そこは代表監査委員としてどのように思いますか。

診療所もこれから定期的○知念建次代表監査委員

に監査を行うつもりです。親病院との関係もござい

ますので、今、指導監査という面では、その親病院

と診療所の連携等々も含めて、できればいろいろと

見ていきたいと思っています。

では、病院関係は頑張ってくださ

い。

次に水道へ行きましょう。水道の純利益を減債基

金に入れていますね。この辺は監査としてどのよう

に考えるか、少し聞かせてください。

今、議案に出している状○知念建次代表監査委員

況で、ある面では監査としてはなかなか外れる部分

かと思いますので、少し御勘弁いただきたいと思い

ます。

前からずっと回しているから。

仕組み的には、地方公営○知念建次代表監査委員

企業法で議会の議決を経て積み立てることができる

となっていると思います。

利益は基本的に、それを受ける側

がまさに受益すると思うけれども、減債基金にずっ

と回しているものだから、この辺は少し気になると

ころですね。

もう一つ、11ページ、不用額が14億円、これは海

水淡水化センターの処理動力費が減少したというこ

とですが、ここを少し説明してくれませんか。

11ページに書いていると○知念建次代表監査委員

おり、水需要が海水淡水化センターを利用しなくて

も、水の供給ができた状況で、海水淡水化センター

を動かす必要がなかったものですから、その動力費

が減少したと。書いてあるとおりだと思います。

聞きたいのは、そこにみそがある

わけです。要するに、今後この北谷浄水場の海水淡

水化を必要とするかしないかは、また会計監査の部

分が入ると思うから、こういう状況が何年続いてい

るのか。もちろん自然だから、世の中自然がどうな

るか、雨が降ればもちろんその海水淡水化は必要な

いでしょう。雨が降らなければ、それはもちろん海

水淡水化は必要である。

今、ダムもつくって、ダムはもう新しくつくる必

要はありませんと。そうすると、ここで少しお願い

したかったことは、北谷浄水場に幾ら金を入れて、

そこから幾ら利益が上がったかと。利益は上がって

いないと思う。理由は使われていないからです。

だから、やはり僕はこれからの水企業を考えると

きに、そこをもう少し踏み込んで議論してもよいの

ではないかと思う。海水淡水化事業が、もう今は、

使わないことはよいことですよ。だけれども、それ

、 、は減価償却であるとか そこへの職員の配置だとか

これからいろいろなことが出てくるわけです。

今後の北谷浄水場の方向性みたいなものは企業局

で議論すべきところだけれども、会計監査から見て

どうなるのか。ここの分析というか、幾ら投入して

こうなって、ああなったと。ある意味で僕は皆さん

に、そこに会計監査から提言がどう必要なのかとい

うことを今求めているわけです。不用額が14億円だ

からね。

確かに北谷の浄水場、海○知念建次代表監査委員

水淡水化センターは、ランニングコストが高目に

なっているということは承知しています。ただ、海

水淡水化センターが造成された出発時点の状況は、

渇水対策等々があったということも承知しているつ

もりです。それをどの時点でどういう議論をするか

は、やはりその当事者の企業局で、先にいろいろと

やるべきであるし、我々がその前にやるということ

は少し疑問があります。

、 。 、まあ これはいいでしょう ただ

数字から、会計監査が経営分析までやるかどうかは

わからないけれども、監査の立場から、こういうこ

とはこうではないのかとか、それは言えないでもな

いと思うのです。やはり将来の財源措置をどうして

。 、 。 、いくかだから まあ そこはもう求めません ただ

こういう発言があったということだけ承知してくだ
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さい。

、 、それから17ページのもうけ 原水を幾らで買って

供給は幾らで売るという問題です。本土では１立方

当たり9.36円もうかるわけです。我がほうは4.83円

、 。とか1.3円とか こういうもうけが少ないわけです

これは数字的にはわかったけれども、では、なぜそ

うなったかと。

またもう一つは、この会計監査は病院も水も一般

、 。も全部 全国と比べたり九州と比べたりしています

僕はある意味でこの中に類似県を入れたほうがよい

のではないかと。九州とか全国と比べるということ

は少し飛躍し過ぎます。やはり類似県を入れたほう

が、なお納得できるような感じがします。だから、

会計監査としてその辺も、やはり類似県を入れたほ

うがよいのではないかと僕は思う。そういうことか

ら考えて、これはどういう雰囲気ですか。これも企

業局ですか。

大変申しわけありませ○知念建次代表監査委員

ん、平成24年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書の９

ページ以降は、基本的に企業局の資料を整理して載

せているということで、我々のほうで分析した資料

ではございません。まず、それを御理解願いたいと

思います。

類似県の件ですが、たしか去年も九州平均、類似

県平均等々あろうかと思いますが、これも県庁全体

としてどう判断するかもあわせて検討する必要があ

ろうかと思います。

もう財政課、総務部を含めて、や

はり類似県は盛っておかないと説得力がないと。九

州だって福岡市、北九州市だって、政令指定都市は

いっぱいあるわけだから。九州だって我がほう、沖

縄県と類似県は３県か４県ぐらいしかないので、そ

ういう意味では、やはりこれからそういう類似県と

比べたほうがよいと思いますので、その返事はいい

です。

それで本論に入って、皆さんの監査報告で、一番

よいのは、さっきからいろいろ議論になっているよ

うに、沖縄振興一括交付金が出てきて、その執行率

、 。 、がなかなか悪くて 繰越明許費が多くなった では

１年目はこうだったけれども、ことし２年目は少し

うまくいくという予感がするわけです。代表監査委

員もそう言っているので、予感がする。

ただ、僕は不用額にならないようにと。例えばよ

く言うように繰り越し、事故繰越、不用と。この事

故繰越がこの沖縄振興一括交付金の中に幾らあるの

か、少し説明してくれませんか。15億円とあったか

な、何ページだったか。

沖縄振興一括交付金に関○知念建次代表監査委員

しては、まだ事故繰越金が生じる状況ではないと

思っていますので、今年度の繰越明許費をきちんと

消化、執行すれば大丈夫だと思います。

27ページに沖縄振興特別推進交付

金９億7000万円、これは不用額と書かれているので

すね。さっき僕は事故繰越と言ったものだから、こ

れはまた沖縄振興一括交付金と若干違うと思うけれ

ども、９億7000万円が不用額になっているわけです

ね。これは27ページ、第２款総務費になっている。

不用額は34億2000万円になっていて、その計画調査

費が10億円、沖縄振興特別推進交付金が９億円と。

では、ここの説明を少しお願いできますか。

この27ページの不用額37○知念建次代表監査委員

億円のうち９億円の沖縄振興特別推進交付金の不用

は、市町村分の不用額でございます。

もう一つは３ページで、少し僕の

思い過ごしかもしれないが、皆さんは県債が多額で

あるという表現をしているけれども、先ほど全国と

か類似県と比べても、これは多額にならないような

。 、感じはするのです そういう書き方はいいのですが

全国的に比べたら決してそうではないと私は思うわ

けですが、どうでしょうか。

本県の平成24年度末の普通○岩井健一会計管理者

会計における県債残高について、県民１人当たりの

負担額で見ますと約49万円でございます。他県とい

いますか、全国平均が69万4000円、九州平均が78万

6000円というような状況でございます。

だから、比べると多額ではない。

何に対して多額なのか。比較検討した場合、多額と

書いてもよいと思うけれども、やはりいろいろ検索

して勉強して調べると、何か少し違うのではないか

ということがあるものだから、この辺はまた比較検

討してみてください。

それからもう一つ、平成23年度の、今後の財政見

通しと書いてあるけれども、これも４年間433億円

の収支不足が見られると。それからまた平成21年度

に皆さんが書いたもの、同じようにこの監査報告の

、 。中で 平成23年度もこのように書いてあるわけです

要するに平成23年、平成30年度も多額の収支不足の

試算が見られると書かれているわけです。

少なくとも会計の皆さんがここに書く以上は、こ

の状況が実際はどうなっているか。これは見通しで

書かれて433億円ですよと。では、平成23年度から

平成32年度のものの、平成26年度から平成29年度の
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比較検討はどうなっているのか。これは433億円で

はないと。もちろんそれは状況によって違います。

僕は本会議でもやったけれども、計算に余りにも乖

離があり過ぎるわけです。

だから、会計監査とかこういう人たちがこの資料

を使うと、いかにもそれはもう実績としてあらわれ

ているのではないかという誤解を与えかねないこと

があるものだから。そこは少し、皆さんは分析をさ

れてこういうことを書いているのかどうかお聞きし

たい。

審査意見で述べている○知念建次代表監査委員

433億円の収支不足は、平成25年６月に財政見通し

を立てています。それの４年間の収支不足が433億

円という数字はもう御承知だと思います。先ほど委

員がおっしゃっていた、我々の平成21年度の沖縄県

歳入歳出決算審査意見書の当時の財政収支の見通し

は―同様に財政がつくっているものだと思うのです

が。平成22年の３月に財政収支の見通しを、平成23

年度から平成32年度の10年間で、粗い推計というこ

とでつくっています。

その部分の収支差額は約1000億円余りあります。

それはデータとして我々は十分承知の上で。ただ、

やはり平成26年から平成29年までの期間分130億円

収支不足ということで、財政見通しでそういう収支

不足を見通しています。そういう面では、そう見込

まれているという事実をここに審査意見で書いてい

るということでございます。

もちろん前の10年間のその間の差額も承知してい

ますし、その間から今は1000億円余りの収支差額が

430億円に縮まっているという状況は見てとれると

は思います。

確かに僕らも勉強しているわけだ

から、それはわかります。だけど、これは会計監査

、 、 。 、の報告書だから これは推定 見通し そうしたら

やはり実績はどうだったかということを入れなけれ

ば、これはわからない、説得力に欠けるのです。や

はり監査の報告だから、実績に基づいてそういうこ

とをするわけだから。説得力に欠けている以上は、

それを説得するために、実績をそこにまた書き入れ

て、こうなっていますよということをやらなければ

ね。

僕はまた財政当局にもそう言ったのです。見通し

はやっているけれども、では、この実態はどうなっ

ているか。見通しに対して実際はどうなっているの

だと。これを書かないと説得力がないですよ、あな

た方の見通しは間違っていたではないかと。例えば

地方交付税だって、県税だってどうなのだと。多け

れば多いほど結構だけれども、この見通しは余りよ

い見通しではないと思う。433億円が本当だったら

財政不足にならないように仕組むのが僕らの仕事だ

し、県の仕事だと思うけれども、そうなれば一番結

構なことです。

だけど、説得力を出すためには、やはり会計監査

の報告は監査委員のものだから、そこは実績をきち

んと挿入したほうがよいのではないかということを

私はお願いしているわけです。どうでしょうか。

計画に対する実績だとい○知念建次代表監査委員

うことですと、今平成25年６月に出している分につ

いては今後の、平成26年から平成29年までの期間で

。 、す その平成26年から平成29年の歳入歳出それぞれ

その実際が幾らかということは、全部資料として出

ています。それが実績上どうなったかは、今後見て

いけば大丈夫かと思います。それをこの審査意見書

にどう反映させていくかということについては、少

し勉強させてください。

ぜひ実現させてください。終わり

ます。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

午後３時22分休憩

午後３時45分再開

再開いたします。○狩俣信子委員長

所用のため副委員長に委員長の職務を代行させま

すので、よろしくお願いいたします。

休憩いたします。

（委員長退席、副委員長着席）

再開いたします。○砂川利勝副委員長

委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長

の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいた

します。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

嘉陽宗儀委員。

幾つか基本的な点についてお聞き○嘉陽宗儀委員

します。まず、会計管理者の問題ですが、皆さん方

の基本的な仕事とは何ですか。

会計管理者の職務権限につ○岩井健一会計管理者

いては、地方自治法第170条に基づき現金の出納及

び保管、有価証券の出納及び保管、物品の出納及び

保管、あるいは支出負担行為に関する確認を行うこ

と、あるいは決算を調製して長に提出することなど

でございます。

地方財政法逐条解説を読んでも、○嘉陽宗儀委員

前は出納長は県三役でしたが、法改正によって今は



－45－

会計管理者になっているのです。権限が縮小されて

やりにくいということはありませんか。

委員おっしゃるとおり、平○岩井健一会計管理者

成18年の地方自治法改正によって出納長が廃止さ

れ、一般職の会計管理者となりましたが、会計事務

に係る従来の出納長の職務権限はそのまま引き継が

れております。地方公共団体の内部統制の一つとし

て会計事務の適正な執行を確保する仕組みは受け継

がれているところで、職務遂行上変わったところは

ないと思っております。

特に 地方財政法の第４条では そ○嘉陽宗儀委員 、 「

の目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえ

て、これを支出してはならない」とか「地方公共団

体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなけれ

ばならない 、これは全て皆さん方の権限になって」

いますよね。

地方財政法に定める経費○岩井健一会計管理者

は、例えば予算執行も含めての世界ですが、会計管

理者の権限は、その予算執行の中の会計事務、公金

支出に係る部分の職務権限であると理解しておりま

す。

それでよいと思いますが、これを○嘉陽宗儀委員

持ち出したのは、この執行率の低下があります。先

ほどから沖縄振興一括交付金の問題があって云々

言っていますが、この沖縄振興一括交付金の問題が

なかったとすれば、本来の執行率は幾らになってい

たのですか。

予算執行に係る問題と公金○岩井健一会計管理者

支出に係る問題は別であると思いますので、私から

そのような委員の御質疑についてはお答えできかね

るところでございます。

では、純然たるこの執行率の問題○嘉陽宗儀委員

について聞きます。本来県の予算執行は、せっかく

議会で予算編成もして通ったものは100％執行する

ことが基本的姿勢でなければならないと思うのです

が、この姿勢についてはどうですか。

予算執行については、当然○岩井健一会計管理者

個々別々、具体の事業執行に当たっては、予算執行

伺が起案されて、入札あるいは契約、それから履行

確認をして、支出命令が来て、それから公金支出と

いうような手続をとるわけです。私どもの権限とし

ては、あくまでも公金支出に係る審査。それから出

納の機関であるということで、その前段階の予算執

行の権限は私どもにはないと、私の権限ではないと

いうことでございます。

この法改正のときにも、そういう○嘉陽宗儀委員

ことになるから、従来の出納長の権限を残したまま

で制度的な問題についてはいじくるべきだという主

張を私はずっとしてきたのです。結果として出納事

務に、執行率の問題でもなかなか踏み込んでできな

いことがあると私は理解しているのですが、九州各

県の類似県の執行率は調べていますか、わかります

か。

私どもでは特に調べており○岩井健一会計管理者

ません。

従前だったら委員会を開く前に調○嘉陽宗儀委員

べておきなさいという宿題をやるけれども、今度は

やっていないから、もうこれ以上言いませんが、大

抵私どもが調べたら、98％、97％、ほとんど97％か

ら落ちることはないのです。沖縄県の場合は特に極

端に低い。これについては沖縄県の特殊事情もある

でしょうけれども、やはり県民の大切な予算ですか

ら、執行については引き続き執行率を高めるために

、 。努力をすべきだと思うのですが いかがでしょうか

自治法改正前の出納長の権○岩井健一会計管理者

限、自治法で定める権限と、改正後の会計管理者の

権限、地方自治法第170条で定める権限については

何ら変更はございませんので、職務権限としては同

じであると理解しております。

やはり予算はきちんと使い切るた○嘉陽宗儀委員

めの努力をしてください。

次に、監査についてお聞きしますが、代表監査委

員、そもそも監査の仕事は何ですか。

監査の目的として、地方○知念建次代表監査委員

公共団体の財務事務やその他の事務をチェックし、

行政の適法性、妥当性を確保するとともに合理的か

つ効率的な行政の確保に資するということがありま

すので、それがいわゆる監査の目的になっていると

思います。

皆さん方の業務は、監査業務は全○嘉陽宗儀委員

て全庁的にやるわけですから、大変な仕事だとは思

います。それだけに生え抜きの優秀な人たちがやら

ないと、なかなかいろいろな問題で穴があいたりす

るのではないかと思うのです。国の会計検査が沖縄

県の予算執行について指摘して、改善命令をしてい

るものがありますね。これは、近年でいえば、何件

ぐらいありますか。

会計検査院の指摘状況です○岩井健一会計管理者

、 、が 会計検査院の平成23年度決算報告によりますと

間接補助を含む本県に係る指摘件数は、農林水産省

補助金６件となっております。

これまで何名かの委員から識名ト○嘉陽宗儀委員
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ンネル問題がありましたが、県の監査委員は一応、

住民監査請求に基づいて監査をしました。あれはよ

い意見を出したと思っているのですが、国の会計検

査院が指摘するまで、沖縄県の監査委員としての点

検では、わからなかったのですか。

監査の手法については委○知念建次代表監査委員

員もよく御存じだと思うのですが、監査の手法とし

ては、対象の一部を抽出してやる、いわゆる試査の

方法でやっています。識名トンネルについて、会計

検査院が指摘する前に我々がやった定期監査として

監査をする手法があるのですが、残念ながらその試

査の対象に入っていなくて、その問題が発覚した後

に改めて監査をしたという状況でございます。

この１件だけではなくて、これま○嘉陽宗儀委員

でも何件か県の監査で発見できずに、国の会計検査

院に指摘されて改善するという事態があったと思う

のです。そういうものを見ると、なぜこういうこと

が発生するのかという素朴な疑問が出てくるのです

が、これについて代表はどう考えますか。

一つには、工事に係る検○知念建次代表監査委員

査、監査の関係ですと、今監査委員事務局に配置さ

れている職員は事務の職員で、なかなか工事の部分

まで細かく見切れるという状況ではございません。

それで、一つの手法として工事監査を県外の技術

士協会に委託して今年度から実施しているわけで

す。ある面ではそういうことを積み重ねながら、工

事の監査、検査についていろいろ研究をしていく必

要はあると思います。

もう一つには、医薬材料費等についても、去年問

題になったわけですが、それはある面で告発という

形で問題になって、我々も後追い的に監査をしてい

るという状況はもう否めないです。そういう事務的

な部分については、やはり丁寧に契約から完了まで

の状況をもう一度見直す、あるいはきちんと見てい

くという姿勢は必要だと思います。

、 、そして平成25年度の重点事項 重点監査の項目で

事務的な部分については、執行の検査発注が適正に

行われているかとか、現金が適正に保管されている

かとか、重点事項として入れて、出先等へ行くとき

には、それを重点的にきちんと見るということは平

成25年度にやっています。

そういうことを繰り返しながら是正措置が講じて

いければよいと思っています。

この辺から先ほど、嘉陽宗儀は監○嘉陽宗儀委員

査委員をしていたではないかという声が出ました

が、確かに２期ほど、最初のほうもやりましたし、

つい最近までもやっていました。最初にやったとき

と今回やって違いを大きく感じたことは、陣容が人

減らしされて、監査委員としてこれこれを監査した

いと思っても、実際に監査に出向けるような陣容が

ない。だから、この点検項目というか監査事務はた

くさんあるけれども、今の陣容ではなかなか難しい

と思うのです。

それについて、大切な予算をきちんと正確に執行

するための監査委員事務局の体制強化について、や

はり改めて予算部局にも、総務のほうにも、人間を

ふやして、もっと監査がきちんとできるようにして

くれということを要望したらどうですか。

監査委員事務局の定数は○知念建次代表監査委員

16名で、それに行政監査を導入したときに併任とい

うことで２人追加して18名体制になった時期が一時

期あったということは承知しています。それが去年

までは17名体制だったのですが、平成25年度から本

来の定数に戻った形で16名の体制になっています。

委員おっしゃるように、確かにこの体制でこなす

、 、ということは かなり厳しい面があると思いますし

今の範囲の中で我々ができることを、基本的に研修

とか、さきに話した工事監査を外注して委託を出し

て、それでノウハウを身につける方法とかをいろい

ろ模索しながら当面やらざるを得ないという状況は

あります。ただ、やはり職員体制が厳しいというこ

とは感じておりますので、関係部局とは引き続き調

整していきたいと思っています。

私のデビュー当時は、この監査は○嘉陽宗儀委員

会計監査だけ、それから行政監査まで入ってきて、

今度は工事監査までやるということですから。そう

、 、いう意味では 監査機能強化かと歓迎すべきですが

それだけの陣容がないと皆さん方が対応できないと

いう問題について、やはり大いにみんなに理解して

もらったほうがよいと思うのですね。

それで、配置された人間でどう効率的な監査を進

めていくかというには、この皆さん方の監査委員の

説明資料を見たら、この４ページ目に研修の充実や

全庁一斉点検、本庁による出先機関の巡回指導云々

と、要するに研修の充実強化と書いています。これ

は具体的にはどういうことを考えていますか。

５ページにある会計処理○知念建次代表監査委員

については、監査委員から執行部局に要望している

という状況です。その研修の充実はある面、自治研

修所で行われる研修、コンプライアンス研修、ある

いは部局で、例えば本庁と出先との関係において、

いろいろな研修のやり方があると思います。そうい
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うものと、今、全庁一斉点検とか執行管理体制を強

化するとかというものは、ある面弱い部分があるよ

うに感じているものですから、こういう形で記載し

て、認識を新たにそういうことにも取り組んでほし

いという意図で、する必要があるという書き方をし

ているつもりです。

私が監査しているときにずっと一○嘉陽宗儀委員

貫して言ってきたことは、やはりこんな全体の予算

を隅から隅まできちんとチェックするということは

大変だ、そのためには内部チェック体制、内部検印

の仕組みを制度的に確立しないと、今の監査委員事

務局の皆さん方がどんなに頑張っても困難があると

思うのです。だから、それをずっと叫び続けてきた

わけですが、今全庁的に内部チェック機能体制が確

立されている部署はどのくらいになっていますか。

どのぐらいかということ○知念建次代表監査委員

を一度にお答えすることは少しできないのですが、

本庁監査のときに、先ほど答弁した、出先がある部

署については、出先の指摘のほうが、例えば３対７

とか７割とか８割という形で多いということは、や

はり本庁と出先とをきちんと、そういうチェック体

制、それはある面、課室長会議とか、その出先機関

の長会議とかを本庁で持って、その中にそのチェッ

。 、 、クを入れる では どこも持っていないかというと

農林水産部も土木建築部も、要するに出先がある部

分については、そういう課室長会議とか所長会議は

定例的にやっている状況ですので、ぜひその中で執

行についてもチェックを入れてくれというようなこ

とを、本庁の委員監査等々のときには注意喚起をし

ているということで是正を図っていきたいというこ

とはやっているつもりです。

この皆さん方の監査意見書を出し○嘉陽宗儀委員

ます。この監査意見書について執行部の皆さん方の

受けとめ方はどうなっていますか。あくまで指摘だ

から指摘で終わって、守らないでもよいぐらいに

なっていませんか。

審査意見書については、○知念建次代表監査委員

先ほどもお答えしましたように、我々がこういう審

査意見を出しましたら、知事から各部局長に対して

注意喚起の通知を出しているという状況がございま

す。

、 、それと いわゆるチェック権能の部分については

ある意味で体制的に一つ見直しが図られてきたと思

われることは、今度土木建築部と農林水産部に総務

課を置いて経理を充実しているというところもござ

います そういうことでチェック体制を 部署によっ。 、

てのやり方、あるいは全体的にどういう注意喚起を

するかというやり方を我々も見ながら、監査に反映

させていきたいと思います。

やはり私が議会で、一般質問の中○嘉陽宗儀委員

で取り上げたことがあるのですが、監査意見で指摘

された部長に、この監査指摘をあなた方は守るのか

守らないのかと聞いたことがあります。返ってきた

答弁は、はい、尊重するけれども、守ることはでき

ません、やりませんと。だから、そういう程度で、

せっかく皆さん方が一生懸命頑張って監査、調査し

、 、て監査意見書を出しても そういう受けとめ方では

やはりなかなか改善は難しいと思うのです。やはり

全庁的に監査意見を尊重する風潮をつくって、内部

チェック体制をきちんとするということを、どうし

ても頑張ってもらって確立しないと、毎年同じこと

の繰り返しになると思うのです。

せいぜい今皆さん方が監査指摘することは超過勤

務手当の過払い、通勤手当程度の過不足、こんな初

歩的なものが大体七、八割占めているのではないで

すか。それはどうですか。

はい、御指摘のとおりで○知念建次代表監査委員

す。

だから、こういうことはわざわざ○嘉陽宗儀委員

専門家集団である皆さん方が一々言わなくても、内

部チェック体制の中できちんと明らかにして改善さ

せればいいのです。そして皆さん方の場合には、例

えば識名トンネルの偽造公文書作成、それに伴う予

算執行とか、あるいは議会に諮らなくても済むよう

な予算調整をするとか、やはりこういう本来の監査

がやるべきことだろうと思われるような点に力を集

中できるように今後改善していく必要があると思う

のですが、いかがですか。

体制については、先ほど○知念建次代表監査委員

もお答えしましたように、今の陣容では確かに我々

も厳しいものがあると思います。ただ、今監査とし

ては、やはり出先等々から始めて本庁に至るまで、

そして本庁監査をやるときには、出先での指摘ある

いは前年の指摘とことしの指摘を比較して、どこが

多い、どういう理由かも、ある面で本庁の部長等々

に説明してもらって、要するに去年より多い状況は

つくらないように、できるだけ毎年少なくするよう

な状況をつくってくれという注意喚起をしたり、そ

ういうことはこの委員監査でも各部局にそういう注

意喚起をしたところです。

確かに体制の強化で監査が充実するということは

我々も非常に願うところではあるのですが、今お答
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えできることは、今の監査の陣容で我々ができるこ

とは精いっぱいやっていきたいと思います。

最後になりますが、一緒に監査を○嘉陽宗儀委員

やってみて、これは少し改善の必要があるかと思っ

たことは、この監査委員事務局の人事です。一般行

政職との交流になっているのではないか。それであ

れば皆さんの昔のつながりで、昔の発想で、昔の習

慣みたいなもので、結局監査事務をすると、やはり

いろいろなところでふぐあいみたいなものが出てく

るのではないかと思うのです。それはどう考えてい

ますか。

確かに人事交流で人事異○知念建次代表監査委員

動がなされていることは承知しています。ただ、監

査委員事務局に配置された間は、きちんと職務を全

うしていると思っています。

だから、そもそも力量を持った皆○嘉陽宗儀委員

さん方ですから、それは大事にしながらも、例えば

国の監査の学習会へ行ったら、監査事務局は独立体

、 、制にして 特別にその人たちだけ集めて特訓をして

見る目をきちんと養う、そうすればもっとよくなる

はずだと研修会で聞いてきたのです。これはやはり

今後の人事採用についても、一般行政職内部での異

動ではなくて、プロ集団を養成するという方向性ま

で少し今後は考えてみたらいかがかと思うのです

が、どうでしょうか。

済みません、今お答えで○知念建次代表監査委員

きることは、いろいろ勉強、研究をさせていただき

たいということですので、御理解願います。

委員長が戻りましたので、委○砂川利勝副委員長

員長と交代いたします。休憩いたします。

（副委員長退席、委員長着席）

再開いたします。○狩俣信子委員長

休憩前に引き続き、質疑を行います。

當間盛夫委員。

まず、代表監査委員に質疑させて○當間盛夫委員

もらいますが、昨年度の決算は識名トンネルの部分

、 、で内部体制 先ほども嘉陽委員からもあったように

監査の内部体制をどう強化するのかということでい

ろいろと指摘がなされたと思います。

きょうの部分からすると、内部も16名という体制

だと。そして、前回、平成24年度は17名体制になっ

ていたのではないかと思うのですが、これが１減に

なった理由等々を少しお聞かせください。

確かに17名が本年度16名○知念建次代表監査委員

となっています。定数は16名でございます。そこに

先ほどお話しした行政監査があるということで、平

成３年に行政監査に対応するということで併任を２

人配置していただいています。その併任の配置の状

況で去年度まで来ていて、それは要するに総務部と

の調整で併任が解除されて本来の定数に戻って、今

の16名体制でやっているという状況でございます。

平成３年の従来の監査ということ○當間盛夫委員

ではなくて、我々は昨年度から振興策ということを

含めて、その旨の使い勝手のよい沖縄振興一括交付

金ということで、県の予算だけでも500億円、市町

村に対しても300億円ということで、803億円の沖縄

振興一括交付金が、新たな沖縄だけのそういった予

算が施行されているということを踏まえてくると、

やはり監査は強化すべきだと。監査を強化する必要

の部分と、もう一つ会計検査、出納事務局もどうあ

るべきかということもしっかりと体制を整えない

と。識名トンネルのような形で、きちんと書類上の

ものはこうでしたということで、やはりそれを皆さ

んがわからないということ自体が、これは県民に説

明ができないのではないか。その体制強化はどうあ

るべきかということで話があったはずです。これは

なかなか皆さんが、強化すべきだということがあっ

ても、それをやるのは知事ということがあるわけで

、 、 。すから 附属機関ということで 皆さんしっかりと

その沖縄振興一括交付金を含めて、これから精査を

どうするのかということが言われているわけですか

ら、これは企画部の市町村課がやるのだという話と

か、企画部だけということではなくて、皆さんがど

うあるべきかということをしっかりと提言して、皆

さんがきちんとした体制強化をすべきだとも思って

おります。

昨年、工事監査をどうするのかということで、外

部を含めて、内部的な登用を含めて考えるというこ

とがあったのです。今年度から外部委託をされてい

るということですが、内容的なものを少し教えても

らえますか。

昨年お答えしました工事○知念建次代表監査委員

監査、今年度予算で委託料として予算づけをしてい

ただいて、平成25年度の重点監査項目としても位置

づけています。工事の設計、積算、施工管理、そう

、 、 、いう技術の面を 外部の専門家 大阪の技術振興会

専門家の技術士、土木の技術士、いろいろその分野

分野でそういう技術士の方がおられます。そこに委

託をして、工事等に関する技術面の調査を彼らに委

託して入っていただいて、監査委員事務局の職員と

彼らが一緒に、例えば土木事務所とか農林土木事務

所へ入っていただいています。彼らにはそういう技
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術面を見ていただいて、我々は流れ等、書類面を見

ていって、彼らが見た技術面の部分については調査

報告書という形で出してもらうことになっていま

す。

今はその調査報告書の整理中で、10月末までには

多分出てくる状況になろうかと思います。それを受

けて、我々の定期監査の報告と同様に、工事監査の

報告という形で公表等をしていきたいと思っていま

す。

識名トンネルでは、事後契約とい○當間盛夫委員

うことがいろいろと指摘されたが、この外部の工事

検査、監査を含めて、どう変わってきつつあります

か。

今年度導入というか、今○知念建次代表監査委員

年度委託でやっていただいています。どう変わって

いるかという成果はまだきちんと言えない部分はあ

るのですが。そういう監査を、例えば今まで監査委

員事務局、監査委員が行って工事のものを見るとき

に、どうしても設計あるいは積算、施工管理等々に

ついては我々より受ける側の知識というか、技術の

人が対応したら、我々よりやはり技術面については

彼らのほうが詳しいわけです。そういう面では、同

じ技術の、それも技術士という資格を持っている人

がそういう設計、積算を見るということは、受ける

側の意識もきちんと変わってきて、どこにどういう

おかしさがあるということは、その外部の専門機関

を通じてやることによって、我々が逆にいろいろわ

かるようになることもあるのではないかという期待

をして、今入れているところです。

監査のほうをしっかり頑張っても○當間盛夫委員

らいたいという部分は、やはり予算的な増額、去年

のものを見ると、補正だけでも539億円、約540億円

の補正がつくわけですね。トータル的には、当初の

、部分からすると923億円の予算の増になってくると

これだけのボリュームになるわけですから、それだ

け、またいろいろな事業をやるものからすると、皆

さんも事務的なものは膨大になっているはずなので

す。これだけ1000億円近くのものが増になってくる

わけですから、ましてや４回、５回にも分けて補正

が出てくる。

そして翁長委員からもあったように、今年度もま

た景気対策でそういうものが出てくるということか

らすると、内部体制をどう強化するか、県民に対す

るそういう開かれた、オープンになった県政をどう

持つかは、やはり監査委員の皆さんの大事な仕事に

もなっていると思っております。そういったオープ

ンにするということをぜひ心がけて頑張ってもらい

たいと思っております。

、 。次に 会計管理者の部分で少しお尋ねしたいです

管理者の職務権限の中で、国の機関としての業務が

あるのですが、これはどういうことを指しているの

でしょうか。

法定受託事務として、国庫○岩井健一会計管理者

金の歳入歳出事務等について、特定の部分ですが、

私が国の歳入徴収官あるいは支出官として事務委任

を受けて実施しているところでございます。

それからすると、部長等は支出負○當間盛夫委員

、 、担行為担当官になっていて まだ職務権限の中では

その支出負担行為に関する確認を、これは権限上、

会計管理者がやらないといけないことになっている

はずです。その支出負担行為は、この担当課がやる

わけでから、その部分の、以前から指摘されている

内部チェック体制、内部牽制体制がどうあるべきか

ということがないと、皆さんのその職務権限とされ

る支出負担行為に関する確認はなかなか難しいので

はないかと思うのです。その内部牽制体制はどのよ

うに変えてきているのでしょうか。

まず、国の会計事務の委任○岩井健一会計管理者

については、担当部長を支出負担行為担当官として

決裁が回ってくるわけです。私は、それと同時に、

きちんとその国の会計事務に係る支出負担行為が、

国からの支出負担行為示達計画に基づいて、その範

囲内であるかどうかを確認して決裁しているという

状況がございます。

それから、内部牽制については、県の一般会計あ

るいは特別会計の予算執行の中で、支出負担行為の

確認がございます。まず、支出負担行為の確認につ

いては事前合議を財務規則上うたっておりまして、

支出負担行為つまり契約をしようとするときは関係

書類等を添付して私どもに関係部から決裁の上、合

議という形で回ってきます。合議自体は確認という

ことで、決定権などはございません。

その支出負担行為の事前確認をする場合は、財務

、 、規則によって 会計年度が間違っていませんかとか

あるいは歳出科目は間違いないとか、予算の範囲内

ですねとかいうことの確認でございます。

あと、支出命令が来たときには、また支出負担行

為を確認しますが、これについては当然その支出負

担行為等に基づいてきちんと履行義務が確認されて

いるかどうかということ、例えば工事ですと検査調

書あるいは検収調書などをきちんと各部局の執行職

員が確認して支出命令がなされていますかというよ
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うな確認等を行っているところでございます。

指摘事項で全部内部チェック体制○當間盛夫委員

が十分機能していれば防げるということで、それは

管理者からも出ているわけです。皆さん去年と同じ

ことで、我々の権限はこれですということではなく

て、やはり一歩踏み込んでやらないと、これから、

先ほども言いましたように、この精査が入ってくる

ということであれば、会計管理者がわからなかった

というようなことでは済まされないはずです。そう

いう部分で支出負担行為に関する確認が権限で与え

られているわけですから、私の範疇はもうここまで

ですということではなくて、やはり一歩踏み込むこ

とが会計管理者、そして出納事務局としての体制の

あり方も必要ではないかと思っています。我々の仕

事はこれですからという、それはもうその部分でい

いですよ。

それで、皆さんの中に基金の管理等を含めてある

のです。今いろいろと、去年のものを見ると、２月

の補正で約300億円の補正予算が出てきているわけ

です。２月で補正予算がこれだけ出てくると、大半

が去年も基金の積み重ねになっていたはずでしょう

、 。けれども その基金状況を少し教えてもらえますか

平成24年度末時点における○岩井健一会計管理者

本県の基金は42基金ございまして、現在高は1463億

4539万8000円という状況でございます。

私がもらっている資料では47基金○當間盛夫委員

。 、あるのです これは平成24年度となっていますので

平成25年３月末ですか、平成24年度の保有の分だと

思うのです。これは皆さんからいただいている資料

ですので、47基金あって約1393億円。まあ、数字的

なものはいいですよ、これを確認してください。

47基金のうち５基金は平成○岩井健一会計管理者

24年度末で廃止されています。

いや、廃止されてこの金額と言っ○當間盛夫委員

たら、廃止の部分が出てくると、基金の数は42にな

るわけだ。

休憩します。○狩俣信子委員長

（休憩中、現金と有価証券の合計額が1393億6400

万円である旨説明があった ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

まあ、いいです。1400億円近くの○當間盛夫委員

基金があるということですので、皆さんの権限から

、 。すると この基金の運用等々があろうかと思います

この基金の運用状況を教えてもらえますか。まず、

この1400億円の各基金を皆さんが全部把握するの

、 、 。か 運用するのか 少しその流れを教えてください

基金については長が管理す○岩井健一会計管理者

る財産ということで、会計管理者みずから運用した

りすることはできません。基金に属する現金の運用

等については、基金を所管する部局からの依頼に基

づいて行っております。もちろん基金自体の目的の

ために、所管部局では貸し付けなどを行うわけです

が、そういう所要額を考慮の上、運用に回せる部分

について私どもに運用依頼が来るということでござ

います。

では、皆さんの運用状況を教えて○當間盛夫委員

もらえますか。

平成25年３月末現在です○岩井健一会計管理者

が、先ほど申し上げた基金に属する現金総額1393億

6400万円のうち、大体76％が定期預金、８％が地方

債などの債券、16％が普通預金という状況でござい

ます。

８割、76％が定期預金で、金額的○當間盛夫委員

、 、には1058億円となるのですが これは利息というか

収入、運用益は大体どれぐらいになっているのです

か。

基金に属する現金につい○岩井健一会計管理者

て、定期性預金で運用した利息収入ですが、平成24

年度は約２億3300万円で、前年度平成23年度に比べ

て約7500万円減という状況でございます。

基金は平成23年度に比べたらふえ○當間盛夫委員

ているわけですね。基金はふえているはずなのに、

何で運用益が7000万円も減るのですか。

定期預金の運用に係る利息○岩井健一会計管理者

収入については、まず運用益は運用額と運用日数と

金利の３つで決まります。運用額と運用日数、これ

を積数と言いますが、これは確かにふえてございま

すが、金利が下がっているために運用益が減となっ

ているという状況でございます。

これは資金運用をするという皆さ○當間盛夫委員

んの大事な職務になっているはずなのです。それを

金利が云々という、これだけ、1000億円近くの定期

預金をするわけですから。これは皆さん一時借り入

れするところは株式会社沖縄銀行と株式会社琉球銀

行とあるのですが、県内の金融機関は株式会社沖縄

銀行、株式会社琉球銀行だけではないはずです。こ

の1000億円という定期預金に関してはどのような振

り分けの仕方をしているのですか。

基金に属する現金の運用、○岩井健一会計管理者

定期預金等については、指定金融機関等を中心に

やっておりますが、あくまでも基本的には起債借り

入れの枠等も勘案しつつ、なおかつそれ以外の県内
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８金融機関を対象に、いろいろと金利の動向を見な

がら運用しているところでございます。

運用方法は、そういったところか○當間盛夫委員

らいろいろな指導ではない、助言を受けながらやっ

てくるはずでしょうし、本来原資がふえたら、やは

り運用益がふえて当然だと思うのです。それが減に

なるという運用方法というか、少しその辺の感覚が

、 。わからないのですが 管理者としてどうなのですか

先ほども申し上げたよう○岩井健一会計管理者

に、基金の現金に係る運用については、所管部局か

らのいわば指図と言うか通知に基づいてやっている

ところでございます。それで、私どもとしては、で

きる限り運用益を上げていくために、基金の所管課

に対しては定期預金の金利動向とか債券市場の動向

を、例えば債券市場ですと長期金利と債券価格は少

し連動といいますか、長期金利が下がると債券価格

は上がるという状況もございます。そういうこと等

の情報提供に努めながら、いろいろと連携を図って

いるところでございます。

出納事務局の仕事は、単に依頼さ○當間盛夫委員

れたからチェックして云々ということではなくて、

我が沖縄県は自主財源が少ない、いろいろな形で国

依存になっている。そして自主財源の割合が25％を

切る中で、沖縄県の自主財源をどうするのか。皆さ

んの部分ではなくて総務部、企画部にもなってくる

のでしょうけれども、出納事務局の皆さんも、これ

だけの基金があれば、皆さんが知恵をどう絞って、

その運用をしていくか。その部分の資金計画の作成

だとか、そういった資金運用ということは皆さんの

。 、権限にあるわけです そういうことは自覚を持って

我々はどうするのだということをしっかりとやって

もらいたい。指摘で終わりますので、答弁は要りま

せん。

以上で、会計管理者及び代表監○狩俣信子委員長

査委員に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、10月21日 月曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。本日の委

員会はこれをもって散会いたします。

午後４時37分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 狩 俣 信 子



平 成 2 5 年 1 0 月 1 6 日

平 成 2 5 年 第 ６ 回

総務企画委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 １ 号 ）





－53－

平 成 2 5 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成25年10月16日（水曜日）

午前10時３分開会

第４委員会室

出席委員

委員長 山 内 末 子さん

委 員 新 垣 良 俊君 仲 田 弘 毅君

具 志 孝 助君 照 屋 大 河君委 員

髙 嶺 善 伸君 玉 城 義 和君委 員

委 員

當 間 盛 夫君 大 城 一 馬君委 員

欠席委員

末 松 文 信君委 員

説明のため出席した者の職、氏名

又 吉 進君知 事 公 室 長

基 地 防 災 統 括 監 親 川 達 男君

交 流 推 進 課 長 照喜名 一君

防 災 危 機 管 理 課 長 漢 那 宗 善君

小橋川 健 二君総 務 部 長

総 務 統 括 監 比 嘉 徳 和君

財 政 統 括 監 田 端 一 雄君

財 政 課 長 金 城 賢君

税 務 課 長 金 城 聡君

管 財 課 長 照 屋 敦君

笠 原 俊 彦君警 察 本 部 長

警 務 部 会 計 課 長 綿 引 浩 志君

生 活 安 全 部 長 親 川 啓 和君

刑 事 部 長 比 嘉 善 雄君

交 通 部 長 砂 川 道 男君

交通部交通規制課長 伊 波 一君

交通部交通指導課長 喜屋武 正 志君

本日の委員会に付した事件

１ 平成24年度沖縄県一般会計決算平成 25 年

第６回議会 の認定について（知事公室、総

認定第１号 務部、公安委員会所管分）

平成 25 年 平成24年度沖縄県所有者不明土２

第６回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

平成 25 年 平成24年度沖縄県公債管理特別３

第６回議会 会計決算の認定について

認定第20号

3 4ii
ただいまから総務企画委員会を○山内末子委員長

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成25年第

６回議会認定第１号、同認定第８号及び同認定第20

号の決算３件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係決算の

概要の説明を求めます。

又吉進知事公室長。

平成24年度の知事公室所管の○又吉進知事公室長

決算の概要について、お手元に配付いたしました平

成24年度歳入歳出決算説明資料知事公室に基づいて

御説明申し上げます。

１ページをお開きください。

初めに、一般会計の歳入決算の概要について御説

明申し上げます。

最上段の知事公室計の欄をごらんください。

知事公室所管の歳入決算総額は、予算現額25億

6780万5000円に対し、調定額24億3693万4526円、収

入済額24億3693万4526円、過誤納額、不納欠損額、

収入未済額はいずれもゼロ円となっております。

また、調定額に対する収入済額の割合である収入

比率は100％となっております。

次に歳入を（款）別に御説明申し上げます。

（款）使用料及び手数料は、予算現額8553万5000

円、調定額及び収入済額ともに１万2315円となって

おります。

（ ） 、 、款 国庫支出金は 予算現額23億8816万8000円

調定額及び収入済額ともに23億121万5234円となっ

ております。

２ページをお開きください。

（ ） 、 、款 財産収入は 予算現額4686万3000円に対し

調定額及び収入済額ともに4734万6098円となってお

総務企画委員会記録（第１号）
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ります。

（款）寄附金は、予算現額ゼロ円に対し、調定額

及び収入済額ともに20万円となっております。

（款）諸収入は、予算現額943万9000円に対し、

調定額及び収入済額ともに5036万879円となってお

ります。

（款）県債は、予算現額3780万円に対し、調定額

及び収入済額ともに3780万円となっております。

以上が、一般会計歳入決算の概要でございます。

３ページをお開きください。

次に、一般会計の歳出決算の概要について御説明

申し上げます。

最上段の知事公室計の欄をごらんください。

知事公室の歳出総額は、予算現額43億1355万4000

円に対し、支出済額40億7795万489円、翌年度繰越

額911万4000円、不用額２億2648万9511円となって

おります。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

94.5％、予算現額に対する翌年度繰越額の割合であ

る繰越率は0.2％となっております。

翌年度への繰越額は、不発弾等処理事業費に係る

ものであります。

次に、不用額２億2648万9511円について、その主

なものを御説明申し上げます。

（款）総務費（項）総務管理費（目）一般管理費

の不用額1535万845円は、主に人件費及び物件費の

執行残等によるものであります。

（目）広報費の不用額1680万330円は、主に行幸

啓経費の執行残等によるものであります。

（目）諸費の不用額7998万2175円は、主に福建友

好交流推進事業の執行残等によるものであります。

（款）総務費（項）防災費（目）防災総務費の不

用額１億757万5801円は、主に広域探査発掘加速化

事業の入札残等によるものであります。

（目）消防指導費の不用額678万360円は、主に物

件費の執行残等によるものであります。

以上が、知事公室所管一般会計の平成24年度歳入

歳出決算の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

知事公室長の説明は終わりまし○山内末子委員長

た。

次に、総務部長から総務部関係決算の概要の説明

を求めます。

小橋川健二総務部長。

平成24年度の総務部所管の○小橋川健二総務部長

一般会計と所有者不明土地管理特別会計及び公債管

理特別会計の２つの特別会計の歳入歳出決算につい

て、お手元にお配りしております平成24年度歳入歳

出決算説明資料総務部に基づいて、御説明申し上げ

ます。

なお、説明の都合上、ページが前後することがご

ざいますけれども、あらかじめ御了承をお願いした

いと思います。

まず、１ページをお願いいたします。

一般会計、特別会計の合計で、総務部所管の歳入

総額について御説明申し上げます。

予算現額（Ａ）の欄でございますけれども、4989

億219万4725円に対しまして 調定額 Ｂ の欄5066、 （ ）

億733万9949円 収入済額 Ｃ の欄5032億5288万9365、 （ ）

円、不納欠損額（Ｄ）の欄５億4259万2848円、収入

未済額（Ｅ）の欄29億9208万4763円となっておりま

す。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率

は、99.3％となっております。

なお、説明資料の右端の欄に、沖縄県歳入歳出決

算書のページを記載しておりますので御参照いただ

きたいと思います。

続いて、総務部所管の歳出総額について御説明を

いたします。

２ページをお願いいたします。

総務部の計で予算現額 Ａ の欄2030億3458万6800（ ）

、 （ ） 、円に対し 支出済額 Ｂ の欄2018億8226万9078円

不用額11億5231万7722円となっております。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

99.4％となっております。

次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説明申

し上げます。

３ページをお開きください。

一般会計の歳入決算の概要について御説明申し上

げます。

総務部合計で、予算現額（Ａ）の欄4220億1898万

725円、調定額（Ｂ）の欄4297億7312万1255円、収

入済額（Ｃ）の欄4264億3060万326円、うち過誤納

金１億8022万7027円 不納欠損額 Ｄ の欄５億4259、 （ ）

、 （ ） 、万2848円 収入未済額 Ｅ の欄29億8015万5108円

収入比率は、99.2％となっております。

収入済額（Ｃ）の欄4264億3060万326円の主なも

のは、２行目の(款)県税944億9665万3552円、それ

からページが飛びますけれども、５ページの下から

３行目にございます(款)地方交付税2159億8463万

7000円でございます。

恐縮ですが、また３ページに戻っていただきまし
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て、収入済額のうちの過誤納金１億8022万7027円の

主なものは、２行目の(款)県税１億8016万7862円で

あります。

過誤納金の主な理由としましては、県税に係る減

額更生等によるもので、出納整理期間中に還付処理

ができない分であります。

なお、次年度で還付処理をするものであります。

次に、不納欠損額（Ｄ）欄５億4259万2848円の主

なものでございますが ２行目の 款 県税４億9041、 （ ）

万8248円であります。

（款）県税の不納欠損額の主なものは （項）県、

民税 （項）自動車税 （項）事業税 （項）不動産、 、 、

取得税などとなっております。

、 、不納欠損の理由としましては 滞納者の所在不明

滞納処分できる財産がないことなどにより、地方税

法に基づき不納欠損の処理をしたものです。

次に、収入未済額（Ｅ）の欄、29億8015万5108円

について御説明申し上げます。

収入未済額の主なものは （款）県税 （款）財産、 、

収入 （款）諸収入となっております。順次説明を、

いたします。

まず、２行目の(款)県税の収入未済額28億3439万

、（ ） 、（ ） 、3760円の主なものは 項 県民税 項 自動車税

（項）不動産取得税 （項）事業税などで、その主、

な要因は、失業、病気等による経済的理由によるも

の、法人の経営不振による資金難、倒産による滞納

などとなっております。

７ページをお開きください。

次に、１行目の（款）財産収入の収入未済額7475

万9351円は （項）財産運用収入の（目）財産貸付、

、 、 、収入で その主な要因は 借地人の病気や経営不振

生活苦等の経済的理由によるもの等であります。

８ページをお願いいたします。

４行目の（款）諸収入の収入未済額7100万1997円

、（ ） 、 （ ）の主なものは 項 延滞金 加算金及び過料の 目

加算金にかかるもので、その主な要因は、経営不振

による資金難、倒産による滞納などとなっておりま

す。

次に、一般会計の歳出決算の概要について御説明

申し上げます。

10ページをお願いいたします。

総務部合計で予算現額 Ａ の欄1260億9100万2800（ ）

、 （ ） 、円に対し 支出済額 Ｂ の欄1252億120万9809円

不用額８億8979万2991円、執行率は99.3％となって

おります。

不用額８億8979万2991円について、その主なもの

を御説明申し上げます。

まず、２行目の（款）総務費の不用額６億5732万

3394円は、主に、勧奨退職者数が見込みを下回った

ことによる退職手当の執行残や法人二税の確定申告

に伴う還付金が見込みを下回ったことなどによるも

のであります。

11ページをお願いいたします。

１行目の（款）公債費の不用額9879万1717円は、

主に、金利の低下による支払利息の減や県債の証券

発行分に係る割引料が見込みより下回ったことによ

る不用であります。

（ ） 、６行目の 款 諸支出金の不用額9848万7880円は

主に （項）利子割交付金や（項）配当割交付金の、

不用であります。

13ページをお開きください。

１行目の（款）予備費の不用額3519万円は、予備

費から地方消費税交付金等への充用がありましたの

で、それを予算現額から差し引いての残額でありま

す。

以上が、平成24年度一般会計における総務部の決

算概要でございます。

引き続き、特別会計の決算概要について御説明申

し上げます。

14ページをお願いいたします。

所有者不明土地管理特別会計について御説明申し

上げます。

当会計は、所有者不明の土地を県が管理するため

の特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額(Ａ)の欄２億2726万1000円、調定額(Ｂ)

の欄２億3452万7853円、収入済額(Ｃ)の欄２億2259

万8198円、収入未済額(Ｅ)の欄1192万9655円となっ

ております。

、 、 （ ）収入未済額1192万9655円は 主に ４行目の 目

財産貸付収入927万9443円で、借地人等の経済的理

由等による滞納額であります。

、 。次に 歳出決算の概要について御説明いたします

15ページをお願いいたします。

予算現額(Ａ)の欄２億2726万1000円に対し、支出

済額(Ｂ)の欄8136万8428円、不用額１億4589万2572

円となっております。

不用額の主なものは、予備費であります。

次に、16ページをお願いいたします。

公債管理特別会計について御説明申し上げます。

当会計は、公債費を一般会計と区別して管理する
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ための特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額(Ａ)の欄766億5595万3000円 調定額(Ｂ)、

、 （ ） 、の欄 収入済額 Ｃ の欄とも同額でございまして

765億9969万841円となっております。

次に、歳出決算の概要について御説明申し上げま

す。

17ページをお願いいたします。

予算現額(Ａ)の欄766億5595万3000円に対し、支

出済額(Ｂ)の欄765億9969万841円、不用額5626万

2159円となっております。

不用額の主なものは、償還金利子で、金利の低下

による支払利息の減によるものであります。

以上が、総務部所管一般会計及び特別会計の平成

24年度歳入歳出決算の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりまし○山内末子委員長

た。

次に、警察本部長から公安委員会関係の決算の概

要の説明を求めます。

笠原俊彦警察本部長。

公安委員会所管の平成24年○笠原俊彦警察本部長

度一般会計歳入歳出決算の概要について、お手元に

お配りをしております平成24年度歳入歳出決算説明

資料に基づき御説明をいたします。

初めに、歳入決算について御説明をいたします。

説明資料の１ページをお開きください。

公安委員会所管の歳入決算の総額は、予算現額が

41億2704万7100円に対しまして、調定額は25億2800

万571円、収入済額が24億6896万9571円、不納欠損

額は775万6000円、収入未済額は5127万5000円、調

定額に対する収入率は、97.7％となっております。

収入未済額、不納欠損額はともに（款）諸収入に

おける（目）過料であります （目）過料は放置駐。

車違反車両の使用者に対する放置違反金でありま

す。

不納欠損の理由といたしまして、滞納者の所在不

明、滞納処分できる財産がないためなどの理由によ

り、地方税法に基づき不納欠損の処理をしたもので

あります。

、 （ ） 。以下 主な 目 ごとに順次御説明をいたします

まず （款）使用料及び手数料ですが、収入済額、

は、2346万6595円であります。

（ ） 、 、２行下に 目 警察使用料とありますが これは

警察本部庁舎等の行政財産の使用許可に伴う土地使

用料と建物使用料であります。

予算現額272万1000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに278万6795円となっております。

次に、２行下の（目）警察手数料でありますが、

これは、那覇市内と沖縄市内に設置しております

パーキングメーター及びパーキングチケット発給設

備の作動手数料であります。

予算現額2196万6000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに2067万9800円となっております。

さらに、２行下の（目）証紙収入でありますが、

、 、公安委員会所管の証紙収入は 運転免許関係手数料

自動車保管場所関係手数料、道路使用許可関係手数

料などとなっております。

（目）証紙収入については、沖縄県出納事務局に

おいて調定及び収入済額を確定して一括計上してお

り、公安委員会では調定及び収入済額を確定してい

ないことから、お手元の説明資料では （目）証紙、

収入の調定額及び収入済額の欄がゼロになっており

ますが、沖縄県出納事務局が集計した調定額及び収

入済額を含めて御説明申し上げますと、予算現額13

億7422万3000円に対しまして、調定額、収入済額と

もに13億7928万770円となっております。

続いて、中ほどの行の（款）国庫支出金の収入済

額は、８億516万8899円であります。

その２行下の（目）警察費国庫補助金であります

が、これは、警察活動及び警察施設、交通安全施設

の整備に対する国庫補助金並びに交付金でありま

す。

、 、予算現額８億9900万6000円に対しまして 調定額

。収入済額ともに８億516万8899円となっております

続いて、２行下の（款）財産収入の収入済額は、

5803万2912円であります。

２行下の（目）財産貸付収入は、警察官待機宿舎

貸付料及び自動販売機設置に伴う土地、建物貸付料

であります。

予算現額6117万2000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに5792万6672円となっております。

続きまして （目）物品売払収入でありますが、、

これは廃棄車両やスチール机などの物品の不要決定

に伴う売払収入で、予算現額10万5000円に対しまし

て、調定額、収入済額ともに10万6240円となってお

ります。

説明資料の２ページをお開きください。

（款）諸収入でありますが、収入済額は11億8670

万1165円であります。

２行下の（目）延滞金でありますが、これは放置
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駐車違反金滞納者に対する延滞金でありまして、予

算現額８万円に対しまして、調定額、収入済額とも

に64万774円となっております。

さらに、１行下の（目）過料でありますが、これ

は、さきに説明いたしました放置駐車違反の車両使

用者が納付する放置違反金であります。

予算現額１億8152万5000円に対しまして、調定額

は２億1416万円、収入済額は１億5512万9000円、不

納欠損額は775万6000円、収入未済額が5127万5000

円であります。

２行下の（目）県預金利子でありますが、これは

警察署管理の給与関係口座に発生した預金利子であ

ります。

予算額は見込んでおりませんでしたが、調定額、

収入済額ともに、１円となっております。

続いて２行下になります （目）弁償金でありま、

すが、これは留置人に要する経費で、法務省が負担

をする弁償金と、交通切符等の作成費用に関する協

定に基づく那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所及び那

覇地方検察庁の負担費用の弁償金であります。

予算現額5154万3000円に対し、調定額、収入済額

ともに5012万478円となっております。

その１行下の（目）違約金及び延納利息でありま

すが、これは、警察用ヘリの定期検査整備請負契約

について、契約の一部解除に伴う違約金を徴収した

ものであります。

調定額、収入済額ともに53万2355円となっており

ます。

続いて（目）雑入ですが、これは遺失物売払代、

駐車違反車両移動費、警察施設の移転補償費等であ

ります。

、 、予算現額10億760万6100円に対しまして 調定額

収入済額ともに９億8027万8557円となっておりま

す。

続いて（款）県債でありますが、収入済額は３億

9560万円であります。

２行下の（目）公安債でありますが、これは警察

関係の施設整備等に充当する債務でありまして、予

算現額５億2710万円に対しまして、調定額、収入済

額ともに３億9560万円となっております。

以上が、平成24年度一般会計公安委員会所管の歳

入決算の状況でございます。

次に、歳出決算について御説明いたします。

説明資料の３ページをお開きください。

（款）警察費の歳出決算は、予算現額324億7534

万420円に対しまして、支出済額は316億9047万6843

円、翌年度繰越額は３億2829万1500円、不用額は４

、 。億5657万2077円 執行率は97.6％となっております

以下各（項）ごとに説明をいたします。

最初に（項）警察管理費ですが、予算現額が295

億6786万8420円、支出済額は290億9409万9880円、

翌年度繰越額が１億3614万8500円、不用額は３億

3762万40円となっております。

執行率は98.4％となっております。

（項）警察管理費における翌年度繰越額について

御説明をいたします。

中ほどの行の（目）警察施設費の翌年度繰越額１

億3614万8500円でありますが、本部警察署の伊平屋

駐在所建設工事、嘉手納警察署外構工事、那覇警察

署首里交番建設工事及び豊見城警察署那覇空港警備

派出所改築工事にかかるもので、建設位置決定に時

間を要したことや、工事計画調整等に当初見込みよ

りも時間を要したことなどにより、翌年度に繰り越

したものであります。

次に、主な不用額について御説明いたします。

まず （項）警察管理費における主な不用額につ、

いて御説明いたします。

初めに （目）警察本部費における主な不用額で、

ありますが （節）職員手当等でありまして、各種、

手当の実績が当初見込みを下回ったことによるもの

であります。

（目）装備費の主な不用額でありますが （節）、

需用費であります。これは、警察用船舶等の修繕料

及び燃料費が当初見込みを下回ったことによるもの

であります。

（目）警察施設費でありますが、主な不用額は、

（節）工事請負費であります。これは、各種工事に

おける一般競争入札に伴う入札残等であります。

（ ） 、 （ ）目 運転免許費でありますが 主な不用額は 節

委託料であります。これは、違反者講習等の減に伴

う各種講習委託料の執行残であります。

続いて （項）警察活動費について御説明いたし、

ます。

予算現額が29億747万2000円に対しまして、支出

済額が25億9637万6963円、不用額は１億1895万2037

円となっており、執行率は89.3％であります。

（項）警察活動費における翌年度繰越額について

御説明いたします。

一番下の（目）交通指導取締費の翌年度繰越額１

億9214万3000円については、信号機等の交通安全施

設整備費でありまして、国の経済対策事業により平

成25年２月の補正予算で措置されたもので、年度内
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、 。執行ができなかったため 繰り越しをしております

次に （項）警察活動費の主な不用額について御、

説明いたします。

（目）一般警察活動費の主な不用額は （節）役、

務費でありますが、これは、電話回線使用料等の減

によるものであります。

続いて（目）刑事警察費でありますが、主な不用

額は （節）報償費でありまして、これは、警察活、

動協力者への謝金実績等の減によるものでありま

す。

（ ） 、目 交通指導取締費の主な不用額でありますが

（節）工事請負費でありまして、これは、交通安全

施設整備工事の一般競争入札による入札残でありま

す。

以上が、平成24年度一般会計歳出決算状況であり

ます。

なお、特別会計の歳入歳出についてはございませ

ん。

以上で、公安委員会所管の平成24年度一般会計歳

入歳出決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

警察本部長の説明は終わりまし○山内末子委員長

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項、常

任委員会に対する調査依頼について、平成25年９月

11日議会運営委員会決定に従って行うことといたし

ます。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことといたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔に発

言するよう御協力をお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

す。委員及び執行部の皆さんの御協力をお願いいた

します。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

新垣良俊委員。

きのう、決算特別委員会がありま○新垣良俊委員

して、その中で重複しないように質疑をしていきた

いと思います。

今回から初めて総務企画委員会で、総務部、知事

公室、それから警察本部の審査をするのですが、私

は総務部にお聞きしたいことがあります。

沖縄県歳入歳出決裁審査意見書及び沖縄県基金運

用状況審査意見書の９ページの不納欠損額で、分担

金及び負担金の7239万円余の減額、平成23年度が

8872万4304円ですが、平成24年度は不納欠損で1633

万4240円と大きく減っていることについて御説明を

お願いします。

平成23年度及び平成24年度の分○金城賢財政課長

担金及び負担金、不納欠損が主でございますが、こ

れは福祉保健部の児童福祉施設負担金、入所児童に

係る扶養義務者等からの負担能力に応じて徴収する

負担金でございますが、この負担金の過年度収入分

の収入未済額に係るものでございます。平成23年度

の不納欠損額が約8800万円と大きくなってございま

すが、これは過年度分の収入未済額のうち消滅時効

ということで、公法上の債権でございまして、時効

要件を満たす債権が多かったということでございま

す。一方、平成24年度においては、この消滅時効等

を含め不納欠損の対象となる額が減額をしたという

ことで、収入未済額における消滅時効の部分が減っ

て、結果として減額となっているという状況でござ

います。

分担金及び負担金というものは、○新垣良俊委員

今お話がありましたように、土地改良であれば市町

村が持つということがあるのですが、次の使用料及

び手数料で、平成23年度の不納欠損額1036万8621円

が７万400円と大きく額が減っているのですが、そ

れについて御説明をお願いします。使用料は、県営

住宅とか運動公園等の使用料があると思うのです

が、大きく減額したことについて御説明をお願いし

ます。

今、手元に具体的な数字を持っ○金城賢財政課長

ていないものですから、即答は難しいのですが。

後で資料でよろしいですか。○山内末子委員長

では、後でお願いします。○新垣良俊委員

それから、重複するのではないかということで、

質問取りのときには話はしていないのですが、例え

ば沖縄県の自主財源は30％はいっていないと思うの

ですが、平成24年度の自主財源の率を教えてくださ

い。
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平成24年度普通会計決算におけ○金城賢財政課長

る沖縄県の自主財源比率は27.7％でございます。

ちなみに、九州の平均は何％ぐら○新垣良俊委員

いですか。

九州平均は37％となっておりま○金城賢財政課長

す。

自主財源は、県税、それから使用○新垣良俊委員

料及び手数料とか繰入金とか諸収入があるのです

が、税収を少し考えないといけないのではないかと

思うのです。例えば、那覇市では沖縄セルラースタ

ジアム那覇という奥武山の野球場があるのですが、

そういうネームングというのですか、施設命名権を

県も考えて、自主財源が小さいものですから、自主

財源の確保を少し考えないといけないと思うので

す。九州の平均まで持っていかないといけないので

はないかと思うのですが、総務部長、これについて

どう考えていますか。

確かに自主財源比率が非常○小橋川健二総務部長

に低い、先ほど九州平均が37％と申しましたが、九

州平均が35.3％、九州との差が7.6ポイントござい

ます。そういう意味で非常に低い。県は今までどの

ような取り組みをしているかということでございま

すが、例えば、みずから課税できる分については課

税をする その例が 今 超過課税というものをやっ。 、 、

ております。法人税関係で標準税率に上乗せをして

課すものが平成27年５月まで引き続きやっている。

あるいは法定外目的税で、この間、産業廃棄物税の

導入もいたしました。それから、そのほかには徴収

対策、主に県税ですが、コンビニ納付などいろいろ

な納税機会の拡大ですとか、あるいは滞納整理を

やっている。そういう中でも、委員おっしゃるよう

なネーミングライツ、セルラースタジアムをやって

いるということでございます。実は我がほうでも、

公共施設でこういったものが導入できないかという

ことで現在進めております。行革プランの中にも位

置づけまして進めておりますが、まだまだその実現

には至っておりません。これについては引き続き検

討していく必要があるだろうと認識はしておりま

す。

この施設命名権等も自主財源の確○新垣良俊委員

保には大事だと思うのですが、新税創設については

どう考えていますか。例えば観光客に100円を負担

してもらうとか、そういう新税についてはどういう

ふうに考えていますか。

新税につきましても、この○小橋川健二総務部長

２年ぐらい、観光、それから環境関連税ということ

でいろいろ検討してきております。その中で、今具

体的な検討をしておりますのが入域税、外から沖縄

県にいらっしゃる方々に、１人何百円ずつという形

で徴収する方法はできないものか。それから、レン

タカー税、宿泊税―ホテル等に宿泊される方で一定

の料金以上の方について、これも何がしかの税を課

すことができないかということで、３つの税につい

て、税としてふさわしいのかどうか、制度設計も含

めて実は、県の内部のワーキングチームで検討して

おるところでございます。

決算は、予算を計上して、できま○新垣良俊委員

したら不用額のないような体制でやってほしいので

すが、自主財源の確保は非常に大事だと私は思って

います。そういうことで、総務部、それから庁内の

横断的な話し合いで、今27％の自主財源を九州の平

均ぐらいには持っていけるようにぜひとも考えてほ

しいと思います。

仲田弘毅委員。○山内末子委員長

まず、知事公室に質疑をします。○仲田弘毅委員

主要施策の成果に関する報告書に基づいて質疑を

します。

１ページになりますが、防災体制の強化は、もう

２カ年と７カ月前になりますが、東日本大震災にお

いて大きな被害をこうむったわけです。そのことに

対して県が一生懸命対応していることも存じ上げて

いるつもりでありますが、まず、今回の防災体制の

強化に対する事業の概要をお願いします。

御承知のように、東日本大震○又吉進知事公室長

災以来、それはもう沖縄県のみならず、全国的に防

災体制といったものの強化は行政の最重要課題に

。 、なっておるわけでございます 県といたしましては

平成23年度、平成24年度と沖縄県地域防災計画の見

直しを適宜やっておりまして、物の考え方から変え

。 、ていこうということをしております 平成24年度は

どういったところに穴があるかといったことがござ

いまして、まず、やはりこの災害で問題になった津

波でございます。津波避難困難地域等の対象調査と

いったものを平成24年度にやっております。これを

市町村にフィードバックいたしまして、市町村が津

波避難困難地域を検証いたしまして県のホームペー

ジ等に掲載し、県民に周知していただく。今、自分

たちがどんな危険なところに住んでいるかという自

覚を持っていただくということです。また、これを

踏まえまして、市町村と協力して防災マップ、避難

所や避難経路の見直し、津波避難タワーの設置、そ

れから防災行政無線など、ソフト、ハードの両面で
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検討しています。現在の考え方といたしましては、

まず逃げる。インフラにつきましては十分検討して

いるところでございますが、まず、来たときに速や

かに避難するといったことを観点に諸計画を見直し

ているところでございます。

県の調査内容の中に、避難困難地○仲田弘毅委員

域という言葉が出ているのですが、これはどういう

意味をなしているのでしょうか。

端的に言えば、一定の高さの○又吉進知事公室長

波が来たときに水につかってしまうということがあ

。 、 、ります そこで 例えば道路が狭隘でありますとか

建物が密集しているとか、さらに高台に逃げる経路

がないところをピックアップしてございまして、土

木建築部が津波浸水予測図というものをつくりまし

た。これを道路マップデータにかぶせまして、それ

を抽出しますと、避難場所を各市町村は指定してい

るわけですが、そこに速やかに逃げられない、逃げ

にくいところがございます。また、そこは交通手段

としては歩行、あるいは車といったことも考えるこ

とになりますと、津波避難が比較的難しいというこ

ともございます。

現在、ことしの12月20日に向けて、市町村に対し

てそのあたりを整理していただくようにということ

をお願いしておりまして、年度内に具体的なはっき

りした津波避難困難地域、あるいはそうでないとこ

ろのデータを出していこうと考えております。

知事公室長、公立の小学校、中学○仲田弘毅委員

校は市町村の学校でありますし、特に私の地元の、

私の母校であります与那城小学校は海抜ゼロメート

ル地帯なのです。ですから、津波が来て30分以内に

は高台に避難をしなくてはいけないのですが、学校

の正門の前を県道が走っているわけです。そこを横

切って高台に上るわけですが、こういった地域の問

題は市町村とどういった話し合いがなされているの

か。

それから、私の地域から沖縄市方面に向かいます

と、泡瀬特別支援学校があって、これは県立ですか

ら県がやらなくてはいけないのですが、屋上避難を

。 、するにしても19メートルしかないわけです しかも

身体に障害を抱えている寝たきりのベッドのままの

方々を屋上までどのように避難させるのかといった

いろいろな質問が地域の比屋根の区長さんからあり

まして、我々はじかにタッチしていないものですか

らお答えのしようがない。もろもろの地域からの相

談、特に地域のリーダーの方々との話し合いはどう

いうふうになされているのですか。

県と市町村、それから市町村○又吉進知事公室長

の中の地域の役割というものがそれぞれあるわけで

ございます。そういった形で、市町村とは連絡会議

を再三開かせていただいておりますが、まず統一し

て、９月に、沖縄県広域地震・津波避難訓練をやっ

たわけですが、こういう訓練で今委員がおっしゃっ

たような課題が明らかになってまいりました。誘導

のあり方がどうか、あるいは誘導路がどうか、ここ

に誘導困難になるものはないか、また、災害時要援

護者を誰が助けるのか。これは地域の方々が現場で

合理的に動いていただくことが基本ですが、それに

向けた訓練でありますとか、それからインフラの整

備につきましては、県・市町村が一緒になってやっ

ていこうという話をしています。そういう財源とし

て沖縄振興一括交付金を使える部分もあるだろうと

考えております。

私の地元うるま市に洲崎もありま○仲田弘毅委員

して、工業団地がありますし、ＩＴ支援を一生懸命

頑張っている地域もありますし、それはほとんど海

抜ゼロメートル地帯と言っても過言ではありませ

ん。避難タワー等を含めてしっかり対応していただ

きたい。

先日10月９日に、公共建築物における耐震化対策

等について調べた調査結果が発表されているわけで

すが、これはショックではありますね。例えば、県

庁とか各市町村の役場、それから公立小・中・高等

学校といったもろもろの建物の調査の中で、震度６

強の地震が来ますと倒壊する可能性がある建物が

3800棟近くもあるわけです。子供たちは１日の大半

を学校現場で過ごすわけですから、そういった中に

おいて、有事の際に校舎が倒壊した中で大変なこと

になるということを考えた場合に、これから将来を

背負っていく子供たち、学校施設も含めて大きな課

題だと思うのですが、そのことについて知事公室長

はどういったお考えですか。

全くおっしゃるとおりでござ○又吉進知事公室長

いまして、これはもう日本全国的な課題であります

が、耐震化がなされていない公共施設等の建物が沖

縄にもかなりの数存在しております。これにつきま

しては、先ほど申し上げましたように、当面とにか

く速やかに逃げる、地震が来たら避難するという訓

練をまずやる。さらに、インフラの整備でございま

すが、土木建築部におきまして、公共施設の耐震化

調査、あるいは教育庁におきましても学校の耐震化

について調査を行って所要の対応をするということ

になっております。ただ、これは若干時間がかかる
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ことでございます。そういうものを含めまして、や

はり県民の生命と財産を守るという観点から、知事

公室、土木建築部、教育庁、あるいは福祉保健部と

いったところがこれをテーマにいろいろ会議もやっ

ておりまして、全庁的に取り組んでまいりたいと考

えております。

本県の場合、例えば県庁、各市町○仲田弘毅委員

村の役場があるのですが、全国的に公立病院系統は

全国平均をクリアしている。沖縄県の場合は、公立

小・中・高等学校、県庁、各市町村役場、教育施設

等を含めて平均から落ちているという資料ですが、

どうですか。

まず、医療施設にお○漢那宗善防災危機管理課長

ける耐震化対策等の状況です。診断率が全国で48.1

％に対し沖縄県は36.4％です。あと、庁舎施設等に

おける耐震化対策等の状況は全国68.5％に対し沖縄

県20.5％という形になっております。あと、教育施

設における耐震化対策等の状況の場合は、全国95.1

％に対し沖縄県13.9％ということです。これは会計

検査院の報告書になっております。

そんなに低いことはないと思い○山内末子委員長

ますが、もう少し確認してもらえますか。

小・中義務教育課程と高等学校、○仲田弘毅委員

県立はもっと高いと思うのですよ。しかも、十何％

ということは考えられないですね。

いろいろな表がある○漢那宗善防災危機管理課長

、 、ものですから この中から見て拾っているのですが

後でまた細かい資料につきましては提供いたしま

す。

後で資料をお願いいたします。○山内末子委員長

知事公室長、南海トラフの話もあ○仲田弘毅委員

りまして、近々もっと大きな地震、津波が来るので

はないかという中で、沖縄県は全国に先立って先進

県と言われるような防災、あるいは減災に向けて

もっともっと頑張っていっていただきたいと思いま

す。

２番目に、不発弾等処理事業費が２ページにあり

ますが、不発弾について昨年の処理件数と、処理費

用は大体どの程度かかっておりますでしょうか。

昨年度の不発弾処理○漢那宗善防災危機管理課長

の処理トン数ですが、沖縄県全体で23.7トン、処理

件数は748件となっております。

残念ながら、私の地元うるま市で○仲田弘毅委員

不発弾の不法投棄もありまして、どのようにしてあ

あいった形になっていくのかわからないのですが、

間違いなくどこかで不発弾は発見されているわけで

すね。中身の火薬は抜かれたとしても、不発弾その

ものが当時の離島の一角に不法に投棄されている。

これは公徳心、あるいは公共に対する、ある意味で

は全然理解をしていない方々の不法行為と考えてい

るのですが、知事公室として、危機管理体制の中で

こういった指導はどのようになされているのです

か。

先般、うるま市で88発の投棄○又吉進知事公室長

不発弾が発見された。幸い大事には至らなかったわ

けですが、今おっしゃったように、どうも当該不発

弾はどこからか持ち込まれた形跡があると聞いてお

ります。当然、これがもし発火可能であれば、火薬

類取扱法等の不法行為になると認識しております

が、これまでに発見された不発弾がそういった形で

あったことがありましたし、明らかに動かしたとい

うこともございました。また、全くそういう意識が

なくて不発弾を持ち込んでしまった事例であると

か、あるいは修学旅行生が不発弾を持っていて空港

で飛行機のチェックにひっかかったといったような

事例もあったと思います。こういったものは、やは

り大変遺憾でございまして、危機意識が足りないと

いうことだと考えております。

県といたしましては、不発弾の危険性の周知徹底

といったものも 公用ポスター あるいはホームペー、 、

ジ等で広報し、また、市町村にも、不発弾を発見し

た場合は不用意にさわらないようにといったことを

周知しているわけでございますが、工事現場で見つ

かったときにどのように対応するかとか、まだそう

いう意識の低い面があろうかと聞いておりますの

で、少しその面の啓発活動につきましても力を入れ

るべきかと考えております。

国としても、従来、公共工事に関○仲田弘毅委員

して磁気探査は国の責任の名のもとに費用も予算も

つけていただいた。ようやく民間工事についても国

がある程度補助するようなシステムになってきてお

。 、ります これは大変喜ばしいことだと思うのですが

今、私たち総務企画委員会の中で、不発弾対策条例

なるものをつくろうということでその中身を精査し

ているところですが、そのことについて知事公室長

の考え方をお聞きしたいと思います。

県議会として、やはり不発弾○又吉進知事公室長

というものが戦後処理の大きな問題であるという認

識のもとに、それを加速する、解決するという意味

で、条例という形でおつくりいただく、その動きに

ついては大変敬意を表したいと思っております。

ただ、現在、県の立場といたしましては、今は不
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発弾関連の法令というものはないわけでございます

が、これは長年にわたり諸先輩方が政府に要望し、

要請した形で現在それなりの予算がついて不発弾の

処理を年々行っているわけでございます。また、不

発弾は、性質上は大変難しいのですが、非常に慎重

に取り扱わないと大事故につながりかねないという

こともございますので、とりわけ内閣府沖縄総合事

務局、それから自衛隊といったもののお力をかりざ

るを得ないとなりますと、やはり政府機関に対して

県条例で縛りをかけていくといったことについては

なかなか困難な面もございます ですから そういっ。 、

たものをクリアする意味で、県民の意識を啓発する

でありますとか、あるいは県自身ももう一つしっか

りと自覚してやるでありますとか、そういった観点

の条例は大いにあり得ると思います。いずれにしま

しても、これは議員提案ということで伺っておりま

すので、できるだけの御協力はさせていただきたい

と思っております。

続きまして 同資料冊子の247ペー○仲田弘毅委員 、

ジ、事業名は被害者支援・相談業務推進事業、これ

は公安委員会の事業になります。残念ながら、東京

において、大きな希望を持って頑張っている女子高

生の命がストーカーによって絶たれたわけですが、

まず、ストーカーという一つの事犯に対して、公安

委員会のコメントをいただきたいと思います。

本日は、警察本部の各部長○笠原俊彦警察本部長

、 、が出席しておりますので お許しをいただきまして

御質疑につきましてはそれぞれ所管の部長から答弁

。 。をさせたいと思います よろしくお願いいたします

それでは、本件については生活安全部長からお答

えいたします。

まず、県内のストーカー○親川啓和生活安全部長

事案の現状についてですが、県警察が受理したス

トーカー相談は、平成23年が107件、平成24年が88

件、本年は８月末で74件で、前年と比較しますと19

件増加しております。

東京における事犯に関しては、警○仲田弘毅委員

視庁から該当者の方に警告みたいなものも発せられ

ているようですが、肝心の本人に届いていなかった

という状況があるのですが、どうですか。

警告については、これま○親川啓和生活安全部長

で本人に届くように努力しておりまして、東京の事

案については現在検証中でありますので、こちらで

お答えはできない状況です。

事犯としても大変厳しいと思うの○仲田弘毅委員

です。これは人間対人間のことですから、好いたり

嫌われたりして、その中身について警察、行政がど

れだけ踏み込んで対応していくかという大変厳しい

ことも理解しているつもりですが、こういう事犯が

やはり本県にもありますか。

本県でも、殺すと言う等○親川啓和生活安全部長

の脅迫をする事案はございます。本県では、ストー

カー相談やストーカー事犯を確知した場合には、相

談者等の不安を早期に解消するとともに、身体の安

全確保と今後の保護対策を図るため、相談者の意思

を確認する意思決定支援手続により各種支援措置を

教示しております。また、署長が司令塔として署の

相談事案について責任を持ってやっているというこ

とと、安全・安心統括官が本部の司令塔となってお

ります生活安全部門と捜査部門が連携をして、こう

いう脅迫事犯があれば、被害者の保護対策と被疑者

。 、の検挙に当たっております 被害者保護の観点から

新聞報道等では出ていないのですが、本県でも、こ

ういう事犯について大きな体制をとって対応した事

例がございます。

主要施策の成果に関する報告書○仲田弘毅委員

245ページの安全なまちづくり総合対策事業、ちゅ

らうちなー安全なまちづくり条例、いわゆるちゅら

さん運動のことですが、平成16年、沖縄県で住みよ

いまちづくりをしようということで、前稲嶺惠一知

事を中心として、教育委員会あるいは県民を代表し

て大きな組織ができ上がったわけですが、平成16年

から立ち上げられて、今回までその成果はどのよう

になってきたか。そして、できましたら観光立県を

唱える沖縄県が住みよい安全で安心なまちづくりを

するということで、きょうは警察本部長がお見えで

、 。ありますので 決意を聞いて終わりたいと思います

このちゅらさん運動は、委○笠原俊彦警察本部長

員の方々を含め県民の皆さん総ぐるみで犯罪を減ら

して、安全・安心なまちづくりをしていこうという

運動で、非常に効果が上がっておりまして、刑法犯

の認知件数は、平成16年にこの運動が始まって以降

10年連続してずっと減少しているということで、大

変効果が上がっていると思っております。私として

は、これを踏まえてさらに運動を推進して、ぜひ安

全・安心な沖縄県をつくっていきたいと思っており

ます。事故や犯罪が少ない場所であれば、観光で来

られる方も多くなると思いますし、また、移住をし

たりといった人たちもふえてくると思います。何と

いっても、治安ということが社会のインフラであり

ますので、ぜひその面で頑張ってまいりたいと考え

ております。
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具志孝助委員。○山内末子委員長

総務部長、恐らくこれまで何度も○具志孝助委員

聞かれたことかと思っておりますが、特別会計の総

務部所管の土地所有者不明土地管理特別会計、これ

は決算審査意見書も見ておりますが、どういうよう

なものですか、まず、その特別会計の説明をお願い

いたします。

この土地所有者不明土地管理特○照屋敦管財課長

別会計は、終戦後米軍が、焼失した公図や公簿の再

、 、生を図るため 土地所有権認定作業を行いましたが

何らかの事情で所有権の申請がなされなかった土地

がありまして、それを管理してつくられた特別会計

で、真の所有者が見つかるまで、その土地を県で管

理している事業でございます。

決算審査意見書にも書いてあるの○具志孝助委員

ですが、沖縄戦で公図及び公簿類が焼失して、所有

権者がわからない土地を県が管理していることに

なっているわけですが、管理している土地はどのぐ

らいの面積、あるいは筆数、規模になるのですか。

県管理と市町村管理があります○照屋敦管財課長

が、県の管理は筆数で申し上げますと1459筆、面積

で言いますと72万3000平米ほど、市町村管理につき

ましては、筆数で申し上げますと1199筆、面積で申

し上げますと約８万100平米です。トータルします

と、筆数で2658筆、面積で申し上げますと、約80万

5000平米ほどになっております。

これは結局どうなるのですか、目○具志孝助委員

的は真の所有者に返還するために設置されたと書い

ているのです。

復帰のときに引き継ぎまして、○照屋敦管財課長

真の所有者が見つかるまで県と市町村で管理を続け

ています。

そもそも目的は、真の所有者を見○具志孝助委員

つけて、その所有権者に所有権を回復させるという

ことだと言っているのですが、戦後68年、70年近く

なった今日、新たに所有者が見つかるという可能性

があるのかどうか。ここ近年、所有者が見つかって

返還をした最新の事例は、いつごろどれぐらいの規

模であったのでしょうか。

今まで真の所有者が見つかって○照屋敦管財課長

返還した筆数につきましては、累計でいきますと県

管理につきましては373筆 面積にしまして16万8000、

平米ほど、市町村管理につきましては374筆、面積

にしますと３万7000平米ほど トータルしますと747、

筆、20万500平米ほど、これまでの累計では返還し

ております。また、今委員おっしゃるように直近の

ものがあるかといいますと、県については昨年度は

ございません。市町村につきましては５件ほどあり

ます。

数字だけではなかなか理解しにく○具志孝助委員

いのですが、所有権者に返還した返還率はわかりま

すか。トータルでいいですよ。

返還した率につきましては、筆○照屋敦管財課長

数でいきますと全体の20.4％、面積で言いますと

18.9％返還しております。

今、県と市町村が管理していると○具志孝助委員

いうのですが、この特別会計は県が管理している部

分だけを指しているわけですね。そうすると、市町

村が管理している部分の会計はどこが持っているわ

けですか。

市町村については市町村独自で○照屋敦管財課長

管理しているということで、どういうものを管理し

、 。ているかというと 墓地とか聖域を管理しています

それ以外につきましては県が管理しています。

那覇市での土地所有者不明土地は○具志孝助委員

那覇市が管理しているし、市町村はそれぞれが管理

していると。

沖縄県は、特に戦災がひどかったわけですから、

公図の喪失も本土と比較して多いと思うのですが、

本土の場合も戦後この方、同様に扱われているので

すか。あるいは、新しい法律をつくって、市町村に

も帰属させるというか、寄附するというような処理

の方法は検討されていないのですか。

沖縄県の場合は特殊でありまし○照屋敦管財課長

て、公図とかそういうものが全て焼失している。他

府県につきましては、戦争が厳しい中でそういうも

のは疎開させたという話で、沖縄県みたいな事例は

特殊だと聞いております。

本土には所有者不明土地、いわゆ○具志孝助委員

る戦争による所有者不明土地は存在していないと理

解していいわけですね。

今、手元に資料がなくて、そこ○照屋敦管財課長

までは確認できていません。後で調べて報告させま

す。

総務部長、これはどうですか。県○具志孝助委員

の権限ではどうにもならないことなわけです。私は

後で少し触れたいと思っているのですが、やはり管

理が不十分ですね。いわゆる収入未済額が大きいで

すね。なかなか管理がうまくいっていない。扱って

いる人たちが結局低所得者で、土地使用料が支払え

ないというようなことも書いてあるのですが、基本

的にはこれらの土地はいつまでもこのような形で戦
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後70年近くになろうとしている。町村で去年何件か

見つかったということですが、県管理の土地で、最

近で、所有者に返還したという事例はいつですか。

平成23年に２件、返還しており○照屋敦管財課長

ます。

今ごろこうして出てくるというも○具志孝助委員

のは、所有者の確認を誰がどのようにやっているの

ですか。

今ありましたように、戦後大分○照屋敦管財課長

たちまして、なかなか証言する人がいないというこ

とで確認は難しいのですが、それにつきましては裁

判でいろいろ証人とかそういう資料を出させて、裁

判によってその人のものだと判決が出た場合、県で

返還しております。

その所有者も相続人になっている○具志孝助委員

かと思われるのですが、私はむしろ裁判というよう

な形で返還をやっていくことが、実際に真の所有者

に返還されたかどうか、いささか疑問のような気が

するのです。むしろ、これは国に訴えて何らかの形

で処理をしたほうがいいのではないかと思うのです

が、そういうような検討は県でやったことがないの

ですか。

おっしゃるような問題があ○小橋川健二総務部長

ります。県の権限は、民法で言う権限の定めのない

代理人という立場になっていまして、処分行為がで

きないわけです。専ら管理をするということになっ

。 、ています これから生ずる問題は何かといいますと

今おっしゃるように平成23年に２件、その前の年も

ゼロ件です。それから平成24年もゼロ件です。そう

いう意味では、370幾つの返還の事例はありますけ

れども、ここ近年ほとんどないと言っていいと思い

ます。68年もたって、形状もみんな変わって、証言

をできる方々もかなり高齢化をしてきたということ

もあって、なかなかいらっしゃらない、非常に難し

くなっております。また、戦後の混乱期に、そうい

う所有者不明の土地に住宅を建てているという例も

かなりございます。ただ、県は５年を超えて、例え

ば改築の許可をしたりできないということもあった

り、さまざまな問題があります。

一昨年ですか、実は法律の専門家、それから大学

の教員等々を含めて、この問題をどういう形で解決

しようかと委員会を設けて議論していただきまし

。 、 、た 結論から申しますと 現行の民法で言いますと

無主物は国庫に帰属するということですので、これ

はそういう処理ではいけないだろうということが一

つあります。それから、そのほかの法律、沖縄振興

特別措置法などでも解決は非常に困難であろうとい

うことから、基本的には別の特別法をつくるべきで

はないかというような結論が出ております。それを

もって、県も国に対して、そういう特別法をつくっ

。 、てくれというような要求をしております その結果

今回の沖縄振興特別措置法の第62条の附則に、国が

調査をしてしかるべき措置をとるとなっておりま

す。言わんとするところは、やはり県民の財産とし

て大いに活用できるような法制度の構築をするとい

うような内容だと理解しております。

今、特別措置法の新しい立法を検○具志孝助委員

討していて、これは沖縄の特別な戦後処理の一環だ

と思うのです。他府県になかなかない事例の問題だ

と思っていますから、沖縄から声を出して処理を

やっていかない限り、待っていてはどうにもならな

いと思っていますし、今部長が説明のとおり、私は

全くそのとおりだと。きのうも少し決算委員会で

言ったのですが、土地使用料としては払いにくい、

公営住宅もなかなか払わない、県立病院には医療費

もなかなか払わないような人たちもいる中で、所有

者不明の土地も、県のものでもないということが使

用者側でわかっていると、余計にそういうようなも

、 。のが出てきて 公序良俗上もよくないと思うのです

所有権を皆さん買いますかと言ったら、恐らく売る

のだったら喜んで買いますよというような実態では

ないかと思うのです。売れるという前提でもないわ

けですから、この辺のことの調査はやったことがな

いでしょう。

今、全体は2000筆ほどあると申○照屋敦管財課長

し上げましたが、その中で貸し付けている土地につ

きましては全体で585筆あります。それについては

今、県は管理しかできませんので、買いたいと言っ

ても処分ができないということで、建てかえができ

ないという相談は多々あります。

一応管理している以上、地籍はき○具志孝助委員

ちんとなっているわけですか。処分しようとしたと

きに、あるいは借料をもらうときに、これらの土地

は隣接地主との境界はきっちりとなっているわけで

すか。

今、全部は測量は入っていませ○照屋敦管財課長

ん。貸し付けについては、特別会計で順次測量をし

ております。また、昨年度から国の委託を受けまし

、 。て 全筆測量するということで毎年進めております

戦後もう68年、どこか切りのいい○具志孝助委員

ところ、節目のときに、よく国とも合議をして整理

しないと、だらだらいつまでも真の所有者が見つか
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るまで管理をしている。こういうことのもとに、こ

の会計の処理の仕方、しかも使用料も収入未済で相

当上がっているし、管理の仕方も十分ではない。中

身を少し聞こうと思ったわけですが、基本的にこれ

らの枝葉末節の話ではなくて、この所有者不明の土

地を戦後70年近くこんな形でやっているということ

自体が問題だと思っていますので、抜本的な解決策

に向けてひとつ頑張っていただきたいと思っており

ます。

あと少し時間がありますから、公安委員会にお尋

ねします。

決算書の説明書の資料の２ページに過料とありま

すね。過料の予算現額が１億8100万円余り、調定額

は２億1400万円、収納済額は予算現額よりも減って

１億5500万円ですが、これは調定の仕方に問題が

あったのではないだろうかと思っているのですが、

いかがですか。収入比率が72.4％と大変悪いのです

が、もう１回ここの説明をお願いできますか。

過料についてお答えい○綿引浩志警務部会計課長

たします。

これは、主に平成18年６月の改正道路法の施行に

より開始された放置違反金の関係でございます。こ

の制度自体が、不納欠損額（Ｄ）の欄を見ていただ

、 、くとわかりますとおり 違反の滞納が775万6000円

県警といたしましては、滞納者に対する催促あるい

は預貯金の差し押さえ等強制的な処分を含め徴収に

努力しておりますが、滞納者に差し押さえる財産が

ないとか、滞納者の所在不明で徴収できなかったも

の、調定額を確定する上で予定できなかったものが

不納欠損処理として775万6000円ございます。

それから、収入未済額（Ｅ）欄でございますが、

こちらについては同じ駐車違反金であります。早期

回収に努めておりますが、回収の仕方としては、督

促状あるいは催促状、電話での催促、それから自宅

訪問等強力に推進しております。違反車両の運転者

が出頭しないといった場合に、平成24年度中も非常

勤職員の２名あるいは増員をしまして回収に努めて

おります。さらに、地方税の滞納処分の例により差

し押さえ等を行っておりまして （Ｄ）の欄、ある、

いは収入未済額の欄等に書いてある金額を調定額の

段階で認めなかったということで、この収入済額と

の差が生じておるものであります。

私が気にしているのは、過料は予○具志孝助委員

算で１億8100万円計上しておきながら、途中で調定

して頑張って２億1400万円上げるというぐあいに考

えたのではないかと思うのです。ところが、結果と

して当初見込んだ予算よりも下回った。頑張ろうと

言ったのにもかかわらず、結局、当初の予定額、予

算額にも満たなかった、努力不足だった。みずから

この数字でそのようなことをあらわしているのかと

いうことで、反省するところなのかと思って聞いて

いるつもりです。内部努力が足りなかったというよ

うなことを言っていると思っているのですが、間

違っていますか。そのような感じに見えるが、私の

見方が間違っているか。

予算はこんなものだろうなと。１億5000万円ぐら

い過料、滞納繰越金もあるだろう。あるいは現年度

もこれぐらい見込めると思ったにもかかわらず、途

中で調定をしてもう少し頑張ろうよと言ったにもか

かわらず、当初の予算額も達成できなかったという

結果になったと思って決算書を見ているが、違って

いますか。

まず、この調定額等に○喜屋武正志交通指導課長

つきましては、当初の予算額と調定額は、過去の取

り締まり件数からおおむねこれぐらいの取り締まり

件数が予想されるということで、それに準じて算定

をしております。ただ、実際に取り締まりをして、

その件数が見込みより下がっておりますので、それ

でこのような結果となっております。

照屋大河委員。○山内末子委員長

主要施策の成果に関する報告書１○照屋大河委員

ページ目、防災体制の強化について。先ほどあった

ように、東日本大震災を教訓にした取り組みは必要

だと思います。ただ、沖縄県においては、先日の台

風23号、24号の来襲、それから、きのう、おととい

の26号、南北大東島の様子も気になるところです。

平成24年度における台風の防災に対する取り組み

、 。は どういうものがあったのか伺いたいと思います

沖縄は台風の常襲地というこ○又吉進知事公室長

とで、台風の防災についてはそれなりの伝統がある

わけですが、ちなみに、沖縄で最も問題になります

のは、いろいろな被害が出ますが、やはり農林水産

業の被害が非常に大きいということでございます。

直近で言いますと、10月８日現在ですが、台風23号

の農林水産業の被害総額が29億9141万円でございま

。 、 、 、す また 先般の台風24号では 若干下がりますが

それでも9577万円で、やはり台風のたびにこういう

形で被害が起きてくるということでございます。し

たがいまして、もちろん台風に関しましては予報を

確実にいたしまして、県民に警告をするといったこ

とをやりつつ、被害が生じた場合は、農業関係です

と資金の融資があります。
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各施設につきまして、注意喚起をする。きちんと

台風対策をしてくれということを警報が出た段階で

、 、やりますし さらに農林水産分野等におきましては

ある程度風が吹くと被害が避けられないということ

でございまして、その被害が起きたときにセーフテ

ィーネット資金でありますとか償還猶予といった事

後対策をやっていくということでございます。中小

企業につきましても、その被害が生じた場合にはと

いうことで、なかなか台風そのものの風をとめると

いったことは難しい面もございますので、それを最

小限に食いとめることと、被害が起きたときのリカ

バリーをきちんとやるといった考え方でやっており

ます。

台風襲来、発生の状況、予報など○照屋大河委員

がありますね。対策本部ができ上がったという報道

を見るのですが、これは知事公室長が本部長となっ

て予測をしながら設置するのですか。

まず、災害警戒本部という段○又吉進知事公室長

階がございます。災害警戒本部は知事が本部長です

が、これは台風の襲来が予測されるという段階で、

知事公室が所管となりまして、各部局に所要の警戒

態勢をとらせるということでございます。さらに、

非常に巨大な台風であると見込まれるとき、もう既

に被害が生じ始めているという場合は災害対策本部

といった形で、これは各部局長が詰めまして情報収

集に当たるということです。ただ、特に近年は、こ

ういう仕組みとは別に、知事が率先して本部を直ち

に招集するという形をこの半年ぐらいはとっており

ます。

実際、招集された災害警戒本部と○照屋大河委員

して、先ほどあったように被害額などが集約されて

くるわけですか、そこで集約をするという仕事があ

るということですか。

対策本部では全部局長が集合○又吉進知事公室長

いたしますので、各部局ごとにその被害の状況、対

策の状況等について集約して知事に報告いたしま

す。

事後の取り組みですが、農林につ○照屋大河委員

いては先ほど言ったようにセーフティーネットとか

。 、農作物については財政的な対応をしていくと ただ

護岸の決壊とか、各部局で事後の対応になると思う

のですが、毎年毎年台風が襲来をして、まだ平成23

年度の台風の被害が改修されていない。平成24年、

そして、ことしの台風の襲来が目の前だと不安を抱

えている地域が地元にあるわけです。そういった対

応というものは、各部局でやるべきだということで

すか。

もちろん、部局任せというこ○又吉進知事公室長

とはございませんで、そこで財政担当の総務部長が

おりますし、全ての部長が状況を把握して、例えば

県警でありますと信号が滅灯したとか、今おっ

しゃったような護岸、あるいは公共施設の被害、道

路といったものがあるわけですが、そこはできるだ

け速やかに県民生活を復旧させるといったことはし

ております。

今言った点でいえば、うるま市の○照屋大河委員

池見のビーチ、あるいは伊計島の桟橋とか、平成23

年度の被害の改修がなかなか進まないという苦しみ

を訴える地域がありますので、次の台風でまた大き

な被害に発展する危険があるわけです。そういう意

味では 各部局と一緒になって 財政とも一緒になっ、 、

て、そういう対応をぜひとっていただきたい。この

主要施策の成果に関する報告書１ページにあります

広域防災拠点の整備検討、実践的行動計画は、台風

被害なども含めたものになるのですか、地震だけで

はなくて、そういう想定をされているのですか。

沖縄の被害の特性は、やはり○又吉進知事公室長

最も頻繁に来るのが台風ということで、台風への備

えは基本でございます。ただ、東日本大震災で、津

波といったものの危険性がかなり指摘されたもので

すから、少しそういうところを新たに加えたという

ことはございますが、基本的に沖縄県においては台

風対策というものはきちんと持っているという考え

でございます。

先ほど、防災への対応は県政への○照屋大河委員

重要課題であるということでありましたので、そこ

は県民の生命、財産を災害から保護するということ

でしっかり頑張っていただきたいと思います。

、 、次の２ページ目 不発弾処理も一緒になりますが

先ほど実績で23.7トン、748件ということで答弁が

ありましたが、これは前年度と比較していかがで

しょうか。

平成23年度につきま○漢那宗善防災危機管理課長

しては、件数887件に対し、処理数は38.1トンでご

ざいます。これは全体です。

この不発弾の解決までには、70年○照屋大河委員

ですか、80年ぐらいというような言われ方をしてい

ます。平成23年度が38トン、平成24年度が23トンと

いうペースはどのように考えていますか。

おっしゃるように、大体毎年○又吉進知事公室長

。 、30トン見当で進んでおります これで計算しますと

埋蔵から計算して委員おっしゃったように70年とい
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うことでございます。ただ、これはできるだけ加速

したいということでございます。全くそういうこと

は変わらないのですが、ただ、やはり安全性という

ことがございまして、いろいろ聞くと実は最も不発

弾の処理が進んだのが復帰の前後だったようでござ

います。ただ、このときは周辺住民の安全に関係な

く、どんどん爆破していたということもあったよう

です。こういうことは今の時代では許されませんの

で、やはりまずは発見する。安全確保をした上で処

理のやり方を考えて―これは現地爆発であるとか、

あるいはそれを回収するとか、そういったことで現

在１カ月、２カ月かかっております。最終的に自衛

隊が処理するわけですが、自衛隊の不発弾処理隊も

結構件数があってスケジュールがこなせないといっ

、 。た 少しブレーキをかけるような状況もございます

したがって、できるだけ安全を確保しつつ促進する

といったことで問題意識を持っておるわけでござい

ますが、今、なかなか時間がかかるなというのが実

感でございます。

先ほども、この問題については戦○照屋大河委員

後処理という意味では国の責任だと、これはずっと

繰り返し言っています。この予算、財源はどうです

か。

、 、○又吉進知事公室長 基本的に これはほぼ政府が

国庫が見ております。ただ、一部、例えば休日に職

員を出したときに職員の手当でありますとか、一時

は病院の近くで見つかって避難をするといったこと

があったのですが、その避難の手当はどうするか。

これも基本的に国庫で見るということで解決したの

ですが、その都度その都度この費用負担につきまし

ては、まだ課題がいろいろあろうかと考えておりま

す。

先ほど、安全性の問題だとかいう○照屋大河委員

話がありました。予算的には、もう少しあれば、あ

るいはもっとあればというような問題ではなくて、

むしろこの70年、先ほど知事公室長からあったよう

に、なるべく加速して早目に早目に解決しないとい

けないという決意の中で、予算の問題はどう考えて

いるのですか。国庫からということですが、妥当な

額なのか、あるいはもっと予算があれば、自衛隊の

件数があって順番待ちがということもありました。

そういう意味で、予算ということはどう思われてい

るのですか、受けとめられているのですか。

予算はやはり事業の基礎とな○又吉進知事公室長

るわけでございまして、これは常に増額していただ

きたい。ただ、糸満市での事故の後、この処理の費

用は２倍、２倍ということで四、五倍になっておる

わけでございます。それは、一つの事故をきっかけ

に予算の課題が少し見直されたということでしょう

けれども、具体的に言えば、そこに存在するものを

早期に見つけ早期に処理するという観点でございま

すので それが戦後70年たって そこが住宅地であっ、 、

たり、あるいは開発されたり、農地にしましても地

形が変わっておりまして、大変難しい面がございま

す。したがって、そういう課題を一つ一つ洗い出し

た上で適切な予算をつけていくといったことが必要

だと思います。したがって、これは沖縄不発弾等対

策協議会でいろいろな話をしておるのですが、探査

の加速化といったところに重点を置いて、さらに見

合いの予算をお願いしていくということになろうか

と思っております。

この探査の加速化は、今、具体的○照屋大河委員

に何年度、どのぐらいをめどにと答弁することがで

きますか。何かシステムをつくるとかいう話―マッ

ピングとか民間事業者の情報も聞いた覚えがあるの

ですが、その辺、具体的に今どういう作業なのです

か。

不発弾が存在する場所はある○又吉進知事公室長

程度激戦地であって、市町村ごとに絞られている。

ある程度蓋然性があるということで、そこを集中し

てやっていくということです。これは、やはり地元

市町村の情報が非常に重要でございまして、その市

町村における開発あるいは農地の整備といったもの

の中で、その土地を改めて使おうとするときに、こ

こに不発弾の危険性がないかという考え方でやって

いるわけでございます。したがって、そういう需要

が生じたときに、不発弾の問題を速やかにクリアさ

せるという考え方でございまして、そのために、市

町村においてそれがあり得る場所、今後必要となる

場所をピックアップしていく。それと、県の不発弾

の広域探査計画を整合させていくという問題、さら

にそういうものをきちんとデータベース化していく

ということでございます。データベースにつきまし

ては、政府も取り組んでおりまして、沖縄の不発弾

のデータベースといった動きもあるようでございま

すが、そういった形で今後この土地を活用していく

上で不発弾による支障が出ないようにという考え方

で進めていくということでございます。

実際に大きな事故も過去にはあっ○照屋大河委員

たわけです。そういう意味では、予算も倍、倍には

なってきておりますが、相変わらず70年かけてとい

う現実ですので、ここはいろいろな方法、予算もさ



－68－

らに要求をしてもいいと思っていますので、さまざ

まな方策で解決、加速化を求めて頑張っていただき

たいと思います。

次ですが、主要施策の成果に関する報告書の３

ページ目、基地の整理縮小及び在沖米軍兵力の削減

等にということで、事業の効果の中に、ホテル・ホ

テル訓練区域の使用制限の一部解除について検討が

進められているとこの時点では示されています。先

日の日米安全保障協議委員会２プラス２でその合意

について示されていますが、この内容について説明

をいただきたいと思います。

そもそも、ホテル・ホテル訓○又吉進知事公室長

練区域の水域の解除といったものは、沖縄の漁業関

係者、とりわけ沖縄県漁業協同組合連合会―県漁連

の強い要請に基づきまして、県としても沖縄県軍用

地転用促進・基地問題協議会―軍転協等で正式に政

。 、府に求めていたものでございます 形状からすると

台形の水域の三角形の部分を解除してくれというの

。 、が具体的な要求でございます これにつきましては

先日の２プラス２で政府から示された案では、この

三角の水域について、ある時間帯にそこの通行を許

可する。通行だけではなくて、そこでの操業も許可

するという取り組みを検討するという合意がなされ

ておりまして、その具体的な内容についてはことし

の11月までに取り決めるという発表がございまし

た。県としましては、これは県の要望を踏まえたも

のであって、一定の前進だと考えておりますが、漁

業関係者は完全に永久に解除してくれということが

要望でございまして、そういう意味ではまだまだ乖

離があるわけでございます。ただ、実際にここを解

除することによって、要望されているのは、そこで

実際に漁業ができる問題と遠くの漁場に行くのにこ

れを迂回していかなければいけないので燃料代がか

かってしまうという問題、この２つでございます。

ですから、この２つの問題がどの程度今回の措置に

よって軽減されるかどうかをしっかり見きわめてま

いりたいと考えております。

漁協―漁業協同組合の皆さんは完○照屋大河委員

全解除を求める姿勢がある中、一定の今回の方針、

一部解除の検討をするということも評価しているの

ですが、先ほど知事公室長からあったように、11月

までに取り決める。知事も、その会談の中で、この

中身についての担保は、というような発言もされて

いたようですが、11月までに県漁連が懸念する、要

、 、 、望する事項は 県としてさらに国に ２プラス２は

そういう期間があるのか。まずは国かもしれません

ので、そういう意味で要請をしていかないといけな

いと思っているのです。特に、漁業協同組合の皆さ

んは、一部解除で評価をしても、それが３年先、４

年先であっては問題解決にならない。なるべく早目

にそういう解除もしてほしいという要望もあるよう

ですので、11月までに取り決めるというものに対す

る県の取り組みについてどう考えていらっしゃるの

か伺います。

この問題について、先般10月○又吉進知事公室長

８日に外務大臣から直接お話があったのですが、知

事はその動きは評価するとしながらも、ぜひ具体的

になるべく早くお示しいただきたいと言っておりま

す。つまり、具体性が少し足りないのではないかと

いうことでございますので、これは今後、今月中に

でも少し知事から正式に、政府に対して要望してい

きたいと考えております。

具体的なものを示していただきた○照屋大河委員

いということでは、示されたときに、先ほど言った

ように漁協の皆さん、漁民の皆さんが了とするもの

ではないかもしれないわけですから、その前に現に

地元で漁業をする皆さんの声というものはしっかり

届けるべきだという意味です。さまざまに国への働

きかけをやっていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

それから、２プラス２関連では、日本国とアメリ

カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づ

く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の

地位に関する協定―日米地位協定の問題についても

示されましたが、その点について説明を求めます。

この日米地位協定の問題につ○又吉進知事公室長

、 、きましては １つは運用改善の世界でございますが

返還前の基地内の立入調査について一定の枠組みを

つくっていこうという合意がなされたと。具体的な

制度については、これはまた11月までに日米両国で

話し合いをしていくといったことでございます。そ

れから、新たに大臣からお話がありましたのは、米

軍人等による刑事事件の米側での処分結果につい

て、通報を受けて被害者の方々に報告していくとい

。 。うことを日米で合意した この２点でございました

それはそれで課題となっていた懸案でございまし

て、これまた一定の前進であると受けとめてはおり

ますが、日米地位協定のいわゆる運用改善という世

界でございまして、かねてから県は日米地位協定は

抜本的に見直すべきであるという観点からすると、

これは運用改善にとどまったということは、物足り

ないというのですか、残念だと考えております。
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同じように、被害者の皆さん、親○照屋大河委員

族の皆さんも、今回示されたものについては当たり

前のものだという意見をお持ちですので、今、知事

公室長からあるように、抜本的な見直しについて今

後とも強くまた働きかけていただきたいと思いま

す。

この２プラス２を含むさまざまな負担軽減、彼ら

が言う負担軽減ですよ。沖縄県民がそう評価してい

るわけではなくて、その負担軽減をもとに、辺野古

移設推進、きのうの国会の所信表明でも安倍総理は

そうおっしゃったようですが、県の普天間飛行場の

辺野古移設に対する見解を改めて伺いたいと思いま

す。

これは、報道で知事の言葉が○又吉進知事公室長

正確に伝わらなかったということがございますの

で、そのときの知事の発言を正確にここで再現させ

ていただきますと、辺野古の移設については、これ

はこれしかない。オンリー・ソリューションと書い

て、これが進まないと海兵隊による固定化というの

が避けられないという表現があったり、ストラテ

ジックにもポリティカルにもファイナンシャルにも

オペレーショナルにもこれが唯一だ。我々は全く理

解できかねるというのが、これが我々の正直な気持

ちです。むしろ、実現可能性、迅速性、時間など等

、 、を考えると 県外のほうが明らかに早いというのは

我々は変わっておりませんので、どのような御議論

が日米両政府間であるのか、差し支えない範囲で教

えていただきたい。これが正確な、大臣に申し上げ

た知事の発言でございますので、沖縄県の姿勢は変

わっていないということでございます。

次に、伝えてありました点があと○照屋大河委員

１点ありますので、お願いしたいと思います。

主要施策の成果に関する報告書243ページ、少年

非行防止対策事業、公安委員会の皆さんにお願いし

たいと思いますが、その中における少年対策費につ

いて、その補導活動、検挙の実績などについて伺い

たいと思います。

少年非行防止対策事業の○親川啓和生活安全部長

県内の非行少年等の推移についてお答えいたしま

す。

本年８月末現在、本県における窃盗、傷害等の刑

法犯で検挙、補導された少年は757人で、前年同期

と比較しますと68人減少しております。過去３年間

の推移は、平成22年1510人、平成23年1420人、平成

24年1090人となっており、平成18年以降７年連続減

少しております。

また、深夜徘回等の不良行為で補導された少年は

３万8357人で、前年同期と比較しますと１万1842人

増加しております。過去３年間の推移は、平成22年

４万1277人 平成23年４万4559人 平成24年４万887、 、

人となっております。平成18年以降増減を繰り返し

ながらも全体的に増加しております。

立ち直り支援事業というものがあ○照屋大河委員

りますが、伺いたいと思います。

具体的な事業内容につき○親川啓和生活安全部長

ましては、少年警察ボランティアと連携した立ち直

り支援ということでお答えします。

県警察では、少年警察ボランティアや関係機関と

連携して、非行少年等の立ち直り支援や居場所づく

りを実施しております。これまで実施した主な立ち

直り支援活動といたしましては、種まきから収穫ま

での農業体験、保育園、銀行、ゴルフ場などにおけ

る就労体験、大学少年サポーターによる学習支援等

を実施しております。また、居場所づくりの主な活

動といたしまして、三線教室、ギター教室の開催、

バドミントン教室の開催 料理教室の開催 ハーリー、 、

大会への参加等を実施しております。

次に、立ち直り支援活動による効果についてお答

えします。

立ち直り支援活動による効果といたしましては、

規範意識の高揚による少年非行防止及び少年健全育

成、刑法犯少年の減少、再非行の防止等が期待され

るところであります。

この立ち直り、居場所づくりです○照屋大河委員

か、以前、うるま署のあたりでは、問題行動のある

少年たちを集めてハーリー大会への参加などがあっ

たようですが、ことしはなかったように聞いていま

す。そういう意味では、沖縄県の少年、子供たちを

被害者にもしてはいけない、加害者にもしてはいけ

ないという思いで、こういう地域から大変評価のあ

る事業も今後取り組んでいただきたいということを

お願いいたしまして、私は終わりたいと思います。

うるま署管内において○親川啓和生活安全部長

は 少年への支援活動として 一昨年平安座ハーリー、 、

大会、屋慶名ハーリー大会、浜ハーリー大会、平敷

屋ハーリー大会など、管内市町村主体のハーリー大

会へ参加させ、居場所づくりを実施しております。

昨年と本年も少年等に参加を呼びかけましたが、参

。 、 、加には至っておりません なお 本年は名護警察署

石川警察署、嘉手納警察署において少年の居場所づ

くりとしてハーリー大会への参加をしております。

その他にも、少年への支援活動としまして、農業体
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験や三線教室、就労体験等を行っており、県警察と

いたしまして、今後とも少年警察ボランティア等と

の連携により、少年の非行防止及び健全育成活動を

推進してまいります。

休憩します。○山内末子委員長

午後０時６分休憩

午後１時31分再開

再開いたします。○山内末子委員長

先ほど、午前中の答弁の中で執行部から発言の訂

正があるということですので、発言を許します。

又吉知事公室長。

どうも失礼いたしました。○又吉進知事公室長

午前中の質疑の中で、耐震化率について聞かれま

して、しっかりお答えできなかったことをおわびい

たします。

おさらいしますけれども、まず、庁舎等につきま

しては、これはもとは会計検査院が平成25年10月に

出している会計検査院法第30条の３の規定に基づく

報告書という会計検査院の数字でございます。公共

建築物における耐震化対策等に関する会計検査院の

結果ということですが、これによりますと、まず庁

舎ですが、全国が70.4％、沖縄県は63.7％でござい

ます。それから医療施設ですが、全国が76.1％、沖

縄県は76.5％でございます。さらに、教育施設でご

ざいますが、全国で84.3％、沖縄県は78.2％でござ

います。

もう一点ですが、私は台風23号の被害報告、農林

被害の桁を間違いまして、29億円余りと申し上げた

のですが、正確には２億9914万円でございます。大

変失礼いたしました。

おわびして、訂正をさせていただきます。

よろしいですか。○山内末子委員長

余りにも数字に差があり過ぎますので、気をつけ

ていただきたいと思います。

それでは続けます。

髙嶺善伸委員。

総務部からお願いしたいと思いま○髙嶺善信委員

す。行財政運営について監査委員の指摘もあるよう

に、自主財源である県税収入が低いということで、

自主財源の低さが指摘されております。午前中の質

疑にもありましたが、27.7％は九州あるいは全国平

均を大きく下回っております。この原因について、

県の認識をお聞かせください。

午前中にございました27.7○小橋川健二総務部長

、 、 、％ 全国平均が43.5％ 全国との差で15.8ポイント

それから九州でも本県を含めまして35.3％、九州と

の差で7.6ポイント、これだけの差がございます。

数字的に見ますと、やはり自主財源の中でも一番大

きな割合を占める地方税、県税が15.2％と沖縄の場

合はなっていまして、ちなみに全国が24.8％、九州

が19.5％ですから、やはり地方税、県税の部分が小

さいということが言えると思います。

それから、もう一つ本県の財政構造ですが、自主

財源が低いという逆の意味で、今度は依存財源がか

なり大きいわけです。その中でも国庫支出金の割合

がかなり高いわけです。これは沖縄振興特別措置法

に基づく国庫支出金が中心になっていると思いま

す。ちなみに、数字を御紹介いたしますと、依存財

源の割合は本県が72.3％、それから全国で56.5％で

すから、全国との差で15.8ポイント高いわけです。

それから九州が64.7％でございますので 本県が7.6、

ポイント高い。そのうちの国庫支出金がどうなって

いるかということですが、本県の場合は国庫支出金

が28.3％、全国で13.7％、それから九州で15.3％で

すので、やはり県税が小さいということに加え、逆

に今度は国庫が大きいということが非常に自主財源

比率を低くしている要因だと思っております。

ただ、他の都道府県から沖縄県は○髙嶺善信委員

優遇されている、国の支出が大きいのではないか、

使い切れないぐらいあるのではないかという皮肉を

受けるのです。今のような構成比率で言うと、そう

いう認識にもなる可能性がある。私もかねて指摘し

てきましたが、例えば地方交付税、国庫支出金を１

人当たりに絶対額で換算するとどうかとか、そうい

う全国と比べる指標で他府県との比較をしてくれま

せんか。

それでは、地方交付税、そ○小橋川健二総務部長

れから国庫支出金の２つで見てまいりますと、平成

24年度でございますが、県民１人当たりの地方交付

税の収入が本県が15万5000円、それから財政力指数

が本県と似通ったような県、震災がございましたの

で岩手県は除いてやりますと19万5000円ですので、

交付税については４万円低い。それから、国庫支出

金でございますけれども、本県の場合が１人当たり

13万7000円、類似県で言いますと８万3000円ですの

で、５万4000円うちのほうが多いという結果になり

ます。ただ、この地方交付税と国庫支出金を合計い

たしますと県民１人当たりでは本県が29万2000円、

類似県平均よりも１万3000円ほど高いということに

はなっています。ただ、29万円という額と１万3000

円からいきますと、私どもの認識としましては類似

県平均とほぼ同水準であるという理解をしていま
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す。

以前、2004年度決算数字で受益率○髙嶺善信委員

をはかって全国で10位ということで、類似県と見て

もそんなに大きくはないという指摘がありました。

私も2006年度の決算を見て、県民１人当たりの国費

投入は類似県と比較して92％相当しかないというよ

うな指摘をしたことがありますが、今の皆さんの説

明によると、2006年よりかなり改善されたというこ

とですか。

申しわけありません、今○小橋川健二総務部長

2006年の数字で類似県平均をしたものがあったかど

うかよくわかりませんが、例えば、平成24年度は震

災がありましたので、かなりの国費が投入されてお

ります。そこを比較するのは適当ではないと思いま

して、平成22年度、震災前の数字で言いますと１位

が島根県で交付税と国庫を加えた額、１人当たりで

。 、37万8343円です 沖縄県は順位としては６位ですが

数字的には27万3264円です。そういう意味で、これ

は10万円の差がありますので、６位とはいえ、これ

だけ１位との差があります。それは、平成21年度以

前にさかのぼってみましても、やはり同様な傾向で

ございます。

やはり他府県の誤解を解いていく○髙嶺善信委員

べきです。優遇されているわけではないのです。特

に戦後68年、あるいは戦前からも含めて、国の支援

が十分ではないという認識を持ちながら、他府県と

比べても決して優遇されていないということはちゃ

んと説明できるようにしていただきたいと思いま

す。いずれにしても、この自主財源をいかに高める

かということは行財政上大切なことであります。

沖縄21世紀ビジョン基本計画では、例えば県内総

生産は平成33年度には５兆1000億円程度、そういう

意味で、かなり産業振興についての意気込みが感じ

られます。また、１人当たりの県民所得も、産業の

成長とか雇用の増加などからして、平成33年度には

271万円に増加すると見込んでいるのです。このよ

うな10年後の成長を想定した場合、自主財源という

ものは、特に地方税収入も大幅な増収の見込みに

なって、自主財源の比率も改善されるのではないか

という感じがしますが、同じように産業連関表など

でシミュレーションした場合、皆さんが想定する目

標年次というものはどういう状態を想定しておりま

すか。

沖縄21世紀ビジョンで掲げ○小橋川健二総務部長

ております総生産でありますとか、就業人口であり

ますとか、１人当たりの県民所得でありますとか、

これも一定の仮定のもとで算出をしているわけです

が、私どもが今持っております中期財政見通しで言

いますと、４年分の見通ししか持っておりません。

と申しますのは、この間にいろいろな制度改正がご

ざいます。今後も消費税の改正がございます。そう

いったことがあって、やはり10年は見通すのに非常

に長いスパンだなということがありまして、実は今

４年にしております。ただ、もろもろの制度改正の

たびに、やはりローリングをしていかないといけな

いとは思っております。ちなみにでありますけれど

も、今４年間の収支見通しの中で自主財源、そのう

ちでも特に大きな部分を占める県税がどういう形に

なるかということですが、これは平成25年度当初予

算で891億円計上しております。これが５年後、平

成29年度には956億円と見込んでおります。もちろ

、 。ん 経済成長率を見込んでそういう数字になります

これは年平均で言いますと、約16億円ずつがふえて

いくような試算が今ございます。

いずれにしましても、成長の果実が県経済、そし

て結果として税収にはね返ってくるということは当

然間違いないわけですが、現時点で10年後に税収を

含めた自主財源がどういう形になるかと今少し示し

づらい状況ではございます。

いずれにしても、県民１人当たり○髙嶺善信委員

の税収額は全国最下位ですので、単なる数字の羅列

ではなくて、積み上げるときの産業や雇用と連携し

た数字の精度を高めていってもらいたいと思いま

す。

そこで、課税自主権というものに少し触れておき

たいと思うのですが、日米地位協定に基づいて在日

米軍、特に在沖米軍及び構成員の地方税については

一定の制約があるわけであります。そういう意味で

は、我々は自主財源の確保という意味で、このよう

な問題も大きな影響を与えているなと思っておりま

す。

そこで、日米地位協定第13条及び日米地位協定に

基づく地方税法の臨時特例に関する法律第３条関連

で、本県の地方税はどれぐらいこのことによって減

免されているかについて御説明ください。

委員の質疑は、地方税法の臨時○金城聡税務課長

特例に関する法律に基づきまして、沖縄県の課税自

主権が制限されているわけですが、その制限がな

かった場合にどういう税額になるかという趣旨だと

思います。臨時特例法に基づきまして、軽油引取税

について課税をしてはならないという規定がありま

す。仮に、これが県民並みに課税をされますと、試
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算によりますと10億3000万円余の税収があるとされ

ております。また、自動車税についても基本的に課

税をしてはならないという規定がありまして、ただ

し、道路損耗に係る部分については課税してもよい

と合意されていますので、その合意に基づいた特例

税率が現在県税の課税となっています。

委員の質疑が、仮にその道路損耗以外の部分、財

産課税という部分も含めて課税された場合の税収額

を試算しますと、10億円余の税収が見込まれます。

現在、道路損耗部分の税収が３億円強ですので、そ

の差額として６億9186万円ぐらいの税収が確保でき

ると思います。

だから、この地方税法の臨時特例○髙嶺善信委員

に関する法律によって、課税自主権というものが十

分発揮できないような状況にある。こういった問題

も、税負担の公平の観点から言って、やはり県民に

説明責任を果たすためにも、早目に県が要求してい

る日米地位協定の見直しもしっかりやっていくとい

うことが財源の確保につながっていくのではないか

と思いますが、その辺の見通しについてお聞かせく

ださい。

御承知のとおり、課税の公平○又吉進知事公室長

という観点から自動車税、今、税務課長から説明の

あった分野につきまして、これは不公平であるとい

う認識のもとに、日米地位協定の見直しをやってい

ただきたいということを申し上げているわけでござ

。 、います これは日米地位協定の一般論になりますが

再三答弁させていただいているように、政府は運用

の改善をもって日米地位協定を今後処理していくと

いう姿勢であります。県といたしましては、県が求

める11項目、これは日米地位協定の本文をしっかり

と見直していただきたいということで、あらゆる機

。 、会を通じて求めているわけでございます 引き続き

閣僚との面談あるいは軍転協、渉外関係主要都道県

知事連絡協議会―渉外知事会といった場で求め続け

てまいりたいというのが県の姿勢でございます。

税目がはっきりしている分でも、○髙嶺善信委員

20億円近い減免がありますので、ぜひしっかり取り

組んでいってもらいたいと思います。

それから、管財業務について説明をしておいてい

ただきたいと思いますが、今、南北縦貫鉄軌道をど

うするかということで導入に向けて動いておりま

す。軽便鉄道からスタートした県営鉄道も、県民の

大きな期待を担って活躍してきましたが、さきの戦

争で破壊されたような状況であります。今、運行停

止状態でまだ廃業届は出ていないとかいう状況にあ

るようですが、この県有財産関係、鉄道関係、どの

ようになっているか御説明をお願いしたいと思いま

す。

復帰時点で引き継いだ旧軽便鉄○照屋敦管財課長

道跡地の面積は約40万平米弱であると資料としては

残っております。

ざっと換算しても4400ヘクター○髙嶺善信委員

ル、膨大な面積になりますが、現状はどうなってい

るのですか。

旧軽便鉄道跡地の大部分は、現○照屋敦管財課長

、 、 。在 国道や県道 市町村道として利用されています

国道についてはおおむね売却済みです。県道につい

ては、土木建築部へ所管がえが済んでおります。市

町村道については、各市町村へ貸し付けを行ってお

ります。また、それ以外に民間の住宅や店舗等とし

て貸し付けている事例もありますし、狭隘地とか崖

地等で未利用になっている財産も一部残っておりま

す。

皆さんからの県有財産の所在の図○髙嶺善信委員

面を見ていると、分筆されてかつての線路敷という

ものがはっきりうかがえるわけですが、きょうは指

摘だけしておきます。引き継いだ県有財産、それか

らこの土地利用基本計画にどんどん使われていて原

形を残していないもの、また、残っているところも

ありますので、こういうものも少し財産の現状を整

理して、新たな鉄軌道の導入のときの国の責任をど

う問うかという場合に、いろいろと説明に使えるよ

うにやっておいてもらいたいと要望しておきます。

次に、知事公室にお伺いします。

旧軍飛行場用地問題ですが、平成24年度は、第一

審の判決、第二審の口頭弁論といろいろあって、県

の責任はどうだったのかという感じがしています。

判決文を手にしてみましたが、もう時効が成立して

いるということで、皆さんが報告書を作成したころ

には想定していなかったような判決になっているわ

けです。残念だと思います。いろいろな内容を見て

、 、いると 私も腑に落ちないというものもありますが

まず県としては団体方式による解決というものを地

主会と進めてきたわけです。片や、こういう合意が

できない分について、残念ながら訴訟に至った件も

ありますが、判決について内容も含めて県でコメン

トできる認識についてお聞かせください。

今、委員が御指摘の判決とい○又吉進知事公室長

うのは、旧軍飛行場用地問題につきましては地主会

が９つありますが、この中の嘉手納旧飛行場権利獲

得期成会と旧日本陸軍白保飛行場旧地主会が提起し
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た土地代未払い、債務不履行について両地主会が連

名で国を相手に平成24年４月に提起をしまして、平

成24年４月に第一審が棄却され、控訴され、平成25

年４月25日に控訴棄却、さらに上告提起といった形

になっていると思います。

現在、上告提起という状況でございますが、県と

いたしましては、今、委員から少しお話がありまし

、 、たように この旧軍飛行場用地問題につきましては

各市町村がそれぞれの地主会との調整をしているわ

けです。県といたしましては、団体方式、団体補償

といった形でこの地域の今後の振興に資する事業を

実施することによって、一つの慰謝としていくとい

うような方針を持ってこれまで取り組んできたわけ

でございます。

その際、一部の地主会におきましては、個人補償

を求め続けるということで、この２つの地主会がそ

うですが、さらに石垣市の平得の飛行場地主会の３

カ所が個人補償を求め続けていて現在に至っている

ということでございます。訴訟につきましては、現

在、そういう状況でございますので、県から何かこ

れを評価する、評論する立場にございませんが、県

といたしましては、現在個人補償を求めている地主

、 、会につきましても 県が求める団体方式といった形

あとは用地払い下げを求めているところが宮古にも

。 、ございます そういう方針で呼びかけておりまして

そういう話し合いができないかどうかということを

現在探っているところでございます。

昭和57年５月15日をもって一連の○髙嶺善伸委員

権利関係は時効が成立しているという判決になって

いるのは、大変腑に落ちない。我々は、直接国にど

ういう折衝をしたらいいかわからないから時間が過

ぎたわけであって、皆さんも２度にわたる調査事業

を実施していて、簡単に時効が成立したからという

ことで切り捨てられるような権利関係ではなかった

と思うのです。こういうものについてコメントでき

る立場にないというのは無責任な気がするのです

が、どうなのですか。

今御指摘のように、２度にわ○又吉進知事公室長

たる調査を行いまして、それに対する補償という形

ができるのかどうか、さらに今回の訴訟にありまし

たように、債務不履行という形でやられるのかどう

かということは、県の認識といたしましては、いず

れも司法判断といったものが出てきておって、その

方向で救済するのはなかなか難しいということでご

ざいます。さはさりながら、旧軍飛行場用地問題と

いうのは一義的に大戦の遺物でございまして、戦後

処理の問題であるという強い県の求めに応じて、政

府と県が調整をし、これをもって完全に地主の皆様

の思いが解決したとは県も考えておりませんが、一

定の決着を見ているというのが県の認識でございま

す。

時効成立を援用することで国の責○髙嶺善伸委員

任が全くないとなれば、今後、未解決の地主会の話

というのも厳しいのではないかと私は思うのです。

だから、県は県で独自の理論武装をしながら、戦後

処理としてきっちりと国に責任を求めていくという

姿勢を堅持して、ぜひ残りの地主会とも早く、どう

いう解決策があるかについてもう一度地域の事情も

よく聞いた上で、所在市町村も含めた話し合いに

入ってもらいたい。どうでしょうか。

既に市町村の協議会の中で決○又吉進知事公室長

めた方式に基づいて那覇市、読谷村、伊江村、あと

は宮古島市が一つの決着をしておりまして、この整

合という意味でも、県としましては、今この用地払

い下げ、あるいは個人補償を求めている地主会につ

きましては、県協議会の方針について御理解を求め

るということを続けていくことにしております。

とにかく戦後処理という意味は旧○髙嶺善伸委員

軍飛行場用地問題だけではないのです。県はしっか

りとした軸足を持って、引き続き誠心誠意取り組ん

で解決に向けて頑張ってもらいたい、これは要望し

ておきます。

最後に、福建友好交流事業の関連でお聞きします

が、主要施策の成果に関する報告書を見ても、でき

たものとできなかったものがあるのかと。所管もど

んどん変わってきているので、まず平成24年度の交

流実績についてお聞かせください。

それでは、福建友好交流○照喜名一交流推進課長

事業についてお答えします。

、 、 、まず 平成24年度の実績ですが 御存じのように

石原都知事の発言以来、福建省側とのパイプが若干

弱くなりまして、昨年度については、友好憲章を締

結して15周年という節目に当たりまして、県知事と

福建省長とのトップ会談を９月に開催する予定であ

りました。ただ、先ほどの都知事の発言、あとは尖

閣諸島の国有化ということで、知事と福建省長との

トップ会談については延期されたままということ

で、中止ということではなくて延期という形で福建

省側とは今交渉しております。今年度もし状況が許

せばということも考えておったのですが、そういう

ことでの福建省側からのアクセス、アクションはま

だ来ておりません。
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その中で県がやりましたのは、学生を10名集めま

して、福建省側の福建師範大学と華僑大学が泉州市

にありますが、２つの大学に学生を送りまして、地

元の学生、福建師範大学では30名、華僑大学では50

名の学生交流をしまして、お互いの文化の紹介や共

同プロジェクトとして合作の映画でもつくらないか

ということでのいろいろ企画、提案出しをしたと聞

いております。それから、ことしの２月17日に沖縄

コンベンションセンターにおきまして、日中の文化

友好祭、中国のタレント、琴奏者等を招きまして、

あとは日本側からも日本、沖縄の芸能人も集まりま

して、2800名参加いただきまして、友好祭を実施い

たしました。友好祭については、アンケート調査も

あわせて行いまして、参加者の約半分の回答で90％

以上が日中友好交流が大事だということの結果が出

ております。あと、市町村レベルでも那覇市が福州

市と交流をしておりますが、昨年度は那覇市で14名

の小・中学生をお招きして、那覇市と福州市の児童

・生徒交流祭を行っていると聞いております。主な

交流事業はこういった概要でございます。

交流のシンボルでありました福建○髙嶺善伸委員

・沖縄友好会館は今どうなっていますか。

福建・沖縄友好会館につきま○又吉進知事公室長

しては、所管が商工労働部ということになっており

まして、そもそもの目的が一つのシンボルとしての

経済交流というものを重点に置いてきたわけでござ

います。平成22年度に県が手を引く形になっており

まして、私はこの去る７月に見てまいりました。き

ちんと建っておりました。ただ、沖縄県人として大

変寂しい思いをしたということでございます。した

がいまして、所管が現在知事公室から離れておりま

すので、もう一度振り返りといったものをしなけれ

ばならないということで庁内で議論したいと考えて

おります。

先日、徐葆光の映画を見てきまし○髙嶺善伸委員

た。今こそ沖縄と中国がどのように交流していけば

いいか、大事なときだと思うのです。だから、沖縄

県行財政改革プランで福州市の事務所を廃止してし

。 、まったというのは逆行なのです 縦割りではなくて

交流推進の立場からぜひ福州事務所をもう一度再開

してもらいたい。これによって友好会館ももっと生

きてくるのです。この辺について知事公室長、どう

ですか。

先ほど、交流推進課長から答○又吉進知事公室長

弁しましたように、日中関係が大変厳しい状況にご

ざいます。しかし、先日のフォーラムで申し上げま

したように、沖縄県が日中の交流に果たす役割、こ

の地域の安定に果たす役割というのは極めて大きい

ということでございますので、さまざまな交流のあ

り方を検討してまいりたいと思います。御提案の件

につきましても、今、具体的にあの会館をどうする

かというのは、いろいろな権利、義務関係が錯綜し

ているようでございまして、なかなか簡単ではない

と思いますが、きちんとした福州と沖縄の歴史的交

流を高める活動をやってまいりたいと考えておりま

す。

玉城義和委員。○山内末子委員長

まず、総務部長、先ほど髙嶺委員○玉城義和委員

の議論にも少しありましたが、地方交付税と国庫支

出金の性格についても少し議論をしたいのですが、

時間がないので、両方を含めた依存財源は幾らで、

類似県と比べてどういう状況か、もう一回教えてく

ださい。

平成24年度の普通会計決算にお○金城賢財政課長

ける県民１人当たりの依存財源収入は34万9000円で

ございます。これは全国平均の26万9000円に比べ８

万円高い数字でございます。類似県のうち、岩手県

を除いた９県の平均38万円に比較しまして３万1000

円低くなっている状況にあります。

2011年度の計算では、我がほうの○玉城義和委員

依存財源は31万5000円、18位、類似県が41万2000円

となっているが、これは確認できますか。

平成23年度で申し上げますと、○金城賢財政課長

国庫支出金と地方交付税の合計でいきますと、本県

は第10位ということで26万4000円となっておりま

す。

今年度と10万円近く差があるので○玉城義和委員

すか。

先ほどの数字は依存財源、ほか○金城賢財政課長

のものも含めておりますので、地方交付税と国庫支

出金のみの比較でいきますと、29万2000円というこ

とで、先ほど申し上げましたところとほぼ同じ水準

になっております。

時間がないので、細かい話をやっ○玉城義和委員

ていると終わってしまうので、10年分ぐらい出して

くれますか。言いたいことは、髙嶺委員も同じこと

でしたが、決して高くないということです。類似県

に比べると沖縄県のほうが低いのです。だから、財

政力指数0.3以下をみると十幾つあるね。比較して

高くないのですね。私が言ったように10万円近く差

があるのです。だから、こういうことをきちんと客

観的に出して、髙嶺委員も言っていたように、天下
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に公表しないと何となく基地の問題を含めて沖縄県

だけが優遇されているようなことが全国的にあるか

ら、ここはきちんと対応してください。時間がない

ので、これだけにとどめておきます。

所有者不明の土地に関して、具志委員から午前中

議論がありました。前半の部分はわかりましたので

飛ばしますが、どう解決するかという問題です。民

法を見ると、第239条というのは地主、所有者のい

ない土地は国庫に帰属するというのが第２項にあり

ます。この問題との関連で、これについてはどう解

釈しますか。

午前中に申し上げましたよ○小橋川健二総務部長

うに、真の所有者の探索が容易ではないという状況

に来ております。このままでいきますと、民法の規

定によりますと、無主物の財産は国庫に帰属をする

ということになります。そうなりますと、これは戦

後の中から生まれてきた事象でありますので、この

財産については県民的に十分活用できる財産である

べきだろうという考え方があります。平成22年に法

律の実務者、研究者等を含めた委員会で議論をして

いただきました。その中で真の所有者の探索が容易

でないということだけをもって、この部分を国庫に

帰属させるというのは適当ではないというような結

論になりました。

その結果、国に対して、これを抜本的に解決する

ための新たな法制度が必要ではないかとか、あるい

は現状の所有者不明の土地の状況を調査する経費に

ついても、全額国庫で見るべきではないかといった

ような要望を出しました。その結果、平成24年に沖

縄振興特別措置法が改正された際に、附則としてわ

ざわざ今回は国の責任で調査して、しかるべき措置

をとるというような条文が入っております。それに

基づいて５年間の計画で全筆の測量調査をいたしま

す。それに加えて、真の所有者の探索といったもの

も同時に行います。その結果を待ちまして、国との

協議の中でしかるべき抜本的な解決に結びつくよう

な措置をとってもらうように努力をしていきたいと

思っています。

第62条の附則に、結果に基づいて○玉城義和委員

必要な措置を講ずると。今おっしゃるように、５年

間かけてやって新たな措置がまた５年間かかって、

。 、10年かかるわけです これでは本当に長過ぎるので

同じことを宙ぶらりんにして法的安定性も欠くし、

早くやらなければならないということが我々の意見

です。とりあえず民法の規定で国庫に帰属させて、

国庫から県にそれを払い下げるという方法はないの

でしょうか。

これは先ほど申しました無○小橋川健二総務部長

主物だから国庫に帰属するというのは妥当ではない

という結論の前に、今おっしゃるような一旦国庫に

帰属させて、それを県に譲渡するという考えがとれ

ないかということも、実は委員会の中では議論が

あったようでございます。それについても、今、真

の所有者が探せない、あるいは死亡しているといい

ながらも、相続人がいる可能性があるですとか、探

索するのが事実上不可能であるということだけを

もって国庫に一旦帰属させることについても、適当

ではないというような結論になったようでございま

す。

それはそれで結論になったのはい○玉城義和委員

いが、では、どうするかというのが見えないわけで

しょう。だから、一応国庫に帰属させて、それを沖

縄県に全部払い下げるということは制度的には無理

なのですか。

まだそこの各論までは行っ○小橋川健二総務部長

ていないと思います。

要するに、早目に力を尽くしてや○玉城義和委員

らないと、金もかかっているし、あと10年も待って

という話にはならないと思います。例えば、善意を

もって管理している人たちに所有権が移っていくと

。 、いうのは民法ではないのですか 善意の管理をして

地主が見つからない。10年以上やって所有権の移転

という制度はないのでしょうか。

先ほどの沖縄県所有者不明土地○照屋敦管財課長

検討委員会の中では、無主物の話だとか、今、委員

がおっしゃるように時効取得の制度の話だとか、失

踪宣告の話とか、不在者財産の管理制度とか、民法

に規定されているさまざまな手法がとれないかとい

うのは専門の先生方７名で議論していただいたので

すが、基本的には無理、極めて厳しいということで

新たな立法制度を設けるという提言がなされており

ます。

この第62条の附則と新たな立法と○玉城義和委員

、 。 、いうのは どういう関連を持つのですか 要するに

必要な措置というのは新たな立法のことを指してい

るのですか、何を想定しているのですか。

附則には、速やかにその実態に○照屋敦管財課長

ついて調査を行うと書かれていまして、今、全筆調

査とか探索の調査を行っています。その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものと書かれていますが、

県としては新たな立法措置をして、県のものにして

有効に活用したいという意向を持っております。
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わかったようなわからないような○玉城義和委員

話ですが、要するに、これから調査をして必要な措

置を講ずるというのがあと何年かかるかという問題

と、これが明らかに新たな立法につながるかという

ことの関連性も含めて、これは非常にわかりにくい

ですね。だから、ここは早目に結論を出さないと、

また同じことを10年も続けるという結果になると思

うのですが、そこはどうですか。

平成22年に、新たな沖縄振○小橋川健二総務部長

興特別措置法ができる前に制度提言をしております

のは、先ほど御案内したとおりですが、その内容と

しては、沖縄の復帰に伴う特別措置法に関する法律

第62条にかわる新たな法律の制定ですとか、所有者

不明土地の総合調査費用の全額の国庫負担といった

ものを制度提言したわけです。その結果、平成24年

に沖縄振興特別措置法が改正をされ、附則が打たれ

、 、たということから考えますと 私どもとしましては

特別措置法にかわる新たな法律の制定によって、こ

の問題は抜本的に解決されるものと理解していま

す。

これ以上言ってもしようがありま○玉城義和委員

せん。

県警本部にバスレーンの問題です。私の持論です

が、国道58号を使わせてもらって、私も公安委員会

の発行しているバスレーンの通行証をたまに使わせ

てもらっております。私は８時半から９時ごろ宜野

湾市の大山のところを那覇市に向けて通るのです。

９時半までバスレーンがあって、一番左側はもうが

らがらなのです。僕も、そこは何となく通るのが気

が引けて右車線を通るのですが、左側はまるきりあ

いているものだから、右側の両車線は毎日混んでい

るのです。見ていると、バスはほとんどがらがらな

のです。８時半を過ぎるとほとんど客が乗っていな

いです。これは非常に不合理だと私はいつも思って

います。

お聞きしますが、１つは、マイカーでも２人以上

複数人が乗車している車をバスレーンに通すという

ことはできないのでしょうか。

最初のバスレーンの９時半ま○砂川道男交通部長

での規制について回答いたします。

バスレーンにつきましては、規制実施から40年近

く経て、広く県民に御理解をいただいているものと

。 、 、認識しております また バスレーンの廃止や延長

規制時間の短縮を求める声など、さまざまな意見が

ございます。県警察としましては、規制の見直しに

よる県民のメリット、デメリット、それから県民の

コンセンサスを踏まえて、総合的な見地から今後検

討を行っていきたいと思います。

次に、バスレーンの複数乗車車両についてお答え

いたします。バスレーン規制につきましては、複数

乗車車両のバスレーン通行を認めてもらいたいとい

う意見がある反面、バスレーンの廃止や延長の声な

ど、県民の中にはさまざまな意見があることを承知

しております。バスレーンの設置目的は、交通量が

多く公共交通機関である路線バスなど、輸送効率の

高い車両の正常な運行に支障を及ぼすおそれのある

道路において、バスなど特定の車両が通行しなけれ

ばならない専用通行帯を指定することによって、交

通の安全と円滑化を図ることにあります。御指摘の

複数乗車車両のバスレーンの乗り入れは、専用通行

帯の交通量を増加させる場合もあり、路線バスの正

常な運行に支障を及ぼすと現在のところ考えている

ところであります。

私はバスレーンの効用は認めてい○玉城義和委員

るのです。問題は、バスレーンをやる前提は、一般

乗用車からバスに乗りかえるというのが前提なので

す。そうでなければ意味がないわけです。結局、バ

スは空で走っていて、右側２車線を混ますというの

は愚策なのです。だから、あしたもやりますが、ど

のようにバスに乗りかえさせるかという方策をまず

やること。それができないのであれば、せめて右側

２車線を少し緩和するためにも、複数の人は一番左

側に移していいではないですか。タクシーは１人

乗って走っているのです。オートバイだって１人

乗って走っているのです。それを認めておいて、何

で複数は認められないのかということなのです。い

かがですか。

バスレーンの複数乗車車両の○砂川道男交通部長

通行を指定している県は３県あります。宮城県と新

潟県、石川県で実施しております。乗車人員も２人

から４人、県によって差はあります。そういった状

況も勘案しながら、今後検討していきたいと思いま

す。

時間ですが、９時半というのは通○玉城義和委員

勤時間帯としてはどうなのかといつも思うのです。

８時ぐらいまでが限界ではないかと思うので、もう

少し時間を調整できないかというのをいつも思うの

です。私も名護から通ってみて、宜野湾あたりから

浦添あたりまでは混む状況を見ると切実なのです。

だから、左の路線はがらあきで、２つの車線を混ま

すというのは、まさにこれはどうにか考えなければ

いけないだろう。時間を少し短縮するとか、８時半
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ごろまでで終わらせるとか、そういうことは考えら

れないですか。

先ほど申し上げたとおり、規○砂川道男交通部長

制実施から40年近くたっております。そういったさ

まざまな意見も勘案しながら、今後検討は図ってい

きたいと思います。

企画部と県警の間でいささか意見○玉城義和委員

が合わないというのもあるようですが、公共交通を

使う習慣をつけるのは、私は非常に重要なことだと

思います。ただし、問題は、バスに乗り移らせると

いう施策がうまくいっていないわけです。だから、

こういう矛盾が起こるわけです。だから、これはど

うにかしなければならないわけです。警察も、混ま

せておいて、それでいいということにはならないで

しょう。そういう意味では、ぜひ深刻に受けとめて

もらって、早急にここのところは今申し上げる点も

含めて御検討いただきたい、警察本部長、どうです

か。

先ほど、交通部長から答弁○笠原俊彦警察本部長

させていただいたとおりですが、バスレーンにつき

、 、ましては40年近くたっているということで 我々も

交通の状況でありますとか、道路の状況であります

とか、いろいろ変化もしているだろうと思います。

先ほどのバスへの転換がなかなか進んでいないとい

うことも含めて、どういった形のバスレーン規制が

いいのかどうか、今、内部でもいろいろ検討してい

るところでございますので、その検討結果に基づい

て、変えるべき点があれば変えていきたいと考えて

おります。

次に進みます。知事公室長、アメ○玉城義和委員

リカへの発信の仕方です。私は前から言っています

が、吉川研究員のマーク・リッパート様という書簡

があります。私は又吉知事公室長のかわりにこの手

紙を書いています。又吉氏は知事を補佐する云々と

いうのがあって、あるいは仲井眞知事が申請を許可

した場合は、知事は即座に政治的立場を失いますな

どという文章があるのです。これは公文書ですか、

私文書ですか。

公文書、私文書という定義が○又吉進知事公室長

少しはっきりしませんが、この文書は任期付研究員

が作成した文書でございまして、その内容につきま

しては私が責任を持つものでございます。

責任を持ちますか。○玉城義和委員

持ちます。○又吉進知事公室長

これを読むと、明らかに今申し上○玉城義和委員

げたように、仲井眞知事が埋立申請を許可した場合

は、知事は即座に政治的立場を失う。そして、日米

は交渉相手を失ってしまうという非常に踏み込んだ

。 、内容なのです これは公文書で責任を持つとなると

当然知事はこういう申請は許可しないというメッ

セージになるのですが、それでいいですか。

内容については正確ではあり○又吉進知事公室長

ません。正確な内容を書いたことについては私が責

任を持ちます。

休憩いたします。○山内末子委員長

（休憩中に発言の意味について確認し、再度

内容について質疑があった ）。

再開いたします。○山内末子委員長

その文書は私が書いたもので○又吉進知事公室長

はございません。しかも、その内容については私の

チェックが甘かったと認識しております。しかしな

がら、私は、彼女の上司でありまして、その責は私

、 。が負うものである そのように申し上げております

２回目に出した文書も、申請の手○玉城義和委員

続をぐだぐだと書いていて、非常に申請の手続が難

しいというイメージの文章になっているわけです。

これは文章上もいろいろな瑕疵があったりする文章

ということですが、この２つの文章と知事公室長が

３回にわたってアメリカに行かれて、それぞれ日本

部長等と会った内容等々を見ると、どう見てもこれ

は沖縄県としては、申請については認可しにくい、

イエスと言いにくいというふうにとれるのです。

だから、私はちょっとうがった見方をすると、知

事公室長の３回にわたる米国訪問での知事の立場の

説明、楽観論に対するいさめ方等々を見ると、どう

もこの文章も半分私の文書、半分県の文章らしく書

いて曖昧にしておいてしまって、知事が申請を許可

するのは難しいという地ならしをこの間ずっとやっ

ているように私には見えるのです。知事公室長も３

回行かれて、日本部長、国務相、国防相と会って、

楽観論はだめですよ、違いますよ、こんなに厳しい

話ですよということを言っているわけでしょう。そ

うすると この文章もあわせて考えると ことしいっ、 、

ぱいの皆さんの対米への情報の発信の仕方は、そう

しか読めないのですよ。そういう理解を私はしてい

るのですが、どういう感じがしますか。

委員がそのような御理解をさ○又吉進知事公室長

れたことについては、委員の御理解ということで私

からコメントを発しませんが、少し御説明をさせて

いただきますと、主任研究員というものは広くなぜ

沖縄の基地問題があるのかといった研究をさせてい

るわけでございます。研究員の立場でございますの
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で、さまざまな可能性でありますとか、あるいは県

は日米安全保障条約を認める立場でございますが、

このぐらいの兵力なら沖縄に置いていいよと言った

ことは一度もございません。

しかしながら、研究の立場では、ある可能性とし

てこれぐらいの兵力が沖縄にあり得るかというよう

なことも、そこは研究をするわけでございます。た

だ、それは当然県の公式見解ではないわけですが、

そのあたりを研究することは私としては認めており

ますが、今回の問題は、それがメールとして出され

て、あたかも県の見解であるかのように受けとめら

れてしまったということでございまして、これは大

変私としても責任を感じております。

しかしながら、今後この対応といたしましては、

そもそも研究員を置くに当たって、研究の自由さ、

組織の公式見解と違った見解を研究するということ

をどのようにさせるかということで、一つのやり方

としては、防衛研究所的に政府と別の形で研究所を

置くというのは一つの形だと思います。これは我々

も検討はいたしました。しかしながら、そういう組

織を置くにはまだまだ中身が煮詰まっていないとい

うことで、今、研究員を中に置いて、沖縄県職員の

身分でこういう活動をしているわけでございます。

また、このメールにつきましても、リッパート氏

につきましても、本人が本人ならではの人脈でふだ

んは持ち得ていないメールアドレスといったものを

活用しまして、そういった意見を述べたということ

でございます。いずれにしましても、これが委員御

指摘のような御理解とか、あるいはある意味誤解を

招いてしまったことは私の責任に帰するところでご

ざいますが、もう少しやり方を考えてみたいと思い

ます。

また、辺野古の問題につきましては、改めて確認

ですが、県外移設を求めるという知事の考え方は変

わっていないということでございます。

○山内末子委員長

総務部から始めます。説明資料の

３ページ、これは従来県税もずっとやっていました

ので、税の話は新しい税の創設に向けて意見交換し

てみたいと思います。

、 、私も議員になって どうしても県税が他の市町村

あるいは他の都道府県よりも低い、では、どのよう

にすれば税収をふやせるのかという形で考えていた

ときに、レンタカーの税制をすべきだということを

。 、ずっと歴代の総務部長にも言ってまいりました 今

入域税と宿泊税については、東京都がやったホテル

、 、 。税 入域税は伊平屋村 伊是名村がやっております

これまでもレンタカーの提案をしてから恐らく８年

ぐらいになるのかな、10年になるのかな、それが１

つ。

それから、先ほど髙嶺委員が言った日米地位協定

における免税措置をあらゆる方向で分析して、その

免税措置された分は沖縄県として政府と交渉して、

取るべきところは取るということも提言してきたつ

もりです。そういう意味で、総務部長、これから本

当に腰を据えてどうするかということの決意を聞き

たいと思っています。

新たな税については、先ほ○小橋川健二総務部長

ど説明しましたように、３つの課税客体について今

ワーキングの中で研究をしている最中でございま

す。税については、制度設計、これが税としてふさ

わしいものであるかどうかを含めて、この後また専

門家の話も聞いてまいりますが、今そういう段階で

ございます。

それから、日米地位協定に基づく免税の件につい

ては、租税法律主義でございますので、法律に基づ

いて私どもは課税をし、徴税をしているということ

です。ですから、日米地位協定、あるいはそれに根

拠を持つ特例の税法がございますが、その中で課税

してはいけないということになっているので、現在

そうなっているわけです。ただ、その中でも、例え

ば自動車税については余りにも税率が低いのではな

いかということがあって、実は平成９年ですか、い

ろいろな働きかけをした結果、平均で14％余り増額

をしてもらっております。そういう意味では、日常

的にといいますか、渉外知事会、あるいは軍転協な

どを通じて、私どもができる限りのことをやってい

こうという気持ちではございます。

だから、これはいろいろ話をして

から恐らく10年ぐらいになっているのではないかと

僕は思うのです。今、ワーキングチームと言うが、

いつをめどとして大体結論が出るかと言われたとき

には、どのように返事をしますか。

先ほど言いましたように、○小橋川健二総務部長

税としてふさわしいかということを含めて制度設計

をやっている。要するに、どういう課税客体から、

どういう形で徴収をすればいいかということをやっ

ておる最中です。それから、専門家の意見もこれか

ら聞いてまいります。そういう意味では、いついつ

のということは断定的なことは今申し上げにくいの

でありますが、少なくともワーキングチームからの

一定程度の結論は本年中に出してもらうことにして
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います。

それは頑張ってください。

最近、組織の在り方に関する基本構想が出されて

、 。説明を受けたのですが 気になるところがあります

例えば、環境生活部の環境関連部署、農林水産部の

緑化関連部署とか、企画部の交通及び跡地利用部署

とか、そういうことが総合的に関連していろいろつ

くるのだという話をしていました。なかなかそれが

見えなくて、こういう新聞報道をされてから、これ

はどうなるのか、特に国頭村とか東村とか、大宜味

村からも私に問い合わせが来ている。私もよく知ら

ないものだから聞いてみようということで、ちょう

ど決算特別委員会があるから聞いてみようねという

話をしたので、その辺、いかがですかということで

す。

今、緑化という問題と幾つ○比嘉徳和総務統括監

かの部、課の再編ということをお尋ねですので、組

織ビジョンを含む組織編成をめぐる現在の状況から

説明させていただきます。

この組織編成のもとになっているものは組織ビ

ジョンですが、これは知事の事務局の組織の在り方

に関する基本構想に当たりまして、その内容は沖縄

21世紀ビジョン実現にふさわしい今後の組織編成の

あり方を示す、いわば総論に当たるもので、部の編

成などを記載している、そのようなメーンの内容に

なっているものであります。各論に当たる平成26年

度の組織編成は、このビジョンを踏まえ、議員や関

係団体の意見を頂戴しつつ、部に配属させられる課

の体制を整え、11月議会に条例案を提出したいと考

えております。

今回の組織ビジョンの特徴については、部に関し

ては部門制の導入ということを考えております。具

体には、部や課が現在持っている権限や自立性をそ

のまま前提とした上で、沖縄21世紀ビジョン基本計

画の戦略に従って４つの部門にグループ化してお

り、その中で各部門、各部に期待される役割を記載

しているところであります。

具体には、公室・企画部門、福祉保健部門、環境

、 。・交通・県土部門 産業振興部門の４つになります

課に関しては、部門のこのような性格を踏まえ、一

定の方向性を示すにとどめており、状況に機動的に

対応するために、年度の組織編成に委ねているとこ

。 、 、ろであります 今現在 平成26年度組織編成の作業

行政管理課と関係課との調整が行われているところ

であります。この中で、今御質疑の農林水産部にお

いては、所管している緑化推進行政に関して自然環

境の保全、再生、適正利用を強化する観点から環境

部に移管する検討などを行っているところでありま

す。

この検討を行っている理由ですが、沖縄21世紀ビ

ジョンに立ち返りますと、沖縄21世紀ビジョンは５

つの将来像がありますが、その１番目に沖縄らしい

自然、歴史、伝統文化を大切にする島を上げており

まして、これには県民の強い願いがあると考えてお

ります。その実現のためには、ヤンバルの森林等自

然環境の保全、再生、適正利用の施策展開について

関係部署のさらなる連携、共同を図る必要がありま

す。このことから農林水産部の緑化行政を環境部へ

移管することを検討しているところであります。

ちなみに、他の都道府県においては、11府県にお

いて環境と緑化行政を同一部署で所管しており、栃

、 、 、 、 、 、木県 群馬県 神奈川県 山梨県 滋賀県 大阪府

兵庫県、香川県、高知県、宮崎県、鹿児島県などが

あります。これらの事例も参考にしながら、今、関

係部と調整しているところでございます。

僕が言っているのは、農林水産部

から離すわけだから、農林水で林が入っているわけ

だから、これは大幅な機構改革ではないか。北部、

ヤンバルからすれば、これまで林業政策だとか、あ

るいは北部森林組合とか、水源基金であるとか、い

。 、 、 、ろいろあるわけです また 防潮林 防潮対策とか

今まで環境は全然かかわりがなかったこと。今まで

やってきたのは昔は林務課といって、今は森林緑地

課ですか、これもやってきたよと。ただ、そういう

ことが今後どうなるのかというのが大きな心配事で

あるわけです。そうすると、我々としても、もしこ

ういう課が廃止されると、これは大変なことだとい

う危機感を現在のところ感じているわけです。そう

いう意味からいって、慎重にこの問題は対処しても

らえないかというのが私の意見です。

今の委員の指摘の点は十分○比嘉徳和総務統括監

承知しておりまして、これまで林業が培ってきた沖

縄県への貢献、さまざまな貢献があると考えており

ますし、これからも林業をしっかり育てていくとい

うことは変わりません。ただ、どのような部署で、

どのような形で仕事をしたほうがより効果的かとい

うことを今一生懸命調査しているところであり、そ

の過程においてさまざまな意見を頂戴しながら調整

作業を進めさせていただきたいと考えております。

きょうここでたくさんの議論はし

ないが、各論になってきたときに大きな問題になる

、 、可能性があるので そこは慎重にやってもらいたい
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ここも要望でとどめます。

次に、警察本部、お願いします。公安の警察活動

費の交通指導取締費のところです。現在、よく信号

機が多くの県議の皆さんからも要請されています

が、この設置状況を説明してもらえませんか。

平成24年度末における信号機○砂川道男交通部長

の設置箇所は累計で2062カ所でございます。平成24

年度におきましては、当初予算の18基に加えて補正

予算の11基で合計29基の信号機を設置したところで

あります。ちなみに、平成21年度は21基、平成20年

度は16基、平成23年度も同じく16基、平成24年度で

は先ほど申した29基で、平成25年度は30基を予定し

ているところであります。

最近、交通部長がこの間も説明し

ていたのですが、あちこち行くたびに歩車分離方式

というのが目について、例えば僕が広島の平和公園

に行ったときにも各学校の近く、観光地、歩車分離

方式の信号機がよく設置されておりました。これに

ついて、沖縄県にこういう信号等があるのかどうか

ということも説明していただけますか。

2062カ所の約３％の62カ所は○砂川道男交通部長

歩車分離式信号機を設置しております。今後とも信

号コース内における歩行者などの安全を確保するた

めに、特に通学路においては歩車分離式信号機の整

備を推進していくこととなっております。

僕は歩車分離方式の写真をあちこ

ちで撮っているのですが、沖縄県には歩車分離方式

という標識はないですか。

標識のある箇所とない箇所が○砂川道男交通部長

あるようです。

交通の関係で言うと、基地内にお

ける交通事故がありますね。これは米軍同士だった

、 、 、り 米軍と民間だったり また民間と民間だったり

この対処の仕方はどのようにやっているのでしょう

か。

基地の中については、第１次○砂川道男交通部長

裁判権を有する―例えば軍人同士等については憲兵

隊がやりますが、それについてもたまに要請があり

ます。それは初動捜査のときに、第１次裁判権を有

する事故であるかというのがわからない場合、ある

いは交通事故捜査に日本警察がたけている場合があ

りまして、そういう場合のアドバイスがあります。

それから、日本人が被害者、加害者の場合は第１

次裁判権は日本側にありますので、必ず通報があり

ます。そして、通報に基づいてこちらが調査して処

理します。ただ、交通事故の場合は、そのようにな

りますが、交通違反、飲酒運転とか基地内での信号

無視は日本の道路交通法が適用されないものですか

ら、引き継いだときも日本の法律で罰することはで

きないので、注意をするという使い分けをしており

ます。

仮に、米軍が基地の中で飲酒運転

して、日本人で働いている人がありますね。事故が

起きたときにはどうするのですか。

交通事故については、まず刑○砂川道男交通部長

法に定める業務上過失、自動車過失傷害でこちらが

捜査して地検送致します。飲酒運転については、先

ほども言ったように交通違反でありますので、日本

の道路交通法は適用されませんので、人身事故一本

だけで送致することになります。

これから詳細については聞くとし

て、いろいろな問題があるようですので、これはま

た次回質疑したいと思います。

もう一つ、基地内における犯罪、刑法犯の実態を

説明していただけませんでしょうか。

基地内における米軍構成員等○比嘉善雄刑事部長

の刑法犯の検挙状況ですが、ことしの８月末現在で

20件の26名を検挙しております。

主な事案の内容について説明でき

ますか。

窃盗であったり、器物損壊で○比嘉善雄刑事部長

あったり等々、いろいろ多岐にわたっております。

基地の中ですから、第１次捜査権

とか第２次捜査権がありますね。その辺についても

説明してください。

済みません、今の20件は基地○比嘉善雄刑事部長

内、基地外と問わず、米軍構成員等の数です。

基地の中で結構です。

基地内につきましては１件、○比嘉善雄刑事部長

１名です。

その事案を説明してください。

基地内の１件、１名につきま○比嘉善雄刑事部長

しては、米軍構成員の家族が基地内で同じ軍の兵隊

の車からギター等を盗んだという窃盗事件です。

、 。これは未成年ですか 成年ですか

少年です。○比嘉善雄刑事部長

いろいろな議論の中で、基地の中

であったとしても、少年の場合は第１次裁判権は全

部日本側にある、それは日米地位協定の何条に該当

するのですか。

日米地位協定の第17条の第１○比嘉善雄刑事部長

項（ｂ）におきましては、合衆国軍隊の構成員及び
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軍属並びにそれらの家族が日本国の領域内において

日本の法令に抵触する犯罪を行った場合には、基地

内外を問わず日本、沖縄県で捜査をすることができ

るという形になっています。

そうすると、これは軍属だから、

未成年と未成年ではない場合はどうなりますか。こ

れは未成年だけの適用ですか。

これは未成年もしかりです○比嘉善雄刑事部長

が、家族というくくりがあります。

家族が起こした場合は、第１次裁

判権は日本側にあるということになりますか。

そうです。ただ、米軍の構成○比嘉善雄刑事部長

、 、員の中には 米軍の構成員の家族というランクでは

たしか21歳未満で、その世帯主から生計の半分以上

の援助をもらっているというくくりがあったと思い

ます。

時間がありませんから、詳しくは

またいずれやりたいと思います。いろいろなことが

絡んでいるものですから、質疑していきたいと思い

ます。

軍転協とか、さまざまな米軍基地に関する要請行

動をしているのですが、この要請に対する日米両政

府とか米軍関係の反応はどういう感じですか。

それぞれの事案によって要請○又吉進知事公室長

の内容が異なってまいりますので、それぞれの反応

ですが、基本的には知事の上京に際しては閣僚が対

応するというのが基本です。それは、そういう重み

づけがあるのであろうと考えております。また、個

々の事案につきましては、現在のロードマップ、Ｓ

ＡＣＯ以来、沖縄県の基地負担軽減を図るというの

が政府の基本施策だと聞いておりますので、そのこ

とは日米両政府でも取り組んでいるということだと

考えております。

しかしながら、個別の事案につきましては、知事

の言葉をかりれば、のれんに腕押しといったような

状況が続いているという共通認識はございます。ま

、 、 、た 普天間飛行場の移設問題につきましては 現在

日本政府と沖縄県側の立場は異なっている、大まか

に言えばそういうことだと思います。

なかなか反応がないということで

すか。

反応というか、しっかりとお○又吉進知事公室長

話をさせていただいておりますが、それぞれの方針

がなかなか合わないということと、全般的に見ると

県民の思うような進展をしていないということだと

思います。

日米地位協定にしても、日米地位

協定の11に関することをずっと昔からやっている。

それから、辺野古に対してもずっと昔からやってい

る そうすると 例えば知事公室長がアメリカに行っ。 、

ていろいろなことを発言したりするでしょう。知事

公室長自身の向こうの反応、受け取りはどういう感

じですか。

私は知事の命を受けて出張し○又吉進知事公室長

ているわけでございまして、何かを訴えてすぐ成果

という形ではありませんが、沖縄県の職員、沖縄県

民の口から直接現在の知事の姿勢、知事の発言等を

米国の担当者にお伝えするという責任があろうかと

思っております。したがいまして、これに対する反

、 、応というのは 先方の基本方針を出ないわけですが

とにかくこれだけのことはしっかり申し上げるとい

う形でやっております。

知事はのれんに腕押しと言ってい

る。そうすると、西銘時代から訪米を何十回もずっ

とやっているわけだから、ずっとやってきてなかな

か周りに見えない部分がある。この間のフォーラム

がありましたね。そのフォーラムは非常によかった

と僕は思います。だから、そういうフォーラムを通

して沖縄の問題を訴えるということで、知事公室長

の最後のコメントも非常によかったと僕は感動した

のですが、今後、沖縄問題をどういう形で訴えてい

くのか、その決意を聞いてみたい。

大変重たい質疑でございまし○又吉進知事公室長

て、お答えできるか非常に心配でございますが、日

米の基地がある状況というのは、日本政府、米国政

府の条約に基づく合意でございます。したがって、

この両国政府をしっかり動かさないと、沖縄の基地

問題というのは動いていかないということでござい

ます。そのためのさまざまな役割、市民運動は市民

運動、政治家、政治の役割もありましょうが、県と

しましては、しっかりとした県民の声を行政として

聞いて、できる限りのことをきちんと日米両政府に

申し上げていくという形で基地問題を動かしていく

のだということを考えております。

フォーラムをやったので、次の展

開をどうするかということです。

万国津梁フォーラムは、もう○又吉進知事公室長

少し客観的に沖縄の基地問題を考えてみてもいいの

ではないかということで、沖縄県の基地が中国、台

湾、あるいは朝鮮半島からどう見えているかという

ことをしっかり専門家の分析をお願いすると同時

に、県民自身が考えていく。その上で沖縄県の米軍
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基地というのはいかなるものかということをきちん

と理解していこうということでございます。その向

かうところは、当然沖縄県の基地の整理縮小でござ

いまして、こういう勉強といったことは繰り返しな

がら、一方、沖縄県の基地負担軽減、基地の整理縮

小という方向に物事を向けていきたいということで

ございます。

皆さんが発行した「変化する日米

同盟と沖縄の役割～アジア時代の到来と沖縄～」と

いう論文を読むと、かなり沖縄県の姿勢とは違う部

分も書かれているので、これはかなり問題提起をし

ていると。ただ、書かれている内容を一つ一つ吟味

する必要もあるのかと思っております。ですから、

こういうフォーラムを那覇市だけではなくて、各地

域でやればもっともっと成果が上がってくるのでは

ないかという雰囲気はありますが、いかがですか。

大変いい提案だと思います。○又吉進知事公室長

ぜひそれは取り組んでまいりたいと思います。

もう一つ、外務省は外交問題は政

府の持ち分であるという言い方をするが、あのフ

ォーラムの中で皆さんが言っているのは、沖縄県は

米軍基地が相当ある。だから、基地問題を含めて外

交問題は沖縄県の重大な課題であるということを

おっしゃったので、その辺のところをもう一度、知

事公室長、お願いします。これから日米両政府、あ

るいは緊迫する東アジア情勢の中で沖縄の位置づけ

というものは非常に重要な位置を増してくるし、そ

れもまた国際情勢の中での沖縄県ということだか

ら、かなり難しい局面を迎える部分はあるかもしれ

ない。そこを毅然とした態度で沖縄県は主張すると

いう決意が必要だと思うのです。そういう意味で知

事公室長、これは本当に頑張らないといけないと

、 。思ったが 最後にその決意だけ聞かせてくれますか

おっしゃるように、沖縄県は○又吉進知事公室長

130万人県民が基地に対する思いを持っております

ので、これをしっかりと世界、この地域に向けて発

進する努力を引き続き続けてまいります。

前島明男委員。○山内末子委員長

まず、総務部からお尋ねをしたい○前島明男委員

と思います。

自主財源が九州の平均に比べても低い状況にある

わけですが、そういう中で、少しでも県税の税収を

高めていこうという努力が皆さんに課せられている

と思うのです。税収を上げるための対策は、どうい

う対策をとっておられるのか、お尋ねします。

県税の賦課徴収を行うに当たっ○金城聡税務課長

て、今現在、税の完納をいただけないものについて

見ますと、個人県民税と自動車税がありまして、そ

れが収入未済額の約９割を占める形になっておりま

す。個人県民税につきまして、それぞれその内容を

見ますと、個人県民税というのは市町村が賦課徴収

を行うという形になっています。個人県民税自体は

県税でありますが、地方税法の規定で市町村があわ

せて賦課徴収を行うという形になっています。そう

しますと、その制度の仕組みから、県としては市町

村の賦課徴収業務をいかに支援するかが徴収対策と

。 、して重要な課題になります 個人県民税の関係では

各県税事務所に個人住民税徴収対策協議会を設けま

して、各県税事務所の所長とその地区内にあります

市町村の副市長なり副町村長なりを構成員としまし

て、その地区内における徴収対策の重要な部分につ

いて基本的な事項を確認したり、今後どのように徴

収対策を進めるかという調整協議を行っています。

また、県としまして人的に市町村の徴収業務につ

いて具体的に支援するという形から、県税の職員を

市町村職員の身分とあわせ持たせる併任発令という

形をとりまして、市町村の賦課徴収業務を具体的に

執行させるということを通じて、個人県民税の徴収

率を上げていくという取り組みをしています。それ

以外にも個人県民税の関係では、地方税法の規定に

基づきまして、直接県が徴収をしたり、市町村の首

長と県税事務所の所長が共同で催告書を発布した

り、あと市町村の徴税職員を研修として県税事務所

に受け入れたり、そういうことの取り組みをさせて

いただいています。

あと、自動車税につきましては、自動車税の課税

件数が40万台を超えるという形になっていますの

で、膨大な件数であることがどのように徴収事務に

おいて考慮されるかというのが重要なポイントにな

ります。したがって、県としましては、自動車税の

納期内に県民が自主的に納めていただくことがまず

第一に重要だろうと考えています。

そういう考えのもとで納期内納付を奨励するため

に、マスコミ報道を通じまして納期内に納めてくだ

さいという広報宣伝をしたり、あと、コンビニとか

郵便局などで税を納めることができるような環境を

整えて、コンビニですと金融機関が閉まっている時

間帯においてもあいておりますので、そこで納税機

会を持たせるという取り組みをしたり、また、今年

度平成25年度からは新たな取り組みとしてクレジッ

トカードでも納付ができるようにし、県民が自主納

付をしやすい環境を整えていく取り組みをしていま
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す。

あと、地方税法に基づきまして、完納がない方で

特殊な事情がないと思われるのにもかかわらず納税

していただけない方には、毅然として法的な措置、

滞納処分の手続をとらせていただいたり、そういう

ことをさせていただいて徴収率の向上に努めており

ます。

自動車税の不納欠損額が１億600○前島明男委員

万円余りあるのですが、聞くところによりますと、

高級車を乗り回していながら、自動車税を払わない

者もいるという話もよく耳にするのです。そういう

方々に対しては、どのような対応、対策をしておら

れるのですか。

自動車税を納めない方に、今、○金城聡税務課長

委員がおっしゃるような方が実際にいるかというの

は確認がとられておりませんが、自動車税というの

は比較的少ない税額であろう。他の県税の税額から

比べますと、おおむね３万5000円程度の税額になっ

ております。そういうものについて納めないという

のは、納め忘れがあったとか、そういうものがあろ

。 、 、うかと思います そういう部分については 今年度

コールセンター事業というものを実施させていただ

きまして、納期内に納めなかった方々を対象に、納

め忘れがありませんかという形で自主納付を促して

います。そのような手続を講じた上で、それでもな

お納めていただけない方については臨戸訪問をさせ

ていただいて、納めてくださいという促しをするわ

けですが、それでも応じていただけない方について

は、財産の差し押さえなどについても手続をとらせ

ていただいて、自主財源としての県税の確保に努め

ているところであります。

この１億600万円余の金額の中に○前島明男委員

は、結局、幾ら催促しても払わないという方々の車

も、財産差し押さえというのは恐らく車を差し押さ

えして競売か何かにかけるのでしょうが、その差し

押さえした競売に付して得たお金も含めて、なおか

つこれだけの不納欠損が出ているということです

か。この不納欠損の額です。

休憩いたします。○山内末子委員長

（休憩中に不納欠損について税務課長より説

明があり、前島委員が勘違いしていたと発

言あり ）。

再開いたします。○山内末子委員長

これはかなりの額ですが、この内○前島明男委員

容の一部、どういったことでそういう金額が出てい

るのか、中身はわかりますか。大まかに言ってどう

いうものがあるのか。

不納欠損というのは、納税者が○金城聡税務課長

納税しようとしても納税する力、担税力と言います

が、そういうものが認められない。具体的に言いま

すと 財産がないというような状況であったり もっ、 、

と端的には不納欠損の場合、所在が不明である場合

には債権として管理することが適当でないと思われ

ますので、地方税法の中では所長がそういうものに

ついて滞納処分の執行停止をする権限を行使しま

す。滞納処分というのは強制的に税を徴収する手続

ですが、そういう特別な事情があるものについては

手続をとめるということです。手続をとめまして３

、 、年経過しても なお担税力が回復できない場合には

地方税法の規定に基づきまして債権が消滅します。

債権が消滅しますと、沖縄県の債権として管理する

ことができなくなってしまいますので、不納欠損と

いう形で会計上処理されるという形になっておりま

す。

当然、そういう方々は車は所有で○前島明男委員

きないわけですね。不納欠損の対象となった方々、

税を納めてもいないし、結局、そういう方々は車も

持てないということでしょうか。

基本的に所有の自動車があっ○金城聡税務課長

て、それが財産差し押さえをして換価処分して、未

収債権に充当できるかどうかがポイントだと思いま

す。余りに車両が古過ぎる場合には、手続の費用と

換価したときの金額が合わない場合もありますの

で。委員がおっしゃるのは、不納欠損したものの該

当者は車両を必ず持っていないのかという質疑であ

、 。れば ケース・バイ・ケースであろうかと思います

わかりました。○前島明男委員

レンタカーに対する課税はどうなっていますか。

、 、 、沖縄で現在 ピーク時と通常時の台数 たしか夏期

４月から９月ぐらいの間になると本土からも何万台

とレンタカーを持ってくるのだという話も聞いてい

ますので、ピーク時と通常のときのレンタカーの台

数と、それに対する課税はどうなっていますか。

先に税の関係から答弁させてい○金城聡税務課長

ただきますが、レンタカーであっても自動車という

ことになりますので、県税であります自動車税がか

かることになります。なお、軽自動車に該当するレ

ンタカーにつきましては、市町村税としての軽自動

車税が賦課されているものと理解しております。

委員のもう一つの御質疑で、年間を通じてレンタ

カーの台数が変動するのではないか、そのピークの

台数は幾らかという御質疑ですが、具体的な資料は
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持ち合わせていないのですが、直近の平成23年度の

数字でいきますと、レンタカーの車両台数が２万

1920台、データは沖縄総合事務局運輸部が発行する

ものですが、まだ新しい数字が出ていないものです

から、把握している分では、一番新しい数字でその

数字です。

その車両台数が年間を通じて変動するのではない

かというお話ですが、確かに自動車税を課税された

、 、 、台数で 過去に 一度分析したことがございまして

夏場の前にレンタカー会社が車両台数をふやすとい

う傾向が見られるように思います。夏場が終わりま

して冬場に行く前に、その車両を県外に移動させる

という形も傾向として見られるのかと思います。

この課税ですが、一般の個人の自○前島明男委員

家用車、乗用車とレンタカーの課税金額はどうなっ

ていますか、当然差があってしかるべきだと思うの

です。なぜかというと、レンタカーは車を利用して

営業して利益を得るわけです。我々一般の自家用車

は、本土のように公共交通もそう発達していません

し、やむなく自家用車を持たざるを得ないという形

で自家用車をほとんど一家に２台とか３台持つよう

になっていますが、レンタカーはそれで商売をして

稼いでいるわけですから、当然課税の金額も違って

しかるべきだと思うのですが、その辺はどうなって

いますか。

税の関係では、レンタカーとい○金城聡税務課長

うのは道路運送車両法の第80条第１項の自家用自動

車という定義になっていたと思います。その定義に

おいては、自動車税の課税と全く同じと理解されま

すので、自動車税の関係では全く同じ取り扱いにな

ろうかと思います。委員がおっしゃるように、レン

タカーを貸与する形で事業収益があるのではない

か、そこに課税をすべきではないかという意図であ

れば、仮にレンタカー会社が法人であれば法人税な

り、県税で言いますと法人事業税なりというのが別

にその所得に対して課税されることになろうかと思

います。

それでは、質疑を変えます。○前島明男委員

今度はＹナンバーの課税ですが、民間人に比べる

と自動車税が３割と聞いております。Ｙナンバーも

同じように県内の道路を走っているわけですね。道

路の傷みぐあいにしても何にしても同じなわけです

し、それを日米地位協定によって３割になっている

と思うのですが、３割以外、残りの７割については

国から交付税とかで補塡があるのですか、Ｙナン

バーに関してはどうなっていますか。

米軍人等に係る自動車税の税率○金城賢財政課長

軽減分につきましては、地方交付税の基準財政収入

額において軽減した形で算入されておりまして、そ

の結果、平成24年度では約４億7000万円程度交付税

で措置をされているという状況にございます。

わかりました。○前島明男委員

今度は、知事公室にお尋ねをいたします。知事公

室長、東南海地震もいつ起こるかわからないという

ような状況の中で、いざ大きな地震が起こって津波

が発生したと想定したときに、海岸に近いところに

住んでおる方々の避難場所として、当然近くにある

高層のビルに恐らく避難をせざるを得ないと思うの

ですが、ビルの所有者との緊急時の契約、そこに避

難させてほしいという契約はどこか結んだところが

ありますか。全然ないのか、これから結ぶ考えがあ

るのかどうか、その辺をお尋ねしたいと思います。

ただいまの御質疑の津波避難○又吉進知事公室長

ビルは市町村が指定することになっております。所

有者との間で協定を結びまして指定いたします。こ

としの２月22日時点ですが、県内で111施設、14市

町村で津波避難ビルに指定されております。また、

この時点ですが、名護市が２月の時点でホテル３カ

所を指定予定ということになっておりまして、111

プラス３ということで114カ所程度が委員御質疑の

津波避難ビルに指定されているものと考えておりま

す。

当然これは住民の財産、生命を守○前島明男委員

るという立場から、まず一義的には市町村だと思う

のですが、県民の命、財産を守るという立場からす

れば、当然県も積極的にその辺を市町村と一緒に

なって対策をとるべきだと私は思うのですが、知事

公室長のお考えはいかがですか。

おっしゃるとおりでございま○又吉進知事公室長

して、一つの減災対策としての津波避難ビル、さら

に専用の津波避難タワーといったものが全国的に検

討されているようでございます。静岡でしたか、そ

れがもうでき上がったというニュースも聞いており

ますが、沖縄振興一括交付金を使いまして津波避難

タワーといったものを現在計画中のところが３カ所

ございます。１つは那覇市、那覇市はことし５月に

交付決定しておりまして、報道によれば松山にそう

いった形のものをつくっていくという計画を翁長市

長が表明しております。それから、多良間村では現

在建設中でございまして、今年度中に完成の予定で

す。これは見きわめてまいりたい。さらに、与那原

町が去る７月に交付決定を受けておりまして、現在
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設計等を行っていると聞いております。

３カ所、那覇市、多良間村、与那○前島明男委員

、 、原町ということですが 県内市町村を見渡しますと

タワーはもっともっと必要だと私は思うのですが、

県が県内全体を見渡して、あと何カ所ぐらいタワー

の建設が必要だと思っておられるのか、その辺、お

聞きしたいと思います。

県がそういうものの重点地区○又吉進知事公室長

を、今こことここと申し上げるのはなかなか難しい

のですが、避難ビルの指定状況を見ますと、一番多

いのが与那原町でございます。与那原町は18カ所、

マンション、アパートを指定しております。これは

突出した数字でございまして、14市町村の中でも、

恐らくそれだけ与那原町の地形からして意識が高い

のであろうと考えております。また、石垣市が８カ

所といったところで、ゼロというところもかなり多

いということでございます。したがいまして、これ

は現在、防災力の検討に関する会議を定期的に開い

ておりますので、そういった中でも注意を喚起した

り、市町村の御意見を伺ったりして、県としてでき

るだけのことはしてまいりたいと思っております。

２週間前でしたか、３週間前でし○前島明男委員

たか、糸満市の方から県民相談といいますか、相談

事があって呼ばれて現地へ行きました。県営住宅の

あるところです。真栄里県営住宅だったか、糸満市

役所から南のほうです。130世帯ぐらいの県営住宅

があって、そこに住んでおられるのですが、敷地が

袋小路になっているというか、出入り口が１カ所し

かなくて、津波が来たとか、何か災害が起こったと

きに、結局、１カ所しか出入り口がないものですか

ら非常に危険というか、緊急時には大変なパニック

状態に陥るのではないかと思って、抜け道ですよ。

川があるので、そこに橋をかけてもらいたいとい

う要望があって私は現地を見に行ってきたのです

が、そういう災害時に緊急避難するのに適さない場

所が何カ所か県内でもあるのではないか。糸満市か

ら相談を受けたので私は見に行ったのですが、県内

にもそういうところが何カ所か恐らくあるだろうと

思いますので、それを点検して、県営住宅ですから

土木建築部にもそういう話はしてありますが、皆さ

ん方のほうでも緊急避難時の退路を確保する意味か

らも、全県でその辺の点検をやってもらいたいと思

うのですが、いかがでしょうか。

午前中にも答弁させていただ○又吉進知事公室長

きましたように、津波の避難困難地域といったもの

がございます。これは土木建築部がつくりました浸

水予測調査、それに市町村がハザードマップといっ

たものをつくっておりまして、それであぶり出され

てくるわけです。困難地域になった部分につきまし

ては、当面はどのような避難経路を確保するかとい

うことが問題になろうかと思っておりますので、そ

のために必要なインフラ等につきましては、県の土

木建築部、農林水産部、さらに市町村とも十分調整

してまいりたいと思っております。

最後になりますが、県外から来ら○前島明男委員

れる観光客、那覇空港を利用する観光客は何万人か

正確な数字はわかりませんが、恐らくピーク時には

１日１万人、２万人ぐらいになると思うのです。そ

ういう人たちの避難のときの対策、どこにどのよう

に退避させるのか、その辺は考えたことがあります

か。

沖縄県の防災計画におきまし○又吉進知事公室長

ては、農林水産部は農林水産部、土木建築部は土木

建築部といった形で各担当部局がつくってありま

す。この中で文化観光スポーツ部の担当は、まさに

今、委員がおっしゃった部分がございます。その課

題といたしましては、やはりホテル等に滞在してい

て海に近い。その場合、ホテルの中で避難誘導をす

るという問題です。それから、日本語がおわかりに

ならない方々がいらっしゃる。この方々にいかにお

伝えするかといったところでございます。今、文化

観光スポーツ部でその部分の対応をやっておりまし

て、今手元にないのですが、しっかりと部局におい

て、今、委員がおっしゃったような対応はとってま

いりたいと考えております。

観光客、私が先ほど申し上げたの○前島明男委員

は、空港内で何か緊急事態が発生したときにどうす

るのかということですが、やはり県外からいらっ

しゃる方々を、緊急避難時にはどうするのだという

ことも大事なことですので、観光客のことですから

文化観光スポーツ部の範疇だと思うのですが、知事

公室も横の連携も十分とっていただいて、対策を

しっかりととっていただきたいと思います。これは

要望としておきます。

終わります。ありがとうございました。

休憩します。○山内末子委員長

午後３時26分休憩

午後３時49分再開

再開します。○山内末子委員長

當間盛夫委員。

午前中から自主財源をどうするの○當間盛夫委員

かということでのお話があるのですが、昨年から沖
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縄振興計画で自立する沖縄県をどうつくるかという

ことからすると、我々沖縄県は自主財源の割合を含

めて金額もふやしていかないといけないというとこ

ろがあるのです。取り組み等々目標的な金額等があ

りましたら、示してもらえるとありがたいと思いま

す。

特に目標という数字を置い○小橋川健二総務部長

ているわけではありません。ただ、中期財政見通し

をこの６月に公表いたしましたが、これらは今後の

財政運営の指針としようということで、そういう意

味ではトレンドを、どういう姿になっているかとい

うことが今後の指針になるようにということでつ

くったものでございます。

ただ、先ほど来質疑がありました10年間の沖縄振

興計画を実施していく中で、自主財源がどういう形

になるかというような御質疑、そういう関連でもあ

ろうかとは思いますが、実は10年というのが非常に

。 。長いスパンだと いろいろな制度改正がございます

税もそうです。それから、社会保障関係も制度改正

がございます。10年間を見るという意味では、財政

運営の指針とするには非常に粗い感じがいたしま

す。そういう意味で４年間に限ってやりました。

この４年間ということに限って、今、自主財源が

どうなるかということをお答えするとすれば、この

中の大宗を占める県税が、これは内閣府の経済財政

の中長期試算で示された経済成長率などを踏まえて

試算しておりますが、平成25年度が891億円ござい

ます。平成29年度には956億円と見込んでおりまし

て、年平均でおおむね16億円程度増加していくとい

う見込みは今のところも持ってございます。

やはり見込みを持っていくという○當間盛夫委員

ことであれば、現在、平成24年度で27.7％という形

があるということでしたので、九州平均で35％とい

うことであれば、最低限九州平均まで自主財源を

持っていくのだという気構えがないとだめだと思う

のですが、どうでしょうか。

自主財源の比率が低いとい○小橋川健二総務部長

うことは、その中の県税の割合が低いということで

もございますが、もう一方では依存財源、その中で

もとりわけ国庫支出金の割合が非常に高いというこ

との結果として、相対的に自主財源比率を下げてい

るところもございます。県税の絶対額からいいます

、 。と 本県が全国でも37位ぐらいに位置しております

確かに１人当たりにしますと、人口が多い、それか

ら15歳未満の子供たちの数も多いということもあっ

て、１人当たりの税収は非常に小さいわけですが、

絶対額からいいますと決して47位とか46位というこ

とではございません。ですから、自主財源比率を高

めていくためには、絶対額をどんどんふやしていか

ないといけないだろうということは問題意識として

持っておるつもりでございます。

言うとおりですね。絶対額をふや○當間盛夫委員

すということが沖縄振興計画の成果がどうあったか

ということになってくるわけですから、そのことを

ぜひやってもらわないといけないということと、県

税の徴収をどうするかということよりも、沖縄振興

計画でこれだけ企業誘致をするのだとか、金融特区

だとか、いろいろなことを沖縄振興計画でやってい

るわけですから、そういった企業の法人税、いろい

ろな部分での税収のふえ方がないと、今度の沖縄21

世紀ビジョンが成功したかどうかというのはそれに

かかってくると思っているのです。その辺はどうで

しょうか。

沖縄21世紀ビジョンの中で○小橋川健二総務部長

も、総生産額が５兆円になるとか、あるいは１人当

たりの県民所得も270万円になるとか、そういった

ような一応の試算はしております。その目標をどう

達成するかということですが、沖縄振興一括交付金

というものができました。それは使い勝手がいいと

いうことのほかに、ボリューム的にも沖縄振興予算

がかつて2000億円台の半ばぐらいまで来たものが、

今やもう3000億円になった。その中でもソフト交付

金のように使い勝手のいい交付金ができたという意

味からすると、これまでできなかったようなきめ細

かなことが今できるようになりました。離島振興、

。 、子育て関係も使えるようになりました もう一つは

規模が大きくなったということで、これもまたでき

なかったような大型事業ができるようになりまし

た。沖縄ＩＴ津梁パークの中におけるさまざまな事

業、それから国際物流関係の事業といったものは、

将来的に担税力を強化する事業になるのだろうと思

います。

ですから、委員おっしゃるように、そういうとこ

ろに今予算がつぎ込めるような環境ができてまいり

ましたので、この10年間は、こういうきめ細かな子

育て、離島もやりながら、担税力を強化するという

取り組みも非常に必要ですので、今それはまさに

やっているところだと認識しております。

今、沖縄振興一括交付金の部分で○當間盛夫委員

のお話もありましたので、こういう形で国、要は国

民の税金を我々は受けているわけですから、その中

で自主財源をふやすということで、先ほど環境だと
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か観光とか、入域税という話があるのですが、こう

いう税金を受ける中で、また来る皆さんから入域税

を取るのだとか、観光税を取るのだという形になっ

てくると、二重課税になっているという認識はどう

なのでしょうか。

そこは税の非常に技術的な○小橋川健二総務部長

ところだと思います。ただ、今のところ、私どもは

課税目的が違うということが一つありますので、す

ぐに二重課税になるかどうかということは今考えて

おりません。ただ、おっしゃるように、これから専

門家の意見とか、この税を実現するためには総務大

臣の同意も得ませんといけませんので、その中でこ

。 、 、ういう議論は出てくると思います ただ 私どもは

それはそうではないという向きで今研究を続けてい

るところであります。

この部分はこれで終わるとして、○當間盛夫委員

決算とは全く別個なのですが、委員会でもお話しし

たように、来年４月１日から消費税が上がるという

ことで、その分の県の補助事業なり、そういった部

分での来年４月１日を迎える中での宿題があったと

思うのですが、その負担分はどうなのでしょうか。

来年の４月１日に消費税が○田端一雄財政統括監

上がるわけですが、例えば３月31日までに請負契約

をやった場合、それ以前に引き渡す事業については

全て５％になります。４月１日以降に引き渡しをす

るものは経過措置がございまして、ことしの９月30

日以前に契約をしたものについては５％、10月１日

以降に契約をして来年４月以降に引き渡すものにつ

いては８％の消費税が適用されるということになり

まして、これに伴って県が発注する工事につきまし

ては、それに見合う対応をする。例えば、ことしの

10月以降に契約した工事で、それが来年４月以降に

ずれ込むものにつきましては、５％で積算していた

ものを８％で変更して契約するといった取り扱いに

なるということであります。

これは県がやる事業はそうなるの○當間盛夫委員

でしょうが、施設等いろいろな福祉団体の補助事業

というのですか、助成事業は、アップ分というのは

、 。施設 受けた側が見合うということになるのですか

消費税については、基本的○田端一雄財政統括監

には生産、流通それぞれの過程を経て、最終的には

消費者が負担する。先ほど申し上げましたように、

県が発注者となる場合については、県がその分を負

担するということであります。今、質疑にありまし

た補助事業である場合についても、当然補助事業者

。 、が消費税の引き上げ分についても負担をする ただ

補助事業である場合に２つ方法がございまして、補

助事業の場合には実額に補助率を掛けて補塡する場

合、これは一般論で申し上げますと―個々の補助事

業ごとに見ていく必要がありますが、補助率に応じ

た補助金が引き上げ分も含めて交付されるだろうと

思っております。

ただ、問題は、今の社会福祉法人みたいな形で、

そこが発注をする事業については、福祉の事業の補

助金というのが補助の単価であったり、補助の限度

額を設けている場合が多々ありまして、結局は補助

の単価、あるいは補助の限度額について国が改定を

しない限りはその分が見られない。今、国の補助基

準額を変更するかどうかについて、この国の取り扱

いを踏まえる必要がありますので、国の補助基準の

変更の状況を見ながら対応を検討していきたいと考

えております。

それでは、次に知事公室に移らせ○當間盛夫委員

てもらいますが、防災体制の強化の中で、どうして

も気になるのが自主防災組織率、皆さんが沖縄県Ｐ

ＤＣＡ実施結果で出している分もあるのですが、現

状は10.5％しかない。全国の現状は77.4％というこ

とです。どういう形で皆さんは自主防災組織率の向

上はやっていくのでしょうか。

今おっしゃるとおり、全国に○又吉進知事公室長

比べて著しく低いというのは事実でございます。た

、 、だ 巷間いろいろ言われているわけでございますが

歴史的に消防団といったものが沖縄県ではなかなか

成立しにくかったという問題、それから戦後の混乱

期に地域インフラ、あるいは交通体系といったもの

が整備されていなかったことも一つの要因であろう

ということで、それに取り組み始めたのが復帰後と

いうことで、そういう意味では格差は相当あるとい

うことでございます。

ただ、このことにつきましては、市町村、あるい

は県と連携をいたしまして、地域の意識啓発という

形で自主防災組織、消防団等に対する研修事業をや

りますとか、あるいは講演会等を通じて、何とか地

域の方々が消防の組織に参加していただけないかと

いった取り組みをしているところでございます。

知事公室長、具体策が見えてこな○當間盛夫委員

いのです。歴史的なものは我々もわかるのですが、

今、災害がいろいろな部分で言われているものから

すると、早急に組織なり消防団のあり方を、知事公

室は先頭に立ってやっていかないとならないはずで

しょうが、市町村と連携してとかいう形で終わって

しまっているものですから、こうやるとできるのだ
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という具体策が見えてこないのです。何か策はない

のですか。

自主防災組織ということでご○又吉進知事公室長

ざいます。したがって、相当な裾野が広がっていな

。 、いといけないということでございます 消防職員も

基本的に沖縄県は不足しておりまして、この件もま

た自主防災組織とは別の意味で大変重大な問題で、

これも市町村といろいろ相談しているわけでござい

ますが、市町村によっては交付税のその部分を防災

にしっかり回す、あるいは別の分野に重点的に配分

するといった、それは市町村それぞれの判断がある

といったことも聞いております。

したがいまして、今ここで何かこうすればという

特効薬というのですか、方策は現在思案中というお

答えしかできないのでありますが、現在、防災は行

政の最も重要な住民ニーズだと考えておりますの

で、今、市町村との連携、話し合い、消防のあり方

検討会等での議論を続けてまいりたいというところ

でございます。

例えば全国を見てくると、自治会○當間盛夫委員

単位でやっていくのだとか、地域の歴史的な部分が

あってそのことがあるわけですから、沖縄県の自治

会加入率も今下がってきているという状況もあるの

でしょうが、各地域の自治会とかを活用する中で、

もう一度自治会に意識啓蒙というのですか、防災に

対するものを持つということも大事だと思うので

す。その活用等というのは地域から出ていないので

しょうか。

地域の防災というのは、沖縄○又吉進知事公室長

県の防災計画の中でも、地域の啓発というものは大

変重要な課題として書き込んでございます。今、一

つの御提案だと思いますが、現在ある自治会組織、

住民のきずなといったものを活用して、防災に目を

向けさせるといったことにつきましては極めて重要

でございまして、取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

しっかりと頑張ってください。緊○當間盛夫委員

急の課題だと思っております。

次に、不発弾処理事業、以前に、沖縄県住宅等開

発磁気探査支援事業がほとんど活用されていないと

いうので、トータル的に年間で10件ぐらいしかな

かったのではないかというところもあるはずでしょ

うから、これがどのように変わったのか説明しても

らえますか。

平成24年度は市町村○漢那宗善防災危機管理課長

が事業主体となって新規事業として創設しました。

その後、平成25年度につきましては、事業主体を県

に変更しております。県に変更したことによって、

今年度から全市町村を対象にやることになった。あ

わせまして、平成24年度は磁気異常点の確認探査と

掘削等の経費につきまして補助対象に加えまして、

より事業スキームの強化を図ったところが大きな点

でございます。

以前、市町村でやったときにはど○當間盛夫委員

れぐらいかかって、県に移ってからは、実施までの

期間はどれぐらい短縮されているのですか。

通常、広域探査事業○漢那宗善防災危機管理課長

というのがございまして、こういった事業につきま

しては６カ月から１年ということでございます。住

宅等開発磁気探査支援事業につきましては、３カ月

ということで設定してやってきました。今回、県が

実施することによりまして、約１カ月で実施が可能

となっているということでございます。

知事公室長、これはもっと告知し○當間盛夫委員

たほうがいいですよ。県がやることになって半年、

９月までの間で 皆さんからいただいている表で103、

件ということで出ているわけですから、告知をする

ことで、知らなかったという皆さんも、みずからの

住宅をつくる場合だとか、自分のマンションも磁気

探査をできるわけでしょう。それについてはどうで

すか。

従来、補助の制限が○漢那宗善防災危機管理課長

ございましたが、今年度は撤廃しまして、大きなマ

ンション、アパート等を建築する場合も、その事業

に応じて助成可能となっております。

この事業は今年度から○親川達男基地防災統括監

県が主体となるということで、昨年度の執行率が少

なかったことも、周知が徹底していなかったという

ことを県も大変反省しまして、今年度は年度初めか

。 、ら周知は行っています まだ万全とは言えませんが

例えば４月初め、年度初めから新聞関係、県の広報

紙ですとか沖縄タイムス、琉球新報への広告、それ

から住宅関係の新聞も出ております。タイムス住宅

新聞であるとか、また、ラジオ県民室、それから関

係機関、団体としては、市町村が事業実施の大きな

力になりますので、市町村の建築確認担当者の会議

をまず４月に行っています。あわせて県土木事務所

、 、の建築確認担当者会議 業界としましては建築士会

建築士事務所協会といった業界の方々の説明会も

行っております。

また、去年からやっておりますが、広報用のリー

フレットにつきましては、県内41市町村にかなりの
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部数を配付しておりまして、建築士会会員へも、そ

。 、のリーフレットを発送したところであります ただ

今回の議会でも、窓口にまだそういったパンフレッ

トが徹底されていないと御指摘を受けていますの

で、引き続きこの事業の周知には万全を期していき

たいと考えております。

しっかりと頑張ってください。○當間盛夫委員

、 、次に 主要施策の成果に関する報告書の５ページ

地域安全政策事業の中で 「事業効果として県の総、

合的な安全保障に関する理論等が強化され」という

文章があるのです。この事業をすることでどういう

安全保障の理論が強化されてきたのでしょうか。

これは、とりもなおさず沖縄○又吉進知事公室長

の米軍基地の問題といったものを、何とか基地の負

担軽減という形で取り組んでいけないかということ

でございます。現状認識といたしましては、基地の

問題というのは解決の方法、負担軽減の方法になか

なか向かっていかない。ただ、これは沖縄に現実に

ある米軍の基地、何ゆえ米軍基地があるのか、どの

ような機能を果たしているのか。さらに、沖縄に過

度に集中している理由は何かということにつきまし

ては、これまでの県の取り組みというのですか、政

府とのやりとりの中で明確になっていないという認

識でございます。

したがいまして、その説明責任は当然ながら政府

にあるわけでございますが、県は県として周辺の安

全保障環境等もきちんと精査をし、研究し、一つの

事実を把握していこうということで取り組んでいる

わけでございます。

これは基本的に全体的な安全保障○當間盛夫委員

を県がやる。普天間の移設とは別に、普天間の移設

が進み、嘉手納以南が返ったにしても、嘉手納基地

だとかハンセンだとか、まだその分では70％近くが

残るということの意味合いでのことを考えていいの

でしょうか。

あくまで沖縄の基地負担と○又吉進知事公室長

。 、いったものに焦点を置いております しかしながら

この米軍の活動は、当然中東、あるいは米軍再編と

いうのは太平洋全体をにらんでいるわけでございま

して、そういったものを考察することによって、沖

縄の基地負担のあり方、あるいは軽減の方向性とい

うものをきちんと把握してまいりたいということで

ございます。

我々は、普天間基地の危険性の除○當間盛夫委員

去ということで、オスプレイの訓練の移転というこ

とを提言させてもらっています。きょう、滋賀県で

日米共同訓練ということで、これはオスプレイも２

機参加して共同訓練を初めてやったというところ

が、米国本土とは別にして日本本土では初めてとい

うところがあるみたいですので、そのことに関して

知事公室として何かコメントはありますか。

オスプレイに関しましては、○又吉進知事公室長

現在、２個中隊が配備されているわけですが、この

航空機に対する県民の不安は払拭されていない。し

たがって、この航空機の運用、飛行については県民

。 、が大変な不安を感じている それを軽減するために

県は配備計画の中止を伴う見直しをしていただきた

いということをしております。また、配置を県外に

分散していただきたいということも申し上げている

わけでございます。

そういう意味では、きょう滋賀県で訓練の移転と

いうのが行われたということでございますが、それ

は政府の取り組みとしては取り組みでしょうが、先

ほど申し上げました県が求めております配置分散、

あるいは配備計画の見直しといったものではないわ

けですが、政府が取り組んでいるという事実は事実

としてしっかり受けとめたいと思っております。

わかりました。○當間盛夫委員

総務部に戻りますが、所有者不明土地問題は沖縄

振興一括交付金を使って地籍だとか、今やっている

と思うのです。県を含めて、所在市町村への所有権

の帰属を含めた立法措置の解決をということで取り

組んでいると思うのですが、この立法措置は５年以

内で上げることは可能なのですか。

今、内閣府から測量の調査と所○照屋敦管財課長

有者探索の調査が２年目に入っています。それを全

部やる予定ですが、先ほど玉城委員からありました

ように、それが終わってからでは遅いのではないか

という話もありますように、並行して法案の検討と

か市町村との連携とか、合意形成とか、そういうこ

とも前倒しで積極的に働きかけていきたいと考えて

おります。

いや、全体的に遅いはずです。皆○當間盛夫委員

さん、この沖縄県ＰＤＣＡ実施結果で見ると進 状

、 、況は順調だということでやっているのですが でも

目標値を見ると、平成24年度で22％、平成28年度の

目標で24.4％といったら２％少しだけの部分で、皆

さん、数値的なものを見ると、そのことが上げられ

るのかという疑問が出てくるわけですね。その辺は

どうなのですか。

測量については全部測量する予○照屋敦管財課長

定ですが 所有者探索ということは ある程度パター、 、
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ンを決めて、そういうものをモデル的に抽出して、

問題点も課題も上げて、そういう立法化のたたき台

、 。というか ベースにしていきたいと考えております

総務部長、これは早めないと、例○當間盛夫委員

えば粟国とかでこのことがある。でも、皆さんが５

年このことでどうするのかと。でも、皆さんが５年

出したにしても、それがすぐできるという話ではな

いわけですから、その間に粟国の皆さんはできるも

のだと思って待っているわけです。なかなかそのこ

との進展を見ないということになってくると、何の

事業になるのですかということになると思うので

す。その辺はどうですか。

確かに、今、全筆調査をす○小橋川健二総務部長

ると。先ほどは沖縄振興一括交付金というお話がご

ざいましたが、あれは内閣府から委託金で全部賄っ

ております。全筆調査というのは、いろいろな土地

利用の形態があるということもあって、これを調査

して、では、どういう方法で抜本的な解決につなげ

ようか、方法論を編み出そうかとか、そういうこと

だと思います。

ただ、全筆を調査しないでも、何らかのトレンド

が出てくれば、そういう方向でいけるのではないか

、 、という話もございますので ここは調査もしながら

並行して立法論を含めて加速できるように頑張って

いきたいと思います。

もう立法措置をどうするのかとい○當間盛夫委員

うことを早く講じられたほうがこのことは進むと思

いますよ。改善率というのはなかなか上がらないは

ずです。ぜひまた頑張ってください。

次に、警察本部にお尋ねいたします。主要施策の

成果に関する報告書243ページ、少年の非行防止対

策事業の中で、平成24年度の飲酒、不良行為少年の

４万887名の補導ということがあるのです。これは

数字的には全国からすると決していい数字ではない

と思うのですが、どうなのですか。

全国的に見ましても、総○親川啓和生活安全部長

数で全国10位、管区で福岡県に次いで２位でござい

ます。ただ、少年補導については、少年の健全育成

に資するということで、犯罪を犯す前に少年補導し

て、いわゆる犯罪少年を出さないという意味もござ

います。そういう意味で、不良行為少年がふえたと

いうよりも、県警が街頭活動に力を入れている結果

だと認識しております。

街頭活動だとか、皆さん、この中○當間盛夫委員

で進めているサポーターの部分だとか、スクールサ

ポーターも６名、12中学校に派遣しているというの

があるのです。中学校を選ぶというのはどういう基

準なのですか。

学校の要請とか学校内の○親川啓和生活安全部長

状況を勘案して派遣しております。

その部分では、街頭活動の重要さ○當間盛夫委員

というのは日本の交番というものが、世界に日本の

安全ということを示しているわけです。主要施策の

成果に関する報告書249ページの中で、交番体制、

今、12警察で43名の交番相談員の配置ということが

ありますが、これを説明してもらえますか。

まず、交番につきまして○親川啓和生活安全部長

は、人口、世帯数、面積、行政区画や事件、事故の

発生状況等の治安情勢に応じて、警察署の管轄区域

を分けて定める所管区ごとに置かれており、地域の

安全センターとしての役割を持っております。交番

相談員の43名の配置ですが、交番相談員につきまし

ては平成６年度に導入されておりまして、当初５名

の配置ということでありましたが、順次増員がなさ

れて平成21年度から現在の43名の配置となっており

ます。

最後に、重要事件等に関する部分○當間盛夫委員

で検挙件数が40件という部分が上がっています。検

挙率が40％、これは高いのですか、低いのですか。

通信指令の関係で今質疑○親川啓和生活安全部長

されていると思いますが、通信指令の関係で全国的

に見ますと、全国の平均が27％で、沖縄県は40％と

いうことで高いほうだと認識しております。

終わります。○當間盛夫委員

大城一馬委員。○山内末子委員長

まず、仲田委員からも質疑があり○大城一馬委員

ました主要施策の成果に関する報告書の247ページ

に、ストーカー事案が掲示されておりますが、東京

都三鷹市のストーカー、高校生の刺殺、非常に残虐

。 、で極めて痛ましい事件であったと思います そこで

本県のストーカー被害、午前中にも説明がありまし

たように、相談件数が平成25年８月末までの件数で

74件、これは対前年同期比19件増加しているという

説明がございました。間違いないですか。

間違いありません。○親川啓和生活安全部長

東京都三鷹市で起きた事件につい○大城一馬委員

てコメントを求めるつもりはありませんが、あの東

京都で起きた事件の一連の報道を見る限りは、ス

トーカー事案に対しては対応が極めて難しい面があ

る。どこでどう動いていくのか、どの時点で警察が

対応するのかということがなかなか難しいという報

道各社の見解でございますが、例えば相談が来た時
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点で、それに対応できるマニュアル、基準というの

は、県警本部、警視庁、警察庁になるのか、全国的

な問題なのかよく理解しておりませんが、しっかり

とつくられているのでしょうか。

当県のストーカー事案の○親川啓和生活安全部長

対策についてお答えします。

県警察におきましては、ストーカー相談を受理し

た場合は、これまでも被害者の安全を確保するため

に積極的な事件化を図っておりますが、平成23年に

長崎県で発生したストーカー殺人事件を受け、相談

者の生命、身体の安全保護のための組織的対応を図

るため、警察署長による積極的認識について改めて

指示したほか、警察署間及び他の都道府県間に及ぶ

事案に的確に対処するため、警察本部に司令塔を配

置し、先ほど午前に申し上げました本部の安全・安

心統括監を司令塔として配置し、相談の段階から警

、 、 、察各部門間で情報を共有し 迅速 的確な処理方針

処理体制、被害者対策等を推進しております。

委員御質疑のマニュアルはあるかということです

が、マニュアルというよりも、相談を受ける際の内

容の中に、各幹部の指示が入ります。それを署長が

確実に点検して、迅速な手を打つということで現在

。 、沖縄県警ではやっております それを本部に送って

本部では統括監が司令塔となり、急を要する事案に

ついては本部長まで報告して、警察署の体制に本部

の執行隊の体制を派遣して対応しているという状況

でございます。

迅速な対応は当然のことではある○大城一馬委員

のですが、三鷹市の事件でも、もっと早目の対応が

できていれば防げたのではないかという識者、コメ

ンテーターの意見もございます。今説明を聞きます

と、即対応というよりは段階を踏んで対応という形

の説明だと私は理解しているのです。一番肝心なと

ころは、沖縄県の場合、まず生活安全部に相談しに

来るわけです。そうしますと、即その場で迅速な対

応をするシステムをつくるのが普通の考え方ではな

いかと思っているのですが、そういったところの基

準というのは、どうなっていますか。

緊急の場合は即署長まで○親川啓和生活安全部長

速報して、その速報を本部速報するということで、

素早い速報をやっております。この素早い速報の中

で体制を立てて対応している状況でございます。

もう一つ、部の体制、人員の体制○大城一馬委員

になりますが、県警が対応する人員配置というのは

どうなっていますか。

体制につきましては、本○親川啓和生活安全部長

部は生活安全企画課が各署からの情報に基づいて確

実に点検をして指揮をおろすということですが、生

、 、 、活安全部長 安全・安心統括監 生活安全企画課長

その下に補佐、係員がおります。

本県が平成25年８月末まで74件だ○大城一馬委員

と、これは全国で比較しますとどういう状況になっ

ていますか。

現在、手元に資料を持っ○親川啓和生活安全部長

ていませんが、全国と比較して高いとかいうレベル

ではございません。

でも、74件というのは少なくはな○大城一馬委員

いと私は思うのですが、日本のいろいろな事件も凶

、 、悪化しつつありますから ストーカー事案も含めて

ぜひしっかりとした対応をやっていただきたいと

思っております。

次に、同じ公安関係です。これも先ほど玉城委員

からありましたが、バスレーンの規制の問題です。

私も、国道329号でどうにかバスレーンの規制の時

間が修正できないかどうか、私の登庁する区間なも

のですから結構見ているのです。そうしますと、国

道329号は７時から９時までですか。ピークは７時

半から８時なのです。８時半になりますと、ほとん

どバスの利用者が１人か２人ぐらいしか乗っていな

いわけです。いろいろ話を聞きますと、40年間修正

していないということもあるのですが、やはり時代

に即応して適時適切にやっていただきたい。国道58

号は通ったことがありませんが、国道329号は、右

側車線の渋滞緩和ができるのではないかと思うので

すが、どうでしょうか。

委員の御指摘のとおり、40○伊波一交通規制課長

年間現在の規制の状況で、時間につきましては継続

させていただいてございます。もちろん、県内の企

業がおおむね８時半の就業開始ということで、その

時間帯に間に合うこと並びに中・高校生の始業時間

等を考慮しまして、さらに交通渋滞の状況等を踏ま

えて現在の規制時間となってございますが、御指摘

、 、のとおり 県内の交通情勢は変化しておりますので

我々としましても、その情勢を踏まえて一部の交通

規制の変更等を過去にも実施してございます。決し

て見直しをしないというわけではございません。適

切に交通状況に応じて今後も継続して見直しを進め

てまいりたいと考えてございます。

よく遭遇するのですが、警察の取○大城一馬委員

り締まりは９時ぎりぎりまでやるのです。そうしま

すと、結構ひっかかるドライバーがいるのです。現

に私も何度も見ているものですから、これはどうな
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のかといつも思っていることですから、いいことの

修正はぜひやっていただきたいと思っております。

そして、これまた出ておりましたが、せんだって

私が所属している公共交通ネットワーク特別委員会

で、最後に課長でしたか、委員会で質疑が終了した

時点で手を挙げて県警の立場を表明したら、即座に

指名もしないのに企画部長がボールは県警にあると

いうことで投げ返して、私はやじを飛ばして対立の

構図かということも言ったのですが、これはお互い

、 。調整しながら しっかりとやってもらいたいのです

もちろん、これは両方とも県民がやりやすいように

やるのが規制拡充だと思っているのですが、近々協

議にも入るということで、見通しはどうですか。

さきの公共交通ネットワー○伊波一交通規制課長

ク特別委員会でもお話をさせていただきましたが、

県警におきましては、決して公共交通の活性化を否

定するものではございませんし、基幹バス構想を否

定しているわけでもございません。ただ、同構想を

実施するに際して、先ほど来、委員の皆様から御指

摘がありますように、当県の渋滞の状況というのが

大変懸念される。さらに、現状でも渋滞が激しいと

いう御指摘をいただいております。さらに悪化する

可能性が大変高いということで、具体的な緩和の方

策について協議をした上で実施すべきであろうとい

うことで、事務局と個々具体的な対策について協議

したいという話で進めさせていただいております。

基幹公共交通の鉄軌道の導入と○大城一馬委員

か、新たな公共交通の導入等も含めて大事な時期な

のです。対立することなく調整しながら、この規制

拡充、緩和そして修正も含めてしっかりとやってく

ださい。あとは公共交通ネットワーク特別委員会で

またやりましょう。

以上で、知事公室長、総務部長○山内末子委員長

及び警察本部長に対する質疑を終結いたします。

執行部の皆さん、委員から要求のありました資料

の提出については速やかな御提出をお願いいたしま

す。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩します。

（休憩中に、執行部退席）

再会いたします。○山内末子委員長

次回は、明 10月17日 木曜日 午前10時から委

員会を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後４時39分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 山 内 末 子
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平 成 2 5 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成25年10月16日（水曜日）

午前10時２分開会

第１委員会室

出席委員

委員長 上 原 章君

副委員長 砂 川 利 勝君

委 員 座喜味 一 幸君 翁 長 政 俊君

仲 村 未 央さん 崎 山 嗣 幸君委 員

玉 城 満君 瑞慶覧 功君委 員

玉 城 ノブ子さん 儀 間 光 秀君委 員

説明のため出席した者の職、氏名

山 城 毅君農 林 水 産 部 長

農 業 振 興 統 括 監 大 城 健君

農 林 水 産 総 務 課 長 長 嶺 豊君

農林水産総務課副参事 泉 強君

流 通 政 策 課 長 宜野座 葵君

農 政 経 済 課 長 仲 村 剛君

糖 業 農 産 課 長 竹ノ内 昭 一君

畜 産 課 長 安 里 左知子さん

村 づ く り 計 画 課 長 新 城 治君

森 林 緑 地 課 長 謝名堂 聡君

水 産 課 長 新 里 勝 也君

漁 港 漁 場 課 長 安 里 和 政君

労 働 委 員 会 事 務 局 長 真栄城 香代子さん

本日の委員会に付した事件

１ 平成24年度沖縄県一般会計決算平成 25 年

第６回議会 の認定について（農林水産部及

認定第１号 び労働委員会所管分）

平成 25 年 平成24年度沖縄県農業改良資金２

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

平成 25 年 平成24年度沖縄県沿岸漁業改善３

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県中央卸売市場４

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

平成 25 年 平成24年度沖縄県林業改善資金５

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第11号

3 4ii
ただいまから経済労働委員会を開○上原章委員長

会いたします。

本委員会所管事務調査事件、本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査に係る平成25年第６回議会認

定第１号、同認定第２号及び同認定第９号から同認

定第11号までの決算５件の調査を一括して議題とい

たします。

本日の説明員として、農林水産部長及び労働委員

会事務局長の出席を求めております。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係決

算の概要の説明を求めます。

山城毅農林水産部長。

それでは、農林水産部関係○山城毅農林水産部長

の平成24年度歳入歳出決算について、その概要を御

説明いたします。

お手元にお配りしております平成24年度沖縄県歳

入歳出決算説明資料により御説明いたします。

１ページをお開きください。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳入

の決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳入の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますが 予算現額661億8688万7548、

円に対し、調定額398億281万5168円、収入済額390

億9458万3227円、収入未済額７億823万1941円で、

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

98.2％となっております。

２ページをお開きください。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳出

の決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳出の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますが 予算現額859億6165万6424、

円に対し、支出済額563億2398万8467円、翌年度繰

越額262億6239万3807円、不用額33億7527万4150円

となっており、予算現額に対する支出済額の割合で

ある執行率は65.5％となっております。

３ページをお開きください。

経済労働委員会記録（第１号）
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最初に、一般会計の歳入歳出決算について御説明

いたします。

農林水産部所管の歳入は （款）分担金及び負担、

金 （款）使用料及び手数料 （款）国庫支出金、４、 、

、（ ） 、（ ） 、ページになりますが 款 財産収入 款 繰入金

５ページになりますが （款）諸収入 （款）県債と、 、

なっております。

３ページに戻りまして、歳入の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますが、予算現額656億6513万548

円に対し、調定額374億9024万3548円、収入済額374

億6613万9800円、収入未済額2410万3748円で、収入

比率は99.9％となっております。

収入未済額について、主なものを御説明いたしま

す。

５ページをお開きください。

（款）諸収入の2259万1779円でございますが、こ

れは、主に県発注の土木一式工事の談合に係る損害

賠償金によるものでございます。

６ページをお開きください。

次に、歳出について御説明いたします。

農林水産部所管の歳出は、表頭の中ほどのＡ欄に

なりますが、予算現額854億3989万9424円に対し、

支出済額558億4037万703円 翌年度繰越額262億6239、

万3807円、不用額33億3713万4914円となっており、

執行率は65.4％となっております。

そのうち翌年度繰越額の内訳を予算科目の（項）

別に申し上げますと、まず （款）農林水産業費の、

（項）農業費67億4399万6200円 （項）畜産業費７、

億2080万6166円、７ページになりますが （項）農、

地費100億6600万7766円 項 林業費16億9767万6035、（ ）

円 項 水産業費65億3641万4690円 次に ８ペー、（ ） 、 、

ジになりますが （款）災害復旧費の（項）農林水、

産施設災害復旧費４億9749万2950円となっておりま

す。

翌年度繰越額の主な理由は、国の経済対策への対

応や設計調整のおくれ等によるものであります。

６ページに戻りまして、次に、不用額の内訳を予

算科目の（項）別に申し上げます。

款 農林水産業費の 項 農業費13億9907万724（ ） （ ）

円 （項）畜産業費１億1692万3884円、７ページに、

なりますが （項）農地費３億8681万7110円 （項）、 、

林業費１億429万5554円 項 水産業費３億93万6938、（ ）

、 、（ ） （ ）円 ８ページになりますが 款 災害復旧費の 項

農林水産施設災害復旧費８億3946万2453円 （款）、

総務費の（項）企画費１億8962万8251円となってお

ります。

不用額の主な理由は、沖縄振興特別推進交付金に

おける執行残に伴う不用及び災害の発生が見込みよ

り少なかったことによる災害復旧費の不用等であり

ます。

以上、一般会計歳入歳出決算の概要を御説明いた

しました。

９ページをお開きください。

次に、農林水産部の所管する特別会計の歳入歳出

決算の概要について御説明いたします。

まず、農業改良資金特別会計について御説明いた

します。

歳入につきましては、予算現額9704万7000円に対

し、調定額９億3616万5141円、収入済額３億7159万

4006円、収入未済額５億6457万1135円、収入比率は

39.7％となっております。

、 、収入未済額の内容は 借受者の経営不振等により

貸付金元利収入が未収入となったもの等でありま

す。

10ページをお開きください。

歳出につきましては、予算現額9704万7000円に対

、 、 、し 支出済額8678万3929円 不用額1026万3071円で

執行率は89.4％となっております。

不用額の主な理由は、貸付実績が事業計画を下

回ったことによるものであります。

11ページをお開きください。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計について御説明

いたします。

歳入につきましては、予算現額2892万4000円に対

し、調定額８億9859万7276円、収入済額８億3646万

2105円 収入未済額6213万5171円で 収入比率は93.1、 、

％となっております。

、 、収入未済額の内容は 借受者の経営不振等により

貸付金元利収入が未収入となったもの等でありま

す。

12ページをお開きください。

歳出につきましては、予算現額2892万4000円に対

し、支出済額2757万922円、不用額135万3078円で、

執行率は95.3％となっております。

不用額の主な理由は、貸付実績が事業計画を下

回ったことによるものであります。

13ページをお開きください。

次に、中央卸売市場事業特別会計について御説明

いたします。

歳入につきましては、予算現額３億7996万6000円

に対し 調定額３億8404万4706円 収入済額３億7394、 、

万7347円、収入未済額1009万7359円で、収入比率は
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97.4％となっております。

収入未済額の内容は、施設使用料及び雑入におけ

る実費徴収金であります。

14ページをお開きください。

歳出につきましては、予算現額３億7996万6000円

に対し、支出済額３億6030万2328円、不用額1966万

3672円で、執行率は94.8％となっております。

不用額が生じた理由は、人事異動による職員費の

減等によるものであります。

15ページをお開きください。

次に、林業改善資金特別会計について御説明いた

します。

歳入につきましては、予算現額1582万円に対し、

調定額9376万4497円、収入済額4643万9969円、収入

未済額4732万4528円で、収入比率は49.5％となって

おります。

、 、収入未済額の内容は 借受者の経営不振等により

貸付金元利収入が未収入となったもの等でありま

す。

16ページをお開きください。

歳出につきましては、予算現額1582万円に対し、

支出済額896万585円、不用額685万9415円で、執行

率は56.6％となっております。

不用額の主な理由は、貸付実績が事業計画を下

回ったことによるものであります。

以上、農林水産部関係の平成24年度一般会計及び

特別会計の決算の概要を御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

農林水産部長の説明は終わりまし○上原章委員長

た。

次に、労働委員会事務局長から労働委員会事務局

関係決算の概要の説明を求めます。

真栄城香代子参事監兼労働委員会事務局長。

平成○真栄城香代子参事監兼労働委員会事務局長

24年度一般会計決算における労働委員会所管の決算

の概要につきまして、お手元に配付してございます

平成24年度沖縄県歳入歳出決算説明資料に基づき御

説明申し上げます。

労働委員会には歳入はございません。

歳出決算につきましては、予算現額１億3522万円

に対し、支出済額は１億2951万5891円で、執行率は

95.8％でございます。

支出の主な内容といたしましては、委員の報酬や

費用弁償等の委員会の運営費並びに事務局職員の給

与や旅費のほか、需用費や役務費等の事務局の運営

費でございます。

不用額は570万4109円で、その主な内容は、人件

費及び物件費の執行残による不用であります。

なお、参考までに性質別区分で申し上げますと、

人件費が96.0％、１億2427万1742円。物件費が3.8

％、176万6851円となっております。

以上でございます。御審査のほど、よろしくお願

いいたします。

労働委員会事務局長の説明は終わ○上原章委員長

りました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に

従って行うことにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔に発

言するよう御協力をお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

砂川利勝委員。

それでは質疑させてください。○砂川利勝委員

まず、65％の実施ということで、大きな金額です

ね。何が一番かかったのか、教えてもらえますか。

どの事業が執行されなかったのか。大きなものだけ

でいいですよ。

今回の執行率65％の大○長嶺豊農林水産総務課長

きな要因としましては、先ほど農林水産部長から主

に国の経済対策ということがございましたが、１つ

には、製糖施設近代化緊急対策事業、水産生産基盤

整備事業、水産流通基盤整備事業等、２月補正で対

応した経済緊急対策事業につきまして、その大半が

繰り越されたということです。

２月でなかなかそう一気にできる○砂川利勝委員

わけはないとは思うのですが、きのうの決算の中で

も、事業がたくさんあり過ぎてなかなか消化できな
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いという内容の説明があったのですが、努力をして

少しでも前に行くようにお願いしたいと思います。

農林水産物流不利性解消事業の結果、どれくらい

の予算が執行されたのか、答弁を求めたいです。

農林水産物流通不利性解消○山城毅農林水産部長

事業につきましては、平成24年度においては、出荷

団体が71団体ございまして、12億4692万6000円の補

助金を交付してございます。

12億円ということは、当初予算は○砂川利勝委員

どれだけあったのですか。

当初予算、まず36億1170○宜野座葵流通政策課長

万1000円ございました。期間が短くなったことと、

単価の見直しを行いまして、11月補正で18億2167万

円の減額補正をしました。最終的な予算額としまし

ては17億9002万3000円となっております。

17億円で、予算執行したのが12億○砂川利勝委員

円ですよね。何であと５億円はできなかったのです

か。

最終的な交付決定は17億○宜野座葵流通政策課長

273万5000円行ったのですが、さらに事業者の変更

申請を行いまして、３月19日に２億3034万5000円の

減額の交付決定をしております。最終的な交付決定

額14億7239万円に対しまして、実績が12億4692万

6000円となったところであります。

手続上の問題があったのか。ある○砂川利勝委員

程度試算をされていて、それでもまだ２億円の残が

出ていますよね。何か問題があるのですか。

この要因は、８月から９○宜野座葵流通政策課長

月にかけて大型で非常に強い台風の襲来が相次ぎ、

農林水産物や生産施設に被害が生じたため、出荷団

体の県外出荷実績が計画よりも縮小したことと、夏

季におきましては主要品目である菊が出荷のピーク

の彼岸期に県外出荷で価格が低迷したため、出荷を

停止した団体もあったというのが主な要因でありま

す。

農家の農林水産物流不利性解消事○砂川利勝委員

業は本当にいい評価が出ています。より多くの、一

つでも多くの団体がそれを受けられるように、皆さ

んのお手伝いも多分必要だと思いますので、ぜひ頑

張っていただければと思っております。

新しい品目が追加されるのか、されないのか、今

後の展開をお聞かせください。

追加品目についても我々の○山城毅農林水産部長

一つの課題として受け取っておりまして、対象品目

の見直し等については、県としては、各圏域の状況

も踏まえながら、品目の見直しを検討しているとこ

ろでございます。引き続き平成24年度の事業効果も

検証しながら、その検証結果を踏まえつつ、補助対

象品目の見直しについて、関係部署あるいは国等と

協議していきたい。現在協議中ですが、今後とも引

き続き、粘り強く協議していきたいと考えておりま

す。

公正公平にいろいろな品目が挙○砂川利勝委員

がっていくのは私は当然だと思います。より多くの

品目を認めていただいて、農家の支援ですね。今、

言われているＴＰＰを含めていろいろなことがある

と思うのですが、やはり強い農家というか、農家の

経営に対して踏み込んで、農林水産部長がまた国と

の折衝を含めて、品目を必ず挙げていただきたい。

要綱の中に知事の認めるものというのも多分あった

と思うのですが、そういった中で、やはり知事とも

連携をしながら、しっかりと農家の声を酌み取って

いただきたいなと思います。お願いいたします。

もう一点なのですが、鹿児島県、熊本県、本土ま

での輸送費ということで試算をされているのです

が、今、漁業者も、農家も、県内の補助を認めてい

ただけないかという話があります。この辺はどうで

すか。

県内補助につきまして○宜野座葵流通政策課長

は、現在宮古島市と与那国町では、離島から本島ま

での生鮮水産物の航空輸送費に対して補助を行う事

業を計画しておりまして、現在市町村課を窓口に国

と調整をしているところであります。早期の交付決

定を目指して取り組んでいるということであります

から、その結果を踏まえて検討されていくべきかと

思っています。

では、これは市町村負担という考○砂川利勝委員

え方ですか。

そのとおりであります。○宜野座葵流通政策課長

これも相当要望がありますので、○砂川利勝委員

対応方、ぜひよろしくお願いします。

輸送に関連してですが、この間の委員会でもパイ

ナップルの滞貨があった、積まれなかったというこ

とでいろいろ話がありました。全日本空輸株式会社

が中型機を飛ばしていただけるという話もいろいろ

ありますので、そこら辺、来年度の課題として積み

残しが絶対に起こらないような対応をお願いしたい

と思いますので、所見をお聞かせください。

パインとか、特に八重山に○山城毅農林水産部長

ついては、以前、パインとマンゴーの滞貨、積み残

しが結構ございました。そのときに、生産者、流通

団体、輸送関係、航空関係、船会社を含めて移出対
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策の協議会を設置してございますので、毎年６月ご

ろにはどのくらい出るかという見込み調査もしてご

ざいます。それにあわせて、その中で積み残しがな

いように、連携しながら、また今後とも取り組んで

いきたいと思います。

私は、協議会がきっちり運営され○砂川利勝委員

て、実効性を発揮してもらいたい。ただ、今回、そ

ういう事態が起きたということは、農家から相当の

、 。クレームがありましたので ぜひそれはないように

今、所見も聞きましたので、協議会との連携、それ

から、県がまた主導をとっていただいて、しっかり

やっていただければと思っています。

、 。次に 共済加入についてお伺いしたいと思います

資材に対する支援ということで事業は展開したかと

思われます。共済の加入率はどのようになっている

のか、答弁してください。

等の支援をもちま○竹ノ内昭一糖業農産課長 資材

して、一定の効果があらわれてきております。具体

、 、的にはサトウキビ いわゆる畑作物につきましては

従前４割前後で推移していたものが、ほぼ５割の水

準まで加入率が向上してきております。また、園芸

施設共済につきましても、サトウキビほど数字とし

ては大きくはありませんが、確実に加入率が上昇し

てきているという状況にございます。

ぜひ、継続事業としてやっていた○砂川利勝委員

だいて、やはり農家所得をしっかり守るという点か

ら、今後も続けていただきたいと思います。

次に、軽油の免税措置ということでいろいろ打ち

合わせをしたのですが、これはしっかり国の税制の

中で恩典を受けられる、資料作成すれば受けられる

という話は聞いています。これは法律ですので、な

かなか踏み込めないところはあると思うのですが、

やはりアイデアですね。高齢者の方々はなかなか数

量等の把握ができなくて、いろいろ困っているとこ

ろもあるのです。ただ、国と協議をしてもらって、

やはり農家の生産を上げるためにそういう優遇税制

がされていると思いますので、より使い勝手のいい

ように対応していただきたいと思います。これは要

望です。

次に、これは通告していませんが、石垣市におけ

る土地改良ですね 国営 県営を含めて今後どうなっ。 、

ていくのか、お聞かせください。

八重山郡における予算状況○山城毅農林水産部長

なのですが、平成24年度農業農村整備事業の関係予

算で、国営、県営団体事業を含めて約38億2000万円

となってございます。平成25年度予算につきまして

は約40億円となっておりまして、平成26年度は約35

億円の事業予算を国に要望しているところでござい

ます。特に、平成26年度から国営の石垣島地区が事

業着工を予定しており、約４億4000万円の予算を要

求していると聞いてございます。

国営も含めて、県営はどうなりま○砂川利勝委員

すか。

今、農林水産部長から○新城治村づくり計画課長

説明があったように、平成24年度に38億2000万円、

平成25年度が40億円となっています。平成26年度か

ら国営が新たに入って、国営で４億4000万円となっ

ています。県営とか、また団体に関しても、国営の

関連事業として位置づけられていますので、相応の

予算を今後つけていく予定です。

今後ということは、来年度という○砂川利勝委員

考え方でいいですか。

国営事業として関連事○新城治村づくり計画課長

業に約480億円の予算を計上しております。その内

訳としては、県営事業が13地区で約336億円、団体

事業に関しては25地区で144億円を予定しておりま

す。

ぜひ、いい方向に話を持っていっ○砂川利勝委員

ていただければと思っております。

次に、日台漁業取り決めについてです。この間、

新聞で高良副知事がお会いしたという話を聞いたの

ですが、進 、見通し、どうなっていくのか、その

辺を聞かせてください。

去る10月10日に沖縄県日台○山城毅農林水産部長

・日中漁業問題対策等漁業者協議会を開催いたしま

した。その中では、操業ルールについて皆さんの意

思統一をしようということをそのときに決めまし

、 。て これをこれから水産庁に投げかけしていきます

、 、 、水産庁では そこで操業しているのは 宮崎県とか

鹿児島県とか、九州の皆さんもいますので、そこに

沖縄県の案を提示して、そこの意見、意向も踏まえ

て、日本側の案として水産庁で取りまとめていくと

いうことです。11月に向けて、漁業者間の協議会を

踏まえて沖縄県日台・日中漁業問題対策等漁業者協

議会に持っていくというスケジュール、段取りで

やっているところでございます。

来年に向けての操業を含めて早急○砂川利勝委員

な対応を求められると思うのですが、ぜひ漁業協同

組合としっかり連携をとって、ある程度魚民の安全

確保、そして水揚げが下がらないように対応してい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。
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次に、これまた新聞報道がありましたが、県の統

合がありますよね。９部制案、これは農林水産部は

どんな状況になっているのですか。

現在県においては、沖縄21○山城毅農林水産部長

世紀ビジョンで掲げる将来像の実現に向けて、同基

本計画に沿った組織のあり方について検討を行って

。 、いるところでございます 農林水産部としましては

沖縄21世紀農林水産業振興計画の効率的、効果的な

施策推進を図るため、平成26年度の組織体制につい

て、関係部署等と調整を行い、検討を進めていると

ころでございます。

私が聞いているのは、農林水産部○砂川利勝委員

の中で統合があるかということを聞いているのです

が、どうなのですか。

行政管理課からの提案に対○山城毅農林水産部長

して、農林水産部でまた回答するような手続を今踏

んでいるところでございますので、それが決定して

いるということではございません。今、調整中とい

うことでお願いしたいと思います。

まあ、しゃべりにくいところもあ○砂川利勝委員

。 、 、 、るかと思うのですが ただ 農業 水産業を含めて

やはり沖縄県にはなくてはならないものなのです。

特になくてはならないものだと私は思っていますの

、 。で 私は統合はやらないほうがいいと思っています

それがなくなることによって衰退していくと思って

います。いろいろな島、いろいろな地区、そこに弊

害が生まれると私は思っていますので、その辺は

しっかりと対応してください。

水産業ということで少し聞かせてください。八重

山では今、ヤイトハタの種苗はもう多分水産課はし

ていないと思うのです。今は別の栽培をされている

と思うのですが、タマカイだったかな。現状はどう

ですか。

八重山の沖縄県水産海洋技術○新里勝也水産課長

センター石垣支所において、これもハタ類の一種な

のですが、タマカイという大型のハタ類の養殖技術

の開発を新しく行っております。現時点では、まだ

親魚、親から卵をとる技術を開発している段階と聞

いています。

最後に、１点だけお願いします。○砂川利勝委員

きのうの決算特別委員会でもあったのですが、手続

をされずに契約がされたとか、予定価格調書を作成

されたというのが平成24年度沖縄県歳入歳出決算審

査意見書の中にあったのですが、農林水産部でもあ

りましたか。

定期監査で農林水産部○長嶺豊農林水産総務課長

の指摘がございましたのは、支出負担行為がおくれ

ているのではないかという指摘と給与の過払い等を

。 。 、是正しなさいと これは是正をしております あと

建物の防火体制とか、その辺を指摘されたところで

す。基本的には単純ミスが多くて、その辺をしっか

り指導していきたいと考えております。

初歩的なことだと思いますので、○砂川利勝委員

また来年度も指摘されないようにしっかり取り組ん

でいただければと思います。

ありがとうございました。終わります。

座喜味一幸委員。○上原章委員長

まず、沖縄振興一括交付金、国○座喜味一幸委員

の経済対策関連事業等の予算につきまして、執行で

大変御苦労いただいておりますが、そう言いながら

も、中身を見ますと、やはりハード部門等について

の執行が非常に悪いということなのです。現状、人

材を含めていろいろな調達に現場は非常に苦労して

いると聞くのですが、その辺の予算執行していく上

での取り組みは。

農林水産部については、国○山城毅農林水産部長

の緊急経済対策関連事業、沖縄振興特別推進交付金

及び沖縄振興公共投資交付金とかなり予算を増額し

ておりまして、これらについては各課あるいは出先

機関で執行ができるように、所属長、担当者を含め

て連携しながら、しっかり執行できる体制を整えな

がらやっているところでございます。農林水産部に

おいても、執行状況をしっかり確認しながら―課題

等はないかどうか、おくれ等はないかどうか、確認

しながら進めているところでございます。

現場での具体的な―いろいろな○座喜味一幸委員

課題を単刀直入に申し上げますと、判断が非常に遅

い、契約等の事務手続が順調に進まない等、それに

伴って工期が延びて現場代理人が拘束される等の問

題があって、なかなか利益が上がらない、事業が進

まない等の具体的なものがあるわけです。それはや

はり、長い間、公共事業が落ち込んで、結局技術屋

が少なくなった、それに予算がついたという意味で

は、私は相当な組織的な課題があると思っているの

です。現に技術職のポストに事務職のポストが張り

ついたりしていると思うのですが、県全体で主たる

技術屋のポストに事務職を含めて、充当されている

数字とかは押さえていますか。

ハード関係の業務について○山城毅農林水産部長

申し上げますと、190名のうちの30名程度が配置さ

れているという状況でございます。

実態としてこういうことが―今○座喜味一幸委員



－101－

後もし予算が確実に年度レベルで確保されていった

場合には、非常に執行体制が弱い。そういう意味で

は、人材の育成ということと、民間の活力、技術を

活用していくということは非常に重要になってくる

と思うのです。ここ２年ぐらいになるのですが、な

かなか動いていないのではないのか。そういう意味

では、私は土木建築部も共通の課題を抱えていると

思うのですが、ある程度しっかりと方針を示せない

と、この執行残、繰り越しというものは今後も改善

されない、事業の質の向上につながらないと思って

いるのです。これは根本的に対策を立てる必要があ

ると思うのですが、農林水産部長、いかがでしょう

か。

委員おっしゃるとおり、人○山城毅農林水産部長

材の育成というのが大変重要な事項だと考えており

ますし、採用するときの土木職の採用とか、いろい

ろあろうかと思う部分もございます。土木建築部も

同様の悩みがあろうかと思いますので、そことタッ

グを組んで、連携しながらやっていくことが１つ。

それと今、内部では、いわゆる人材育成に向けて研

修をしながら、資質向上に取り組んでいる状況でご

ざいます。

ぜひこれは深刻に、早急に取り○座喜味一幸委員

組んでいただきたいと思います。

もう一つ、基金について伺いたいのですが、基金

関係は特別会計に計上されていない。どうも我々沖

縄県の予算にも計上されない基金があるのかという

感じがして、例えばサトウキビの増産に係る基金、

畜産振興に係る基金、沖縄漁業振興に係る基金等が

あるように……。国から直接各団体に行っているの

か。そういう主要な、しかも、大規模な基金がある

のに、どうも沖縄県行政が直接に把握できていない

と少し思うのです。例えば、畜産振興基金について

経緯と額と事業計画を教えてください。

畜産振興基金につきまして○安里左知子畜産課長

は、公益財団法人沖縄県畜産振興公社に造成されて

。 、いる105億円があります この基金につきましては

沖縄食肉価格安定等特別対策事業ということで、県

と国と公社の３者で協議し、この105億円を取り崩

しまして、平成23年度から平成27年度までの５年間

で畜産の振興に係る食肉生産基盤の飛躍的な改善を

図る目的で活用していくこととなっております。こ

、 、の内容につきましては いろいろ事業を組みまして

希望する団体等とも調整し、国とも要領、要綱の作

、 、 。成を含め 執行の予定 計画がつくられております

例えば今度、石垣で国際基準に○座喜味一幸委員

合うような衛生管理ができる食肉センターが整備さ

れると聞いているのですが、これもこの基金から出

ておられるのですか。

今委員のおっしゃるとお○安里左知子畜産課長

り、石垣市における食肉処理施設の整備は、この沖

縄食肉価格安定等特別対策事業で行っております。

このほかにもアジアに向けた和○座喜味一幸委員

牛だとか、アグーだとか、ハブ貨物に乗っているの

、 、 、ですが そのほかに全体として そういう衛生管理

外国で通用する、認められる施設の整備、あるいは

予算は今後どれだけ残っていて、今後どういうこと

をしようとしているのか、計画があったら教えてく

ださい。

この基金を活用しての食肉○安里左知子畜産課長

処理施設の整備は、宮古島市の食肉処理施設の整備

を検討しているところです。これにつきましては、

まだ具体的な計画が上がってきておりませんので、

海外に輸出できるかどうかはまだ決定しておりませ

ん。

この辺の金の流れなのですが、○座喜味一幸委員

企画指導、予算の執行は沖縄県を通るのか、それと

、 。も国から直接なのか その辺はどうなっていますか

計画、執行状況の確認は沖○安里左知子畜産課長

縄県で行っておりますが、この基金は公益財団法人

沖縄県畜産振興公社にありますので、公益財団法人

沖縄県畜産振興公社で執行しています。

それと関連して、沖縄県漁業振○座喜味一幸委員

興基金というものもございますか。それについても

概要と額とを教えてくれますか。

漁業関係では、公益財団法人○新里勝也水産課長

沖縄県漁業振興基金という法人がございます。この

法人は 戦後 そして復帰までの間 米軍演習によっ、 、 、

て漁業に被害をこうむったことに対して、漁業者が

国にいろいろ交渉した結果、国から特別支出金とい

うことで30億円を拠出して、設立されている基金で

。 。ございます 沖縄県も9000万円出資してございます

現在行っている事業内容としましては、例えば、青

少年交流大会への支援ですとか、沖縄県のつくり・

育てる（栽培）漁業、放流活動への支援、あるいは

近代化資金融資に対する利子補給等、漁業振興に資

する事業について支援を行っている団体でございま

す。

せっかく燃油高騰の問題をやっ○座喜味一幸委員

て―非常に燃費が高いので、ウミンチュが操業を控

えているという現状があるのですが、こういう燃油

高騰に対する支援と、そういうきめ細やかな利用、
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活用ということはできないのでしょうか。

当該基金としまして、漁家の○新里勝也水産課長

経営安定のための事業ももちろん行っているところ

ですが、現時点では燃油高騰に対する取り組みは

行っておりません。この法人は、評議員会、理事会

で運営されている法人で、各漁業協同組合ですとか

沖縄県漁業協同組合連合会の代表者で組織する法人

でございますので、その中で必要に応じて検討され

るものと考えております。

私が今、漁業振興基金の話をし○座喜味一幸委員

ていますのは、要するにさとうきび増産基金、今度

干ばつ対策でしっかりと充当いただきました。畜産

振興基金についても、新たな衛生管理等を含めて食

肉センターに使われている。今の漁業振興基金も、

尖閣諸島を含めて、久米島であれば射爆撃場水域の

ああいう領域等々の操業がしにくい状況において、

私はしっかりとサポートすべきという大きな立場で

見ているのです。そういう意味において、社会的状

況が―燃油高騰で厳しいときに本当に使えていない

のは、使い勝手が悪い。逆に言うと、使い勝手がい

い状況にしていくのが私は重要だと思って、この質

。 、疑をしているのです 今出ている燃油高騰にしても

共済費事業で充当できるのはリッター何円の世界な

んですよ。リッター１円あるかないか。少し数字は

わかりませんが、そういう意味で私は、本庁のレベ

ル、行政のレベルで少し申し上げていただかないと

まずいという思いがあります。その辺はどうなので

しょうか、今の燃油高騰を含めて。

今の基金の性格だと思うの○山城毅農林水産部長

ですが、漁業振興基金については30億円の財源が

あって、それの果実で漁業者の支援をしていくとい

う性格がございます。それと、サトウキビについて

は、15億2000万円については２年間で取り崩してい

くという性格がございます。そうすると、もし今の

漁業振興基金の果実でやるときは、財源の性格上、

そんなに多くの財源があるわけではないので、それ

を今の燃油高騰に振り向けていくということについ

ては、その性質上、もう少し検討する必要があると

考えております。

従来のバブルのときの基金と全○座喜味一幸委員

然性格が変わっていて、基金というものは、ある程

度取り崩してでも効果のある事業に使う方向になっ

てきているのですよ。基金の運用益でやるなどとい

うのは、今の時点ではほとんど果実は上がらないわ

けで、それに関しては、僕はもう少し突っ込んだ議

論をしていただきたいと希望しますが。

公益財団法人沖縄県漁業振興○新里勝也水産課長

基金は、先ほど説明しましたように、果実で運営し

ている法人でございます。委員おっしゃる取り崩し

型基金は、漁業経営セーフティーネット構築事業で

燃油高騰対策として、国と漁業者が基金として積み

立てて運用されているものがございます。それは取

り崩し型として国が運用して対応しているもので、

県も今回、少し上乗せして対応しているところでご

ざいます。先ほど説明しました公益財団法人沖縄県

漁業振興基金につきましては、現在は果実運用型と

してやっていることから、その法人の中で、取り崩

してでも、現在の漁業経営―厳しい状況に対応して

いくのかどうかということについては判断されるべ

きものと考えます。

燃油高騰は今、沖縄県の軽油軽○座喜味一幸委員

減の見返りで離島への充当、小規模離島へ７円ぐら

い充当しようという動きになっているのです。現実

に漁業をしている人には燃油高騰は相当なダメージ

になっている。それをどのように支援するかという

部分においては、今の制度を活用してしっかりと対

応していく。僕は、ぜひその辺の総点検をしていた

だきたい。そういう大事な状況を支援していただき

たいという立場から質疑しましたので、よろしくお

願いします。

もう一点は農林水産、これからハブ貨物で、アジ

アに向けた大きな沖縄県の経済の活性化が動きま

す。その中で、生鮮食料品は非常に重要なシェアを

占めるようになっていて、県内からのアジアへ向け

た仕向け商品、ほとんどがナマコだとか、モズク、

アーサ含めて、ゴーヤー等入ってきている。さらに

これは加速しなければならないと思いますが、そう

いう中で今後、先ほど出しました食品衛生に関する

保証ということ。それから、トレーサビリティー、

生産地の証明。それから、私は１年ほど前にウミン

チュから上海に向けてマグロを送ろうとしたとき

に、放射能検査を求められて頓挫したという経緯を

聞いておりますが、今後、臨空、臨海を含めて、農

林水産物をアジアに向けようとしたときに、農林水

産部としてどう取り組もうとしているのか。現状と

これからの施策展開について伺いたいと思います。

農林水産物の輸送体制につ○山城毅農林水産部長

いては、現在、県内出荷団体等がやっているわけで

すが、なかなかそういうノウハウの蓄積がない、弱

いという側面もございます。加工品に比べて海外輸

出の取り組みが余り進んでいない状況がございまし

て、そのために県においては、平成24年度から海外
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販路拡大支援事業を事業化して、海外市場でのテス

トマーケティングや農林水産物のプロモーションの

強化に取り組んでいるところでございます。香港、

台湾、シンガポールを対象として、そこでの現地量

販店でのテストマーケティング、あるいは商談会、

見本市への出店、現地でのプロモーション活動、あ

るいは産地にバイヤーを招聘したりして、沖縄県の

農水産物をＰＲしていくということを現在行ってい

るところでございます。これから生鮮青果物、ある

いは水産物について、アジアに向けて―香港、台湾

等に向けて積極的に展開していきたいと考えている

ところでございます。それについては、海外展開を

やっている全日本空輸株式会社―ＡＮＡの物流もう

まく活用しながら、また、商工労働部とも連携しな

がら事業を展開しているところでございますので、

そのようにして積極的に取り組んでいきたいと考え

ております。

今おっしゃられたとおりで、大○座喜味一幸委員

変すばらしいと思いますが、実際の対応について―

ヤフーが入り、楽天が入るというような動き。その

ときに我々沖縄県内の農水産物をどのように乗せよ

うとしているのか、あるいは、そこでどういう付加

価値をつけて沖縄県という名前を売り出そうとして

いるのか、そういう取り組みについて本当に連携が

。 、とれているという姿が見えない 簡単に聞きますが

、 、今回 販路拡大の戦略でいろいろな行事をやったが

沖縄県がその事業をやった結果として、何が戦略商

品であって、今後どういう取り組みをすれば沖縄県

内の農林水産物がアジアに出るのか。その辺はどう

でしょうか。やりっ放しではだめです。

今回、生鮮物については、○山城毅農林水産部長

、 、 、芋とか ゴーヤーとか いろいろ送っておりまして

、 、 、水産物についても マグロを送ったり ウミブドウ

モズク、黒糖等を送っております。香港、台湾でも

黒糖は人気があるとか、ゴーヤーについては、いぼ

系統が違います。向こうの白い系統と沖縄県のいぼ

の緑の系統が違うという特質、黒糖についても非常

に評価が高いということも受けております。そうい

う意味では、沖縄県内でいかにブランド化して、安

定的に供給して、なおかつブランドを高めていくと

いうことが非常に重要と思っていますので、そこに

力を入れて、安定的に供給できる仕組みを考えてい

きたいと思っております。

最後にお願いがあります。本土○座喜味一幸委員

市場にだけ目を向けるのではなくして、アジアに目

を向けていただきたい。そのためには、地域内の農

水産物を集めること。最後に、ＡＮＡがチャーター

便を出してでも積み残しを受けて立つぞという話が

ありますが、沖縄県がどれだけ取り組んで、今後ど

うしたいのか。これまで何をして、これから何をし

ようとしているのか、決意を伺いたいと思います。

宮古島でも今回、台風等の○山城毅農林水産部長

影響もあって、マンゴー等の積み残しがあったとい

うことで、そこについては航空、船会社、臨時便を

出していただいたりして連携しながら乗り切ったと

ころがございます。宮古でしたら、集出荷場を一本

化して、そこの中に屠場区も含めて冷蔵庫も設置し

ますので、そういうところで保管をしながら、うま

く臨時便を活用しながら、今後とも、関係機関、団

体と連携して組み合わせて出せる仕組みに取り組ん

でいきたいと考えております。

翁長政俊委員。○上原章委員長

きのうから決算特別委員会が始○翁長政俊委員

まっておりますが、きのうは監査、そして会計管理

者の質疑をやりました。やはりそこにおいても執行

率の問題に多くの質疑が集中しました。農林水産部

についても、監査における平成24年度主要施策の成

果に関する報告書を見ているのですが、ざっと読ん

でみたら、主要な34事業中12事業がいわゆる翌年度

。 、繰り越しを出しているのですよ ひどいのになると

平成23年度の繰り越しを抱えたまま、平成24年度の

事業を行っているというのが幾つかございました。

その中で、沖縄振興一括交付金の初年度であったこ

とは理解しますが、事業がこれだけおくれて、繰り

越しが出た最大の理由は何ですか。

繰り越しの大きい要因○長嶺豊農林水産総務課長

としましては、先ほども御説明いたしましたが、国

の緊急経済対策関連事業が２月補正で措置されたこ

とがあります。これだけで100億円以上の繰り越し

になっておりますので、その辺が特に。

幾ら。正確に。○翁長政俊委員

118億5914万9000円 45○長嶺豊農林水産総務課長 、

％を占めておりまして、これがかなり大きかったと

いうことでございます。

緊急経済対策関連事業ということ○翁長政俊委員

になると、前回の緊急経済対策関連事業は373億円

ぐらい出てきましたが、これの３分の１が農林水産

部に回ってきたということですか。

沖縄県全体の緊急経済○長嶺豊農林水産総務課長

対策関連事業の額は少しわかりませんが、先ほど繰

り越した額はそっくりそのまま、118億円が農林水

産部です。
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いやいや、私が聞いているのは、○翁長政俊委員

昨年度末の緊急経済対策関連事業で沖縄県関係分に

ついては多分373億円ぐらい入ってきたのですよ。

この中の118億円を使っているということは、約３

分の１の予算を緊急経済対策関連事業に係る費用と

して農林水産部が受け取ったということになるのか

と確認をとっているのに、あなたは答弁をしていな

い。

結果としてはそういう○長嶺豊農林水産総務課長

ことになると思います。

それと 118億円中 ソフトとハー○翁長政俊委員 、 、

ドで分けるとどうなっていますか。

事業の中身としまして○長嶺豊農林水産総務課長

は、かんがい排水事業とか、製糖工場の整備とか、

基本的にはほとんどハードを整備する事業でござい

ます。

全部がハードと理解していいの。○翁長政俊委員

そういう性質のもので○長嶺豊農林水産総務課長

す。

それと、きのうの質疑で気づいた○翁長政俊委員

ことなのですが、沖縄振興一括交付金の要綱のおく

れや、事業決定のおくれで執行がおくれたというの

が監査や会計管理者の発言だったのですよ。そうい

う意味で言うと、農林水産部においては、沖縄振興

一括交付金等の活用においてのおくれはなかったと

理解してよろしいのですか。

繰り越しの大きい要因○長嶺豊農林水産総務課長

は緊急経済対策関連事業でございますが、沖縄振興

一括交付金につきましても約31億円は繰り越してお

ります。

主要事業の中身をずっと見ている○翁長政俊委員

と、地産事業であったり、災害に強い栽培施設の整

備事業についてであったり、特に県営かんがい排水

事業は96億円ついているのだが、そのうちの34億円

が繰り越しなのですよ。農地保全整備事業について

も額が大きくて、水産生産基盤整備事業（南大東漁

港の整備）についてを掘り下げて聞いてみたいので

すが、これは南大東地区、北大東地区の掘り込み漁

港の工事費が翌年度繰り越しになっているのだが、

49億7000万円中、20億8000万円が繰り越しになって

いるのですよ。これは、執行する時間が足りなくて

そうなったと理解してよろしいのですか。

国の緊急経済対策関連事○安里和政漁港漁場課長

業で、漁港漁場課の約30億円のうち、漁港―南大東

に関しましては20億円の緊急経済の補正予算を組み

ました。通常の南大東に関する当該予算が20億円ご

ざいますので、トータルで約40億円という現年度予

算になりまして、それのうち大東に関しましては補

、 。正分 約20億円を繰り越したという状況であります

これは平成25年度で全部はけます○翁長政俊委員

か。

今年度は、平成25年度予○安里和政漁港漁場課長

算と繰り越してきた約20億円で40億円がございます

ので、今のところ、補正予算分に関しましては完全

に執行しまして、平成25年度当初予算に関しまして

は若干の繰り越しが出ると考えております。執行に

関しましては努力して、できるだけ繰り越しの少な

いよう図っていきたいと考えております。

私が憂慮しているのは、政府は消○翁長政俊委員

費税を増税するという方針ですから、緊急経済対策

が多分年を明けたらすぐ出てくると思うのですよ。

この緊急経済対策は５兆円規模とか７兆円とも言わ

れているのですが、これが出てくるとまた―いわゆ

る公共事業を中心とした即効性のある対策というこ

とになると、やはりハードにほとんどの予算がつく

、 、ことになりますので これがまたひっついてくると

後が大変ですよ。そこはよく踏ん張って、せっかく

ついた予算ですから、単年度で全部はかせていく、

執行していく。そして地域経済の活性化も含めて、

しっかり頑張っていくという体制でないと、せっか

くついた緊急経済対策においてもおくれるというこ

とになると、その事業の本意が失われることになり

ますので、そこはしっかりやっていただきたいと

思っています。

もう一つ、南大東、北大東なのですが、干ばつ対

策です。ここは私ども視察に行ったときにも議論に

なったのですが、もうこういった小離島については

雨量が少ないことがはっきりしているし、干ばつ対

策は、干ばつが来ると思ったら事前に対策をする必

要があるだろうと思っています。さとうきび増産基

金についても、先手先手でそういった小離島につい

ては予算をつけていく。これは池もそうですが、降

雨量がもう絶対的に少ないのがはっきりわかってい

るのですから、そういう対策を先回りしてやること

はできないのですか。

今回、干ばつを踏まえて、○山城毅農林水産部長

確かに各地域でどういう対応ができるかということ

がありましたので、その中でうまく、基金を活用し

て対策をとるということで、その中ではかん水機材

の導入とか、散水作業委託の費用の助成とかをやっ

ております。それについては若干のおくれ等があっ

た地区もあったのですが、そこはもううまく基金を
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活用して運用しながらやっておりますので、そう

いったものについて、国とか、農業協同組合―ＪＡ

とか、沖縄県、我々集まって今回の反省点をいろい

ろと議論しています。委員おっしゃるように、どこ

にどういう課題があったかというところを整理し

て、そこがうまく運用できるように、できるところ

はうまくやっていきたいと。それは、大東であれば

点滴かん水チューブとかいろいろあろうかと思いま

、 。 、すので どういう対応ができるのか 課題としては

大型タンクがないところをどうするのか。宮古であ

ればタンクと、例えば、製糖工場とトラック組合で

事前に連携をとれていまして、オペレーターですぐ

確保できる、干ばつになったときは即対応できるよ

うな体制ができております。そういう意味では、事

、 、前にそういう体制を各地区ともつくりながら 即応

対応できるように取り組んでいきたいと考えており

ます。

さとうきび増産基金をうまく活用○翁長政俊委員

して、対応した地域もあるのですよ。私が言ってい

るのは、小離島の降雨量が少ないところは事前にそ

の対策が必要である。農家との皆さん方の話し合い

の中でも出てきたのは何かというと、いわゆるさと

うきび増産基金の活用が悪い、もっとフレキシブル

に使える方法がないのかという指摘があったから、

こういう質疑をしているのですよ。これは特に特化

した形でやることが重要だと思っているのですが、

どうでしょうか。

私が聞いているのは、南大○山城毅農林水産部長

東のほうで―向こうは点滴かん水チューブでやりま

すので、その点滴かん水チューブの切りかえは以前

国庫の事業を導入しておりまして、それの更新がで

きないかという話があったものですから、それは補

助事業の性格上どうかということを事務方で検討し

ていたわけなのですが。そこをどうすればできるか

というところを今検討しています。例えば、機能を

向上させるクオリティー機能。従来と変わった機能

性を持たせればできるのではないかということも我

々は研究していますので、そこは事前にそういうも

のを普及しながら対応していきたいと考えていま

す。

質疑を変えます。平成24年度主要○翁長政俊委員

施策の成果に関する報告書の中での畜産担い手育成

総合整備事業について。これも早期に整備を行うと

いう事業だったのですが、10億6000万円ついている

中で３億8000万円が繰り越しになっている。これも

やはり事業日数が足りないのでそうなったと理解し

てよろしいのでしょうか。

畜産担い手育成総合整備事○安里左知子畜産課長

業につきましては、いわゆる沖縄振興一括交付金で

はございませんで、通常の国庫補助事業で行ってお

ります。この事業は多地区を１年でやることもあり

まして、平成24年度は北部第２地区と宮古第３地区

を行っております。農家の集積を行うのですが、軟

弱地盤で建設、設計の見直しが行われたり、それか

ら進入道路―畜舎予定地の進入道路の賃借に時間を

要するなどもろもろの事情がありまして、繰り越し

を行ったところでございます。

今、言われたようなことは、事業○翁長政俊委員

を始める前に、調査をした後に事業に入るのではな

いのですか。そうなってくると、事業熟度に問題が

あったと私は理解しますが、そういうことでよろし

いのでしょうか。

前年度で事業の事前調査は○安里左知子畜産課長

実施しております。ただ、本当に想定外の地盤の軟

弱とか、そういうことがあったと考えております。

行政側で「想定外」という言葉は○翁長政俊委員

余り使わないほうがよいと私は思っていますので、

そこはひとつよろしくお願いいたします。

これにかかわる問題で、担い手育成して、いわゆ

るブランド牛の育成にこういったものがつながって

いくだろうと思っています。本県でブランド牛と言

われる牛は幾つあるのですか。

現在、ブランド牛と名前が○安里左知子畜産課長

出ていますのは、一番多いのが石垣牛です。それか

ら、もとぶ牛、宮古牛、おきなわ和牛、山城牛とい

、 。うことで 大体５種類のブランドと考えております

このブランド牛の定義について○翁長政俊委員

は、行政側がこれを認定しているのですか。それと

も勝手に、石垣で生まれたから石垣牛でいいという

話なのですか。

ブランド牛につきまして○安里左知子畜産課長

は、行政側の認定はありません。石垣牛につきまし

ては、ＪＡおきなわの石垣地区でこういう飼養条件

に合ったものを石垣牛と認定するということで、こ

れはＪＡの認定だったと考えております。残りにつ

きましては確認がとれておりません。

今、肉用牛をこれからもやってい○翁長政俊委員

こうという沖縄県の方針があるのですから、そこは

しっかりと行政がかかわる必要があるだろうと思う

のです。ただ産地や畜産農家で決めていいという話

ではないはずですから。石垣牛のブランドについて

はＪＡが決めているというのはどういうことです
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か。何かＪＡが決める規範みたいなものがあるので

すか、基準みたいなものが。わかる人が答えてくだ

さい。

石垣牛につきましては地域○安里左知子畜産課長

団体商標登録というものをやっております。それと

あと、沖縄県は全くかかわっていないのではなく、

拠点産地の肥育牛という考え方で、拠点産地に認定

しております。

いや、私が聞いている範囲では、○翁長政俊委員

ＪＡが出してくる飼料を食べさせないと石垣牛と認

定しないということらしいのです。それはそれでよ

ろしいのですか。

石垣牛につきましては地域○安里左知子畜産課長

、 、団体商標登録をしておりますので 石垣で生まれて

石垣の餌を食べて、石垣の屠場で屠畜した牛という

ような要綱がありますので、それにのっとっている

のだと思います。

農業協同組合の指導で、農業協同○翁長政俊委員

組合から出てくる飼料を与えないと、これは石垣牛

と認定しないということを聞いたのですが、それは

そのように理解してよろしいのですか。そうであれ

ば、地域全体の畜産振興につながりますか。

地域団体商標という○泉強農林水産総務課副参事

ものは、石垣牛についてＪＡが申請して、審査意見

書をとって、従来からずっと石垣牛としてやってき

たということで、ＪＡがその地域団体商標をお持ち

になっているということでございます。だから、そ

れ以外は石垣牛という名称を使うことができないと

いうことで、美崎牛とか、新しい名称が使われてい

るという形になると思います。

これはいろいろな問題が出ている○翁長政俊委員

のです。地域で地名を使うことが、これまでのいろ

いろな慣行で……。仮に中国がどこかの地名、名前

を使った意匠登録をしたら、これでいいという道理

と同じなのですよ。

結局、商標権を持っ○泉強農林水産総務課副参事

ているところがそれを使う許可権を持っているの

で、そちらの許諾がないと使えないという形になる

かと思います。

僕はこれで余り時間を使いたくな○翁長政俊委員

いのですが。地域団体商標登録の問題はわかります

が、石垣という一つの地域名を使って登録すること

によって、他の畜産業者がこの名前を使えないとい

うことになると、これはゆゆしき社会問題ですよ。

どうですか。

石垣牛、ＪＡで地域団体商○山城毅農林水産部長

標をとって、先ほどの飼料について―やはり統一し

たブランド化にするためには、餌についても、割合

とか、こういうものをやるということは一つあろう

かと思います。それについては、こういう餌のやり

方をしましょうという取り組みはいいかと思いま

す。ただ、それをＪＡが売るものということに対し

てはどうなのかというのと、委員がおっしゃるよう

な地域でどのようにしてそれを活用していくかとい

。 、う大変重要なこともあろうかと思います その辺は

やはりＪＡとその地域、ほかのところをどのように

するかという話し合いをしながら解決されるべきも

のなのかと思います。現在のところはＪＡで誘導し

て進めているところがあるのですが、どういう解決

策があるのか、その辺は少し検討させていただきた

いと思います。

もうこれ以上聞きません。○翁長政俊委員

もう一つは販路拡大についてなのですが、せっか

く全日本空輸株式会社あたりが入ってきて、国際物

流を扱うようになっているのです。沖縄県の物産に

ついては、流通コストの問題があってなかなか勝負

ができないという実態があって、本土から入ってく

るこういう大きな物流に乗っかって沖縄県の産品を

広げていくという戦略―企画部や商工労働部あたり

では乗っているのですが、先ほどの説明では農林水

産部は乗っかっていないのではないか。言っている

意味がわかりますか。

農林水産部としまして○宜野座葵流通政策課長

は、まず、商工労働部のノウハウも活用しながら、

加工品を中心にこれまで取り組んできました。そし

てハブ機能をうまく活用しながら、生産団体とも情

報交換し、株式会社沖縄県物産公社、公益財団法人

沖縄県産業振興公社とも連携していますし、あわせ

て一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

とも連携した仕組みを協議しておりますので、引き

続きそういう体制でやっていきたいと考えていま

す。

掲示されたような言葉を読んでい○翁長政俊委員

るのですが、実態として実効性が上がるようなこと

をやってくださいよ。もうアジアに向けて物流は始

まっているのですから。これに乗っかっていく。沖

縄県産品だけでやろうとしたらコストがかかるから

できないのです。だから、向こうの物流に沖縄県の

産物を乗せていくという形をつくっていかないとう

まくいかないと私は思っています。ぜひそこは研究

されて、沖縄県産品がもっと伸びるように頑張って

ください。
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崎山嗣幸委員。○上原章委員長

まず、平成24年度歳入歳出決算説○崎山嗣幸委員

明資料農林水産部の５ページの雑入の部分の違約金

及び延納利息の件です。この項目の中で収入未済額

が2211万5000円余りあるのです。多分これは沖縄県

発注工事の談合事件による違約金の収入未済額と思

いますが、この収入未済額に関連して、当初予算の

7700万円余りの調定額が１億1000万円になって、当

。 、初予算の調定額を超えているのです これはなぜか

聞かせてください。

収入未済額の2200万円に○安里和政漁港漁場課長

つきましては、談合問題に係る違約金もしくは損害

賠償金の未済でございます。額の7000万円と１億

1000万円の違いは繰り上げ返済、要するに５カ年で

返済すると計画にあったものが前倒しで返済になっ

たということで、調定額がふえたものであります。

では、農林水産部関連で違約金が○崎山嗣幸委員

発生する企業というのか、何十社ぐらいで、当初の

額は幾らだったのか。それと、今言われたような調

定額、前倒しで入っているが、５年間で返そうとい

うことですよね。当初幾らだったのか、今どれぐら

いまで来ているか、教えてくれませんか。

当初の予定は20億7476○長嶺豊農林水産総務課長

万円でありましたが、民事調停の結果、５％相当額

ということで８億9245万円という状況でございま

す。

20億円あったのが８億円入ってい○崎山嗣幸委員

ると理解されているのですか。

８億9245万円が今後返○長嶺豊農林水産総務課長

すべき総額ということでございます。

８億円余り回収するということな○崎山嗣幸委員

のですが、その中で今年度収入未済額2211万5279円

残っているのです。この額が完納すれば、今言われ

た８億円は全部完了するということなのですか。

平成24年度の支払い済○長嶺豊農林水産総務課長

み額につきましては8849万円でございます。2177万

円が収入未済額ということでございます。

平成26年度までに、まず、平成25年度が１億481

万円返す計画でございます。平成26年度に４億1079

万円を返すという計画で今組んでいます。

今言われたように、それは平成26○崎山嗣幸委員

年度で完了するということで理解してよろしいです

ね。

さようでございます。○長嶺豊農林水産総務課長

今回の収入未済額が2200万円、要○崎山嗣幸委員

するに今年度取れなかったわけだから、今あなたが

言われた計画どおり、100％いけば完納すると思う

、 、のですが 徴収する対象の企業が仮に倒産をしたり

いろいろな事情というか、発生とかによって収入未

済に陥る可能性はありますか。

廃業状態にあって、収○長嶺豊農林水産総務課長

納ができないという状況のものが収入未済額として

上がっておりまして、ほかは全て完納されていると

いう状況で、２社がそういう状況にあります。

この収入未済額2200万円は取れな○崎山嗣幸委員

い状況になる可能性が高いということなのですか。

業者にはいろいろコン○長嶺豊農林水産総務課長

タクトもとって努力はしているのですが、そういう

廃業状態ということで、今後不納欠損処理を含めた

ことを考えていかなければいけないと思っておりま

す。

では、今答弁してもらった平成26○崎山嗣幸委員

年度までの、平成25年度１億円、平成26年度４億円

歳入見込みについては、これも含めて、そのとおり

見込めるかどうかわからないということになります

か。今言われている部分は……。

この２社以外は計画ど○長嶺豊農林水産総務課長

おり払っておりますので、それは全額充当というこ

とで我々は考えております。

違う違う。先ほど答えてもらった○崎山嗣幸委員

今回の2200万円の２社については、なかなか危ない

ので、これが不納欠損額になる可能性があるが、今

言われた平成25年度の１億円、平成26年度４億円は

順調に入る見込みを立てているということで受け

取ってよろしいか。

確実ではないですが、○長嶺豊農林水産総務課長

回収の努力はいたします。この２社以外は確実に回

収できるということで見込んでおります。

ありがとうございます。○崎山嗣幸委員

次へ行きましょう。６ページの農林水産業費につ

いてです。先ほども質疑がありましたが、執行率と

不用額の問題で、農林水産業費で執行率65.8％、繰

越率が31.4％で257億円、不用額が23億円になって

います。先ほどから言っている主な理由も聞いたの

ですが、そこはやはり前年度に比較をして、これは

今回、皆さんが説明をされた115億円の緊急経済対

策関連事業ということでありました。前年度に比べ

てもそういった繰越額と執行率が65.8％という低さ

というか、不用額が23億円あるということは前年度

に相当する額なのですか。前年度並みということな

のか。

まず、不用額について○長嶺豊農林水産総務課長
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は前年度対比約３億9403万8000円の減ということ

で、率にしまして11.6％の減となっております。繰

、 、越額につきましては 先ほどの要因もございまして

149億8203万8000円の増ということで、ふえている

状況です。

ありがとうございました。事前に○崎山嗣幸委員

その項目は資料をいただき、原因、理由はわかって

いるので、資料提供については感謝したいと思いま

す。

それから、農林水産業費の中の飼料対策について

聞きたいと思います。御承知のように、畜産飼料の

高騰は、昨年、米国のトウモロコシの高騰とか、あ

るいは４月の急激な円安によって相当上がったとい

うことで、畜産農家の経営が相当影響を受けたとい

。 、うことであります 畜産農家の影響の度合いですが

影響額というものは積算できるのですか。

全体の総額幾らということ○安里左知子畜産課長

ではなく、例としましては、肥育豚１頭当たりの要

肥育への影響額を試算しました。１頭当たりの肥育

生産費―１頭仕上げるための生産費ですが、平成24

年度は３万3300円だったものが、平成25年は３万

4550円ということで、１頭当たりの肥育豚の仕上げ

に1200円のお金がかかるようになっています。

今回起こっているのは、例えば昨○崎山嗣幸委員

年、米国のトウモロコシの減産による影響が１トン

当たり4800円影響したのではないかとか、ことし４

月の急激な金融緩和による円安の影響が3000円あっ

たのではないかということで、これは昨年から今年

度と比べて9000円余り上昇して、今言ったような畜

産農家に対して現在は６万6050円にはね上がってい

るのではないかという情報なのです。そのことに

よって畜産農家の経営に影響を与えて、これではも

うやっていけないのではないかということで悲鳴を

上げているという状況を聞いたのです。この辺は皆

さんが捉えている実態と、畜産農家に対するこの上

昇による影響、被害というのか、損害というのか、

把握していますかということが聞きたいのです。

今回の値上げに関しまし○安里左知子畜産課長

て、昨年度のアメリカにおけるトウモロコシの不作

であったり、急激な円安だったりということがいろ

いろかかわりまして、本当に配合飼料及び粗飼料の

値上がりがありました。それで、畜産課としまして

は、生産費とか、いろいろ計算しまして、今回の９

月補正で飼料高騰に係る補正予算を計上したところ

です。

補正の意見も後でまた聞こうと思○崎山嗣幸委員

いますが、従来というのか、今言っている上昇分な

のか、そういった補塡は基金からそれなりにあった

のですか、従前の。

配合飼料につきましては、○安里左知子畜産課長

配合飼料価格安定基金制度というのがありまして、

これにつきましては国の制度ですので、国の計算に

、 。 、より 補塡金がずっと発動されております ただし

粗飼料につきましては補助等はやっておりません。

今回の急激な円安や高騰に対する○崎山嗣幸委員

基金への充当は、私が今話をした9000円余り上昇し

ているのではないかということに対する措置はされ

ていなくて、今回補正でやられたものが初めてとい

うことでよろしいですか。

はい、そうです。○安里左知子畜産課長

では、今回の補正で措置をする、○崎山嗣幸委員

支援をするものについてお聞きしたいのですが、こ

の被害額。トータルは私はよくわかりませんが、今

上がっている上昇分というか、これだけ上がると、

確かに収益から上昇分を賄うのはとても困難な状況

だと私は思うのです。この辺の対応策として、今度

補正で出した案が１億円余りですよね。この詳細に

ついて―どんな方法で皆さんへ助成しようとするの

かについて説明してくれませんか。

今回の補正の事業としては○安里左知子畜産課長

２つ組みました。１つは沖縄振興一括交付金を活用

しました養豚生産性向上緊急対策事業ということ

で、これは養豚に特化しております。あとは県単事

業で、先ほど申し上げました配合飼料価格安定基金

の積立金に対する一部補助と粗飼料に対して一部補

助という考え方をしております。

交付金事業で、今言われている部○崎山嗣幸委員

分についての一部補助によって、上昇分はどれぐら

いカバーできる積算になりますか。

今回考えていますのは、交○安里左知子畜産課長

付金活用の分は１トン当たり1600円と計算しており

ます。これは、直近の１年分とかではなく、いろい

ろ計算をしまして、過去７年間の平均と今年度の上

昇分の差額を補塡することとしております。

1600円補塡する。ここ最近、さっ○崎山嗣幸委員

き言った去年からの急激な上昇ではあるのですが、

今言った７年間の平均との差額1600円とはどういう

ことなのですか。

これは今回、畜産だけでは○安里左知子畜産課長

なく、ほかの課のやり方もいろいろ参考にさせてい

ただきながら調整をしたところです。実は、平成20

年にも非常に価格が高騰した時期がございます。こ
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の時期、これが非常に上がりまして、そのときには

こんなに大きな対策は沖縄県としては打っていませ

ん。この７年間というのは価格に波があったもので

、 、すから 単年度で見ることはできないということで

７年間ぐらいの平均値ということにしております。

私がここで聞きたいのは、先ほど○崎山嗣幸委員

去年からことしにかけての上昇分の補塡ができるか

ということです。今言っている補正の中において、

これだけ上昇している―今1600円と言われている

が、その他の基金を活用したり、生産者負担金の補

助なんかも含めて、上昇分の補塡は今回の補正の中

でどれぐらい充当されるかについて聞きたいのです

が。

今回の1600円につきまして○安里左知子畜産課長

は昨年度との比較ではなく、先ほども申し上げたよ

うに７年間の平均価格と本年度の差額を全部埋める

予定になっております。

この件は終わります。○崎山嗣幸委員

最後になりますが、水産業費について聞きたいと

思います。10月６日の日米安全保障協議会の中で、

米軍のホテル・ホテル訓練区域の一部解除の報道が

ありました。この解除区域は具体的に決まったのか

どうか、聞かせてもらいたいのですが。

先日発表されました日米安全○新里勝也水産課長

保障協議委員会、いわゆる２プラス２の共同発表の

内容についてでございますが、マスコミ等でも取り

上げられておりましたが、現時点では協議を再開し

たという情報が入っております。その当該訓練区域

について、漁業者の意向としましてはそこで操業で

きることを要望していますが、現時点ではそれが認

められたという情報はございません。

ただ、11月末までに何らかの結論を出す、そのた

めの協議が始まったということを聞いています。現

時点ではその程度の状況を得ております。

この水域というか、パヤオも相当○崎山嗣幸委員

そこにあって、漁業としては好漁場と言われている

らしいのです。この訓練区域の範囲というか、要望

している区域というか、皆さんが思っている水域が

解除される可能性はあるのですか。

現時点では「一部解除」とい○新里勝也水産課長

。 、う表現でございます それが航行できるだけなのか

そこで操業ができるのか、それについてはまだ情報

がございません。

ありがとうございました。○崎山嗣幸委員

休憩いたします。○上原章委員長

午前11時58分休憩

午後１時21分再開

再開いたします。○上原章委員長

午前に引き続き、質疑を行います。

仲村未央委員。

よろしくお願いします。○仲村未央委員

、 、まず 試験研究機関のことでお尋ねいたしますが

試験研究機関は企画部に一元化をされた。その後、

平成24年度から、また事業課、各所管課に位置づけ

られるという経過をたどっております。なぜ企画部

に一元化されたのかということが、まず１つ。その

総括がどうなって、このたび各所管にまた試験研究

機関が戻ってきたのか、その経過と検証についてお

尋ねいたします。

平成17年度に企画部に一元○山城毅農林水産部長

化されたわけなのですが、その理由としましては、

本県の地域特性を生かした産業の振興を図るという

ことと、生産性や企業のニーズに合った研究を実施

して技術移転をすることが必要と考えて、県では試

験研究評価システムを導入しております。その評価

結果を研究予算等に反映させるとともに、研究機関

相互の連携を図るため、試験研究機関を一元化した

ものでございます。

それを平成17年度にやったわけなのですが、産業

政策を担う生産現場の課題解決や行政施策と密接に

関係した試験研究を効率的、効果的に推進する上か

ら、農林水産部に移管したところでございます。ま

た、農林水産部への移管によりまして、農林水産施

策への反映や普及との連携など、一体的な運用が可

能となってきたと考えております。

ですから、企画部に一元化をされ○仲村未央委員

て、７年たってこのようにまた現場に戻されるに至

るということは、どういうことですかということで

。 、 。す これは つまり一元化したことは何だったのか

失敗だったということの結果を受けて、また各試験

研究機関がそれぞれの所管に戻されるということで

理解してよろしいですか。

試験研究機関に一元化した○山城毅農林水産部長

メリットの一つとしては、分野横断的な課題におけ

る共同研究の実施、あるいは外部資金の獲得、多様

な研究人材の育成、研究施設、機器等の効率的な執

行などがあります。もう一つには、デメリットとし

ては、産業政策との整合性や普及部門との連携が不

。 、十分だという意見もございました そういう意味で

我々のところからすると、企画部から農林水産部の

産業政策部門に戻していただいて、そこと行政と普

及、研究―現場が一体となった連携した取り組みが



－110－

強化されるということで、今やっているところでご

ざいます。

試験研究機関を持つ意味という○仲村未央委員

か、沖縄県が試験研究をすることの意義、その最大

の目的というものはそもそも何ですか。

例えば、農林水産部であれ○山城毅農林水産部長

ば、現場の生産農家の課題、栽培の課題、技術的な

課題、あるいはブランド化に向けた課題がございま

す。それを拾い上げて、研究部門でブランド化に向

けた技術の開発をする。その技術を開発したものを

フィードバックして現場におろして、それを普及し

て、生産性を上げていくなり、ブランド化に持って

いくという意義がございます。

今まさに農林水産部長がおっしゃ○仲村未央委員

るとおりだと思うのですよ。そういう意味で、試験

研究機関が現場の所管から離れて企画部に一元化さ

れたというこの７年間の課題、そこで浮き彫りに

なったことは、まさにそこの部分が欠落して、現場

がより遠くなった。その反省で、結局は所管に戻さ

れたというような評価をすべきであろうし、沖縄県

庁全体の組織として、その反省がしっかりとないと

いけないと思うのです。そこら辺はいかがでしょう

か。

我々農林水産部としては、○山城毅農林水産部長

委員がおっしゃっているように、行政施策の方針が

十分に反映されているかどうか、それが研究テーマ

に、現場ニーズとマッチングしているかどうかとい

うことがありまして、それも不十分だったのかとい

うことは我々も見ております。それと、企画部と農

林水産部両方にまたがっているものですから、企画

部から研究センター、農林水産部から研究センター

に行くときの横の事務調整等の煩雑さから、スピー

ディーさに欠けていたところが一部あったのかとい

う反省もございます。もう一つは研究員が、現場を

大事にしていくということが―農林水産部にあった

ときには、行政と研究と普及で生産者代表と一緒に

なって常にやっていたところがあるのです。一度企

画部に行くことによって、基礎研究とかいろいろな

研究課題が出てくる中で、研究員が一部現場から研

究課題のほうに、論文とかそういったところに特化

されてしまって、現場との乖離が若干出てきたのか

、 。という反省も 確かに我々のところではございます

そういったものをなくすためにも、現場の我々農林

水産部に来ることによって一緒に連携しながら取り

組むことができたという意味では、一生懸命また頑

張っていけると考えております。

今、新しい組織ビジョンの話も、○仲村未央委員

次の定例会あたりで出るようではあるのですが、や

はり産業をそれぞれが担うという所管からすれば、

本当に現場の感覚がこの組織に本当に反映されるの

かということの課題は、このことからも、私は朝令

暮改的に組織をいじくるということはよくないので

はないのかと。特に、この７年間切り離して、その

間にどれほどの実績が上がったかという、まさにそ

れが、試験研究の成果が技術移転にいかほど実績と

してあったかということは非常に見えにくいわけで

す。その評価を一元化するといって進めた改革では

あったが、結果としてこのように戻ってきた中で、

この間の検証も十分ではないということを、企画部

からヒアリングをしていてもそこら辺は非常に感じ

ますので、戻ってきた中で、ぜひまた、研究は大事

にしていただきたいと思います。

１つ例をとって沖縄県海洋深層水研究所、これは

我々も経済労働委員会で視察に参りましたが、沖縄

県海洋深層水研究所のこれまでの主な研究成果とい

うものは何か。いわゆる技術移転として産業化をさ

れたという、その実績を示していただけますか。

沖縄県海洋深層水研究所に○山城毅農林水産部長

おきましては、クルマエビの母エビ養成技術をまず

確立しておりまして、その成果を沖縄県車海老漁業

協同組合に技術移転してございます。沖縄県車海老

漁業協同組合は平成15年からクルマエビの種苗供給

事業を開始しておりまして、クルマエビについては

ウイルスフリーの種苗を沖縄県内の生産者に提供す

ることによって、全国一の生産量も維持確保してい

るということがまず１点ございます。

また、海洋深層水を利用した海藻類の陸上養殖に

関する研究成果をもとにいたしまして、平成16年度

からウミブドウの養殖技術について、久米島海洋深

層水開発株式会社に技術移転を行っております。久

米島のウミブドウ養殖が、夏場の安定した品質と生

産により収穫量の増加が図られ、ブランド化に結び

ついているという結果が一つございます。これは今

まで技術移転したものでございますが、現在は沖縄

県産クルマエビの選抜育種―色、柄、成長のすぐれ

、 、た育種のものと クルマエビの親養成及びふ化幼生

飼育の改良試験、それから、海洋深層水を利用した

ヒトエグサの陸上養殖に関する基礎的研究、海洋深

層水を利用したアサクサノリの周年養殖実用化の試

験、海洋深層水の冷熱を利用したホウレンソウの周

年安定生産技術の高度化試験という研究を主にやっ

ているところでございます。
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今まさにおっしゃっていますが、○仲村未央委員

クルマエビとクビレヅタ―ウミブドウですね。技術

移転をしてもう久しい。今言う２つの研究は平成12

年度に始められています。そして、平成15年度、平

成16年度にはそれぞれ技術移転して、もう既に実用

化されているという分野ですよね。その後の実用化

については、海洋深層水の技術を使った部分の実際

の実業化、産業化の分野での成果がなかなかあらわ

れてこないわけですが、そこら辺は課題が非常にあ

るのではないかと感じます。それは例えば研究員の

不足なのか、施設環境なのか、このあたりの課題を

どのように考えていらっしゃいますか。

海洋深層水の研究員○泉強農林水産総務課副参事

―水産関係は今３名でやっているところではござい

ますが、クルマエビ全体で見ました場合、先ほど農

林水産部長が説明したように、本県の日本一を支え

ていると。このほかにも、クルマエビの生産率を上

げていくという考え方で母エビの養成技術というも

のもずっとやっておりますので、そういったものが

少なからずとも生かされてきているとは考えており

ます。

、 、事業化に向けて トラフグとかシラヒゲウニとか

これまでいろいろほかのものも取り組んだわけです

が、その中で技術移転ができるものという形で、ク

ルマエビとウミブドウに集約化されていると。それ

以外に農業でも冷熱を利用して、一定程度、ホウレ

ンソウの生産技術の確立というものはできておりま

す。これを経営的なレベルなり、そういう判断の中

で検討していくことが必要ということで、また次の

研究課題につなげていきたいと考えております。

なかなかすぐ、これだからこうだ○仲村未央委員

という成果が出ないからこそ、非常に難しい分野で

はあると思います。それが大事ではないということ

ではなくて、研究員が足りない話というのはどの試

。 、験研究機関へ行っても聞かれるわけです それから

現場とのミスマッチ。この間、北大東村に行ったと

きには、例えばサトウキビの普及員、研究員の中で

も、土づくりの専門はいると言ったのかな。ところ

が、サトウキビそのものの生育にかかわるような専

門家が沖縄県にはいないのですかということが直接

生産者の方からも出ていたのです。そういう意味で

は、やはり人が足りないということ、あるいは現場

の課題を拾い上げるだけの人的なもの、あるいは資

金的なもの、そのような課題が私はあるのではない

かと思って聞いているわけです。だから、別にそれ

が出てこないのを責めているわけではなくて、何が

課題かということを聞いているので、もしあればも

う一度お願いいたします。

生産現場にはいろいろな課○山城毅農林水産部長

題がございます。作目も多岐にわたっておりますの

で、その課題のどれを優先するかという、まず優先

順位をつけながらやらないといけないと思います。

全てができるという話ではなくて、ただ、それをや

るときに、研究でやるものと、普及も含めて一緒に

なって現場即応で、現場で解決できるものがありま

すので、それを分けながら研究課題に上げていくと

いう方式をとっております。そのときに、確かに研

究員の数とかというものも、多ければ多いほど確か

にいいと思いますが、ただ、組織の中で我々は適正

に配分されているところがございますので、与えら

れた今いる人材の中で、いかに効率的に効果的な研

究がなされて成果が出せるかというところを、しっ

かりと我々もフォローしながら取り組んでいきたい

と思っております。

これは、試験研究機関の課題一覧○仲村未央委員

ということで企画部が評価をやっていますよね。そ

の中で平成24年度の評価を拝見しましたところ、専

ら農業、つまり農林水産部が持っている試験研究機

関が県庁内では圧倒的に多いわけです。商工労働部

が持っている沖縄県工業技術センターの研究課題

は 新規課題化の評価がほとんどＡ判定で ほぼ100、 、

％に近いわけです。ところが、農林水産部の中では

Ｅ判定で、いわゆる課題化困難というランクがつい

ているものが非常に多い。これは現場のニーズとミ

スマッチを起こしている部分も何かあるのか、課題

の拾い方に課題があるのか それとも やろうと思っ。 、

ても今言うようなマンパワー、そもそも資源が足り

なくて、取り組めなくて課題化困難という評価にさ

れているのか。これはもう多岐にわたっていますの

で、そこはいちいちは聞けませんが、ぜひともそこ

ら辺は課題があるならあるで、しっかりとそのあた

りを皆さんから上げてこないことには、現場の技術

移転の途にたどり着かないという状況がないかとい

うことを懸念します。これは指摘をして進みます。

サトウキビですが、この間、大東島に行ったとき

に気づいたのですが、単収の差が地域によって非常

に大きいということを感じざるを得ないわけです。

この間の傾向を見ても北部が非常に単収が低い。こ

れは離島よりもむしろ低いという状況があって、そ

して宮古島が圧倒的に高い。このあたり、ずっと例

年的にこういう傾向があるのですが、そこら辺は地

域ごとに、なぜそこは高い、なぜそこは低いという
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ことを、皆さんはどのようにそれぞれの地域の課題

を把握していらっしゃるのか、お尋ねします。

北部の場合には、国頭土壌○山城毅農林水産部長

ということで保水力はあるのですが、保肥力が―痩

せているというのですか、そういった特性がござい

ます。ジャーガルの場合には、土壌が肥沃で保水力

。 、 、が強い 山原 国頭マージは酸度から言うと強酸性

酸性に近いパイナップル等、ｐＨ４から５ぐらいの

高い土壌が多いということ。島尻マージは中性の土

壌で水はけがいい、保水力に弱い。大きく分けると

そういう土壌の分布があります。あと地域によって

土層が薄い。特に、干ばつが多いところは土層が浅

いという条件、南北大東島とか伊平屋島村、糸満市

南部とか、そういう特性がございます。そこをどう

解決するかというところで、今各地域に合った対策

を練っているところであります。例えば、土壌に腐

葉土がないといったところについては堆肥をかなり

投入していく。水はけが悪いところについては更新

をして、水はけがうまくできるような土壌改良をし

ていくとか 地域に合った対策を今 考えながらやっ、 、

ていると。

あと、宮古島については、以前は土壌だけではな

くて土壌害虫がありまして、株出しができないとい

う特徴がございました。それで、土壌害虫を研究開

発、駆逐することによって株出しができて、もう一

つは水ができた。地下ダムができて、かん水ができ

るようになってきたので、そこは安定的に生産量が

確保できるようになってきた。そういう意味では、

地域に合った対策を今後やっていきたいと考えてお

ります。

生産高というか、実績の傾向とい○仲村未央委員

うのは、そういう意味では、特に土地に起因するこ

と―土地そのものが持っている強さ、弱さの中であ

、 、る程度しようがないというか その差ができるのは

対策をやってもばらつきがあるということを前提

に、投資もそれに見合うようなサトウキビ政策を進

めていると考えてよろしいのでしょうか。

さとうきび増産基金につき○山城毅農林水産部長

ましては、ソフト関係の事業として導入しています

ので、それについては各地域の課題に合った対策を

我々はやっていこうということです。例えば、土づ

くりが必要であれば堆肥を投入していく、深耕が必

要であれば深耕していく。あるいは、春品の株出し

をやるときに、株出しを管理しないといけないので

すが、そういったところの委託業務について支援し

ていくとか、その地域に合った取り組みをこの基金

でやっていこうということで進めているところござ

います。

雨が特に降らない、しかも、規模○仲村未央委員

が小さい離島というのは、雨がないことによる生産

への影響、１次産業全体への影響というものはサト

ウキビにとどまらないわけですよね。大東島の課題

は、結局土が痩せてしまっていると。ここで今、輪

作でカボチャやバレイショをやって土を少しよくし

ながらという狙いもあって回しているような話はし

ていましたが。そういう意味で、これからＴＰＰだ

と言って、それが来たら壊滅的になる云々と言って

も、もちろん雨が降らないことによる影響かもしれ

ないが、１本でいって、何か影響を受けたらもう壊

滅だということではなくて。やはり土地の多面的な

活用というか、品種にしても、作物にしても、多様

なものをつくることによる安全保障ということは、

農業の視点からも大きく図っていくところではない

かと。これは、私、この間、皆さんの陳情の回答を

見る中でも、適切な対応をしてまいりますというこ

とが一体何なのかという話はそこでとまったのです

が。結局、そういった１つに頼って、１つがだめな

ら全部だめというようなあり方、沖縄県としてはそ

この対策をすべきだろうと私は思うのです。

そういう意味で、今言うような土地の肥やし方も

含めて、あるいは本当にほかの産業との連関も、皆

さんは政策としてそれを位置づけて持っているのか

、 。ということがまだ見えないのですが いかがですか

、 、○山城毅農林水産部長 例えば 北大東村であれば

そこは島の中で土層も浅いというところで、まず基

盤整備をやりました。あと、水がないというところ

で貯水池をつくりまして、それがほぼ90％ぐらいの

貯水率できていますので、水ができてきました。あ

と、土づくりをどうするかというところで、製糖工

場からバガスが出ますので、そこで堆肥をつくって

います。それを土壌に還元する。あともう一つ、糖

蜜をうまく土壌に還元することによって改良できな

いかという試みもやっていますので、そういう総合

的な対策。もう一つは、そこにサトウキビ、10％ま

では輪作に向けてカボチャを植えて、そのカボチャ

が非常に評価された。津嘉山のカボチャを抜くぐら

いの非常にいいカボチャをつくるところまで来てい

ます。そういう意味では、総合的に、一辺倒という

か、そこを基幹にしたところでほかのものを組み合

わせてやるというのは非常に重要なことでありま

す。

あと、そういうものを地域ごとにやっていく。例



－113－

えば、宮古島であれば、水ができたことによって、

サトウキビだけではなくして園芸部門のマンゴーが

産地で一番ふえてきていますし、もう一方ではトウ

ガン。トウガンにしても、20トン余りの単収を上げ

る方々がいます。ゴーヤーも伸びてきている。向こ

うは畜産もありますので、サトウキビプラス、畜産

プラス、園芸品目という総合的なところで我々は

やっています。そこに、もう一つは６次産業の加工

も含めて、もっと付加価値をつけて出せるような仕

組みを今後伸ばしてやっていきたいと考えていま

す。

やはりそこで出たのは、バガスだ○仲村未央委員

けでも限界があると。本来であれば、本当に畜産も

一緒に、有機的に連携できたらいいのだろうが、そ

れをやるにしても水がない。あるいは屠殺場がない

。 、 、と畜産は成り立たない また 輸送コストの問題で

肥料を入れるにも輸送コストがかかる、出すにもま

たかかる。こういった中で不利、不利、不利はずっ

と続くわけですが、その中でも多種なものになるべ

く県としては政策を振り向けることによって、個々

で循環できるような生産体制のあり方を模索してい

かないと。これが来たらぶっ潰れますというのはよ

く聞くのですが、その後がないのです。だから、ぜ

ひともそこはもっと見える形で投資のあり方も考え

ていただいて。もちろん莫大なおけをつくるにはあ

れだけのお金がかかりますが、それとまた、もう一

方で、総合的なもっと広がりのある農業政策を発信

していただけたらなと思います。そこの方向性に間

、 。違いがなければ コメントをいただいて終わります

農業分野の中には、土地利○山城毅農林水産部長

用型のサトウキビ、集約型の園芸品目、それから畜

産と幅広くありますので、委員おっしゃるように、

土づくりを含めてやるということは耕畜連携が重要

になってきます。バランスよく畜産振興、サトウキ

ビ、園芸品目、付加価値の高いものを総合的に伸ば

すことによって、そこからもっと付加価値をつけて

いけるものが生まれてくるものと思っていますの

で、それをしっかりやっていきたいと考えておりま

す。

玉城満委員。○上原章委員長

農林水産物流不利性解消事業の件で○玉城満委員

すが、50品目の中に畜産は入っていますか。

現在のところ入っていま○宜野座葵流通政策課長

せん。

外れた理由は何でしょう。○玉城満委員

補助事業を採択するとき○宜野座葵流通政策課長

にいろいろと品目について調整をしまして、その採

択時点での戦略的品目について補助対象にしようと

いうことです。その時点では50品目ありまして、そ

の１品目に牛肉が入っていまして、牛肉は他の補助

支援制度があったので、その分を除いたということ

です。

農林水産物流不利性解消事業という○玉城満委員

のは、もちろん輸送費を軽減させるという意味があ

るかもしれませんが、石油、燃油等の高騰で今船代

が、輸送費がすごく高くなっている。この補助が始

まった時点から、輸送費の経緯というのは沖縄県と

しては承知していますか。要するに、この事業が始

まってからの船賃の推移を承知していますか。

沖縄県外出荷にかかる船舶○山城毅農林水産部長

、 、輸送費についてですが 出荷団体に確認したところ

平成24年の那覇から東京で見たときに、平成24年１

、 、 、月から３月が 40フィートなのですが ６万6800円

平成25年１月から３月が７万2400円、平成25年４月

から６月が８万3600円と上昇しています。

これは燃油価格が上がれば別料金と○玉城満委員

して、燃油価格調整の料金があるではないですか。

あれで調整されているはずですよね。何でもともと

の船賃が上がるのか、これはどういう理由だと思い

ますか。

今の価格は、サーチャージ○山城毅農林水産部長

―燃料油価格変動調整金の入った価格でございまし

て、聞いたところ、コンテナ料金が基本になります

ので、それは変わっていないと。そのサーチャージ

分で変動していると聞いています。

なぜこういう質疑をするかといいま○玉城満委員

すと、これははっきりどうかはわかりませんが、50

品目に入っていない人たちが、沖縄県がしっかり補

助をしているということで、船会社が便乗値上げを

していないかという疑いがかけられている部分が若

干あるのです。要するに、50品目以外のところがも

ろに高騰にまいらされているという事実、そしてそ

ういう訴えをしてくる人がいるわけですよ。その辺

は感じていますか。

船舶輸送の上昇―先ほどの○山城毅農林水産部長

サーチャージ込みのものがあったのですが、燃料費

高騰による影響が大きいとは我々も考えておりまし

て、本事業の実施によって船舶輸送費が上昇したと

いう事実は確認できておりません。そういう意味で

は、船舶輸送費の上昇については、補助のあるなし

にかかわらず生産者の負担増加につながりますの

で、沖縄県としては輸送費の動向を注視していきた
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いと思っています。

僕は畜産も非常に大事だと思ってい○玉城満委員

ます。一応企画部では、離島の中ではユニバーサル

サービスを達成するために、人と人の輸送に関して

は、客船のリース代を沖縄振興一括交付金で補塡す

るとか、新造船に関しても沖縄振興一括交付金の中

で、人と人の移動はそれでできるという事業がある

のです。何事業か忘れたが。僕は企画部の交通の中

、 。でその話をしたら これは農林水産部だと言われて

例えば、今12億円かけて農林水産物流不利性解消事

業をやっているではないですか。例えば、新しい沖

縄県内のユニバーサルサービス、要するに鹿児島県

までの料金をかなり低額にするためにも、農林水産

部で企画して新造船をつくって、それを格安で委託

して、そういうものを解消する方法はできないもの

かと感じているのですが、その辺はいかがなもので

しょう。

この議論は事業を検討する○山城毅農林水産部長

ときにも一つの案として議論がございます。沖縄県

が貨物船を購入して物流を支援するということにつ

いては、運用あるいは採算性の中で問題があると考

えておりまして、これについては困難という考えで

あります。

実際、人と人の移動の、離島間のユ○玉城満委員

ニバーサルサービスはこれで達成できるわけです。

では、何で物の輸送に関してこれが無理なのではな

いかという判断になるのかが僕は理解できないので

すが、その辺はいかがなものですか。

我々は農林水産物流だけの○山城毅農林水産部長

想定なのですが、やはり物流を改善するためには農

林水産物だけではなくて、生活物資も含めて当然検

。 、討されるべき課題と思っています それからすると

我々農林水産物のほうからはどうなのかということ

であります。

だから、それを言ってほしかったと○玉城満委員

いうか、これは今、農林水産物は農林水産部、人は

企画部、そして県産品は商工労働部とか、こういう

みんな分かれているやつを何で一本化して―物流課

ではないが、不利性を解消するようなプロジェクト

チームが県の中にできるべきではないかと思うので

す。では、農林水産部だけでは少し厳しいです、人

と人はできる。実際人と人の中に一応物流もやられ

ているのですね、フェリーは。だから、フェリーは

対象なのに、物流に対しては対象ではないというの

も何かおかしい理論です。これは、商工労働部も、

企画部も、農林水産部も全部一緒になれば、不利性

を解消するため鹿児島県までの物流の船一つぐら

い、沖縄県でつくってやれば、かなりの解消ができ

。 。るのではないかと僕は思うのです どうでしょうか

委員おっしゃる提案という○山城毅農林水産部長

ことで、企画部あるいは商工労働部などの関係部局

にも投げかけて、これがどうなのかというところは

少し議論してもいいと考えております。

せっかく沖縄振興一括交付金でこれ○玉城満委員

ができるということになっているので、仕掛けよう

と思えばできるのです。ただ、今はまたいでしまっ

ているものだから、やはり物流に特化した部署をつ

くるべきではないですか。これはぜひ検討していた

だきたい。

もう一つ、沖縄県産農林水産物海外販路拡大支援

事業についてなのですが、これは主にどういうもの

を支援して海外に出しているのですか。

シンガポールへは、青果○宜野座葵流通政策課長

として、ベニイモ、ゴーヤー、トマト、ピーマン、

カボチャ、トウガンなど。香港では、水産物で、モ

ズク、ウミブドウ、メバチマグロ、ソデイカ、ミー

バイ、乾燥モズク、そして青果で、ベニイモ、ゴー

ヤー、カボチャ、トマトなどを出しています。

先ほども少し出ていましたが、黒砂○玉城満委員

糖があるではないですか。多分、比嘉農林水産部長

の時代に、僕はぜひゴールデン黒糖に挑戦したらど

うかと。要するに、僕らが台湾を視察しても、中国

を視察しても、沖縄産の黒糖はかなりレベルが高い

のです。レベルが高いということは、高い金を出し

てでも購入するぐらいの黒糖なので、例えばパッ

ケージなんかも少し工夫して、金の延べ棒みたいな

ものに黒糖を入れるとか、少しグレードをアップさ

せるような演出も僕は必要ではないかという気がし

ているのです。見て、これは沖縄県産だとわからな

いものを応援するのも確かにいいが、明らかにこれ

は沖縄県の一番の産物だと思わせるような、そうい

うブランド力をもう少し高める努力をやっていただ

きたいのです。それはもう今実際やられていると思

うのですが、極端に、抜本的に、海外に出すものは

どかんと演出してほしいと思うのです。その辺はい

かがなものですか。

確かに、黒糖につきまして○山城毅農林水産部長

は、香港に平成22年度から売り込みに我々が行った

ときに非常に向こうの評価が高くて、向こうのバイ

ヤーも沖縄県に来て工場も見ていただいて、ある程

度向こうに輸出した実績もあるのです。去年、こと

しは生産高が落ち込んだためにその量が若干減って
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はいるのですが、そういう意味で、台湾、香港では

黒糖が非常に評価されているということは自覚して

おります。原料用として送るのか、あるいは今言っ

ていた最終商品として送るのかでいろいろ違ってき

ますので。委員おっしゃるとおり、ブランド力を高

めるということは非常に重要な要素でございますの

で、それもまた研究しながらしっかり対応していき

たいと思います。

これは通告していないのですが、農○玉城満委員

林水産部の中で―ことしは長寿日本一奪回宣言をし

ているわけでありまして、沖縄県の農水産物で長寿

にかかわる何かの研究というものを今後やる予定は

ございますか。

沖縄県の作物の中で、一番○山城毅農林水産部長

注目されているのが島野菜かと。島野菜については

非常に機能性があって、成分が高いということが評

価されています。そういう意味では、沖縄県農業研

究センターで―島野菜も結構いろいろな種類があり

まして、それを各地域から導入して、その中から機

能性の高いものの選抜なり、栽培に向くものの選抜

なりという研究を今やり始めたところであります。

それができ次第、また現場におろして、長寿に、健

康にいいような農作物、島野菜を提供していきたい

と考えております。

だから、長寿を考えるのは福祉保健○玉城満委員

部だけではなくて、やはり各部署でそれを意識した

仕掛けというか、それを事業にしていくことが絶対

必要になってくると思います。ひとつぜひこれは、

薬草をつくるなり、頑張っていただきたいと思って

おります。

最後ですが、先ほど翁長委員もおっしゃっていま

した石垣牛の話なのですが、今まで石垣牛というこ

とで外に出してかなりの額で貿易をやっていた人

が、ＪＡの飼料を仕入れていないということで石垣

牛ではないと言われて、差しどめになって、今裁判

をしている最中のある畜産業者がいるわけです。そ

こに言わせれば、この飼料を買っていなければＪＡ

というマークを入れられませんよということが取り

決めだと言っているわけです。石垣牛ではないとい

うルールではないと、彼ははっきり言っているので

す。その辺のところを、もし承知している、もしく

は先ほどの続きになりますが、答えていただけます

か。

今のトラブルの話は私も初○山城毅農林水産部長

めて聞きました。事務方もまだ聞いていないという

ことですので、その状況を我々も調べさせていただ

いて、どういう状況か把握した上で検討していきた

いと思います。

これはぜひやってください。これは○玉城満委員

億単位で、この畜産業者に対しては大変多大な損害

を与える可能性もあるし、その辺ははっきり―周り

のそういう状況を県としてもしっかり承知していた

だいて、もしくは間に入るなりして処理をしていた

だきたいということです。これはやがて耳に入ると

思いますので、ひとつお願いします。

瑞慶覧功委員。○上原章委員長

まず、アーサ生産に関連してです○瑞慶覧功委員

が、平成25年度の県内生産状況についてお尋ねしま

す。

平成25年度のアーサの生産量○新里勝也水産課長

は、各産地の漁業協同組合から聞き取り調査した結

果、約99トンとなっておりまして、前年の平成24年

、 。度に比較して約14トン 17％の増となっております

北中城村に関連して、同じ質疑で○瑞慶覧功委員

す。

北中城村では、前期に比べ６○新里勝也水産課長

トン増の37トンとなっております。

これは私は２月議会でも質疑した○瑞慶覧功委員

のですが、過去見ていると、工事をストップしてい

る泡瀬埋立工事との関連ですが、ストップした平成

22年が55トン、平成23年は45トン、再開した平成24

年が31トンと20トン以上落ちているわけです。また

ことしは、少し―６トンはアップしたということで

すが、例年の平均からすればやはり落ちていると思

うのです。本会議で前に質疑したときに、この因果

関係についてどう思うかということに関して、農林

水産部と土木建築部も関連しますので質疑したので

すが、一緒になって検討したいという話だったので

す。その後、どういう状況ですか。

今の因果関係でございます○新里勝也水産課長

が、農林水産部としましては、ことしの７月に泡瀬

埋立工事の発注者であります沖縄総合事務局、沖縄

、 、 、県中部土木事務所 地元の漁業協同組合 北中城村

そして我々、沖縄県水産海洋技術センターの指導部

門も交えて、現状の確認と今後の対策を話し合う協

議会を持っております。そのときの結論としまして

は、発注者側は調査をずっと継続してやっているわ

けですが、工事現場周辺での調査では、シルト泥、

細かい泥とがアーサ漁場に拡散しているという調査

結果はなかったということが報告されております。

それを受けまして、漁業協同組合が採取したシルト

を沖縄総合事務局が分析してみるということ。そし
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てもう一つ、次の養殖シーズンに―そろそろ始まる

時期でございますが、現場確認することなどが確認

されております。今後、漁業協同組合が採取した細

かいシルトの検査結果を確認しながら、また関係者

みんなで現場へ入って、種つけ網の状況あるいは堆

積物の状況等を確認し、必要な時点でまた協議会で

確認して因果関係の解明に努めていこうということ

で今話し合いをしている状況でございます。

次に、７ページになるのですが、○瑞慶覧功委員

森林病害虫防除費についてですが、その事業の概要

と不用額の理由を教えてください。

森林病害虫防除費につき○謝名堂聡森林緑地課長

ましては、松くい虫を中心とした森林に関する病害

虫の防除費ということで事業を実施してございま

す。予算のほとんどが松くい虫の被害対策というこ

とでございます。

不用額の理由は。○瑞慶覧功委員

森林病害虫防除費の不用○謝名堂聡森林緑地課長

、 、額につきましては 病害虫防除対策を実施しまして

被害量が前年度の半分近くに減っているということ

、 。で 被害量の減に伴う不用ということでございます

ことしは例年になく目立つのです○瑞慶覧功委員

ね。私は北谷町ですが、北谷町の状況を聞くとそん

なに多くはないのですが、基地との境とか、そうい

う山では、昨年の４倍発生しているらしいのです。

ことしのそういう状況は把握していますか。

病害虫の発生につきまし○謝名堂聡森林緑地課長

、 。ては 気象条件等も大分影響すると伺っております

ことし、若干乾燥等もございましたので、まさに今

調査中ということでございます。病害虫は、御承知

のとおり、９月から大体病兆が出てきまして、被害

の判定をするのが９月以降となっていますので、今

。 、まさに調査中でございます 委員おっしゃるとおり

若干ふえているのではないかという話が出ていると

ころでございます。

では、これまでの松くい虫被害対○瑞慶覧功委員

策の概要について教えてください。

松くい虫の防除対策につ○謝名堂聡森林緑地課長

きましては、森林病害虫等防除法に基づいて、保安

林とかの機能の高い森林を保全松林ということで指

、 。 、定して 林野庁の予算で対応しています それから

保全松林以外のその他松林につきましては、森林事

業として予算が対応できないものですから、沖縄振

、 、興一括交付金等を活用して 幹線道路周辺ですとか

名木等の貴重な松林については対応しているという

状況でございます。

これまでの被害木の総量と総事業○瑞慶覧功委員

費について。

昭和48年以降、これまで○謝名堂聡森林緑地課長

40年間に約60万5000立方メートルを処理しておりま

、 。して その費用が約88億円ということでございます

ただ、ここ最近10年間の推移を見ますと、平成24年

度が4800立方メートルでございますが、10年前の平

成15年が４万4000立方メートルということでござい

ますので、おおむねこの10年間で10％程度に減少し

ているという状況でございます。

減少しているというよりは、もう○瑞慶覧功委員

大きい松がなくなっていると思うのですが。沖縄県

内、これは離島も含めて、被害分布の状況を教えて

ください。

平成24年度に限って申し○謝名堂聡森林緑地課長

上げますと、北部地域が約4700立方メートル、中南

部地域が100立方メートル、離島につきましては、

南大東島で二十数立方メートルということでござい

、 。ますので おおむね97％近くが北部で発生している

特に、その北部の中でも名護市が一番多くて、また

恩納村ですとか、そのあたりに集中して発生してい

るという状況でございます。

松くい虫の処理方針といったもの○瑞慶覧功委員

は大分変わってきたと思うのです。最初はゼロ作戦

とか目標が高かったと思うのですが、その途中で米

軍との共同の取り組みもあったかと思うのです。米

軍基地内の被害木の処理はどのようになっているの

でしょうか。

米軍基地の松くい虫の被○謝名堂聡森林緑地課長

害対策につきましては、北部訓練場を森林管理所で

対応しまして、北部訓練場以外は沖縄防衛局での対

応ということになっています。昭和55年以降の約30

年以上の処理が約10万6000立方メートルということ

で、予算にしておおむね30億円ぐらいが米軍の中で

処理されているということでございます。

沖縄防衛局がと言っていたのです○瑞慶覧功委員

、 、が 私もかつては少し関係したことがあるのですが

北谷町だったら空軍、陸軍、海兵隊、それぞれの部

署で対応が違ったのです。直接米軍との関係だった

のですが、これは沖縄防衛局でそういう統括をして

いるのですか。

窓口は沖縄防衛局になっ○謝名堂聡森林緑地課長

ておりまして、実際には委員おっしゃるように、そ

れぞれ空軍とか海兵隊も含めて、シュワブ、ハンセ

ン、嘉手納弾薬庫、それぞれ所管がありまして、そ

れぞれまた対応はしている。総括は沖縄防衛局で
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やっているということでございます。

例えばフェンス一つ隔てて―幾ら○瑞慶覧功委員

民間、地域で頑張っても、米軍基地内で処理されな

いという状況の中では、とめるということはとても

無理な話だとずっと思っていたのです。また、予算

がないとか、そういったことも大分あったのです。

前はゼロを目指してきたということだったと思うの

ですが、この方針は今どうなっていますか。

松くい虫ゼロ作戦につき○謝名堂聡森林緑地課長

ましては、５年間、集中的に松くい虫作戦を実施す

るということで、ちょうどさっき申しました平成15

年あたりを中心に実施したところで、その成果も出

まして、大分落ちついている状況でございます。た

だ、おっしゃるように、米軍も大分予算が厳しいと

いうことで、松くい虫に回す予算が非常に少ないと

伺っております。沖縄県では、今従前の保全松林、

、 、その他松林と合わせまして 新たな手法としまして

天敵昆虫を利用した松くい虫の防除、それから抵抗

性松の研究ということで、総合的な防除対策に取り

組みたいということで、まさに今その取り組みを推

し進めているところでございます。

やはり予防とか保護にも力を入れ○瑞慶覧功委員

たほうが現実的だと思います。山の中の被害木を切

り出して処理するというのは、これまででも、はっ

きり言って効果というのは疑われますので、もっと

予防、保護に力を入れていただきたいと思います。

午前中に話が出ていたのですが、今の予算執行の

悪い状況ですね。理由として、繰り越しが多いと。

緊急経済対策関連事業が118億円ですか、ほとんど

がハード事業だということで、技術屋のポストに事

務方が190人中30人という話もありました。予算は

あっても、現実的に執行できないというような状況

なわけです。これは、沖縄県のこれまでの合理化を

目的とした行革の弊害ではないかと思うのです。

もっと専門職とか技術職、そういうものを大事にし

ていかないと、このままでは職員が疲弊して、本当

に市町村や民間に流れていってしまうのではないか

と思います。それを助長するような組織ビジョンで

あってはならないと思うわけです。

午前中もありましたが、農林水産部の再編はどう

なるのかということと、農林水産部長がどう考える

のか、聞かせてください。

先ほども申し上げたのです○山城毅農林水産部長

が、現在沖縄県では、沖縄21世紀ビジョンで掲げる

将来像の実現に向けて、同基本計画に沿った組織の

あり方について検討を行っているところでございま

す。農林水産部としましては、沖縄21世紀農林水産

業振興計画の効率的、効果的な施策推進を図るため

に、平成26年度の組織体制について、関係部署等と

、 。調整を行い 検討を進めているところでございます

農林水産部の位置づけは非常に重要なところだと私

も認識しておりますので、そこは農業、林業、水産

業全て網羅して大事にしないといけない。そこの中

には、組織も大事ですし、人づくりも大事ですし、

それと専門的な分野でございますので、農業土木に

しても、林業にしても、農業にしても、専門的な分

野を育成する。そういう意味では、採用もなるべく

多く採ってくれるようにということも我々はまた要

望しながら、しっかりした農林水産部内の組織体制

をつくって、また頑張っていきたいと考えておりま

す。

ぜひ後退させないように頑張って○瑞慶覧功委員

いただきたいと思います。

玉城ノブ子委員。○上原章委員長

よろしくお願いします。○玉城ノブ子委員

最初に、糸満市の糸洲後原の冠水被害について質

疑したいと思います。皆さんももう御存じだと思う

のですが、糸満市の糸洲後原は、沖縄県農業研究セ

ンターの整備の後、農業研究センターの汚水の貯水

池から越流した水が周辺の修理工場、畜産農家、農

地に流れ込んで、大きな被害を出しているわけなの

です。これは沖縄県農業研究センターを建設した後

からそういう被害が非常に大きくなっているという

ことで、周辺の農家の皆さん、住民から、これでは

もう農業を続けていけないという悲鳴の声が上がっ

ているわけです。問題は、農業の振興のためにある

沖縄県農業研究センターのことで周辺の農家の皆さ

んが被害を受けているということについて、やはり

皆さん方はもっと深刻に、真剣に考えていただかな

いといけないと思うのです。まず最初に、これにつ

いて農林水産部長、どうですか。

５月の集中豪雨によりまし○山城毅農林水産部長

て、確かに沖縄県農業研究センターの周り、何カ所

かが冠水しておりまして、サトウキビ等も被害が若

干あるということは我々も承知をしております。そ

れについては、周りの対策をどのようにやっていく

か、応急対策、あるいは抜本的な対策をどうするか

というところが課題としてありますので、地元と

しっかり協議しながら今進めているところでござい

ます。

私は一般質問でもこの問題を取○玉城ノブ子委員

り上げました。そして一昨年は、具体的に被害者の
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農家の皆さん方から訴えがあって、沖縄県農業研究

センターに被害者の皆様に集まっていただいて、具

体的にこの事態をどうするかということで話し合い

もやりました。そして皆さんは、これに対しては緊

急対策をやりますということだったわけです。とこ

ろが、ことしの台風時にさらに深刻な被害が起きて

いるわけですよね。この間、皆さん方はどういう対

策をとってきたのですかと言わざるを得ないと私は

思っているのです。緊急対策をどのようにやられた

のですか。

平成23年12月に糸満市、あ○山城毅農林水産部長

るいは農家で構成する沖縄県農業研究センター冠水

対策協議会というものを設置してございまして、従

来はそこの中で話し合いをしていたのですが、もう

少し抜本的な応急措置をしないといけないというこ

とがありまして、その下に今回、沖縄県農業研究セ

ンター豪雨対策ワーキングチームを立ち上げまし

た。その中で、どういう対策があるかを議論しまし

て、今回、沖縄県農業研究センターの中に、もう少

しオーバーフローするのを抑えるために、一つの応

急対策として、敷地内にある沈砂池の堆積土砂を

しゅんせつするということと、沖縄県農業研究セン

ター内に大型土のうを設置しました。そこに２万

7600立米の新たな貯留容量を確保してございます。

それによって幾らかの緩和策になるということで、

応急対策としてはそれをやったところでございま

す。

具体的には、周辺の抜本的対策○玉城ノブ子委員

も私は進めていかなくてはならないと思うのです。

それについては、一昨年のこの集まりのときにも皆

さん方に話したのですが、被害者である周辺の皆さ

ん方も含めての対策協議会を立ち上げて、具体的に

どのような緊急対策と抜本対策をどのように進めて

いくのかということで、ぜひ進めてほしいというこ

とを言ったわけです。

それに対して、皆様、私の一般質問に対しても、

被害者の皆さんも含めての対策委員会を立ち上げて

検討を進めていくという答弁があったのですが、こ

れはどうなっていますか。

対策協議会については平成○山城毅農林水産部長

23年12月に立ち上げてございます。その中で、先ほ

どのワーキングチームは技術的なところを検討しま

して、対策協議会の中で糸満市も含めて、今回、抜

本的対策については外側の排水をきちんとしないと

いけないわけですから、それについてはそのような

断面を確保するという意味で、排水路の整備が有効

であるということが結論として出ています。早期に

必要な対策が図られるように、事業としては農業基

盤整備促進事業がございますので、それを平成26年

度の新規着工に向けて糸満市と今調整を進めており

ます。手続については、市で地元農家とも連携しな

がら申請していただくということで今詰めています

ので、しっかり対応していきたいと思います。

沖縄県農業研究センターの責任○玉城ノブ子委員

は大きいわけですよ。施設をつくったはいいのです

が、この水の処理がしっかりとできていなくて周辺

、 、に被害を与えているわけですから これについては

早急に対策を進めていただきたいということを要望

申し上げておきたいと思います。

次に、干ばつ被害対策の問題ですが、今回の干ば

つ被害で、具体的にサトウキビ、農作物はどれぐら

いの被害が出ているのでしょうか。被害額はどれぐ

らいでしょうか。

今般の干ばつに係る被○竹ノ内昭一糖業農産課長

害につきまして、製糖企業、それから沖縄県農業研

究センターの気象感応試験のデータ等を分析いたし

、 、まして あくまでも推計という形ではございますが

平年に比較しておおむね１割弱程度の被害になると

考えております。

今度の干ばつ被害が発生したと○玉城ノブ子委員

き、皆さん方、この干ばつ対策として具体的にはど

ういうことをなさっていたのですか。

まず、干ばつ対策について○山城毅農林水産部長

は、沖縄県では、知事、副知事を含めた全体の危機

管理対策本部を立ち上げてございます。その下の農

林水産部内には、沖縄県干ばつ被害防止対策会議を

まず立ち上げまして、そこから地区ごとの―普及部

、 、門がありますので その地区ごとに関連する市町村

ＪＡなどで構成する干ばつ対策緊急連絡会議を設置

しました。各市町村においても干ばつ対策会議を設

置したと。組織体制的にはそういうものをつくりま

して、今回、課題となっていたかん水施設、資材と

かいうものが、水がないところは早急にタンクで運

んでかん水しないといけないわけですから、そう

いったところの支援。基金を活用しながら、タンク

の購入費とか、かん水するためにはチームを組んで

委託しないといけないということもありましたの

で、その委託料の支援とか、そういったものを支援

しながらやってきたところでございます。

具体的には、異常気象が続いて○玉城ノブ子委員

いて、今後も干ばつが起きるということが考えられ

るので、これに対する対策を恒常的に進めていくと
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いうことが非常に大事なのではないかと思っている

のです。特に、かんがい施設の整備については、も

う少し早いテンポで進められないのかどうかと考え

ているのですが、このかんがい施設の整備状況はど

のようになっていますか。

現在は、平成24年度の圏域○山城毅農林水産部長

、 、別の水源整備率を見た場合に 沖縄本島地域で43％

本島の周辺離島地域で49％、先島地域で72％となっ

。 、 、ております もう一方 かんがい施設の整備ですが

沖縄本島で30％、周辺離島地域で37％、先島が57％

という整備率になってございます。

皆さん、決算資料の中でかんが○玉城ノブ子委員

い施設整備事業費の繰り越しが多いというのがあり

ますよね。かんがい施設整備が非常にテンポよく、

早急に整備されなくてはいけないという状況の中

で、そういう繰り越しが出てくるということについ

ては、私は理解に苦しむのです。もっとテンポを早

くかんがい施設整備を進めていくという体制、これ

はどこに問題、課題がありますか。どうしてこのよ

うな多額の繰り越しが出てくるのか。

先ほどからお話があります○山城毅農林水産部長

ように、繰り越しについては、２月の補正の繰り越

しが大きな要因になっております。あとはかんがい

施設を優先的に整備するために、全体の予算の中の

７割近くはかんがい施設に振り向けてやっていま

す。それが早期に執行できるような体制を一生懸命

頑張っていきたいと思っております。

では、ぜひ早急にそういう対策○玉城ノブ子委員

を進めていただきたいと思います。

これに関連してもう一つは、糸満市兼城地区はか

んがい施設がないために、向こうの農家の皆さん方

が大変苦労しているわけです。前に、私はその件を

一般質問で取り上げたときに、新しいモデル事業を

向こうでやるということを聞いたのです。向こうの

かんがい排水の施設整備の件、水不足で苦しんでい

る農家の皆さん方に水を供給するためにどうするか

ということについて、具体的にどのような対策を講

じておられますか。

兼城地区に関しては、○新城治村づくり計画課長

以前、国営の島尻地区ということで、国営のほうで

調査を進めたところです。どうしても事業化には難

しい点があって―下水処理場を使う計画だったので

すが、コストの面が高くかかるということで、これ

が難しいということで断念されたということです。

それを受けて今、県では、再度、下水処理場も含め

て、また中央集水型も含めて、本年度から検討を進

めているところです。その結果を踏まえて、今後事

、 。業化が可能か 見きわめていきたいと思っています

私がもう一度これを聞いている○玉城ノブ子委員

のは、これと同時に、地下ダムが近くまで来ていま

すよね。だから、そのことも含めて検討を。要する

に、向こうは、もう一日も早く水不足を解消してほ

しいという農家の皆さん方の悲痛な訴えがあるわけ

です。ですから、このことも含めて検討課題に挙げ

て、検討する必要はないのかどうかと思って聞いて

いるわけです。

今、話のありました国○新城治村づくり計画課長

営の南部の地下ダムに関しては、受益者が固まって

いるところです。十分まだ水が使われていないとこ

ろに関しても、今後できるだけ水を使うように、沖

縄県としても推進していきたいと思います。その水

をまた、地区外に使ってもらうことに関しては、ま

ずこの地区で、新たな下水道の水とか中央の水を

使って水源開発ができないか。どうしても足らない

場合は、再度、国営の本島南部の見直しも含めて、

次の段階で検討すべきではないかと思っています。

いずれにしても、とにかく向こ○玉城ノブ子委員

うの水不足を早く解消するためのあらゆる対策を講

じていただきたいということを要望しておきます。

今度の干ばつ被害対策は、やはり恒常的に対策を講

じていくことが大変大事だと思うのです。そのため

に、県、市町村、農家の皆さん含めての干ばつ対策

協議会を立ち上げて、恒常的にそういう状況になっ

たらすぐ対応できるような体制を進めていくという

、 。ことが大事ではないかと思いますが どうでしょう

ことしも協議会を立ち上げ○山城毅農林水産部長

て対応しているところですが、地域によっては非常

にいい取り組み、例えば、宮古地区の協議会あたり

は非常にいい取り組みをしているという事例もござ

います。そういう事例も踏まえて、いいところはま

たほかの地域にも還元しながら、より体制を強化し

ていきたいと考えております。

ぜひそのようにやっていただき○玉城ノブ子委員

たいと思います。

あと１点、島野菜の生産拡大について。先ほど少

し出ていたのですが、糸満市が今、島野菜委員会を

設置して、生産拡大を図っていくということになっ

ております。やはり沖縄県の島野菜は、薬草と言わ

れるほどに健康によい食材として、長寿県沖縄を支

えてきた食材だと私は思うのです。長寿県沖縄を復

活させるという意味からすると、私たちはこの食材

を重視して、生産拡大を図っていくということが非
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常に重要ではないかと思うのですが、伝統的な農産

物として沖縄県で指定している島野菜は何品目あり

ますか。

沖縄県では伝統的農産物と○山城毅農林水産部長

いう位置づけとして、戦前から食されている、ある

いは郷土料理として利用されている、あるいは沖縄

の気候風土に適合しているという定義のもとで選抜

しまして、現在、ウンチェーとかシカクマメ、シマ

ニンジン、シマナー、カンダバー等、28品目となっ

ております。

生産拡大を図っていくための沖○玉城ノブ子委員

縄県の具体的な計画、対策、そして、これを推進す

るための支援策はあるのかどうか。

島野菜は多岐にわたってい○山城毅農林水産部長

ますので、普通のゴーヤーとかメジャーな作物に比

べて、どちらかというと地域で点在しているという

現状がございます。それらについては栽培指針も含

めて今我々は検討していまして、まずは品目の栽培

指針をしっかり押さえて、それを農家に普及しなが

ら産地をつくっていくということで、技術の向上を

狙うという意味では、展示場を設置したりしてやっ

ています。平成24年から島野菜がんじゅうプロジェ

クト事業というものを立ち上げて、それを活用しな

がらやっているということで、糸満市の今回のプロ

ジェクト―島野菜の協議会も、この事業を活用しな

がら一緒に連携してやっていこうとしております。

これは全県で生産普及拡大を進○玉城ノブ子委員

めていただきたいと思うのです。島野菜は長寿県沖

縄の復活の上でも非常に重要だということを言いま

、 、したが 薬草としても非常に体にいいということで

非常に評価されているものですよね。そういう意味

では、さらに生産を拡大して、これに付加価値をつ

けていく。そうすれば、健康飲料としても引き合い

が非常にあるということを私は聞いているので、そ

ういう意味では６次産業化にも結びつけていく。こ

れによって生産拡大と６次産業化を進めていただき

たい、ぜひ積極的に推進拡大を図っていただきたい

と思っているのですが、これについてどうでしょう

か。

例えば一つの事例なのです○山城毅農林水産部長

が、西原町で遊休地を活用した協議会の中で、遊休

地を対象として、そこでシマナーを普及しようとい

うプロジェクトを今進めております。シマナーは非

常にグリーンのきれいな色が出るものですから、そ

れを加工して粉末にして、てんぷらにしたり、麺に

入れたりということで、６次産業化的な体制でつ

くって、それを売り出していく取り組みをしていま

す。そういったものをどんどん、それぞれの島野菜

に応じたやり方というものを今後検討していきたい

と思います。

、 、 、○玉城ノブ子委員 具体的に 名護市が生産 加工

流通の一貫体制で、アグリパーク事業というのです

か、あれを推進しているということを聞いて、これ

は非常にいい取り組みだと思っているのです。こう

いう取り組みをぜひ全県でやっていただきたいと思

うのです。生産、付加価値をつけて流通まで一貫体

制でやっていく事業を全県で進めていくことが非常

に重要ではないかと思うのですが、どうですか。

委員おっしゃるように、島○山城毅農林水産部長

野菜は６次産業化に非常に向いていると思いますの

で、そういう意味では、あらゆる事業を活用しなが

ら、各地域に、また、市町村にも勧めながら、連携

して一緒に拡大していきたいと思います。

最後にＴＰＰの問題です。ＴＰ○玉城ノブ子委員

Ｐの５品目、守るべきものは守ると自民党も公約を

してきたわけですが、今度のインドネシアのバリ島

で終わってから、西川ＴＰＰ対策委員長が、この５

品目についても抜けるか、抜けないか、検討はさせ

てもらわなければならない。要するに、関税撤廃に

踏み込むこともあり得るという発言をしているので

すね。これはもう重大な事態だと私は思っているの

ですが、これについて皆さん方、危機感を持ってこ

の問題に対応していかなくてはいけないと思うので

す。もし踏み込むということであれば、ＴＰＰへの

参加を撤退せよという強い姿勢で臨んでいかない

と、沖縄県のサトウキビ初め農産物が全て壊滅的な

状況になっていくわけですから、これについて皆さ

ん決意を。

今の状況ですが、国―政府○山城毅農林水産部長

・与党では、重要５品目―586品目あるのですが、

そこを精査しながら今後対応していくという報道も

あります。我々もそれについては非常に危機意識を

持っておりまして、沖縄県の農産物、特にサトウキ

ビ、肉用牛あたりがそういうものの対象にならない

ように、関税維持を絶対守っていくという姿勢で今

後また取り組んでいきたいと。適正な時期に、また

検討していきたいと考えております。

儀間光秀委員。○上原章委員長

鶏卵需給調整施設整備事業につい○儀間光秀委員

てお尋ねしたいのですが、事業予算と事業内容をお

聞かせください。

鶏卵需給調整施設整備事業○安里左知子畜産課長
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は平成24年度の事業で、平成25年度に繰り越してお

ります。事業費、当初予算額は8179万1000円で、事

業内容としましては貯卵冷蔵施設の整備でございま

す。

今現在の運営状況というのです○儀間光秀委員

か、それを整備することによってどういう効果が出

るのか、お聞かせいただけますか。

本事業の目的は、余剰卵―○安里左知子畜産課長

余っている卵を市場から一時的に隔離して、沖縄県

内鶏卵相場の低下を抑制し、生産者の収入を確保す

ることで、養鶏業の経営安定を図ることとしており

ます。７月31日に完成しまして、10月から運用を開

始しております。

これは、要するに、余剰卵の備蓄○儀間光秀委員

をして、市場の値段のコントロールという認識でよ

ろしいのですね。

そのとおりです。○安里左知子畜産課長

この卵なのですが、沖縄県内で年○儀間光秀委員

間、どのぐらい生産されているのか。

平成24年度の生産量が約２○安里左知子畜産課長

万4000トンとなっております。

消費量。○儀間光秀委員

沖縄県内の消費量は２万○安里左知子畜産課長

7800トンとなっております。

消費量は約２万7000トンでいく○儀間光秀委員

と、生産量を上回っているのですが、そういう余剰

卵を備蓄するということは、平成24年度だけを見れ

ば逆に足りないのです。例えば平成24年度をとりま

すと、沖縄県外から卵も入ってきているかと思うの

です。沖縄県外の卵は大体年間平均でどのぐらい

入ってきていますか。

沖縄県外からの移入量につ○安里左知子畜産課長

きましては、平成24年度の集計がまだ手元にありま

せん。平成23年度が3400トンぐらいになっておりま

す。

平成24年度の生産量、消費量、ま○儀間光秀委員

た、沖縄県外からのものはまだ出ていないというこ

とで、平成23年度で3400トンですか。そういうこと

を見ていくと、果たして余剰卵の施設というものが

必要だったのかという疑問を禁じ得ないのです。そ

の辺については。

年間のトータルで見ます○安里左知子畜産課長

と、必要ないと考えられます。ただ、卵の需要の高

い月と、そうでないときが、やはり需要と供給のバ

ランスがどうしても崩れる時期があります。特に12

月であれば、クリスマスケーキなどで非常に需要が

高くなって卵が足りないという状況が発生します

が、ほかの月で卵が余って安値で沖縄県外に移出す

るという状況があります。それを抑制するために、

沖縄県外に安く出て、価格を下げしまうことを防ぐ

ために、この貯卵施設を整備することにしました。

ということは、生産者農家にとっ○儀間光秀委員

てもこの施設は大いにいい、10月からの供用開始と

いうことでしたので、今後生産者の士気というので

すか、生産意識というのですか、それは向上すると

いう認識でよろしいですね。

そのようになっていくと○安里左知子畜産課長

思っております。

次の質疑、通告はしていないです○儀間光秀委員

が、平成24年度主要施策の成果に関する報告書に目

を通してなのですが、耕作放棄地対策事業は何年度

から始まって、また、当初この耕作放棄地はどのぐ

らいあったのか、教えていただけますか。

耕作放棄地対策事業で○新城治村づくり計画課長

すが 平成21年度から始めて 平成28年度までに350、 、

ヘクタールを目標に対策を進めているところです。

事業スタート当初、どのぐらいの○儀間光秀委員

耕作放棄地があったか。

平成24年度時点で耕作○新城治村づくり計画課長

放棄地が2696ヘクタールあります。平成24年度まで

に約218ヘクタールの対策を行っております。

事業は平成21年度からスタートし○儀間光秀委員

ていますよね。

平成21年度時点の耕作○新城治村づくり計画課長

放棄地面積は2693ヘクタールとなっております。平

成24年度時点では2696ヘクタールとなっておりま

す。

この事業は、国の創設した耕作放○儀間光秀委員

棄地再生利用緊急対策交付金というものを活用しな

がら行っていると思うのですが、これが平成25年度

まで取り組むということになっていると思うので

す。先ほどの答弁によると、平成28年度までの事業

計画を沖縄県は立てているということですね。平成

25年度で国の交付金は打ち切るような話と理解する

のですが、平成25年度以降、平成26年度からは、こ

の交付金にかわる予算の手当てというものは予定が

あるのですか。計画が。

この耕作放棄地対策○新城治村づくり計画課長

は、平成21年度から基金を約11億円―使い切りの基

金ですが、積んで進めてきております。これまでに

約８億円使って、今３億円程度残っています。国か

らの情報では今、農地中間管理機構とか、いろいろ
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と国の農地制度が変わることを聞いているのです

が、その中においても耕作放棄地対策は継続して行

うことと聞いています。事業制度は変わるかもしれ

ませんが、耕作放棄地対策はこれまでどおり国の重

点施策として残っていくと思います。

平成21年度から平成24年度まで○儀間光秀委員

やって、あと残りどのぐらいの土地が残っています

か。

平成28年度までに350○新城治村づくり計画課長

ヘクタールを目標にして、平成24年度までに218ヘ

クタールを完了しています。その差し引きが残って

いる面積となります。

では、平成28年度で耕作放棄地は○儀間光秀委員

なくなるという認識でよろしいのですか。

今、村づくり計画課長がお○仲村剛農政経済課長

話ししましたのは、現在緊急対策で行っている耕作

放棄地は、既に土地改良事業を実施した箇所の対策

を優先して行っているものです。それ以外の土地改

良事業が未整備の地域の耕作放棄地につきまして

は、現在国で検討が進められております農地中間管

理機構の中で判定をいたしまして、農地に戻すとい

う農地については中間管理機構の中で対応できるよ

うな制度です。既に灌木等、かなり樹木が入ってい

て畑に戻すのが経済的ではないという判断をされた

ものについては、農地への復元を行わないという整

理のもと、現在制度が検討されているところでござ

います。

今、委員が聞かれている○大城健農業振興統括監

のは、先ほどの村づくり計画課の事業をやれば耕作

放棄地がなくなるのかという質疑だと思うのです

が、耕作放棄地は2000ヘクタール後半台でずっと今

続いているわけなのです。解消しても新たに発生し

てきますので、完全になくなるということはなかな

か難しい話でございます ですから しばらくは2000。 、

ヘクタール台で、2000ヘクタール台の前半ぐらいま

で落ちるかもしれませんが、なくなるということは

今のところ困難と思っております。

僕も西原町の耕作放棄地を圃場整○儀間光秀委員

備して、実際、先ほど農林水産部長が答弁された島

野菜をつくっている現場も見てきて、それからでき

るてんぷらも、ジュースも飲んだり、食べたりもし

てきました。かなりいい事業だということで、今後

とも推進していってほしいのです。一方で、また事

業の中で、農でグッジョブ推進事業というのがござ

いますね。その事業で新規就農者がこの事業を活用

して農業を始めるというときに、この耕作放棄地を

利用させていくということで、それとリンクする部

分があるかと私は思っているのですが、沖縄県の認

識はいかがですか。

委員おっしゃるとおり、耕○山城毅農林水産部長

作放棄地対策事業で平成24年度までに218ヘクター

ル改善してきているわけなのですが、その中の例え

ば平成25年３月時点で見た場合に、新規就農者が84

名、規模拡大農家が291名、法人が21法人、法人に

雇用される人が59人というふうにして、新規就農が

84名とかなり還元されている、そこに行っていると

いうこともございます。沖縄県としては、今後とも

、 、そういう再生に向けては 新規就農にも振り向けて

これを活用していきたいと考えております。

、○儀間光秀委員 平成24年度で新規就農者が390名

平成23年度で257名となっているのですが、この数

字から見ると、やはりこの事業に取り組んで就農者

がふえてきている中で、農業はしたいが土地がない

とか、地域によっても耕作放棄地の多いところと少

ないところがあるとは思うのですが、ぜひこれを

しっかりリンクさせて。新規就農者がせっかく農業

をやりたいというが土地がないという形にならない

、 、ように 今言う耕作放棄地もどんどん沖縄県からも

農でグッジョブ推進事業と絡めて推進していってほ

しいと思います。いかがですか。

農でグッジョブ推進事業の○山城毅農林水産部長

中で、農でグッジョブ推進会議というのを立ち上げ

てございます。それは県とか関係機関、関係団体が

一緒になって、それぞれが持っている事業を活用し

ながら、いかに担い手、新規就農者を育成するかと

いうところで連携しようということで会議を持って

います。そういう意味では、沖縄県新規就農一貫支

援事業なり、青年就農給付金もあるわけですが、あ

わせて、耕作放棄地を改善して、それから新規就農

が入りやすいということが一番いいので、そういう

事業と連携しながら、リンクさせながらしっかりと

対応していきたいと考えております。

ぜひ両事業をリンクさせて、また○儀間光秀委員

未来が明るいような農業の基盤整備をしっかりつ

くっていただきますよう希望して、終わります。

以上で、農林水産部長及び労働委○上原章委員長

員会事務局長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月17日 木曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。

午後３時３分散会
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平 成 2 5 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成25年10月16日 (水曜日)

午前10時２分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 呉 屋 宏君

中 川 京 貴君副委員長 狩 俣 信 子さん

委 員 又 吉 清 義君 島 袋 大君

照 屋 守 之君 新 田 宜 明君委 員

赤 嶺 昇君 糸 洲 朝 則君委 員

西 銘 純 恵さん 比 嘉 京 子さん委 員

嶺 井 光君委 員

説明のため出席した者の職、氏名

崎 山 八 郎君福 祉 保 健 部 長

福 祉 企 画 統 括 監 金 城 武君

福 祉 保 健 企 画 課 長 金 城 弘 昌君

青少年・児童家庭課長 大 城 博君

仲 村 到君
青少年・児童家庭課

保 育 対 策 室 長

障 害 保 健 福 祉 課 長 大 城 壮 彦君

医 務 課 長 阿 部 義 則君

健 康 増 進 課 長 糸 数 公君

薬 務 疾 病 対 策 課 長 上 里 林君

伊 江 朝 次君病 院 事 業 局 長

県 立 病 院 課 長 嘉手納 良 博君

県立病院課経営企画監 稲 嶺 盛 秀君

北 部 病 院 長 上 原 哲 夫君

中 部 病 院 長 松 本 廣 嗣君

南部医療センター・こども
當 銘 正 彦君

医療センター副院長

精 和 病 院 長 伊 波 久 光君

宮 古 病 院 長 安谷屋 正 明君

八 重 山 病 院 長 依 光 たみ枝さん

本日の委員会に付した事件

１ 平成24年度沖縄県一般会計決算平成 25 年

第６回議会 の認定について（福祉保健部所

認定第１号 管分）

平成 25 年 平成24年度沖縄県母子寡婦福祉２

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第６号 て

３ 平成24年度沖縄県病院事業会計平成 25 年

第６回議会 決算の認定について

認定第21号

3 4ii
ただいまから文教厚生委員会を開○呉屋宏委員長

会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成25年第

６回議会認定第１号、同認定第６号及び同認定第21

号の決算３件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、福祉保健部長、病院事業局

長及び各沖縄県立病院長の出席を求めております。

なお、南部医療センター・こども医療センター院

長は別公務のため欠席し、その代理として副院長が

出席する旨の報告がありました。

まず初めに、福祉保健部長から福祉保健部関係決

算の概要の説明を求めます。

崎山八郎福祉保健部長。

福祉保健部所管の平成24○崎山八郎福祉保健部長

年度一般会計及び母子寡婦福祉資金特別会計の決算

概要について、お手元にお配りしてあります平成24

年度歳入歳出決算説明資料に基づきまして御説明い

たします。

資料の１ページをお開きください。

なお、平成24年度歳入歳出決算説明資料の右端の

欄に平成24年度沖縄県歳入歳出決算書のページを記

載してありますので御参照ください。

それでは、歳入決算について御説明いたします。

福祉保健部の歳入決算は、一般会計と特別会計を

合わせますと、一番上の福祉保健部計の欄ですが、

予算現額の計（Ａ欄）458億4868万6000円に対し、

調定額（Ｂ欄）は452億5016万2113円、そのうち収

入済額（Ｃ欄）が445億9972万1950円、不納欠損額

（Ｄ欄）が3044万4299円、収入未済額（Ｅ欄）は６

億1999万5864円となっております。

次に、歳出決算について御説明いたします。

２ページをお開きください。

文教厚生委員会記録（第１号）
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福祉保健部の歳出決算は、一般会計と特別会計を

合わせますと、一番上の福祉保健部計の欄ですが、

予算現額の計（Ａ欄）1399億8517万3000円に対し、

支出済額（Ｂ欄）は1311億2305万1470円、翌年度繰

越額 Ｃ欄 は58億9115万2000円 不用額は29億7096（ ） 、

万9530円となっております。

次に、一般会計の歳入決算について御説明いたし

ます。

福祉保健部の一般会計の歳入は （款）で申し上、

げますと、３ページの上から２行目の（款）分担金

及び負担金から、５ページの下から３行目（款）県

債までの７つの（款）から成っています。

それでは、３ページにお戻りください。

一番上の欄ですが、福祉保健部の一般会計の歳入

決算は、予算現額の計（Ａ欄）456億4675万3000円

に対し、調定額（Ｂ欄）は446億1391万1456円、そ

のうち収入済額（Ｃ欄）が442億5273万4368円、不

納欠損額（Ｄ欄）が2160万191円、収入未済額（Ｅ

欄）は３億3957万6897円となっております。

収入未済額（Ｅ欄）のうち、主なものを説明いた

します。

一番目の 款 分担金及び負担金の収入未済額 Ｅ（ ） （

欄）6368万8755円は、主に児童福祉施設負担金に係

るもので、児童福祉施設入所児童の扶養義務者等の

生活困窮、転居先不明等により徴収困難なため、収

入未済となっております。

５ページをお開きください。

（ ） （ ）上から４行目の 款 諸収入の収入未済額 Ｅ欄

２億7178万9874円は、主に生活保護費返還金や児童

扶養手当返還金に係るもので、経済的事情により手

当を受給している者が多く、債務者の生活困窮等に

より徴収困難なため、収入未済となっております。

次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

ます。

福祉保健部の一般会計の歳出は （款）で申し上、

、 （ ） 、げますと ６ページの上から２行目の 款 民生費

７ページの上から４行目の（款）衛生費、８ページ

の下から３行目（款）教育費から成っています。

６ページにお戻りください。

一番上の福祉保健部計の欄ですが、予算現額の計

（Ａ欄）1397億8324万円に対し、支出済額（Ｂ欄）

は1309億7103万2316円、翌年度繰越額（Ｃ欄）は58

億9115万2000円、不用額は29億2105万5684円となっ

ております。

翌年度繰越額（Ｃ欄）の内訳ですが （款）民生、

費で安心こども基金事業など５件 （款）衛生費で、

へき地診療所施設整備等補助事業１件で、計６件と

なっております。

次に、不用額について御説明いたします。

（ ） 、款 民生費の不用額20億2727万7487円について

その主なものを御説明いたします。

１行下になりますが （項）社会福祉費の不用額、

６億5080万3241円は （目）社会福祉総務費の住宅、

手当緊急特別措置事業における住宅手当支給実績減

や （目）障害者自立支援諸費の障害者自立支援医、

療事業費において自立支援医療費の実績が見込みよ

り少なかったことなどによるものであります。

下から５行目の 項 児童福祉費の不用額10億4723（ ）

万1965円は （目）児童福祉総務費の安心こども基、

金事業における保育所整備事業の実績減によるもの

や （目）児童措置費の児童保護措置費における支、

給実績の減などによるものであります。

７ページをお開きください。

上から４行目になりますが （款）衛生費の不用、

額８億1578万7375円について、その主なものを御説

明いたします。

１行下になりますが （項）公衆衛生費の不用額、

４億9116万8969円は （目）予防費のワクチン接種、

緊急促進事業における市町村に対する補助実績の減

によるものや （目）母子保健衛生費のこども医療、

費助成事業における市町村に対する補助実績の減な

どによるものであります。

８ページをお開きください。

一番上の行ですが 項 医薬費の不用額２億6973、（ ）

万237円は （目）医務費の離島へき地診療所等医療、

機器等整備事業における補助実績減などによるもの

であります。

下から３行目ですが （款）教育費の不用額7799、

万822円、その主なものは（目）看護大学費で、教

職員給与費の減及び経費節減等によるものでありま

す。

次に、母子寡婦福祉資金特別会計について御説明

いたします。

母子寡婦福祉資金特別会計については、９ページ

が歳入決算、10ページが歳出決算の状況となってお

ります。

９ページをごらんください。

本特別会計においては、母子家庭や寡婦等の経済

的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福

祉の増進に資することを目的として、無利子または

低利で修学資金等の各種資金を貸し付けておりま

す。
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本特別会計においては、２億8041万8967円の収入

未済が生じておりますが、これらは借り受け人の多

くが生活困窮等の経済的事情により償還計画どおり

に元金及び利子の償還ができないことによるもので

あります。

以上で、福祉保健部所管の平成24年度一般会計及

び特別会計歳入歳出決算概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

福祉保健部長の説明は終わりまし○呉屋宏委員長

た。

次に、病院事業局長から病院事業局関係決算の概

要の説明を求めます。

伊江朝次病院事業局長。

それでは、平成25年第６○伊江朝次病院事業局長

回議会認定第21号平成24年度沖縄県病院事業会計決

算について、その概要を御説明申し上げます。

お手元にお配りしてあります平成24年度沖縄県病

院事業会計決算書に沿って御説明いたします。

初めに、県立病院の事業概要について御説明申し

上げます。決算書の11ページ、平成24年度沖縄県病

院事業報告書をお開きください。

総括事項についてでありますが、沖縄県病院事業

は、６つの県立病院と16カ所の附属診療所を運営し

ております。医師や看護師等の医療スタッフの確保

を図るとともに、医療機器の整備充実を図るなど、

適切な医療提供と医療水準の向上に努めてまいりま

した。

業務状況につきましては、入院患者延べ数が67万

4367人、外来患者延べ数が78万2856人で、総利用患

者延べ数は145万7223人となっており、前年度と比

べますと１万1062人の減少となっております。

それでは、病院事業の決算状況について御説明申

し上げます。

１ページにお戻りください。

まず、平成24年度沖縄県病院事業決算報告書の収

益的収入及び支出について御説明申し上げます。

収入の第１款病院事業収益は、予算額の合計488

億1942万6000円に対しまして、決算額は472億640万

602円となり、16億1302万5398円の減収となってお

ります。

これは、第１項の医業収益において14億2014万

3514円、第２項の医業外収益において２億5002万

6319円の減収となったことが主な要因であります。

一方、支出の第１款病院事業費用は、予算額の合

計485億1569万8000円に対しまして、決算額は455億

9440万4436円となり、不用額は29億2129万3564円と

なっております。

この不用額は、第１項の医業費用において26億

3866万6972円 第２項の医業外費用において２億427、

万3448円の不用が生じたことなどによるものであり

ます。

次に、２ページの資本的収入及び支出について御

説明申し上げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額の合計92億

2974万436円に対しまして 決算額は91億9442万8778、

円となり、3531万1658円の減収となっております。

これは、第１項企業債において1588万9000円の借

り入れの減があったこと、第２項他会計負担金にお

いて1368万5259円の減があったこと等によるもので

あります。

第２項他会計負担金の決算額20億9810万2177円に

つきましては、その主なものが各県立病院の資産購

入費及び企業債償還金に対する一般会計からの負担

金となっております。

第３項国庫補助金の決算額13億5912万6601円につ

きましては、新宮古病院建設工事及び医療機器購入

等の資産購入に充当した補助金であります。

第４項寄附金の決算額260万円につきましては、

沖縄県立北部病院、沖縄県立中部病院に対する寄附

となっております。

一方、支出の第１款資本的支出は、予算額の合計

105億6134万4000円に対しまして、決算額は105億

1569万2702円となっております。

不用額は4565万1298円となっており、施設整備費

及び資産購入費の執行減などによるものでありま

す。

次に、３ページの損益計算書に基づき、経営状況

について御説明申し上げます。

医業収益につきましては、入院収益、外来収益、

診療所収益及びその他医業収益で合計424億1054万

9730円となっております。

、 、 、 、一方 医業費用につきましては 給与費 材料費

、経費などの合計で442億6695万3185円となっており

差し引き18億5640万3455円の医業損失が生じており

ます。

医業外収益につきましては、受取利息配当金、他

会計補助金、国庫補助金などで合計46億3215万6454

円となっております。

次に、４ページをお開きください。

医業外費用につきましては、支払利息、繰延勘定

償却、雑損失で合計15億1415万4671円となり、差し

引き31億1800万1783円の医業外利益が生じておりま
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す。

この医業外利益と先ほどの医業損失を合わせた結

、 。果 経常利益は12億6159万8328円となっております

さらに、特別利益が9872万1747円であるのに対し

、 、まして 特別損失が１億8046万9588円となっており

8174万7841円の損失が生じております。これを経常

利益と合わせますと 当年度純利益は11億7985万487、

、 、円となり 前年度繰越欠損金179億4808万1671円が

当年度末未処理欠損金167億6823万1184円に減額し

ております。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

資本金、資本剰余金、利益剰余金の合計である資

本金合計を見てみますと 前年度末残高は557億7161、

、 、万2085円となり 前年度処分額がゼロ円であるため

処分後残高は同額となっております。

当年度変動額は77億5990万1413円となり、その主

な内訳としましては、固定資産除却に伴う除却損へ

の補塡がマイナス４億2906万9431円、企業債の発行

が57億3460万円、企業債の償還がマイナス20億3862

万8189円、負担金の受入が20億9810万2177円、補助

金の受入が13億5912万6601円、当年度純利益が11億

7985万487円となり、その結果、資本金の当年度末

残高は635億3151万3498円になっております。

次に、欠損金処理計算書について御説明申し上げ

ます。

当年度末未処理欠損金は、先ほど御説明申し上げ

ましたように、167億6823万1184円となっておりま

すが、これにつきましては、地方公営企業法第32条

の２の規定に基づき、全額を翌年度に繰り越すこと

としております。

次に、６ページの貸借対照表について御説明申し

上げます。これは、平成25年３月31日現在における

病院事業の財政状況をあらわしております。

まず、資産の部における固定資産について申し上

げますと、土地が45億8844万2289円、建物が382億

4960万2943円、構築物が11億428万4803円、器械備

品が95億9439万8072円、車両が2040万9412円、建設

仮勘定が2791万9691円、その他有形固定資産が210

万円で、有形固定資産合計が535億8715万7210円と

なり、無形固定資産1260万3544円と合わせた固定資

産合計は535億9976万754円となっております。

次に、流動資産について御説明申し上げます。

現金預金が108億1428万3097円、未収金が105億

9980万8192円、貯蔵品が５億6709万1956円などと

なっており、流動資産合計では219億8855万6879円

となっております。

なお、未収金105億9980万8192円のうち、約19億

1908万円が個人負担分の未収金となっており、残り

の大半は平成25年２月及び３月請求分の診療報酬な

どとなっております。

次に、繰延勘定について御説明申し上げます。

繰延勘定は９億96万5518円となっておりますが、

これは固定資産の購入等に係る控除対象外消費税で

あります。

、 、ただいま御説明いたしました固定資産 流動資産

繰延勘定を合わせました資産合計は764億8928万

3151円となっております。

次に、８ページの負債の部における固定負債につ

いて御説明申し上げます。

公立病院特例債に係る企業債が17億8905万6764

円、他会計借入金が40億円、引当金が3790万2529円

で、固定負債合計は58億2695万9293円となっており

ます。

なお、他会計借入金40億円は、沖縄県産業振興基

金及び一般会計からそれぞれ20億円ずつ借り入れた

長期借入金であります。

次に、流動負債について御説明申し上げます。

未払金が69億1818万8164円などで、流動負債合計

では71億3081万360円となっております。

固定負債と流動負債を合わせました負債合計は

129億5776万9653円となっております。

次に、資本の部について御説明申し上げます。

資本金は、自己資本金18億7858万4732円、借入資

本金となる企業債324億7489万7839円、合計で343億

5348万2571円となっております。

次に、９ページの剰余金について御説明申し上げ

ます。

資本剰余金は、他会計負担金及び国庫補助金など

で、合計459億4626万2111円となっております。一

方、利益剰余金は、当年度末未処理欠損金が167億

6823万1184円となったため 剰余金合計は291億7803、

万927円となっております。

この剰余金と資本金を合わせました資本合計は

635億3151万3498円となり、さらにこれに負債合計

を加えた負債資本合計は764億8928万3151円となっ

ております。

10ページ以降には、決算関連の附属資料を付して

おりますので、御参照ください。

以上が、決算概要の御説明でございます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

病院事業局長の説明は終わりまし○呉屋宏委員長
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た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては 決算議案の審査等に関する基本的事項 常、「 （

任委員会に対する調査依頼について （平成25年９）」

月11日議会運営委員会決定）に従って行うことにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、自席で起立の上、重複することがな

いように簡潔に発言するよう御協力をお願いいたし

ます。

また、質疑に際しましては、あらかじめ引用する

決算資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で

質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに決算に対する質疑を行

います。

又吉清義委員。

お願いします。○又吉清義委員

福祉保健部の皆さんにぜひ頑張っていただきたい

のが、健康長寿日本一であります沖縄県、毎年下が

る一方なものですから、そういった観点におきまし

て、予防費と健康増進推進費の２点について、主に

今回の決算についてお尋ねをしたいと思います。

まず１点目 予防費です どういったことをなさっ、 。

ているのかということと、その効果はどういったも

のだったのかということと、また、予防費という考

え方です。そして、もう一つは、この予防費の中で

医療事業費と保健事業費の割合はどのようになって

いるかという点と、同じく152ページの健康増進推

進費もですが、やはり皆さん、こうやったからには

費用対効果が出ているかと思いますが、どのような

効果が出たという実績があるのか。これも医療事業

費と保健事業費はどのようになっているか、まずそ

の点からお伺いしたいと思います。

御質疑の予防事業費につき○糸数公健康増進課長

まして御説明いたします。

まず予防事業費は、主に予防接種により感染症の

拡大を防ぐための事業―例えば、新型インフルエン

ザのための事業であるとか、実際に患者が発生した

ときの対応事業、エイズ、肝炎など14の事業をまと

めたものを予防費と呼んでおります。予防費の事業

による効果というものは、とりわけ今の課題としま

しては、新型インフルエンザという新しい感染症が

蔓延したときに備えて、指定医療機関―特に感染症

を診療する医療機関に対する補助であるとか、感染

症の医療体制の整備、さらに今回の補正でも提案さ

せていただきました抗インフルエンザウイルス薬の

備蓄とか、主に感染症対策の体制整備について成果

というか、その準備が整っているということになり

ます。

もう一つの健康増進推進費につきましては、これ

はまさに健康長寿をイメージして行われている健康

づくり活動です。県民の健康づくりを推進するよう

な事業、沖縄県健康増進計画というものがあります

ので、その推進、それから食育推進、あるいは県民

健康・栄養調査という県民の栄養状態を知るための

事業など、これは11の事業から成っているところで

あります。予算に従いまして、禁煙週間であるとか

歯の衛生週間、健康増進普及月間など、いろいろな

週間、月間行事がございますので、そのときに県民

に対してＰＲをして、予防的な行動をとってもらう

ように啓発するということ。もう一つは、ずっと進

めてまいりました健康おきなわ21という計画がある

のですが、その中で、県民の応援団、チャーガン

ジューおきなわ応援団という団体を募集するなどを

行っているところです。一定の成果を上げた分野と

しましては、県民の喫煙率はどんどん下がってきて

いて 今 男性の喫煙率は 平成18年には35.5％だっ、 、 、

たものが平成23年は30.6％、女性は8.6％が7.8％に

喫煙率が下がったり、あるいは受動喫煙を防ぐため

に禁煙認定施設という認定も進めているのですが、

それは平成18年が238カ所だったのが今は938カ所と

いうことで、公共の場でそういう受動喫煙に遭わな

いような対策というものは、これらの事業によって

体制の整備が進んでいると考えているところです。

済みません、あと１点、この２つ○又吉清義委員

の事業の医療事業費と保健事業費の割合は―大まか

でいいですよ、どういった感じになっているのか説

、 。明がなかったと思いますが その点をお願いします

先ほど申し上げました２つ○糸数公健康増進課長

の事業について、実際に医療に係る費用は、こちら

では特に項目として予算は持っておりません。予防

活動、啓発活動がほとんどと御理解いただければと
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思います。

医療にかかった事業ではなくて、○又吉清義委員

医療事業としての予防事業は幾らかと。また、保健

事業としての予防事業費は幾らか、そういった意味

です。多分把握していないかと思いますから、よろ

しいです。

その中で、予防費からもう少し御説明願いたいの

ですが、この予防費というものは、これは先ほどの

インフルエンザといったもの以外に使ったらだめな

のかを確認したいのです。なぜかといいますと、約

１億2200万円余りの不用額があるのですが、せっか

く組んだ予算ですので、県民の生命、病気等、健康

、 、事業というものは 私は考え方を変えていかないと

2040年度までに本当に皆さん日本一になれるのか

と。今まで組んでいたパターンでいいのかという疑

問があるから、あえてお尋ねしているわけでござい

ます。これは、そういった感染症以外に事業費とし

て使ったらだめなのか、そうではないのか、まずそ

の点から確認をお願いします。

まず、予防費における不用○糸数公健康増進課長

の御説明を先にさせていただきます。

予防費の中にワクチンの接種、予防接種の事業が

ございます。予防接種事業は実施主体が市町村にな

るのですが、平成22年から子宮頸がんのワクチン接

種を市町村が実施してきて、それに県が基金として

充当するという事業を行ってまいりました。平成24

年度において市町村から当初申請のあった額と実際

の接種実績に少し乖離がございまして、その分が約

9000万円ほどの不用となっておりまして、不用の大

部分を占めております。特に、中学校１年生から高

校１年生の女子に対して―将来、子宮頸がんにかか

りにくくするためのワクチンがあるのですが、その

接種率が平成23年は78％だったのですが、平成24年

は50％に落ち込んだというのが一つの原因で、それ

は市町村も見込みができなかったであるとか、ある

いは子宮頸がんのワクチンについては副作用で少し

痛みが出るとかという報道もあったりして、若干見

込みを下回ったのではないかと考えていて、減額補

正などもしたのですが、やはり不用を出してしまっ

たことがございます。

委員御指摘の感染症以外のものへの予算の活用で

すが、この予防費という目につきましては、ある程

度その目的が感染症に絞られた形で国庫の補助を受

けているものもありますので、フリーハンドでほか

のものに使えるということは今は難しい状況ではあ

ります。

わかりました。ぜひ予防費を組む○又吉清義委員

中で目、そして節の中も皆さんで大いに活用、運用

できる中身なものですから、大いに予防費、今みた

いにそういった不用額は理由があって生じたという

、 。ことですが またほかにも使えたら非常にいいなと

なぜそういったことをあえて申し上げるかといい

ますと、やはり今、小学生、中学生を取り巻く健康

問題、とにかく皆さん毎年悪くなる一方ですよと。

ですから、これはワクチン接種だけでいいのですか

と。本当に根本から改善していかないと、もとは非

常に悪くなる一方である。この悪くなる一方をその

まま放置していると、幾らワクチンを打とうが間に

。 、 、合わないかと私は思うのです ですから 予防費で

ぜひ国にも―何もワクチン以外にも、先ほども言い

ました、皆さんがやっているのはほとんど医療事業

費です。保健事業費という目で大いに頑張っていた

だきたいと。そうしないと改善は無理ですよと。要

するに、幾ら頑張っても無理ですよと。これはもう

本当に正直に申し上げますので、そういった意味で

頑張ってもらいたくてあえて聞いた次第です。

そして、先ほどの152ページの健康増進推進事業

、 。についてですが これも正直言ってもったいないと

約2200万円余りの不用があるのですが、私は、今、

こんなに沖縄県民の健康状態がだんだん下がってい

く中で、予算は幾らあっても足りないのではないか

というのがあるのですが、皆さんとして、この事業

の組み方も―平成24年度、沖縄県の長寿社会が男性

30位、女性３位に落ちるということは、何もきのう

きょうわかったことではなくて、過去10年、15年前

からわかっていたかと思います。そういった中で、

この事業費の組み方は毎年同じ事業であったのか、

何か目新しい事業等もあったのか、まずその点から

お伺いしたいのですが。

まず、健康増進事業の不用○糸数公健康増進課長

についても御説明を申し上げます。

これも都道府県から市町村に―市町村で今特定健

診とかいろいろやっていますが、保険を持っていな

い方に対する健康増進事業というものがございま

す。それもスキームというか、市町村が必要な事業

を県に申請して、それを県で補助するという形の予

算ですが、その事業の実施につきましても、市町村

の見込みについていろいろなメニューがありまし

、 、て 肝炎ウイルスの検査というものがあるのですが

市町村が見込みよりも少し実績が少なかったという

ことがあって、不用が生じたという経緯になってお

ります。もちろん、それは今後改善していくための
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努力を進めていきたいと思います。

それから、これまでと同じような予算の組み方か

という趣旨の御質疑ですが、平成24年度からは沖縄

振興一括交付金事業を利用させていただいて、平成

24年度から始めたものについては、健康行動実践モ

デル実証事業を３年から４年の計画で今実施してい

るところです。これは、モデル市町村において一番

健康状態がすぐれていないのは働き盛りの人たちで

すが、学校教育の中で健康教育を取り入れる、給食

に介入する、あるいは公民館とか老人会とか、地域

のきずなを利用して健康に関するムードを盛り上げ

ていくような事業を行い、結果的に働き盛りの人の

健康も変えていくという事業を昨年度から始めさせ

ていただきました。これは調査研究事業ですが、引

き続き実施をしているところです。

それからまた、今年度以降も小中学生を対象にし

て新たな生活習慣病の副読本のようなものをつくっ

て、それをなるべく教育現場で活用して、今の沖縄

県の現状と生活習慣病に将来ならないようにするに

はどうしたらいいかという教材も、教育庁と連携し

てつくっていく予定になっております。

私は、この健康増進推進費の中に○又吉清義委員

確かにすごく将来の沖縄を左右するものが入ってい

るのではないかと。ここで医療事業もできるし、保

健事業も両方できるわけです。だから、もっと思い

切ったことをしていただきたいのと、先ほどいろい

ろな健康診断、これも非常にいいですよ。ただ、年

齢的にはやはり二十以上の方というのですか、幼児

期の子供たちはほとんど入らないと。幼児期の子供

たちは学校で１回の健康診断があるときです。だか

ら、皆さんにぜひ知っていただきたいのが、学校保

健安全法と学校保健安全法施行規則というものがあ

るのですが、とにかく年１回、６月末日までにやり

なさいと。これは各市町村でどのようにして行って

いるかというと、各市町村全額負担でやっておりま

す。年１回です。ただ、そこは健康診断をして、そ

。 。 、れで終わりです その報告がないわけです だから

、 、やはりこれで不足であれば これをせめて２回でも

新規事業として新年度事業でこういったものを生か

してもらいたいのが、例えば学校で１回、市町村単

独でやっているのを、県でももう一回やることに

よって、先ほどメタボリックにならないとか、成人

病についてのパンフレットを差し上げているのです

が、これも終わっています。今、何名いるかを数え

たほうがいいのです。実際、各学校でどのくらいい

るのか、沖縄県全体でどうなっているか、担当課と

してアウトラインでいいですから把握はしていませ

んか。成人病、糖尿病、メタボリック、こういった

病気が今子供たちにどのぐらい蔓延し始めているの

か、ふえ始めているのか、減り始めているのか。そ

の辺を担当として、アウトラインでいいですから把

握していませんか。

ただいまの質疑に対しまし○糸数公健康増進課長

て、市町村によっては那覇市であるとか久米島町で

あるとか 独自で子供たちに採血をして メタボリッ、 、

クがどれくらいいるかという事業を進めているとこ

ろはあると聞いているのですが、私たちはまだ細か

いデータの傾向まで把握をしておりませんので、今

後、市町村、あるいは教育庁とも連携して、どうい

う傾向にあるかを把握したいと考えています。

ですから、パンフレットをつくる○又吉清義委員

のもいいのですが、ぜひ実態調査をしていただきた

い。実態を把握できないと、皆さんどのように改善

。 。 、していくのか できないかと思うのです ですから

あえてこの目に注目しているのです。何回も言いま

すが、要するに、糖尿病は日本全国で３番です。前

は10番だったのが、やがて１番になりますよ。肝疾

患も１番です。メタボリックも１番です。だから、

そういった状態に沖縄県の子供たちが向かっている

ということも―ある程度理由もあるのですが、そう

いった現状で避けて通れないのです。だから、ぜひ

各学校で本当に何名いるのかという実態調査をする

と。実態調査をしたら、では、各学校で年２回、生

徒全員ができないのでしたら、新年度予算でこう

いったものを、実態調査をしたらわかりますよ。わ

かったら、せめてその子供たちでも集めて、皆さん

独自で指導をする、追跡調査やそういった事業も強

制的にすると。子供たちにこれが蔓延する中で、大

人だけを調べても下から幾らでも出てきます。湧い

てきます。私は今の事業のやり方では間に合わない

と思います。ですから、皆さんがやっている事業を

生かして、そういった発想にぜひ決算を生かしてい

ただきたい。決算の結果を見て、皆さん担当でそう

いった話し合いがあったのかなかったのか。やはり

例年どおり予算を組んで、今回も反省事項として終

わったのか。その点はどのようになっていますか。

次年度への取り組みといた○糸数公健康増進課長

しましては、先ほど申し上げたように、やはり次世

代の子供たちの健康を守ることが将来の健康長寿に

つながるという認識は持っておりますので、教育庁

と連携して教材配付という事業を今検討して、進め

ようと考えております。実態調査につきましては、
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実際に学校現場と教育庁との連携もありますので、

先月から健康長寿おきなわ推進本部という全庁的な

組織の中で各部局との連携体制はできておりますの

で、その中でどのように進めていったらいいかを検

討したいと考えています。

ぜひ担当課には新年度予算でも頑○又吉清義委員

張っていただきたいと思うのです。何もこれは福祉

保健部だけではなくて、学校、教育委員会とも連携

してぜひ実態調査をして、本当に出てきた数字に皆

さんびっくりすると思いますよ。伸び率は成人以上

に進んでいますから。そうであれば、新年度予算を

どうするか。逆に医療費の適正化に向けることに

よって、予算としても日本全国そのものが助かりま

すよ。そういったものを常に新しくという感覚で

もって、やはり決算をすることによって、今どのよ

うに向かっているということが明確に出てくるもの

ですから、ぜひ新年度予算にもこの決算を生かして

いただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

子供の健康については、○崎山八郎福祉保健部長

今後、成人していったときの生活習慣病予防という

上では大変重要な課題だと認識しております。先ほ

ど健康増進課長からもありましたように、実態把握

については、今、久米島町とか那覇市とかで調査も

されているようですので、そういった調査結果を我

々も手に入れて実態把握に努めるとともに、また教

育庁と連携して、どのような取り組みができるかと

いうことについていろいろ検討していきたいと思い

ます。

皆さんが頑張っていただかないと○又吉清義委員

沖縄県民の健康は守れないと思いますので、新年度

どこまでできるかわかりませんが、しっかり一歩開

拓して、ぜひ頑張っていただきたいと思います。新

年度予算、期待しております。

以上です。ありがとうございます。

島袋大委員。○呉屋宏委員長

又吉委員がメタボリックの話をする○島袋大委員

ものですから、僕のことを言っているのかなと思い

まして、昼御飯を控え目にしたいと思っています。

平成24年度主要施策の成果に関する報告書から質

疑していきたいと思っております。通告しておりま

せんが、49ページの「健康おきなわ21」の推進事業

についてであります。歯科保健推進事業の沖縄県

8020運動推進連携会議とありますが、その内容の説

明をお願いできますか。

歯科保健推進事業の沖縄県○糸数公健康増進課長

8020運動推進連携会議につきましては、健康おきな

わ21の中でも歯科に関する項目がございまして、歯

科については健康づくりというよりは、乳幼児期の

、 、 、 、虫歯から学童期 青年期 高齢期 あるいは障害児

障害者の方々という形でデータを整理して、対策を

検討しているところになっております。健康おきな

わ21の歯科部門の推進ということで、このような形

で関係者―沖縄県歯科医師会であるとか、保健担当

者による会議を定例的に開催しているところです。

その会議の中で、う蝕予防フッ化物○島袋大委員

応用ステップアップ事業とあります。先ほど又吉委

、 、員からもありましたが 小学校の子供たちを含めて

虫歯の数、永久歯はワーストワンだと。全国的に非

常に悪い状況でずっと年々続いているわけですね。

今、これを見たら、保育所、幼稚園での導入の拡大

とありますが、これは小学校との調整はどのように

なっていますか。

御指摘の小学校での導入に○糸数公健康増進課長

ついては、まだ調整がなかなか進んでいない状況で

。 、 、 、す 一方 保育所では フッ化物洗口している数も

平成20年は70カ所の保育所だったのが平成24年度は

166カ所ということで、保育所の導入を今進めてい

るところです。

沖縄県8020運動推進連携会議の構成○島袋大委員

メンバーはどうなっていますか。

申しわけありませんが、構○糸数公健康増進課長

成メンバーの資料が手元にございません。後ほどお

持ちしたいと思います。

この中に学校関係で教育委員会から○島袋大委員

は入っていますか。

それも含めて確認できませ○糸数公健康増進課長

んので、後ほど御連絡します。

小学校からが重要でありますので、○島袋大委員

そういった形で、まだスタートについてしっかりと

力を入れていないのであれば、やはり教育委員会と

の連携が必要ですから、その沖縄県8020運動推進連

携会議の中で、教育委員会の立場上、いろいろな面

、 、での意見もあると思いますから その中で議論して

医療費の抑制も非常にひっかかってくることですか

ら、この辺も考えれば、おのずと小さいころからそ

ういった歯磨きの習慣を持っていけば、いろいろな

面でかかわってくるものが非常に重要だと思ってい

ますので、その辺も沖縄県8020運動推進連携会議の

中に入っていなければ、新年度に向けてそういう要

請事項も行って、やっていただきたいと思っており

ます。

次に移ります。56ページ、待機児童対策特別事業
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であります。これは認可外保育施設を認可保育園に

上げるという事業だと思っておりますが、平成24年

度は認可外を認可に上げたいという申請件数が何件

ありましたか。これは市町村に上がってきて、その

後県に上がることでありますから、おのずといろい

ろな面で件数は少なくなってくると思いますが、大

枠で―市町村も大体上げられて、ざる方式でふるい

にかけられたという形はあると思います。その辺の

把握もされていましたらお願いしたいと思います。

県で○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

は、認可外保育施設から市町村に対する認可化移行

の要望件数、内容等につきましては全てを把握して

おりませんが、認可化移行につきましては、認可外

保育施設の要望を踏まえて、各市町村の計画に位置

づけられているところでございます。各市町村が策

定することとしております待機児童解消計画につき

ましては、現在、その内容を精査しているところで

、 。あり 早期に取りまとめをしたいと考えております

これだけ認可外を認可に推進してい○島袋大委員

こうということで、県も音頭をとって頑張っていた

だいておりますが、昨年度は１カ所ということで理

解していいですか。

平成24○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

年度の実績としましては、１施設ということになっ

ております。

ですから、それだけ認可外を認可に○島袋大委員

上げるということは、現状では非常に難しい状況。

１カ所しかなかったわけですから、28市町村の中で

１カ所しか県は認可化の推進はできなかったという

ことであります。やはり基準の問題とかいろいろあ

ると思うのですが、逆に認可外を認可に上げた１カ

所でありますが、まさしくこれは社会福祉法人にな

るわけですね。これは運営もろもろが認可外とは違

うわけでありますから、そういった認可に上げるた

めに認可外の方々の運営方針などを含めて、県とし

てはどのような形での勉強会なり、意見交換とかを

されていますか。

認可外○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

に関しましては、認可化する段階で、例えば４月か

ら認可化するとなりますと、３月において認可園と

しての運営の仕方とか心構えとか、運営についての

研修を実施しているところでございます。

これは徹底的にやっていただきたい○島袋大委員

と思っております。県は監督官庁でありますから、

市町村も市町村でしっかりと意見交換をさせるべき

だと思っています。僕は、子供を預けておられる親

の立場を考えて話を聞けば、やはり認可外の感覚で

認可の運営をされても運営上困るわけです。ここ最

近、いろいろな問題が出ているのは、認可外を認可

に上げたところが、いろいろの不祥事と言ったら言

葉は悪いですが、問題等があるわけです。だから、

運営する側がまだ社会福祉法人という認識を持って

いないのではないかと僕は思っていますから、県と

してもやはり認可外を認可に上げるのであれば、運

営に関してはしっかりと腰を据えてやらないといけ

、 、ないと思っていますから その辺は次年度に向けて

これからも認可外を認可に上げる事業は進めていく

はずですから、県として運営方式、いろいろな面で

の指導もろもろ含めてしっかりと勉強会、意見交換

をやっていただけたらと思っています。それを次年

度に向けて福祉保健部長、どうですか。

ただいまの件について○崎山八郎福祉保健部長

は、今後しっかり研修などを通して徹底していきた

いと思います。それから今年度、認可外保育所を認

可化へ持っていくために運営費について拡充いたし

ましたし、あと、認可外を認可化するためのいろい

ろな計画をつくる際の支援であったりとか、経営状

況の指導であったりとか、そういったことをするた

めの保育対策総合事業というものを補正で組んでい

て、その中でサポートしていくという体制も整えて

おります。

今、福祉保健部長がおっしゃったと○島袋大委員

ころも大事ですが、これも僕は疑問に思っていて、

要するに、認可外を認可にするときの補助の拡充と

いうことで、５年以内に認可化するという条件で補

助金を出していくと。５年間認可にしたいという意

思表示を持てば、補助金、運営費をもらえるわけで

すね。これが５年後、やはりやめたとなった場合に

は、国から公的資金として補助金が出ているから、

これは返す義務があると思いますが、今の明記の中

ではどうなっていますか。

仮に認○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

可化できなかった場合であっても、返還を求めると

いう規定にはなっておりませんが、なるべく認可化

が図れるよう指導をしていきたいと考えておりま

す。

ですから、僕が言いたいのはここな○島袋大委員

のです。認可に移行すると手を挙げたのであれば、

しっかりと認可化に向けて皆さん方も認可外側も努

力する。頑張ったができなかった、それはいろいろ

議論になってくるかもしれません。中には、そうで

はないかもしれないが、５年間引っ張って、公的資
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金を使って、できません、やりませんというものが

出てきた場合は、これは沖縄の恥になりますから、

その辺は県としてもしっかりと汗をかいて議論して

いただきたいと思っていますので、よろしくお願い

します。

次であります。58ページ、特別保育等助成事業に

ついてであります。これは今、25市町村が特別保育

、 、事業をやっていますが 市町村の持ち出しもあれば

県の持ち出しもあるわけであります。これは実際、

市町村側から県に対して、もっとメニューの予算的

な拡充をしてほしいという要請が今まで出てきたこ

とはないですか。

保育所○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

からの要望につきましては、直接県に上がってくる

ということはございませんが、県の予算編成に当た

りましては、事業の実施主体である市町村が保育所

のニーズを把握して、これを踏まえ、県に所要見込

み額を要望している状況でございます。

ですから、この特別保育等助成事業○島袋大委員

というものは、夜間保育もあれば病児・病後児もあ

るし、休日保育もあるかもしれないが、一番重要な

のは一時預かりです。今、待機児童で子供たちが受

け入れられない。しかし、この一時保育事業を使っ

て、週に何回かは一時預かってもらう。その間、お

母さんは就職活動をして、就職を目指して頑張って

いる。この一時預かり保育事業が特別保育等助成事

業の中に入っていますが、やはりこの辺は県も市町

村に調査を入れて、特別保育等助成事業の中で何が

一番メーンで、各保育園が必要だと思っていること

をしっかりと議論していただいて、この特別保育等

助成事業の中でも、僕は待機児童が多い中で、一時

保育事業が沖縄県で一番必要な項目だと思っていま

すから、その辺もしっかりと議論していただいて、

次年度に向けてしっかりとやっていただきたいと

思っています。

次であります。59ページ、安心こども基金であり

ますが、これは認可保育園の建てかえ事業整備の予

算だと思っています。これは各市町村から上がって

いる認可の皆さんの建てかえ事業も、復帰して40年

ですから築30年近くは結構あると思います。その辺

は、上がってきたものはほとんどこの安心こども基

金で改修工事、そういったものまでできたという認

識でいいですか。

安心こ○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

ども基金につきましては、平成23年度からの繰り越

し事業等も含めて、平成24年度は合計68カ所で保育

所の整備に関する事業を実施しておりますが、市町

村から上がってくる要望につきましては、的確に予

算措置を行っているところでございます。

よろしくお願いしたいと思っており○島袋大委員

ます。

。 、次は63ページであります 青少年の健全育成事業

この非行防止のための啓発活動、行政、関係機関、

民間団体と連携した県民運動を実施し、青少年の健

全育成が図られたと言っておりますが、どういう事

業で、どういったことをしたのですか。

平成24年度主要施○大城博青少年・児童家庭課長

策の成果に関する報告書の63ページに青少年の健全

育成事業を載せております。この資料で概略を説明

いたしますと、事業の内容としましては、社会環境

の浄化、非行防止のための啓発活動、行政、関係機

関、民間団体が連携した県民運動、それから困難を

有する子供、若者への支援ネットワークの構築、並

、 、 、びに県内の青少年を県外 国外に派遣し 交歓交流

学習の機会を与えるという内容になっておりまし

て、事業は大きく分けまして、青少年健全育成推進

事業、内閣府国際交流事業派遣費、青少年交流体験

事業に分かれております。

青少年健全育成事業につきましては、警察、教育

委員会、市町村、関係団体等と連携いたしまして、

住民大会の開催あるいは夜間街頭指導等の実施に取

り組んでいるところでございます。それから、子ど

も・若者育成支援ネットワークの構築といたしまし

て、平成25年１月に関係機関で構成する協議会を設

置しまして、今年度は、子供、若者の総合相談体制

の整備に向けて協議を行っているところでございま

す。それから、内閣府の国際交流事業につきまして

は、内閣府が実施します国際青年交流事業などに県

内から参加する青年の推薦を県で行っているところ

。 、でございます 青少年交流体験事業につきましては

主として沖縄県青少年フレンドシップイン九州等の

事業を実施しておりますが、フレンドシップイン九

州につきましては、平成24年度に県内の小・中・高

。校生約260人を九州に派遣したところでございます

ですから、非行防止のための啓発活○島袋大委員

動、行政関係、民間団体が連携したと言いますが、

連携で何をしたのですか。ひきこもりを表に出そう

という会議で終わったのですか。要するに、啓発活

動でどういう活動をしたのかということを僕は聞き

たいのです。

具体的に啓発活動○大城博青少年・児童家庭課長

の内容を御説明いたしますと、まず、青少年の健全
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育成、非行防止を図るために、警察本部、教育委員

会、市町村、関係団体と連携いたしまして、青少年

の深夜はいかい防止県民一斉行動、沖縄県青少年健

全育成県民運動を展開しております。青少年の深夜

はいかい防止県民一斉行動につきましては、例年７

月に各市町村におきまして、住民大会、街頭パレー

ド、夜間街頭指導等を行いまして、平成24年度にお

きましては38市町村で約２万1000人が参加しており

ます。また、11月には各市町村の立入調査員が区域

内の店舗を回りまして、青少年保護育成条例の遵守

状況を確認するほか、店舗等に対し指導を行ったと

ころでございます。

沖縄県子ども・若者支援地域協議会○島袋大委員

の中に教育委員会は入っていますか。

沖縄県子ども・若○大城博青少年・児童家庭課長

者支援地域協議会には、教育関係から県立学校教育

課、義務教育課、生涯学習振興課等に参加いただい

ているところでございます。

わかりました。ありがとうございま○島袋大委員

す。

次です。64ページ、児童虐待防止対策の推進であ

ります。これは市町村に児童相談窓口が設置されて

おりますが、市町村の窓口は全市町村に設置されて

いますか。

平成16年に児童福○大城博青少年・児童家庭課長

祉法が改正されまして、児童相談業務への対応にお

ける市町村の役割が明確化されましたので、平成17

年度以降、全ての市町村に児童相談窓口が設置され

ております。

24時間365日体制で児童虐待ホット○島袋大委員

ラインを設置しているといいますが、24時間365日

児童虐待ホットラインをやって、この情報は、市町

村でカウントされたのは県に上がってくるシステム

になっているのですか。どういうシステムになって

いますか。

児童虐待ホットラ○大城博青少年・児童家庭課長

インにつきましては、市町村ではなくて沖縄県中央

児童相談所に設置をしておりますので、直接児童虐

待ホットラインで受けた情報が児童相談所に還元さ

れることになっております。

理解できました。市町村の要保護児○島袋大委員

童対策地域協議会とありますが、この協議会の中身

―要するに、どういった方々が協議会において児童

虐待の防止についての議論をしていますか。これは

どういう構成になっていますか。

要保護児童対策地○大城博青少年・児童家庭課長

域協議会は市町村ごとに設置しますので、市町村ご

とに若干構成が変わるかもしれませんが、福祉、保

健、教育、警察、医療機関等の関係機関で構成され

ております。

ありがとうございます。やはり児童○島袋大委員

虐待というものは地域もチェック機関をやらないと

いけないのだけれども、中には余りにも子供が泣き

過ぎて、隣の方々がピンポンして、虐待されていま

すよと通報されるのも多々あるみたいですから、そ

の辺は要保護児童対策地域協議会のもとで、どうい

う構成員のもとでやるということが重要だと思いま

すから、ひとつ頑張っていただきたいと思っていま

す。

最後であります。74ページ、障害者スポーツ推進

強化事業。この事業を設立して、今障害者の方々が

スポーツに対して一生懸命頑張っていただいている

と思います。これは予算的に僕は少ないと思うので

すが、声はどうですか。

設立したのは平成24○大城壮彦障害保健福祉課長

年からでございまして 平成24年設立に伴って 1000、 、

、 。万円の補助額 平成25年度も引き続き1000万円です

次年度以降、沖縄県障がい者スポーツ協会との意見

交換も重ねながら、必要な予算額については確保し

ていきたいと思っております。

この間、条例も成立したわけであり○島袋大委員

ますから、お互い連携して、ひとつ議論していただ

いて、頑張っていただきたいと思っております。

照屋守之委員。○呉屋宏委員長

平成24年度沖縄県病院事業会計決○照屋守之委員

算審査意見書からお願いします。この３ページです

が、病院事業収益は前年度と比べて24億円余り減に

なる。これは繰入金の減少が21億円余りということ

でありますが、この数字、例えば純利益が11億7900

万円余りあります。これは当初の計画と決算、見込

みも含めて予定どおりですか。その説明をお願いし

ます。

先ほど病院事業○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監

局長が説明しました決算報告書の中で、予算と決算

の比較がございましたが、その部分では若干の乖離

があるということでございます。

この純利益は、例えば予算を組む○照屋守之委員

ときに―乖離があるということですが、知りたいの

は、当初の部分とこの内容です。それと、病院事業

は３年間の経営再建を受けて、今、一生懸命頑張っ

ていますね。そうすると、経営というのはある程度

売り上げがあって、かかる経費があって、大体どの
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ぐらいの利益を見込む―これまでの欠損金が170億

円ぐらいありますから、そこをどういう形でやって

いくのかという計画をつくりますね。そのようなこ

とからして、今回の決算は数字的なものを含めてど

うですか。

平成24年度の決○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監

算の状況を御説明いたしますが、まず平成23年度と

比較しますと、本体の収益である医業収益でいきま

すと３億5500万円の増加を見ております。また、医

業費用におきましては、平成23年度との比較でござ

いますが、9700万円ほど縮減になっております。

だから、今の数字が、ある程度経○照屋守之委員

営計画のもとに当初からこのような形でやりましょ

うということをつくり上げて、この決算はその結果

に基づいてどうなのか、そういうことをやっている

のですかということです。これはやってみないとわ

からないということではないですよね。これは３億

5000万円余りふえていますが、９ページを見ると、

平成22年度から平成24年度までの入院患者と外来患

、 、者の比較が３年分あって 入院が２万7000人減って

外来が5500人減って、３万2598人減っているわけで

す。減っているのだけれども、数字は逆に上がって

いるわけでしょう。だから、ここが非常に不思議な

のです。説明してもらえませんか。

病院事業の収益○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監

は、まず源泉は患者さんの受け入れでございます。

患者数の状況は、委員がおっしゃったように年々減

少傾向にあるのは事実でございます。一方で、診療

報酬の単価がその一つのファクターにありますが、

単価は年々上昇している傾向にありますので、その

結果、患者数と単価を掛けた数値は状況的によく

なっているということで御理解いただきたいと思い

ます。

そうなると、経営努力みたいな、○照屋守之委員

患者は減ってもその単価が上がって数字は上がりま

すよと これは２万7000人減って ３万2000人に減っ。 、

ても去年度より３億5500万円上がるということは、

努力のしようによっては、この分がもし上がればか

なりまた医業収益が上がって、この純利益11億7000

万円がさらに伸びていくという可能性も秘めている

ことになるのですか、どうですか。

診療単価が上が○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監

る要因としましては、診療報酬の原則がございまし

て、例えば７対１看護体制を施行しますと、当然単

価は上がっていきます。もちろん病院においては施

設基準がございまして、各病院努力をいたしまして

取れるだけの施設基準を取得いたします。そうする

と 当然診療単価も上がっていく 病院の努力でもっ、 。

て診療単価は上がる傾向にあると御理解していただ

きたいと思います。

私が言いたいのは、要するにこう○照屋守之委員

いう形で診療単価も改定をされて、経営する側は今

いい状況にあるわけですね。７対１看護体制もふや

していく。そうすると、病院事業の経営ですよ。こ

れは３万幾らも減らして、これだけ前年より数字が

上がるということは、その努力のしようによっては

この11億7000万円、一般会計からの繰り入れは二十

何億円やらなくてもできる、さらにそこをふやして

いく。そうすると、これまでの損金分ももっと早目

に解消していくと。普通の経営努力をしていくと、

この数字がどうなるかということです。恐らく一般

的な経営というものはやりますよ。だから、病院事

業も３年間で経営を立て直して、相当の一般会計か

らの繰り入れをやってやるわけだから、これだけ減

らしてもこれだけの数字が残るということになれ

ば、当然全体的な努力をして、そこの収益をもっと

上げていって、この病院経営全体の改善をしていく

ということをしないとおかしいのではないかと思う

のです。病院事業局長、いかがですか。

今、入院患者が減ってい○伊江朝次病院事業局長

るのに上がっているというお話がありましたが、こ

れは入院患者延べ数ですから、１人の患者さんが長

く入院しているとその数はふえるのです。つまり、

そんなに医療サービスを提供しないで、診療がほと

んどないような状態でも、そこにずっと入院でいた

ら患者数としてふえるわけです。ですから、入院患

者延べ数というものは、患者さんとその人がどれだ

け在院したかによって、それが入院患者延べ数にな

るわけですから、できるだけ多くの患者さんを扱っ

て早く帰す。そして、診療報酬単価を上げるために

は医療の内容、例えば手術です。非常に難しい手術

とか、いわゆる手間暇をかけるような手術を多くす

るとか、こういうことをやっていけば当然収入とし

てはふえていくわけです。ですから、収益というも

のはその診療内容の密度によるのです。だから、患

者さんがたくさんいたからではなくて、一番必要な

のはやはり新規の患者さんを多くして、できるだけ

短い日数で社会に帰してあげる。それによって、今

のＤＰＣの診療報酬制度の中では上がるわけです。

診療していてしくじってしまって、合併症をつくっ

てだらだらいってしまうと、それだけだんだん収入

としては落ちてくるわけです。だから、できるだけ
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適切な医療をして、確実に患者さんを治して早く帰

す。それが今の診療報酬制度の中では一番大事なの

です。

だから、そういう努力をしている○照屋守之委員

わけですね。

次に、沖縄県立北部病院です。沖縄県立北部病院

は最近、産婦人科医、小児科医の不足もさることな

がら、内科医も含めて、その他の医師不足とか、非

常に厳しい状況があるということも聞いています

が、いかがですか。

委員御指摘のとおり、確か○上原哲夫北部病院長

にここ数年ぐらい、内科医の不足とか産婦人科医の

不足、それから最近、外科とか整形外科も少しずつ

不足していて、診療には非常に難渋しているところ

であります。

だから、沖縄県立北部病院が基幹○照屋守之委員

病院として今なかなか厳しいと。これは医療関係だ

けではなくて、それぞれの地域で北部の市町村議会

の議長会も、あるいはまた名護市議会もそういう危

機感を訴えて、議決して県に要請しているというこ

とですが、そういう事実はありますか。

まず最初は名護市議会から、○阿部義則医務課長

仮称でございますが基幹的病院構想、そういう趣旨

の要望をいただいておりまして、その後、また北部

圏域の議長会会長からも要請書をいただいておりま

す。新聞記事、それからこちらに要請文として届い

ている中では、北部の市町村の議会の要請というこ

とで、数カ所いただいております。

以前に北部地区医師会病院の病院○照屋守之委員

長と沖縄県立北部病院の病院長、あるいは沖縄県立

、 、中央病院の病院長 北部の県議会議員４名も含めて

今、沖縄県立北部病院の現状も含めていろいろ意見

交換をして、地域としても非常に危機感を持ってい

るということを聞いているのです。だから、さっき

言った基幹病院構想を求めている。これはもちろん

名護市や北部市町村の住民の医療、命を守っていく

医療体制をどうしていくかという危機感のあらわれ

だと思うのです。そうすると、今の沖縄県立北部病

院や、あるいはまた北部地区医師会病院があります

ね。このような現状ではなかなか厳しいので、新た

な対応をしてほしいという要望ですか。いかがです

か。

今、関係団体等にヒアリング○阿部義則医務課長

を行っているところでございますが、そもそも北部

保健医療圏での医師の確保がなかなか難しい。特に

発端は産婦人科医であるとか小児科医とか、その辺

の特定の診療科で専門医の不足等がありまして、そ

の原因は、やはりその地域として医師の確保が難し

いという状況がある中、どうやったら解決できるの

かということで、これまでずっと北部の関係者たち

の中で話し合われてきたという経緯はございます。

それは伺ってきております。

そうなると、今、県立病院が経営○照屋守之委員

も含めて、経営再建をやりながらちゃんと維持して

いこうということで頑張っていく。一方で、それぞ

れの地域で、沖縄県立北部病院、あるいはまた北部

地区医師会病院を拠点とした医療そのもの自体に、

地域住民を含めた、行政も含めて、これは何とか一

つにして、統合して基幹病院をつくってもらえない

。 。かとかという危機感がありますね 非常に難題です

福祉保健部長も含めてどう対応しますか。

先ほど医務課長から答弁○崎山八郎福祉保健部長

をしましたが、北部地区の医療の確保については、

北部地区保健医療協議会がありますが、その中でも

検討がされております。そういう中で、基幹的病院

の検討を含めた広範な議論が必要であるということ

が言われております。県としましては、現在、同保

健医療圏に係る保健医療関係団体等から北部地区医

師会会長であったり、そういうものも含めてヒアリ

ングをしているところでありまして、今後、その効

果とか、あるいはその可能性について検討するため

に研究会を開催していきたいと考えております。

沖縄県保健医療計画、５カ年計画○照屋守之委員

がありましたね。その中に、今の沖縄県立北部病院

の抱える課題や北部地区医師会病院の抱える課題、

あるいはまた北部圏域の住民の命、医療を守ってい

くということも含めて、この５カ年計画の中に盛り

込まれているのですか。

個別の病院がどうだとい○崎山八郎福祉保健部長

うことではなくて、北部圏域において、先ほど申し

上げたように、そういった基幹的病院の検討を含め

た広範な議論を行う必要があるということで沖縄県

保健医療計画に記載してあります。

。 、 、○照屋守之委員 最後です 伊江病院事業局長 今

沖縄県立八重山病院も新たにつくっていく、沖縄県

立宮古病院も新しくなりました。それぞれ県立病院

をよくしていこうという形で、職員も含めて頑張っ

ていますね。頑張りながら、こういうそれぞれの地

域で医療に対する要求というか、そのような不安が

あると。ただ、沖縄県立北部病院だけの問題として

。 、はなかなか解決できないわけでしょう そうすると

福祉保健部とも連携して、沖縄県全体のそれぞれの
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医療をしっかり守っていくという立場から、ぜひ一

緒になって考えていただければと思っています。答

弁は要りませんから、以上で終わります。ありがと

うございました。

狩俣信子委員。○呉屋宏委員長

それではまず、病院事業局からお○狩俣信子委員

尋ねします。平成24年度沖縄県病院事業会計決算審

査意見書の６ページを見ますと、皆さんのところで

病床の一部を休床しているところがあると出ている

のですが、これは具体的にはどういうところで、理

由は何でしょうか。

県立病院におきまして○嘉手納良博県立病院課長

は、集中的なケアを必要とする重症患者に適切な医

療を提供するため、病棟を集中治療室へ変更したこ

とや、精神科の入院患者の退院促進、社会復帰の促

進による病床利用率の減少などによりまして、休床

している例がございます。具体的には、全体で申し

上げますと192床ございます 沖縄県立北部病院が41。

床、沖縄県立中部病院が31床―こちらは休床再開52

床を予定しておりましたが、現在、まだ31床が看護

師等の確保が十分できないということで休床でござ

います。南部医療センター・こども医療センターが

23床、沖縄県立宮古病院につきましては条例上の病

。床277床全て稼働しているということでございます

沖縄県立八重山病院におきましては62床、そして沖

縄県立精和病院が７床でございます。

そうなると、職員定数を111人ふ○狩俣信子委員

やしたこともあるものですから、それを12ページで

見ますと、看護部門も37名ふやして111名となって

いるのです。私が計算したら、計で55名。あと61名

はどこにいったのかと思ったのですが、それはどこ

にいっているのですか。

この資料の数字は、平○嘉手納良博県立病院課長

成23年度と平成24年度の年度末の現員数を比較して

おりまして、それが55名ということでございます。

要するに、現在は111名は配置さ○狩俣信子委員

。 。れているということですね そのようなことですか

まず、医師につきまし○嘉手納良博県立病院課長

ては、臨時的任用職員の正職員化で定数増をしてい

るということがございまして、平成24年４月１日付

で配置をしているということでございます。それか

ら看護師につきましては、沖縄県立中部病院の病床

再開で定数増を行いましたが、休床をしているとい

うことで看護師の配置ができないということで、こ

。 。れが約20名ございます そういう状況でございます

111名増加したというものですか○狩俣信子委員

ら、これは現場も助かったのかと思ったのです。な

おかつ、あちこち聞くと192の休床があるというこ

とですが、やはりこれはもっと看護師がふえると解

決できる問題ですか。それともそれとは別ですか。

111名の増員との関係○嘉手納良博県立病院課長

でもう少し補足をさせていただきます。医師につき

ましては、先ほど申し上げましたように、４月１日

から配置できる状況にございましたが、その他の職

種につきましては、平成24年度の採用試験の合格者

の方々を、基本的には平成25年４月１日から配置を

するということでタイムラグがございます。しかし

ながら、その定数増に対応するという観点で、前倒

しの採用等で補っているという状況でございます。

ありがとうございました。理解で○狩俣信子委員

きました。

あと、各病院、とても頑張っていただいて、沖縄

県立北部病院を除く５病院では経常収支が黒字と

なっております それはそれとして喜ばしい よかっ。 、

たかと思うのですが、ただ、入院患者というのです

か、患者数というのですか、長期的な減少傾向にあ

ると書かれているものですから、これは原因として

どういうことが考えられるのでしょうか。

主な要因としては、ま○嘉手納良博県立病院課長

ず医師不足による診療制限がございました。それか

ら、地域において医療機関の新規開業等によりまし

て、そういう医療提供体制が整備されたことで、役

割分担が進んだこと等が挙げられるかと思います。

ありがとうございました。○狩俣信子委員

次に４ページですが、平成26年度予算、決算から

地方公営企業会計基準の見直しが適用されるという

ことで、これまでと大幅に異なるので、地方公営企

業会計基準見直しに伴う移行作業及び移行後におけ

る会計処理が円滑に行われるよう万全な準備が必要

と書かれているのですが、これはどのような形に

持っていくと円滑にいくのでしょうか。何かありま

すか。

今回の地方公営○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監

企業会計の見直しの主なものにつきましては、まず

資本制度の見直しと地方公営企業会計基準の見直し

という２つの柱がございます。資本制度の見直しに

つきましては、今現在、三百数億円ほどの企業債の

借り入れ等がございます。これは今、借入資本金と

いうことで経理をしておりますが、これが負債に回

るとか、そういう資本制度の見直し等がございまし

て、その見直しを行っていくことと、また、引当金

―退職給与引当金とか、あるいは修繕引当金が義務
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化されるということも含めて、費用の増額が見込ま

れることが大きな要因になっております。

では、やはり平成26年度につきま○狩俣信子委員

しては、今までとがらっと変わってしまうわけです

から、それに対するきめ細かな対応が求められてき

ますね。しっかり頑張ってください。

次に、福祉保健部にお伺いいたします。平成24年

度歳入歳出決算説明資料の６ページですが、児童福

祉総務費の不用額が８億円余り出ているものですか

ら、そこらあたりが気になっておりまして、この１

点だけまず説明していただけますか。

児童福○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

祉総務費の不用額の主なものは、安心こども基金事

業で約４億2000万円、それと待機児童対策特別事業

で約１億2000万円ほどの不用となっております。

保育所をつくる計画を持っていな○狩俣信子委員

がら、つくれなかったというものが何カ所かあるの

でしょうか。

安心こ○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

ども基金事業につきましては、委員おっしゃるよう

に、保育所の整備が中心の事業ということでござい

ますが、平成24年度につきましては、保育所緊急整

備事業で不用額が２億2000万円出ております。その

主な理由としましては、平成24年度事業において事

業実施が予定されていた４施設で事業の取り下げが

ございまして、そのほか入札残等による減額であっ

たり、あるいは設計の見直し、追加工事等で逆に事

業費が追加になったものもございまして、もろもろ

差し引きしまして２億2000万円余りになっておりま

す。

ありがとうございます。ただ、今○狩俣信子委員

待機児童がたくさんいると言われる中で、このお金

はもったいないと思うわけです。やはり市町村とも

しっかり連携をとりながら、できるだけ待機児童解

消にも結びつくような対応を県もやっていただきた

いと思います。

次に、ハンセン病についてですが、ハンセン病対

策費の執行率が73.7％と低くなっています。その理

由をお聞かせいただけますか。

この73.7％の執行率で○上里林薬務疾病対策課長

すが、不用額が260万772円です。その主な理由は、

ハンセン病療養所入所者の減に伴って、入所者家族

生活援護受給者世帯が減ったことにより扶助費が不

用額として発生したためです。この入所者家族生活

援護受給者とは、入所している方の家族が一般社会

におられまして、その方々に生活保護と同等の扶助

費を支給しているということです。

実際に今、国立療養所沖縄愛楽園○狩俣信子委員

と国立療養所宮古南静園にどれだけの数が入所して

いるのですか。

ことしの４月現在の数○上里林薬務疾病対策課長

ですが、国立療養所沖縄愛楽園が217名、国立療養

所宮古南静園が79名となっております。

お聞きしましたら、皆さん高齢で○狩俣信子委員

いらっしゃる。国立療養所沖縄愛楽園は平均年齢が

82歳、国立療養所宮古南静園が84歳ということです

が、要するに、今現在の状況ですから、ハンセン病

の患者ももちろん減少していくのですよね。ことし

の発症例はありますか。今はない、ゼロ……。

新規の患者は、日本人○上里林薬務疾病対策課長

ではゼロです。諸外国の方々、外国の方々が小さな

ころに感染して、日本に来て発症している例はあろ

うかと思いますが、日本人においてはゼロというこ

とになっています。

あと１つ、ハブについてお尋ねし○狩俣信子委員

ます。我が家の庭にも一度ハブが出ましたので、お

聞きしておきたいのですが、ハブ対策費も不用額が

999万円になっていますね これはなぜこんなに余っ。

たのかも含めてお聞かせください。

今、ハブの抗毒素は馬○上里林薬務疾病対策課長

からつくっております。現在の薬自体は馬の血液を

利用してつくっているもので、研究しているのはヒ

ト型抗毒素、ヒトのものを利用してといいますか、

それを目指している。理由は、馬ですと異種の動物

なものですから、副作用がどうしても発生します。

大体15％程度のかゆみとか、強い場合は呼吸困難と

か、そういうことが起こり得ますので、できるだけ

同種といいますか、ヒトのものを使ったほうがいい

ということでそれを研究しております。計画上、昨

年その原薬、原料となるものをつくって、それを評

価して分析するために進めてきておりましたが、そ

の評価するためのものが昨年度中にでき上がらず、

それを分析委託する検査手数料といいますか、そう

いうものが未執行になりまして、このような不用額

が出たということになっております。

では、ヒト型の抗毒素というので○狩俣信子委員

すか、それについてはもう研究は終わりということ

ですか。それとも続けてなさるのですか。

どんどん続けていきた○上里林薬務疾病対策課長

いと考えています。これから薬をつくるためには、

臨床検査とかいろいろやらないといけませんので、

いろいろな作業がまだまだ続きます。
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ことしのハブ咬傷患者はどのぐら○狩俣信子委員

いですか。

平成24年は92名です。○上里林薬務疾病対策課長

例年大体100名前後で推移してい○狩俣信子委員

るということは、やはりいまだにハブにかまれるわ

けですね。さっきおっしゃったヒト型のそういうも

のが早くできますように、しっかり頑張ってくださ

い。

次に行きます。福祉保健部にお尋ねいたします。

ドクターバンクについてですが、先ほど沖縄県立北

部病院も医師不足の話がありましたね。ドクターバ

ンクが沖縄県の医療関係とどうかかわっているの

か、実態をまずお聞かせください。

ドクターバンク事業、正式名○阿部義則医務課長

は離島・へき地ドクターバンク等支援事業と申しま

して、主に離島、僻地の病院、診療所の医師を確保

するという目的で行っている事業でございます。

それはそうだけれども、実態とし○狩俣信子委員

て沖縄県の医療関係とのかかわり 例えば ドクター、 、

バンクから沖縄県立病院に何名か派遣してもらって

いらっしゃるのかしらということです。

まず、実際ドクターバンクに○阿部義則医務課長

どれぐらい現在登録されているかというところから

お話ししたいと思います。平成24年度末―平成25年

３月末現在で120名の方が登録されております。こ

の方たちで、平成24年度の派遣の実績としては延べ

11名の方が派遣されております。この内訳ですが、

全て県立病院、県立の診療所となっております。

120人も登録していただいて、11○狩俣信子委員

人が沖縄県に派遣されてきたわけですね。今、医師

不足とか、あちこち―私が本会議で聞いたときは５

名から７名でしたが、皆さんから県立病院にお願い

するということは、今後どのような形に、計画はあ

りますか。

現在登録されている方々にこ○阿部義則医務課長

ちらから求人情報を流します。求人情報で、今度は

お医者さんとのマッチングがございまして、そもそ

もこのドクターバンク事業で登録いただいている方

は、全国で沖縄県の離島医療とか僻地医療に興味を

持っていらっしゃる方、その方にインターネットの

サイトを通じて御登録いただいて、御登録いただい

た方々には、短期だったら協力できるとか、今勤務

中なので来年４月からだったら勤務できますとか、

さまざまな御事情があります。ただ、現在まだ求人

情報を出していないので、それを出して、これから

マッチングということになります。

ことしのものが出ていないという○狩俣信子委員

ことですか。

はい、そうです。○阿部義則医務課長

平成24年度は11名と理解してよろ○狩俣信子委員

しいのですね。そうすると、平成25年度はこれから

だとおっしゃるのですが、もう10月ですが、遅くは

ございませんか。

私どもも、例えば、離島の診○阿部義則医務課長

療所、町村立の診療所とか病院、それから病院事業

局から要請を受けて―実は、この事業自体も公益社

団法人地域医療振興協会に委託してやっている事業

ですが、そこに対して我々は要請をして、その協会

のほうでマッチングの調整をしていただくという流

れになりますので、我々はまだオファーを受けてい

ないと。

もう12時でございますので、そろ○狩俣信子委員

そろ切り上げていきたいと思います。大変ありがと

うございました。

休憩します。○呉屋宏委員長

午後０時２分休憩

午後１時21分再開

再開いたします。○呉屋宏委員長

休憩前に引き続き、質疑を行います。

新田宜明委員。

まず最初に、決算審査ですから、○新田宜明委員

本来、当初予算で計上した事業に対する最後の決算

ということで、この成果を数字的に審査、議論する

のが筋だとは思いますが、どうしても私どもは、や

はり次年度に向けて、常日ごろ県民の立場から政策

課題をこういった分野で実現してほしいと。ただ、

予算的なものだけではなくて、ある意味では、安心

して住める地域でありたいと願う思いを持って、私

どもは予算でもそうですが、決算審査の場でも臨ん

でおりますので、その辺はぜひ職員の皆さんにも御

理解をいただきたいと思います。

質問通告はしておりませんが、先ほどいろいろと

出ておりました児童福祉総務費の中の保育所の認可

化の問題で、４カ所が取り下げたというお話があっ

たかと思いますが、その所在する市町村名と何名の

定員を予定していたかということについて御説明で

きますか。

安心こ○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

ども基金事業におけます保育所緊急整備事業におい

て、平成24年度、４施設の事業取り下げがございま

、 、 、 、したが 市町村につきましては うるま市 北谷町

中城村、北中城村、この４市町村でございます。そ
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れと、予定していた定員につきましては手元に資料

がございませんので、認可化の場合、60人以上とい

う形で認可をすることに―最低60名ということに

なっておりますので、少なくともそれ以上、１施設

当たり定員を予定していたと考えられます。

どの程度の定員を予定していたか○新田宜明委員

実数を知らないということですが、そうであるなら

ば、なぜ取り下げたのかという理由についても皆さ

んは詳細を把握していないのでしょうか。

４園と○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

も理由はまちまちでございますが、理由を挙げます

と、建てかえ予定地を見直ししまして、事業実施年

度を後年度に変更するという形での取り下げ、当該

基金の延長が決定しましたことから、計画の熟度を

高めたいということでの取り下げ、それと、村内で

２園を計画していたが、認定こども園として整備す

る園の定員が130名余りと大きな園となったので、

２園を予定していたうちの１園を取り下げて、残り

１園を整備することになったという状況でございま

す。

それでは、質疑を通告いたしまし○新田宜明委員

たので、まず福祉保健部ですが、名護市議会からの

意見書、決議がされておりまして、７月10日に北部

市町村で構成する北部広域市町村圏事務組合の皆様

が、川上副知事に基幹病院の創設を求める意見書を

持って要請されたと思うのです。これは文教厚生委

員会の審査でも行われると思うのですが、私もその

質疑を通告しましたので。今、福祉保健部長のほう

で、具体的には名護市議会から６項目の要請がされ

ているかと思うのですが、その処理方針について答

弁をいただきたいと思います。

要請事項は６項目ありま○崎山八郎福祉保健部長

したが、それぞれについて処理方針はつくってはい

なくて、まとめて処理方針をつくっております。そ

の要請について我々として考えていることは、北部

地区の市町村、あるいは保健医療関係者で構成する

北部地区保健医療協議会があります。その協議会の

中で、医師確保等の課題の解消を図るために、沖縄

県立北部病院及び北部地区医師会病院の病床を活用

した基幹的病院の検討を含めた広範な議論を行う必

要があるということで、北部地区保健医療協議会の

中でそういうことが議論されております。そういう

ことも含めて、県といたしましては、現在、同保健

医療圏に係る保健医療関係団体、あるいは国立大学

法人琉球大学とか、そういったところも含めてヒア

リングを行っているところでありまして、今後、そ

の効果、あるいはその可能性、そういったものにつ

いて検討するための研究会を開催することにしてお

ります。

北部の基幹病院の創設を求める意○新田宜明委員

見書の中身は、具体的な要請事項がはっきりしてい

るのです。ですから、個々の具体的な要請事項にき

ちんと応える必要があると私は思っております。

その研究会を立ち上げているようですが、その結

論については大体いつごろをめどに考え方、方針が

固まるのか。その辺のめどについてはどうでしょう

か。

研究会については今年度○崎山八郎福祉保健部長

中に立ち上げたいと考えておりまして、結論につい

ていつごろということは、今は申し上げることはで

きない状況です。

それでは、今度は病院事業局に伺○新田宜明委員

いたいと思います。特に、沖縄県立北部病院につい

ては、以前から７対１看護体制導入の話があったか

と思うわけです。しかし、経営上の採算の問題とか

そういうものが議論されていまして、現在まで先送

りされているかと思います。

、 、そこで ことし５月から亜急性期病床を設置して

試験的に７対１看護体制の導入の可能性について

やったかと思うのですが、この３カ月間の実績は

思ったほど収益が上がらなかったと聞いているわけ

です。現在に至るまでの導入されていないこの間の

状況について、もう少し私どもに御説明をしていた

だきたいと思います。そして、導入に向けての課題

は、皆さんの中でどのような問題が一番大きいのか

という主要な課題がありましたら、それを詳しく聞

かせていただきたいと思います。

県立病院における７対○嘉手納良博県立病院課長

１看護体制の導入につきましては、経営の影響等を

考慮する必要があることから、沖縄県立北部病院で

は７対１看護体制とあわせて亜急性期病床の一部試

験運用を行い、詳細な検証をしながら関係機関と調

。 、整を進めているところでございます そのような中

亜急性期病床では、60日以内に入院患者の60％を退

院させなければならない制度上の要件があることか

ら、効率的なベッドコントロールが課題となってお

ります。病院事業局としましては、地域連携室の体

制の充実及び関係機関との連携強化を図り、その効

率的な運用を行い、関係機関との調整を進めていき

たいと考えているところでございます。

私の理解不足かもしれません。そ○新田宜明委員

の試験的な運用をしたということですが、もう少し
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わかりやすく沖縄県立北部病院における課題を具体

的に例示できますか。

亜急性期病床の５月以○嘉手納良博県立病院課長

降の運用実績を申し上げますと、病床利用率が５月

以降、大体80％で推移している状況にございます。

私どもとしては、もっと高い利用率が必要だという

状況でございますが、まだその率に至っていないと

いうところでございます。

沖縄県立北部病院長にお伺いした○新田宜明委員

いのですが、こういった７対１看護体制を実施する

際に大きな課題がいろいろとあるのですが、医師も

含めて医療スタッフ、どのような体制が必要だと現

場の皆さんは考えていらっしゃるのか。

医師に関しましては、やは○上原哲夫北部病院長

りいろいろな定数を埋め切れないぐらいの数しかい

ないということが一番問題であります。そういう意

味で、まず定数を満たして、十分患者さんに診療を

尽くせるようなことをしたいのですが、平成23年ぐ

らいから夜間の内科医の不足ということで、夜の10

時から朝の８時までの軽症の患者さんを制限してい

るとか、そういうものはあります。そういう意味で

は、スタッフの確保が一番の緊急の課題ではありま

す。

それから７対１看護体制に関しましても、もう２

年ほど前でしょうか、皆さんに附帯決議をしていた

だきまして非常に期待はしているところですが、や

はり費用対効果といいますか、その辺のことが問題

になりますので、常に長期的な展望からどうするか

ということであります。いろいろなシミュレーショ

ンをしながら、平成23年度もいろいろやりまして、

平成24年度もやっていますし、ことしも亜急性期病

床を同時にしたらどうなるかということを考えて一

応運用したのですが、やはりいろいろな診療報酬の

加算とかそういうものを考えながら、いかにマイナ

スにならないようにしながら７対１看護体制を導入

していこうかと。それが非常に患者サービスといい

ますか、患者さんのためのサービスにもなるだろう

し、労働環境も改善する。そうすると、沖縄県立北

部病院に看護師さんもずっといてくれるのではない

かと。現在は、沖縄県立中部病院とか南部医療セン

ター・こども医療センターは７対１看護体制をやっ

ていますので、向こうから来た看護師は３年したら

帰してほしいとか、そのようになってくるのです。

そういう意味では、職場環境の改善からも早目の導

入を希望しているところであります。

ぜひ病院事業局を含めて、福祉保○新田宜明委員

健部の皆さんも一緒に早急に７対１看護体制がとれ

るように、医師を含めてのスタッフの体制づくりを

確立していただきたいと思います。

ところで、特に私どもがなかなか身近に接する機

会のない沖縄県立宮古病院の現状、それから沖縄県

立八重山病院の現状についても、院長から御報告を

いただければと思うのですが。お願いしたいと思い

ます。

沖縄県立宮古病院の現状○安谷屋正明宮古病院長

ですが、まず委員の皆様を初め関係者の御尽力によ

り、去る６月に無事に新病院を開院することができ

ました。お礼申し上げます。

、 、それで 新病院に移ってからの現状といいますか

一つ、新病院になりまして療養環境が非常によく

なったのです。ただ、手術件数とか高難度の手術の

、 、増加とか そのような住民の医療需要といいますか

そういうものがふえているのです。それで、住民の

方々からは、新病院にふさわしい医療提供体制を

。 、しっかりしてほしいとの要望があります ですから

医療の質を高めていくには人員配置の拡充、そうい

うものが必要だろうと考えております。ですから、

手術の増加に伴う手術室の看護師―今はオンコール

体制ですが、それを交代体制に持っていくとか、そ

れから精神科の訪問診療を充実するためにはやはり

看護師が必要であるとか、また、低出生体重児など

も、ＮＩＣＵ的なものができましたので結構多いの

です。そういう体制などをどうするかという課題が

あるかと思っております。

やはり沖縄県立八重山○依光たみ枝八重山病院長

病院は県立病院でも最西南端でありまして、実は７

対１看護体制どころではないというのが現状であり

ます。どうしてかといいますと、来年の３月までに

産前産後休業、育児休業を合わせますと22人の欠が

出るのです。その欠をいかにして埋めるかというこ

とで、看護部長を初め、ほかの師長さんたちもいろ

いろな行事に向けて、看護師募集のところに行って

キャンペーンをしているのですが、それでもなかな

か応募がないということがありまして、７対１看護

体制というよりも、今の10対１看護体制をいかに埋

めるかということで苦労しているのが現状でありま

す。

福祉保健部長を含め病院事業局○新田宜明委員

長、現状をよく踏まえて、また次年度、ぜひ御努力

していただきたいという要望をしておきたいと思い

ます。

そこで、特に医師も含めて医師不足の問題が今取
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り上げられておりますが、病院にはいろいろな職種

があるかと思うのです。私がいろいろと調べたとこ

ろによると、コメディカルということでさまざまな

職種の皆さんが働いていらっしゃいます。その職種

の皆さんで、要するに正規雇用と臨時・非常勤雇用

の比率はどうなっているか、皆さんから報告できま

すか。

平成25年10月１日現在○嘉手納良博県立病院課長

の医師、看護師及びコメディカルの職員数でござい

ますが、2835人となっております。そのうち、正規

職員は2392人で、これは全職員の84.4％。非正規職

員につきましては443人で、15.6％となっておりま

す。

一つ、現場の職員の皆さんから正○新田宜明委員

規雇用率を引き上げてほしいという声が私どもに寄

せられておりますので、その改善策もぜひ次年度の

予算編成に向けて頑張っていただきたい。その成果

がどうなっているか、来年また検証してみたいと思

います。

それでは、別の質疑に入らせていただきます。児

童相談所ですが、その現状と課題、そして今問題と

なっているさまざまな課題があるかと思うのです

が、どのように改善策を考えているのか、その施策

等についてお答えをお願いしたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。

児童相談所におき○大城博青少年・児童家庭課長

ましては、児童虐待等に適切に対応するため、これ

まで児童福祉司や児童心理司などの専門職について

増員配置を行い、相談支援体制の充実強化を図って

きたところでございます。児童相談所におきまして

は、児童虐待について引き続き未然防止に努めると

ともに、さまざまな背景を持つ児童に適切に対応す

るため、相談体制と関係機関間の連携体制の強化を

図ることが課題であると認識しております。

今後の方針、取り組みにつきましては、県民に対

し、児童虐待の通告義務等について広報啓発の充実

を図るとともに、児童相談所の職員体制の強化、市

町村要保護児童対策地域協議会の設置促進及び運営

支援並びに連携体制の強化を推進してまいります。

、 、また 児童虐待の通告義務等の周知に関しましては

マスコミ等を積極的に活用するとともに、講演会の

開催やポスターの掲示、チラシ等の配布など、県民

に対する広報啓発の充実を図ってまいりたいと考え

ております。

もう時間がなくなりました。もっ○新田宜明委員

といろいろと議論したかったのですが、少し絞りま

す。

児童相談所の課題解決の問題ですが、特に運営体

制です。１寮体制でしょうか、どうでしょうか。

児童相談所の一時○大城博青少年・児童家庭課長

保護所の体制だと思うのですが、現在、沖縄県中央

児童相談所、沖縄県コザ児童相談所に一時保護所を

整備しているところでございます。

そこに相談に来られる児童には男○新田宜明委員

も女もいると思うのですが、非常にまずくないです

か。

各児童相談所の一○大城博青少年・児童家庭課長

時保護所につきましては、男子寮、女子寮に区分し

て、児童を受け入れているところでございます。

私が聞くところによると、職員は○新田宜明委員

１寮体制の人員しか配置されていないということで

すが、それは事実ですか。

職員につきまして○大城博青少年・児童家庭課長

は、一時保護所で生活指導を行う児童指導員がおり

ますが、男子寮４名、女子寮４名の職員を配置して

いるところでございます。委員がおっしゃっている

のは多分夜間の勤務体制のことかと思いますが、夜

間につきましては、職員は男子寮、女子寮いずれか

に１人が宿直を行いまして、生活指導専門員という

嘱託職員が男子寮、女子寮それぞれに―男子寮に職

員が宿直をしているときにはその寮に嘱託員を１

人、職員が宿直していない女子寮には２人という形

で、３名を勤務させているところでございます。

この宿直体制のことですが、もっ○新田宜明委員

と本来の勤務体制に改めるべきではないかと思うの

です。何名かが兼務されているわけですね。そうい

う状態ではよくないのではないかと思っているので

すが、この勤務体制についてどのように改善しよう

と考えているのかお伺いしたいと思います。

沖縄県コザ児童相○大城博青少年・児童家庭課長

談所の一時保護所におきましては、現在、夜間の勤

務体制につきまして、労働基準監督署と宿直勤務の

許可に係る調整を行っているところでございます。

この件に関しましては、引き続き現場の実情を踏ま

えながら、労働基準法に照らして適切に対応してい

きたいと考えております。

次に、赤嶺昇委員。○呉屋宏委員長

それでは、福祉保健部の平成24年度○赤嶺昇委員

歳入歳出決算説明資料の３ページからです。冒頭に

御説明いただいたのですが、不納欠損額と収入未済

額についてもう少し詳しく説明いただけませんか。

まず、平成24年度の○金城弘昌福祉保健企画課長
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一般会計の不納欠損額でございますが、2160万191

円でございます。主な中身としましては、児童福祉

施設の負担金と生活保護費返還金の不納欠損等と

なっております。次に、収入未済額の主なものでご

ざいますが、諸収入で生活保護費返還金、それと児

童扶養手当返還金等となっております。

この不納欠損の児童福祉施設はどこ○赤嶺昇委員

を指しているのですか。

主に児童養護施設で○金城弘昌福祉保健企画課長

ございます。県で措置しておりますので、その措置

した分で調定したものが収納できなくて、不納欠損

処理をしたという状況でございます。

県の児童養護施設は今何カ所です○赤嶺昇委員

か。どことどこですか。

児童養護施設は県○大城博青少年・児童家庭課長

内８カ所となっております。県内の児童養護施設８

、 、 、 、カ所の名称ですが 愛隣園 青雲寮 美さと児童園

島添の丘、なごみ、石嶺児童園、漲水学園、ならさ

の８カ所となっております。

、 、○赤嶺昇委員 では 具体的に石嶺児童園について

直営からたしか今社会福祉法人が見ていると思うの

ですが、この運用等について課題はありませんか。

沖縄県立石嶺児童○大城博青少年・児童家庭課長

園につきましては、現在、指定管理を行っておりま

して、平成24年度までで第１期の指定管理期間が終

了したところでございます。指定管理がスタートし

た当初は、職員と入園児童との間の信頼関係の構築

等を新たに行わなければいけないということで、か

なり苦労された状況がありましたが、現在では入所

児童との信頼関係も構築されて、比較的安定した運

営になっているものと考えております。

皆さんは監査も定期的にやっている○赤嶺昇委員

と思うのですが、定期的な監査にとらわれず、いろ

いろな課題も出ているように聞いていますので、ぜ

ひとも福祉保健部長も含めて、こういった児童養護

施設を回ったほうがいいと私は思うのです。いわゆ

る直営で県が見てきた部分から、従来の監査ではな

くて、そこをその後―例えば社会福祉法人が今運営

しているのですが、福祉保健部長は直接現場に行っ

たことがありますか。

児童養護施設については○崎山八郎福祉保健部長

まだ行ったことがありません。

福祉保健部長は忙しいと思うのです○赤嶺昇委員

が、ぜひ監査にかかわらず１回見て回ったほうがい

いと思うのですが、いかがですか。

そのようにいたします。○崎山八郎福祉保健部長

続いて、平成24年度主要施策の成果○赤嶺昇委員

に関する報告書の中から何点かお聞きします。55

ページの特定不妊治療費助成事業についてですが、

この実績について御説明ください。

特定不妊治療の助成実績で○糸数公健康増進課長

すが、沖縄県では平成17年より助成事業を開始して

おります。平成24年度においての実績でございます

が 件数で1391件 組数で845組への助成実績となっ、 、

ております。１組で複数回助成をする場合もありま

すので、そのようになっております。

この件数は、他府県と比較していか○赤嶺昇委員

がですか。

正確に他府県と比べて多い○糸数公健康増進課長

少ないという比較のデータは今持ち合わせておりま

せんが、他県と同様に助成の実績は年々増加してい

ることはあります。

ぜひ他府県の状況も把握していただ○赤嶺昇委員

きたいのと、非常に喜ばれている施策ですので、こ

れもぜひともまた頑張っていただきたいと思ってお

ります。

続いて、56ページの待機児童対策特別事業につい

て、その中の認可外保育施設の認可化促進の平成24

年度の実施率について、計画とその達成率を教えて

ください。

待機児○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

童対策特別事業の認可外保育施設の認可化促進施設

、 、改修につきましては 10施設を計画しておりまして

そのうちの１カ所が認可化されたということでござ

います。

平成24年度が目標が10施設だったと○赤嶺昇委員

いうことで、できたのが１カ所ということで理解し

ていいのですか。もう一度御答弁ください。

10施設○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

を計画していたものが、結果として１施設を整備し

て、認可化したということでございます。

これを踏まえて、平成25年度は何カ○赤嶺昇委員

所―現在９カ所できていないですよね。平成25年度

、 。の目標箇所は何カ所で 進 状況を教えてください

平成25○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

年度は５カ所を計画しておりますが、現時点でまだ

事業の実施はなされておりません。

５カ所ということで、できなかった○赤嶺昇委員

９カ所を合わせて14カ所ですね。この14カ所は今、

全くめどがついていないということですか。

認可外○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

保育施設の認可化につきましては、今年度と昨年度
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の実施状況が芳しくございませんが、その前の年、

平成23年度、平成22年度に関しましては、それぞれ

平成22年度が10施設、平成23年度が８施設という形

で認可化を図ってまいりました。今後につきまして

は、今年度からその実施状況を踏まえて、認可化移

行支援事業についてこれまで3000万円であった施設

整備の上限額を5000万円に引き上げて、利用しやす

い、活用しやすいような内容にしてございます。今

後、市町村と連携を図りながら、認可化につきまし

ても引き続き促進していきたいと考えております。

金額も上げたのですが、設置主体で○赤嶺昇委員

ある市町村がなかなか上げてこないということで、

市町村が前向きではないということですか、いかが

ですか。市町村と一緒に連携して、県が今目標とし

ている14カ所をしっかりやっていこうという見通し

はあるのですか。

２年後○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

に新たな子育て支援制度が本格施行されるわけです

が、その中で、小規模保育事業であるとか家庭的保

育事業、これらの担い手として認可外保育施設の計

画が予定されておりますので、今後もこの認可化促

進事業は、引き続き市町村と連携を図って取り組ん

でいきたいと考えております。

待機児童の解消といいますのは、市町村にとって

も大変重要なことでありますので、今、県で指針を

策定して、市町村待機児童解消計画の策定を進めて

いるところでございます。したがいまして、先ほど

来申し上げていますように、今後もこの認可化を促

進して、市町村と連携を図って協力していきたいと

考えております。

もう一度聞きますよ。市町村は、今○赤嶺昇委員

皆さんが言っている14カ所について―指針をつくる

。 、のはもう聞いていますのでいいです 今年度の部分

去年のできなかった部分も含めて見通しはあるので

。 。すかと聞いているのです 見通しは立っていますか

今の数字については見通しは立っていないでしょ

う。指針については理解していますよ。

市町村において計画の見○金城武福祉企画統括監

直しがされたということですから、現に行動指針に

基づきまして待機児童解消計画、市町村計画を今つ

くっていただいて、中身の具体的なチェック、これ

。 、からヒアリングを行います その中できっちりした

認可化も含めた計画は位置づけられるということで

ございます。

例えば、59ページの安心こども基金○赤嶺昇委員

事業がありますね。保育所整備事業は平成24年度で

執行率は何％ですか。

平成24○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

年度の安心こども基金を活用した保育所緊急整備事

業は、執行率が95.5％でございます。

95.5％ですか。何カ所が目標で、何○赤嶺昇委員

カ所できていますか。

年度当○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

初の予定としましては34カ所を予定しておりまし

て、次年度、平成25年度への繰り越しも含めて、実

績としては35カ所を整備したということです。

わかりました。この説明の中で、安○赤嶺昇委員

心こども基金の予算と決算はまたがっていると理解

していいのですか。予算額に対して決算額に少し開

きがあるように見えるのですが、その説明をお願い

できますか。

安心こ○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

ども基金の平成24年度の予算額は88億4800万円で、

決算額が43億5600万円、その差のほとんどが平成25

年度への繰越額40億800万円でございます。

そうすると、この認可化促進施設改○赤嶺昇委員

修と安心こども基金では安心こども基金の活用がや

はり高いという中で、市町村は認可外保育施設が多

い中で、これを3000万円から5000万円に上げてもそ

れがなかなか進んでいないということは、各市町村

が今いろいろと調査をして、今後また連携をすると

いうことですが、今後、待機児童解消も―県が目標

を出しているのは僕はいいことだと思っているので

す。ただ、結局は市町村です。市町村の皆さんは一

緒になって連携しようとしているのか、市町村がな

ぜ今まで余り前向きではなかったのか。要するに、

財政的なことをよく言われたりするのですが、それ

も解決する方策は持っていますか。

先ほど○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

も申し上げましたが、市町村の待機児童解消計画を

策定する中で、市町村と十分連携を図りながら、こ

の５年のうちで待機児童を解消するということを市

町村に対して認識を深くしていきたいと考えており

ます。

ぜひ連携をしっかり強化していただ○赤嶺昇委員

きたいと思っています。

同じ平成24年度主要施策の成果に関する報告書の

63ページの青少年の健全育成事業の中で、事業目的

でニートとかひきこもり等も触れていますので、い

い事業だと私は感じていますが、このひきこもりの

実態についてお聞かせください。

ひきこもりの実態○大城博青少年・児童家庭課長
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につきましては、ひきこもりが疾病や障害ではなく

一定の状態を示す現象とされておりまして、対象者

の捕捉方法など課題が多く、県内における実数等の

把握は現在できておりません。ただ、平成24年度に

おけるひきこもりの相談件数につきましては、総合

精神保健福祉センターで39件、保健所で99件、市町

村が322件で、合計460件となっております。

ひきこもりの実態というのは、皆さ○赤嶺昇委員

んが調査をしたら結果的に数字を出せるようなもの

なのですか。今調査しているのですか。どのように

把握しようとしていますか。

先ほどもお話しし○大城博青少年・児童家庭課長

ましたが、ひきこもりといいますのは、疾病とか障

害で定義されているものではなくて、一定の状態を

あらわす現象とされておりまして、なかなか実態調

査をすることが困難ということです。全国的には、

平成18年度厚生労働科学研究―こころの健康につい

ての疫学調査に関する研究によりますと、ひきこも

り状態にある子供のいる世帯は全国で約26万世帯と

推計されているのですが、この調査におきましても

都道府県別の推計値等は示されていない状況でござ

います。

続いて、85ページのエイズ対策関連○赤嶺昇委員

事業ですが、エイズ及びＨＩＶ感染者の県内の実態

を全国との比較もあわせてお聞かせください。

ＨＩＶは感染した状態、エ○糸数公健康増進課長

イズはその後発症した状態と分けております。両方

1987年から届け出をしていますが、過去に両方合わ

せて232件の報告を受けております。この５年間は

毎年14名から24名で推移して、新しい報告があると

いうことになっております。全国的に見ますと、Ｈ

ＩＶにしてもエイズにしても、多いほうから数える

といつも10番以内には入っていて、感染が広がって

いる地域と位置づけられておりまして、厚生労働省

もそのように感染の報告が多いところは特定の対策

が必要だろうということで、重点的な地域というこ

とで平成18年から指定を受けている状況でございま

す。

本県が感染拡大の地域に指定されて○赤嶺昇委員

いるということでいうと、どのように対策をします

か。

ＨＩＶ、エイズは性感染症○糸数公健康増進課長

ということで、性行為でうつるという感染経路でご

ざいます。日本全国同様ですが、男性同性愛の方々

の感染が広がっているという状況がわかっておりま

す。もう一つの特徴としましては、発病するまでな

かなか症状が出ないので気づかないということがご

ざいます。県としましては、１つは、無症状であっ

ても感染している可能性があるという場合は、今、

保健所で無料で検査していますので、なるべく検査

を受けてほしいということで検査の時間帯を拡大し

たりということを行っております。それから、特定

の男性同性愛の方々へのアプローチとしましても、

そのような方々のコミュニティーというか、商業施

設だったりとかいろいろございますので、そういう

ところと協力して感染拡大防止についての啓発を

行っているところです。

89ページの麻薬等対策事業費につい○赤嶺昇委員

てですが、これも本県の状況、全国との比較につい

てお聞かせください。

麻薬、アヘン、大麻、○上里林薬務疾病対策課長

覚醒剤を合わせて大体150件程度で推移しておりま

す 都市部が多いのは当然ですが こんな田舎といっ。 、

たら何ですが、人口に比較すると多いほう―47都道

府県のうち全国25番目程度です。

では 福祉保健部最後ですが 92ペー○赤嶺昇委員 、 、

ジのＤＶ対策総合支援事業です。最近、報道でもス

トーカーによって痛ましい事件が起きたりするので

すが、ＤＶ等について県もいろいろ取り組みをされ

ているのですが、本県と全国の比較についてもお聞

かせください。

全国のＤＶ相談件○大城博青少年・児童家庭課長

数につきましては、平成20年度は６万8196件であっ

たところ、平成23年度には８万2099件となっており

まして、ＤＶ相談件数は年々増加しております。平

成23年度における本県の相談件数2232件は全国で第

11位となっておりまして、人口10万人当たりで比較

いたしますと、全国第４位という状況になっており

ます。

、 、○赤嶺昇委員 今 人口比で４位ということですが

今後、これはどう対応していく考えですか。

ＤＶ対策につきま○大城博青少年・児童家庭課長

しては、まずＤＶ被害者への相談支援体制を整える

とともに、保護や自立に向けた支援策を充実させた

上で、一時保護や住宅支援、就労支援、場合によっ

ては婦人保護施設への入所等、ＤＶ被害者それぞれ

の状況に応じた支援を行っていくことが重要である

と考えております。また、市町村での説明会や各福

祉保健所管内ごとで定期的に市町村や警察関係者等

と行う会議の中で、県のＤＶ相談窓口について住民

への周知等に努めてまいりたいと考えております。

ＤＶもそうですが、ストーカーもそ○赤嶺昇委員
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うですので、警察としっかり連携していただいて、

一時保護もしたりしていますので、さらに強化を

やっていただきたいということをお願いしておきた

いと思っています。

病院事業局について何点かお聞きします。先ほど

沖縄県立八重山病院の院長から看護師がなかなか確

保できないということでしたが、結局、離島勤務も

含めて人員の確保について、病院事業局長、これは

どのように対策をしますか。

確かに今、離島の看護師○伊江朝次病院事業局長

確保に限らず、都市地区でも看護師の確保はなかな

か厳しい事態が出ているということを他の都道府県

でもよく聞きます。八重山地区の場合は、かつては

よく他府県から流れてきたというか、リゾートとい

う感じで八重山の生活をエンジョイしたいというこ

とで、かなりそういう流動的な看護師が多かったの

ですが、やはり全国的な７対１看護体制の普及でか

なり厳しくなっていると同時に、若い人たち、就職

したばかりの人たちの離職率もかなり高くなってい

るという話があって、看護師の確保が非常に厳しい

状況にあります。沖縄県立八重山病院の場合は、特

に若い看護師たちが多い状況があって、妊娠とか出

産、育児という形で急な不足という事態が起こって

いることがありまして、全国的な動向等も鑑みて、

これといった応急処置というのですか、対策がなか

なか難しい事態があります。そういう中で、やはり

それぞれの雇用のニーズがいろいろありますから、

そういったところをしっかり調査して、このニーズ

に合わせた対策がとれるように―例えば短時間の業

務とか、そういったことも含めた対策を立てていき

たいと思っています。

わかりました。病院事業局長の答弁○赤嶺昇委員

を聞いて大変だということは理解できましたので、

ニーズ、要するに、皆さんがそれだったらそこで勤

務してもいいというところをしっかり調査して、頑

張っていただきたいと思っています。

沖縄県立八重山病院の改築について、本会議でも

前倒しでやるという非常にいい答弁をいただいてい

ますので、沖縄県立八重山病院が国境に接するとい

うことも含めて、皆さん、災害拠点病院として位置

づける考えはありますか。今後、この沖縄県立八重

山病院のあり方についてはどうですか。

現在のところ、一応災害○伊江朝次病院事業局長

拠点病院として位置づけております。

わかりました。既にやっているとい○赤嶺昇委員

うことですので、それも引き続きやっていただきた

い。

それと、平成24年度沖縄県病院事業会計決算審査

意見書の中で、課題の中に未収金対策と載っている

のですが、未収金、それから未請求もあるかどうか

も含めて、この状況を教えてください。

まず、平成24年度決算○嘉手納良博県立病院課長

における個人負担分の未収金の状況から御説明いた

、 、しますが 総額で19億1909万円となっておりまして

対前年度と比較しますと2869万円の減少という状況

でございます。

平成25年３月末時点の６○伊江朝次病院事業局長

病院の未請求の合計額は11億3191万円で、未請求の

主な理由として、まず第１に高額療養費の医師コメ

ントがまだ記載されていないというのと、２番目に

公費負担医療の未決定によるものが挙げられるとい

うことです。

ちゃんと理由があるようですので、○赤嶺昇委員

しっかり未請求がないように対策を講じていただき

たいと思っています。

次に、糸洲朝則委員。○呉屋宏委員長

平成24年度主要施策の成果に関す○糸洲朝則委員

る報告書に基づいて質疑をさせていただきます。

まず、49ページ、50ページの健康おきなわ21の推

進のところから、これは午前中にもありましたが、

その中から何点か質疑をさせていただきます。

平成22年度の女性のがん死亡率―乳がんとか子宮

がんが全国ワースト２位という皆さん方の事業効果

の報告がございます。まず、これについての説明を

―原因、要因、あるいは対策、そういったもの等に

ついて御説明をお願いします。

ただいま御指摘のありまし○糸数公健康増進課長

た乳がん、子宮がんの死亡率が全国ワースト２位と

記載をしてあります。平成22年の乳がん及び子宮が

んの死亡率、年齢調整死亡率という計算方法で―全

国同じような人口構成であれば、どのくらい亡く

なっているかというものについて、子宮がんが人口

、 、10万人当たり6.2人 全国平均が4.5人ということで

全国で悪いほうから２番目となっております。それ

から、乳がんについても12.5人、全国が10.8人とい

うことで、全国ワースト２位という結果がこの年に

出ております。全体的に見ますと、子宮がんは毎年

余り成績がよくないのですが、乳がんのほうはよく

なったり悪くなったりということで、一定の傾向が

あるかどうかは少しまだ観察しないといけないと

思っております。

子宮がんの原因につきましては、主にウイルスに
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よる感染ということが最近わかってきておりますの

で、午前中も答弁しましたように、ワクチンを中学

生、高校生にというのと、検診によって早目に見つ

けて早目に治療するというのが基本になっておりま

す。乳がんにつきましても、女性ホルモンとの関係

が要因として言われておりますが、あと肥満であっ

たりとか、脂肪の多い食事とかという関係も指摘を

されているところです。

、 、県が現在行っている対策につきましては １つは

検診受診率がまだ全国の目標には達していませんの

で、検診受診率を上げるための普及啓発をそれぞれ

の週間、月間にあわせて行っているものと、もう一

つは、検診を受けた方が精密検査なり医療が必要に

なったときに、速やかに受診ができるような受診環

境の整備ということで、精密検査を行っている医療

機関の名称をホームページで公開をしたりとか、そ

のような情報を市町村に提供したりということを

行っている状況です。

がんは、早期発見をすれば治る可○糸洲朝則委員

能性が非常に高くなっているわけですから、言われ

るとおり、早期発見するためには検診、もう一方で

予防ということがございます。特に、女性特有のが

んと言われるこの２つのがんについては、検診に向

けての啓発、あるいはまた無料クーポン券とか、も

う一つは、中学生、高校生の子宮頸がんのワクチン

接種をやっておりました。今でもこれは続けており

ますが、これについて副作用がどうのこうのという

問題がありまして、以前ほどそんなに推進していな

いのかということを危惧したりしておりますが、子

宮頸がんの予防に当たっての対策等についてはどう

ですか。

先ほどの検診受診を高める○糸数公健康増進課長

ための啓発の中に無料クーポン券というのもござい

まして、節目節目の５年ごとの年齢ですが、その対

象になる住民の方は、市町村からがん検診の無料

クーポン券を受けて受診することも追加で発言させ

ていただきます。

子宮頸がんにつきましては、ことしの４月から定

期接種ということで、法定接種でワクチンが始まっ

たのですが、その始まる前後ぐらいから接種をした

後に、余り原因がよくわからないのですが、全身の

痛みとかけいれんのような症状があるということ

で、その副作用の実態がまだよくわかっていないと

いう結論になっていまして、定期接種自体は継続を

しているのですが、積極的にこれを打ってください

という積極的勧奨は、現在全国的に控えている状況

になっております。

いずれにしましても、その対策で○糸洲朝則委員

ワーストツーを早目に脱出する、そういう努力を頑

張っていただきたいと思います。

それと、島嶼県でこれだけの離島を抱えているわ

けでございまして、その離島にはそれぞれの住民が

。 、 、おられます したがって 離島住民のがん検診とか

あるいはまた場合によっては医療費の負担軽減対策

というのも重要課題でございますが、これらについ

て現状の取り組み等について伺います。

離島住民のがん検診につき○糸数公健康増進課長

まして、私から説明をさせていただきます。

実施主体であります市町村のがん検診の実施費用

につきましては、地方交付税で措置されているとい

うことでございますので、現在、全ての市町村で、

離島でありましても同様にがん検診が実施されて、

検診の機会については確保されているという状況に

なっております。

せんだって文教厚生委員会で与那○糸洲朝則委員

国島へ行ったとき、これはがん検診だけに限らず、

ちょうどＣＴの施設を入れておりまして、これが大

変住民の健康管理に、あるいはまた病気治療に有効

な役割を果たしているという大変興味深いお話を伺

いました。したがって、今は映像でのやりとりもで

きる時代ですから、各離島それぞれに最先端の医療

機器を置いての検査、検診、予防あるいは治療、そ

ういったもの等を順次やっていく。これは病院事業

局かという感じもしますが、いかがですか。そうい

う考え方等はありませんか。

病院レベルと診療所レベ○伊江朝次病院事業局長

ルの医療機器の設置はおのずと違ってくると思うの

です。診療所レベルでしたら、外来レベルでできる

ものが使い勝手がいいという状況がございます。い

ろいろな高額の医療機器を入れるとしたら、経費も

、 。 、かかりますし 人手も要ります そういう意味では

なかなかそういう限界があると思います。ただ、が

んの早期発見とかというのは、そこで診療する方々

のトレーニング、最小限で効率的な機器の導入は図

れると考えております。

離島住民のことも視野に入れて、○糸洲朝則委員

いろいろな方策を練っていただきたいと思います。

例えば、都市圏に何かの用事で来たとき、県立病院

に検診に行ってもらうとか、場合によっては、修学

旅行の皆さんに少し検診の時間をとってもらうと

か、いろいろ工夫をすれば、かなり予防的な観点か

らの啓発も重要かと思いました。
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、 、さて がん教育に対することについて伺いますが

去る７月に、文部科学省が公益財団法人日本学校保

健会にがんの教育に関する検討委員会を設置して、

初会合が開かれた。こういった中で、中川恵一准教

授は 「今まで学校教育の場でがんはほとんど取り、

上げてきませんでした。保健体育の授業でも、がん

というと敷居が高い印象があり、縁起でもないと

いった人もいます。一方、欧米あたりではがん教育

を行っています。日本は後発国です。ですから、子

供たちに死の病、不治の病というイメージがまだま

、 、だあり過ぎるということで がんは６割は完治する

早期がんは９割治るということを子供たちにメッ

セージとして伝えることが大切だと考えます」とい

うことで、小中高校生に対するがん教育の重要性を

訴えているところがございます。したがって、県の

がん教育に対する考え方や取り組みについて伺いた

いと思います。

がんに関する健康教育につ○糸数公健康増進課長

いては、現状では、主に成人へのがんに対する正し

い理解、予防、早期発見などの啓発は行っていると

ころです。成人に比べると、小中高校生の教育の取

り組みというのは、現状ではまだ少し入り切れてい

ないというところはございますが、ただ、沖縄振興

一括交付金を使いまして、小中学生に生活習慣が健

康に及ぼす影響についての副読本を今年度から取り

組むことにしておりますので、生活習慣、もちろん

がんも含まれますので―がんに特化したものかどう

かはまだ中身は固まっていませんが、４つのがんを

予防するような生活習慣についても、小中学生のこ

ろから十分伝えていくことは計画できると思いま

す。それから、先ほど申し上げた子宮がんなどは、

やはり感染によってがんが発症するリスクが高まり

ますので、そのようなことも小中高校生に教育とし

て必要かと思いますので、その辺の内容を盛り込め

たらと考えているところです。

それでは、取り組みを強化してい○糸洲朝則委員

ただきたいと思います。

それと、さっきの予防のところで取り上げればよ

かったのですが、少し後先になりました。実は、岡

山県真庭市で胃がんの原因と言われるピロリ菌の無

料検査をもう既に実施を始めたという記事がありま

す。これは、昨年６月、真庭市が40歳以上を対象に

した胃がんのリスク検診を推奨する市民公開講座を

開催した際、参加者から若年層のピロリ菌検査につ

いて提案があった。また、市医師会からも同様な要

望があったことなどから、市は医師会と連携してこ

とし８月から中学生への無料検診を開始した。こう

いった先進地もあるわけですから、全国それぞれの

皆さん方と連携をとっていただいて、将来の大きな

財産となる児童・生徒の胃がん、あるいはまたその

ほかのがんも含めた予防対策に全力を挙げていただ

きたいと思います。これについてもしコメントがあ

れば伺って、次へ進みたいと思います。

現在も健康おきなわ21の中○糸数公健康増進課長

で、がんについても専門家の先生と意見交換をして

いるところです。すぐに取り組める対策から、今御

指摘のありましたような先進地の対策なども含めて

検討して、今後の計画の中に組み入れられるか検討

していきたいと思います。

次に、待機児童対策特別事業につ○糸洲朝則委員

いて伺います。これもさきの赤嶺委員を初め、島袋

大委員等が取り上げておりますが、まず不用額の１

億2303万7000円についての説明をいただいてから、

今後の対策等も含めて質疑をしていきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。

待機児○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

童特別事業の不用額１億2303万円につきましては、

平成24年度当初予算において認可化移行による定員

増を10施設で600人と見込んでおりましたが、市町

村の計画見直しにより減額補正を行って、最終的に

は60人の定員増を図ったということでございます。

これは認可外から認可に持ってい○糸洲朝則委員

くような課題とか、あるいはまた皆さんの取り組み

状況等も先ほどからの質疑で大方わかりましたが、

市町村の負担、持ち出しがどうしても大きいという

ことで、計画してもなかなか乗ってこない、あるい

はまた皆さん方の啓発というものも、少しそこら辺

。 、の問題があるかという思いをしております しかし

いずれにしても、これは一義的には市町村の事業で

ございますから、そこに何らかの形で県が働きかけ

をしていく―予算の増額とか補助ができるかどうか

はわかりませんが、そういうもっと踏み込んだ対策

をとっていかなければならないと思いますが、それ

について皆さんの今の取り組みを、あるいはまた今

後の取り組みも含めてありましたらお願いします。

待機児童解消対策につい○崎山八郎福祉保健部長

ては、今、県でも行動指針を策定して、市町村に待

機児童解消の計画をつくってもらっている段階であ

ります。その中で、いろいろな待機児童解消の計画

が上がってきますので、県としては、市町村が出し

てきた待機児童解消の計画について、一緒になって

解消できるようにいろいろな支援もしていきたいと
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考えております。

例えば、これは某市の新聞記事で○糸洲朝則委員

すが、待機児童の７割が３歳未満であることに着目

をして、３歳未満児を対象にした小規模保育施設の

整備というものを第１点目に挙げているのです。そ

うしますと、東京にスマート保育事業という記事が

別の新聞にありました。これは定員14人でゼロ歳か

ら２歳児を対象に保育を行っているということで、

非常に端的にやりやすい。広さも、例えば80平米と

か100平米、空き事務所とか空き店舗を活用して、

そこに保育ママとか配置しながらやっていく。物す

ごくスピーディーに待機児童の解消が今進みつつあ

るという記事を得ました。したがって、沖縄の地域

にふさわしい施策は何なのかというところを考えな

がらやっていけば、もっといい待機児童対策ができ

ると思いますが、これは新年度から多分ふえると思

いますが、小規模保育事業に対する取り組みについ

て伺っておきましょう。

先ほど○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

福祉保健部長からも御説明がありました行動指針の

中で、小規模保育事業につきましても、今後取り組

んでいくという形で市町村に示してございますの

で、今後、市町村からまたそういう要望がございま

したら、市町村と連携しまして進めていきたいと考

えております。

児童虐待防止対策の推進、64ペー○糸洲朝則委員

ジを中心にやりますが、午前中の質疑で、全市町村

に相談窓口を設置しているという答弁がございまし

た。しかしながら、これはまだ設置してそんなに間

はたっていないと思いますが、それによって市町村

ごとのいろいろな差もあるかもしれませんし、課題

等も多いと思いますが、その市町村窓口がどのよう

に機能しているかお願いいたします。

午前中、平成16年○大城博青少年・児童家庭課長

、 、の児童福祉法の改正によりまして 平成17年度以降

全市町村に児童相談窓口が設置されたということを

お話しいたしました。市町村における児童相談の受

け付け件数はこの間増加傾向で推移しておりまし

て、平成18年度の2090件と比較しますと、平成23年

度は3472件となっておりまして、1.66倍の相談を受

け付けたところでございます。市町村に児童の相談

窓口が設置されることによって、住民に身近な市町

村において育児不安等を背景とした子育て相談への

対応、適切な支援を行うことによりまして、児童虐

待の未然防止や早期発見、早期対応につながってい

るというのが成果ではないかと考えております。

せっかく相談窓口を各市町村が設○糸洲朝則委員

置したわけですから、あとは地域住民への啓蒙、啓

発運動というものがこれからの大きな課題になろう

かと思います。一人でも多く虐待から救っていくと

いう観点からすれば、この啓蒙、あるいはまた周知

徹底をどうかやっていただくよう要望して、終わり

ます。

西銘純恵委員。○呉屋宏委員長

よろしくお願いします。最初に、○西銘純恵委員

病院事業局から行きます。

お忙しい中を院長先生がお見えですから、最初に

各病院ごとの当面する課題と要望についてお尋ねし

ます。

一様にたくさんの御心配を○上原哲夫北部病院長

、 、おかけして たくさんの質疑をいただいていますが

午前中もありました唯一の赤字病院という指摘があ

、 、りましたが 現場で頑張っている職員もいますので

その内訳は、繰入金を80億円から50億円に減らされ

たときに、うちが一番少なくなった。１億7000万円

ぐらいまで減らされて、赤字として１億3000万円に

なった。実質は4000万円のプラスではないかという

ことで、職員を激励する意味でそういう説明をさせ

ていただきたいと思います。

課題といたしまして、先ほどから出ていますよう

に、医師、看護師の確保ということは、宮古・八重

山も看護師の確保が大変という話がありましたが、

医師確保が非常に大変な課題であります。どうした

ら継続してそこに住めるような医師をつくるか、そ

のような環境づくりも大事だということで、北部市

町村会にも訴えてはおります。

看護師の７対１導入に関しましては、先ほども申

し上げましたが、患者へのサービスと費用対効果の

中でいろいろな試行錯誤をしていて、今年度県立病

院初めての亜急性期病床を導入しましたが、やって

みると―全然初めてということで、そういう運用の

面で少し問題があったかもしれませんが、それでも

プラスはプラスであるのです。だから、そういう負

担にならない程度に、７対１看護体制導入に伴う看

護師の人件費を幾らかでもカバーしようということ

でいろいろ考えながら、どうしても導入したいとい

うことです。うちがやらなければ宮古病院・八重山

病院がないのでということで、そういう意味では非

常に前向きにいろいろなことを考えています。

、 、次は 地域医療支援病院を取得することによって

またそういう加算がつきますので、そのようないろ

いろな収入面を見ながら考えているところでありま



－151－

す。

北部病院としての要望は、沖縄県立宮古病院も新

病院になった、沖縄県立八重山病院も今度つくり直

す、うちは平成３年につくられてもう20年ぐらいに

なります。まだ使えますが、その周りに散在する看

護師宿舎とか医師住宅、そういうものはもうほとん

ど使われない状態で、老朽化した状態で存在してい

るのです。呉屋委員長にも見学していただきました

が、そのように非常に老朽化している施設をいかに

新しくしていくか。特に、北部病院には研修医が10

名ほどいますので、研修医の宿舎が宮古病院にはつ

くられたが、まだこちらにはつくられていないとい

うことで、研修医の宿舎の建設とかを一応要望して

いるところであります。

また、看護学校が北部地区医師会病院と公立大学

法人名桜大学にあって、その子たちが実習に来るの

ですが、その控室もないのです。控室がないので、

伝染病隔離病棟と言われるところを一部拝借して、

そこに研修室として使わせてもらっている。そのよ

うにいろいろな病院周りの施設面でまだ整備してい

ないところがありますので、その辺も非常に要望し

たいと思っています。

私たちの病院は、大きく言○松本廣嗣中部病院長

いますと３つ当面する課題があると思います。１つ

は定数増、２つ目は研修医の処遇の改善、３つ目は

スペースの確保、この３つが大きな問題だろうと言

えると思います。

沖縄県立中部病院は、中部圏域の中核病院として

救急医療、これは周産期あるいは小児医療、そうい

う地域で必要とされる医療の提供に邁進しておりま

す。そこでは、地域に必要な人材の育成ということ

で、医師の育成あるいは看護師の育成、ですから、

看護学校あるいは消防学校だとか、そういうところ

の講師として医師を派遣したりしております。看護

。 、師も派遣しております そういうことを考えますと

結構院内の業務以外にも院外の業務があるというこ

とです。それから、中核病院としてだけではなく、

昔から県立病院の基幹病院として、離島、僻地の病

院や診療所のサポート―医師を派遣したり、看護師

を派遣したり、そのようなことを育成した上で送り

出す。そういうことをずっとやってきております。

今後、政府が示している社会保障と税の一体改革

の中でも、急性期医療をやり続ける場合には、職員

数を一般急性期でも1.6倍ぐらいにふやせという方

。 、 、向性があります そういうことを考えますと 現在

病院内の業務をやるために割り当てられている定数

だけでそれを賄えというのは、現段階でも非常に難

しい。皆さんにかなりのタフさといいますか、精神

力というか、そういうもので頑張ってやっている状

況にあると思います。そういうことで、定数がもう

少しふえればいいと思います。

２番目の問題として、研修医の処遇改善というこ

とですが、実は、そういう定数が少ない中で、医師

たちはどうしてそんなにいろいろな仕事ができるの

かといいますと、みずから育てている研修医たちで

す。初期の研修医が２年終わった後で、あと２年間

後期の研修、専門研修医といいますが、その２年間

の研修、この４年間で相当力をつけています。そう

すると、この人たちはほとんどスタッフと同じぐら

いの仕事ができるわけです。完全に同じとは言いま

せん。さらに高度な研修を受けるために彼らは抜け

ていくわけですが、この人たちは離島での勤務義務

を１年つけられているわけです。ですから、後期研

修医を終わると、離島または僻地に１年間勤務をし

なければなりません。この方法で県立病院は離島の

医師確保をずっとやってきたのです。それだけでは

足りないということで、琉球大学からも医師たちの

。 、派遣をいただいております あるいはその他の大学

本土のほかの病院からもそういう医師の派遣を離島

はしていただいて、何とか運営をしているという状

況であります。

しかしながら、先ほど申しました社会保障と税の

一体改革で、本当に急性期の病院でそんなに職員、

あるいは医師が必要であれば、７対１の看護体制を

やったときと同じように、医師の獲得競争がまた起

こるのではないかと私は恐れています。民間の医療

施設では、我々みたいな嘱託職員という非常勤では

なくて、正規の職員として採用することができるわ

けで、処遇を非常によくして、医師を確保しようと

一生懸命になっていらっしゃるように私には感じら

れます。そういうことなので、研修医がなかなか集

まらなくなるのではないかということを恐れます。

そうすると、離島の医療や救急医療、そういうこと

が非常に危うくなるのではないかと心配しておりま

す。

それから、沖縄県立中部病院は十四、五年前でし

たか、移転の大騒動がございました。そして、あの

ときに地域住民の方、あるいは中部地区医師会の皆

さん方が絶対だめだということで、沖縄県立中部病

院を現在のうるま市宮里の地にそのまま残せという

ことだったのですが、そのときに、いやいや、沖縄

県立中部病院は消えるのではなくて残るということ
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で、急遽だったと思うのですが、300床の病院をつ

くろうとされたようです。地域の医師会、住民の方

々が、それではだめだと。300床の病院の面積のと

ころにもとどおり550床をつくれということで、古

い病棟の200床を残し、300床の中に350床を突っ込

んだのです。

そうしますと、最近の動向で、徐々に中の職員た

ち―その当時から200名ぐらいふえているそうです

が、そういう人たちが仕事をする環境が非常に劣悪

で、例えば昼御飯を食べるときなどはカルテの棚の

すき間で御飯を食べているとか、冬場であれば自分

の置いている駐車場の車の中に行って、そこで昼御

飯を食べるとか、そういう劣悪な勤務環境にあると

いうことです。さらに、基幹型の災害拠点病院とい

うことですが、多数の被災患者を受け入れるスペー

スだとか、あるいはヘリポートなどもございません

ので、これからどういう形で沖縄県立中部病院を形

成していくのか。非常に大きな問題があります。で

すから、スペースの確保というのは、本当に言うな

らもう新しい病院をつくってでも準備をしないとい

けないのではないかというぐらい、そういう感覚で

私はおります。

以上が、沖縄県立中部病院が抱えた３つの大きな

課題だろうと思います。

○當銘正彦南部医療センター・こども医療センター

当院は、2006年に開院して７年の経過を副院長

とっていますが、先ほど沖縄県立中部病院の松本院

長が言いました病院のスペースという観点では、沖

縄県立中部病院を反面教師としてつくったので比較

的形態的には恵まれているとは思うのですが、それ

でも医療機関というのは人が集まるところで、非常

に余裕を持ってつくったと思われるこちらでももう

既に手狭な環境というものが出ているのが現実であ

ります。

ただ、平成22年度より当院は純利益で黒字を出す

ということになりまして、比較的安定した経営がと

れるようになってきました。それでも当面喫緊の課

題として幾つか挙げることができると思います。

まず１番目は、どの病院も同じですが、医師の確

保で当院も苦労しております。まず１番目に救急医

の確保ですが、全国的に救急医というものは不足し

まして、救急医が今非常に引く手あまたな現状で、

当院もなかなか確保できなくて、夜間の診療制限を

救急医の不足のために余儀なくされているような現

状があります。

それから２つ目は、泌尿器科医が今欠員している

状況で、総合病院としての診療に非常に大きな支障

を来しているという事情があります。

それから３つ目は、内科医の確保もいま一つ十分

ではないところがありまして、内科医の不足による

救急医療へのサポートがなかなかできなくて、その

辺での診療制限も起きているという事情がありま

す。

それから２番目には、看護師不足の問題ですが、

定数を確保することはできても、産前産後休業、育

児休業に伴う欠員がどうしても毎年一定程度の比率

で起こっていまして、臨時的任用や嘱託で欠員を埋

めるように努力しているのですが、なかなかスムー

ズにいかないという現状があります。

以上が、当面の当院の喫緊の課題でありますが、

当院から現場の要望として上がっているものが二、

三あります。

まず１番目は、当院は沖縄県の総合的なこども医

療センターとして機能しているわけですが、こども

医療センターの中でも中枢的な仕事をしていますＰ

ＩＣＵという重症患者を診る病床が手狭で、その拡

張が非常に望まれているというところでございま

す。

それからもう一つは、南部医療圏の中核病院とし

て今後さらに充実するためには、ヘリポートは当院

にとってぜひ必要な設備ではないかということを痛

感しているところであります。

それから３番目ですが、現在、地域医療支援病院

の資格を目指して申請中で、近々結論が出されるの

ではないかと思いますが、地域医療支援病院の資格

を確保して、ぜひ南部医療圏の中核病院として今後

もやっていきたいと思っているところです。

当院の課題については、○安谷屋正明宮古病院長

新病院建設に当たりまして、予算の制約がありまし

、 。て整備できなかった施設 機器が幾つかございます

今後は随時これらの整備に取り組んでいきたいと考

えております。

それから次に、人材確保については、各病院から

ありましたように、医師については欠員が出ている

診療科があるのです。それをなくしていかなければ

ならないとか考えています。また、診療科によって

は、１人体制では非常にきつい診療科があります。

その複数化をしなければならないと考えているこ

と。それから、離島の病院にとっては指導医クラス

の確保が非常に重要です。いろいろな研修体制を組

むにしても、そういうことが重要だと考えておりま

す。看護師に関しては、先ほども述べたように、ど
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んどん医療が進歩していく中での人員の確保が必要

だろうと思っております。

それから、医療の質を高めていくためには、メデ

ィカルスタッフなどのチーム医療というものが非常

に大事になりますが、離島にとって、嘱託採用では

なかなか人の来手がいないのです。ですから、そう

いう意味で人員配置の拡充というものが今後必要に

なるだろうと考えております。

最後になりますが、離島増高費についてですが、

離島であるための費用の増高ということは、経営を

努力していても非常に難しいという一面もありま

す。そうした中で、中核病院として質のよい医療を

提供していくためには、その繰り出しは欠かせない

ものと考えておりますので、今後とも継続してくだ

さるように要望します。

離島の一番の大きな課○依光たみ枝八重山病院長

題としましては、人材確保ということが大きな課題

として残っております。

沖縄県立八重山病院では、医師については、平成

23年度の途中に眼科医が開業退職しまして、以来眼

科医が不足となっております。週１で琉球大学から

木曜日に１回だけ、午前中だけ来ていただいており

ます。既にもう４月の時点で次年度も３人のドク

ターが退職されるということがありまして、年度早

々から医師確保に病院事業局と連携しまして、県外

の大学病院の医局にお願いして、走り回っている状

況であります。

それから、看護師については先ほどお話ししまし

たので、コメディカルについてですが、７月にリハ

ビリテーション部門の定数が増加したために、リハ

ビリテーション部門は非常に充実してまいりまし

た。しかし、臨床工学技士とか視能訓練士は当院で

まだ定数化されておりません。ということで、これ

らの人材確保に支障を来しております。

それからまた非常に大きな問題ですが、管理栄養

士がこの１年間不在です。どの病院にとっても非常

に大切なことですが、ソーシャルワーカーなどの採

用試験の受験資格年齢の上限が28歳とか、30歳以下

なのです。ということで、即戦力となるような経験

豊富な人材を確保できない状況にあるというのが現

状であります。

また、歯科口腔外科とか新生児科などの新たな診

療科目の設置とか、リハビリテーション科医師の定

数配置のために、設置条例とか定数条例の改正を要

望したいと考えております。

特に、管理栄養士とコメディカル職の年齢要件に

ついても、10年以上の経験のある即戦力となる人材

が確保できるように、受験資格の年齢制限を緩和す

ることを検討していただきたいと考えております。

皆さん御存じだと思うので○伊波久光精和病院長

すが、当院は精神科単科病院、県立としては唯一の

病院です。いろいろございますが、当院は昭和61年

に現在のところに建てかえられた病院でございま

す。もともと我々の病院は、処遇困難、それから司

、 。法関連 統合失調症を中心とする収容型の病院です

それから夜間ですが、精神科救急の中核病院として

現在もこの方面では基幹になっております。ある一

方でまた長期の患者さんが高齢化していて、いろい

ろ身体的な問題等も含めて対応が求められていま

す。昨今の人権を配慮したいろいろな―特に我々の

病院は収容型だったのですが、そういった療養環境

の面でなかなか難しい構造になっているものですか

ら、それに対して今後対応が必要だと考えておりま

す。

それから、現在担っている役割以外に、公的病院

として鬱病であったり、児童思春期であったり、認

知症であったり、先ほども言いましたが身体合併症

も含めて、これは今後の対応も求められているので

すが、この辺に対応できるような設備になかなか

なっていないということです。

それから、基本的な設備機器ですが、これらにつ

いても更新がなかなかうまくいかないということ

で、この辺も含めて今後必要な更新ができるように

取り組む必要があるのではないかと思っています。

沖縄県立宮古病院が改築しましたし、次は沖縄県

立八重山病院、その次は当院かと期待をいたすとこ

ろです。

直接県民の期待を担っている病院○西銘純恵委員

、 、の課題というのがとても大きいし 私ども議会でも

執行部もそうですが、職員定数をふやしたと思って

も現場からすれば足りないと。いろいろな職種の皆

さんを必要としているとか課題が大きく出てきまし

たので、これについては病院事業局長、福祉保健部

長、課題について何か大きな議論をして、計画を立

てていくということがもう必要ではないかと思うの

ですが、そこら辺についてどうでしょうか。

私も病院長をしておりま○伊江朝次病院事業局長

したから、今、各病院長の皆さんが言ったことを重

々に承知しておりますし、実態に即してしっかりと

そういう調査もして、現場との意思の疎通を図りな

がら、一つ一つ課題を解決していきたいと思ってお

ります。
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今、いろいろ課題が述べ○崎山八郎福祉保健部長

られていましたが、医師の確保あるいは看護師の確

保については、福祉保健部としてもいろいろな医師

確保対策、あるいは看護師確保対策を進めていきた

いと考えております。それと同時に、県立病院は圏

域の中核病院でもありますので、そういった県立病

院の医療体制についても、病院事業局と連携をとり

ながらしっかり取り組んでいきたいと考えておりま

す。

それでは、決算で繰り入れについ○西銘純恵委員

て伺います。前年度と比較して繰入額はどうなった

でしょうか。平成24年度沖縄県病院事業会計決算審

査意見書15ページを見て聞いています。

まず、平成23年度の繰○嘉手納良博県立病院課長

り入れの決算額でございますが、89億2966万382円

でございます。それから、平成24年度は69億3240万

6528円で 対前年度比較で申し上げますと 19億9725、 、

万3859円の減となっております。

予算額と一緒でしょうか。違うの○西銘純恵委員

でしたら、その数字を出した違いについても説明し

ていただきたいと思います。

先ほど県立病院○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監

課長がお答えした数字につきまして、少し御説明を

いたします。

まず、平成24年度の一般会計繰入金。先ほど69億

円という説明をしましたが、その中身は感染症の補

助金等、結局―今、西銘委員が聞いている直接一般

会計からの繰入額というものにプラスアルファされ

ている数字でございまして、平成24年度の一般会計

からの繰入総額につきましてお答えをしますと、59

億976万3000円でございまして、前年度と比べます

と、25億2323万7000円の減になっております。

繰り入れの根拠で、救急医療確保○西銘純恵委員

、 、経費について これは収入を引いた額ではないよと

これは法で示しているということをやったのです

が、今度12億円余りの決算となっています。この実

態を少し説明していただけますか。６つの病院があ

るのですが、どこでこのような繰り入れをやってい

るのか、説明を丁寧にお願いします。

平成24年度の救○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監

急医療に要する経費につきましては12億1105万2000

円になっておりますが、病院別で報告をいたします

と、沖縄県立北部病院が9888万9000円、沖縄県立中

部病院が３億6498万4000円、沖縄県立南部医療セン

ター・こども医療センターが５億9105万6000円、沖

縄県立宮古病院が9758万8000円、沖縄県立八重山病

院が5835万5000円となっております。

沖縄県立中部病院は３億円余の救○西銘純恵委員

急医療経費を確保している。そして、医師が救急体

制をとっているということを聞いているのですが、

ほかと違いますか。

沖縄県立中部病○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監

院とほかの病院の救急体制の違いといいますと、沖

縄県立中部病院には救急医が５名います。その５名

が３交代で対応しているというのがほかの病院と違

うところでございます。

そうすると、ほかの病院も救急体○西銘純恵委員

制をきちんととれば、医師確保のための、救急確保

のための繰り入れはもっとふえるはずです。次年度

の予算化に向けて、これをぜひ検討していただきた

い。

もう一つは離島増高費ですが、沖縄県立八重山病

院視察に文教厚生委員会で行きました。院長先生か

ら、実際の離島増高費はもっとかかっていますとい

うことがありましたので、実態に合わせて、必要な

増高費というものを出していただきたいと思いま

す。例えば、電気、水道、そういうものでも離島価

格、物価は違いますね。少なくともそれを掛けて経

費というものは全て出てくると思うのです。そこら

辺をしっかりとやって、４億円で事足りるというこ

とではないと思いますので、ここも予算に向けては

ぜひ検討していただきたいと思いますが、４億円の

決算についてどうでしょうか。病院事業局長の答弁

と、沖縄県立宮古病院と沖縄県立八重山病院はいか

がでしょうか。

４億円の件につきまして○伊江朝次病院事業局長

は、当初離島支援として初めてつくられたというこ

とで詳細な検討がなされてなくて、大筋でやったと

いうことで、詳細な検討はその後に回そうというこ

とで決めた額でございます。

平成25年度は減っていますね。い○西銘純恵委員

ずれにしても、ちゃんと根拠を明確にして―不足し

ているということを言っていますので、ぜひ現場に

合わせて予算化してほしいと思います。

沖縄県立八重山病院の院長先生、何か不足してい

るとおっしゃったが、もしありましたらよろしくお

願いします。必要額だけで結構です。

今おっしゃっていただ○依光たみ枝八重山病院長

いてありがとうございました。実は、宮古と八重山

は離島という点は一緒ですが、那覇からだと大分違

います。300キロと400キロぐらいですか、そういう

ことで大分違っておりまして、旅費、いろいろな生



－155－

活費用、そういうのもいろいろ違います。人件費な

どは大体決まっているとは思うのですが、時々愚痴

ではないですが、どのように離島増高費を分けてい

るのか。半々で平等にというのも一つの手かもしれ

ないですが、私個人として―これは内輪もめになる

と困るのですが、１対２ぐらいでいいのではないか

。 、 、と思ったりもしているのです ということで 病院

病院で離島がゆえにかかるプラスアルファをじっく

りと計算して、例えば、項目をつけてどのぐらいか

かるというものをちゃんとリストにして合計して出

して、それがどのぐらい、何対何ぐらいで、やはり

八重山のほうが高くつくのだということをぜひ出し

てほしいと、この場でお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

枠があってではなくて、必要なも○西銘純恵委員

のを沖縄県立宮古病院も沖縄県立八重山病院もとい

、 、うことでやっていると思いますので 病院事業局長

そういう考えで離島増高費を創設したと思っていま

すが、そうでしょうか。

この点については、本島○伊江朝次病院事業局長

と離島の格差というのがあると私も思っております

、 、し その辺をしっかり一つ一つ吟味していかないと

正確な対象項目、あるいはそういう数字というもの

は出てきませんので、こういった作業を今後とも

しっかり続けていって、実態に即した数字を出して

いきたいと思っています。

経営安定化計画に対する平成24年○西銘純恵委員

度の評価をお尋ねします。

経営再建支援期間が平成○伊江朝次病院事業局長

23年度で終わりまして、平成24年度、経営安定化計

画をつくって再スタートしたという状況でございま

すが、３つの大きな目標ということで、経常収支の

黒字化の継続維持、運営資金をつくるために手元流

動性の確保、長期債務の削減、この３つともしっか

り目標は達成できたと考えております。

本当に繰り入れが大幅に減らされ○西銘純恵委員

た中でよく頑張っていらっしゃると思います。ぜひ

県立病院を守るために、また力を尽くしていただき

たいと思います。

次に移ります。待機児童の問題ですが、平成24年

度主要施策の成果に関する報告書59ページでお尋ね

します。市町村が安心こども基金に対する計画見直

しをした原因というものをどのように聞いていらっ

しゃるか。

市町村○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

は次世代計画に基づいて保育所定数の増を図ってお

りますが、その計画が前倒しで実施されたというこ

とによりまして、事業の参加が少なくなったという

ことでございます。

認可保育所をふやすということ○西銘純恵委員

で、平成23年度34施設が平成24年度にかけてつくら

れたということでしょうか。平成23年度、平成24年

度の実績からすれば、待機児童は計画どおりにやれ

ば相当数解消されたと思うのです。市町村が計画を

達成したと言っていますが、実際は、待機児童対策

特別事業もそうですが、１つの認可保育所をつくる

のに安心こども基金では標準的な補助金がどれだけ

出ますか。

安心こ○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

ども基金によります建設費用の平均的なところの補

助金額をいいますと、約１億5000万円程度というこ

とになります。

建設費も答弁しないとわからな○西銘純恵委員

い。

建設総○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

事業費につきましては、約２億円程度というのが平

均的なところになります。

ずっとそういう方法で認可保育所○西銘純恵委員

はつくられてきた。待機児童解消の基金による施設

は3000万円から5000万円に引き上げたが、まだ平成

24年度１施設ということです。そうすると、やはり

同じように１億5000万円ぐらいをかけてやらない

と、施設建設というものは、認可外を認可化するの

も困難ではないかというのが見えているのではない

ですか、どうですか。

安心こ○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

ども基金と待機児童対策特別事業の認可外につきま

しては、施設のほうで選択をしていただくことにな

りますので、安心こども基金につきましては法人格

の取得を先行してやるのが前提にはなりますが、い

ずれにしましても、これは事業者で選択して、より

よい方法を選んでいただくということになります。

認可保育所の建設補助は１億5000○西銘純恵委員

万円まである。だが、認可保育所の建設が計画どお

り進まなかった。これはその後の運営に対する市町

村の持ち出しが大きいからではないか。どのような

運営費に対する市町村補助もそうですが、どのよう

なものがありますか。

今、委○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

員が御指摘のように、保育所の整備が進みますと、

市町村の負担は確かに大きくなるということではご

ざいますが、今回の待機児童対策特別事業の施設設
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備、１カ所の整備にとどまったといいますのは、必

ずしも市町村の負担がふえるということのみをもっ

て１施設にとどまったということではございません

で、それ以外にも先ほど申し上げたように、計画が

前倒しで進んで目標を達成したということもござい

ますし、そのことも含めまして、今回、平成24年度

の執行がなかなか進まなかったということでござい

ます。

運営費に対する市町村の負担を答○西銘純恵委員

えていませんが、どういう項目があって、どのよう

な負担があるか。

安心こ○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

ども基金の保育所整備事業は国と県と市町村で負担

しておりまして、国が２分の１、県、市町村が４分

の１ということで運営費負担をしておりますが、市

町村におきましては、法定外の負担を全市町村で約

17億円程度負担しているということでございます。

法定外の負担と表現したが、具体○西銘純恵委員

的に言ってもらえませんか。

今申し○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

上げました市町村が負担している法定外負担といい

ますのは、４分の１以外に国の徴収基準による保育

料の設定が高いという判断で、市町村の政策的判断

で利用者の負担を軽くするために、保育料を軽減し

て徴収しているという部分の負担となっておりま

す。

保育所をふやしたら、どれだけの○西銘純恵委員

負担がかかってくるのか、市町村はそういうことも

。 、考えて二の足を踏んでいる それでは困るのですが

ただ、それも一つの原因です。

もう一つ指摘したいのは、おととし子育て支援新

システムというのができて、認定こども園や新しい

子育て支援関連３法ができましたが、平成23年度、

平成24年度の政権の動きを見て、児童福祉法第24条

の児童福祉を市町村が実施する義務を負うというと

ころを取り払って、民間に回していくという政府の

流れを見ていたと思うのです。だから、市町村は認

可保育所をつくって、そして運営費も負担していく

大変重いこの負担から免れたいというところもあっ

て、新制度を待つというのが今の認可保育所が進ん

でいない大きな原因ではないかと私は思うのです。

どうですか。

これまで市町村は、次世○金城武福祉企画統括監

代育成計画という計画に基づきまして待機児童の解

消を図ってきたと。それが２年前倒しで目標数値を

達成したのです。市町村も頑張っていただいた。だ

が、目標数値の設定そのものに、もともと潜在的待

機児童も含めて数字が小さかったということで、そ

れはしっかりとした目標を立てようということで、

昨年来から県の行動指針というものをつくって、

9000名を今後目標としたらどうですかということで

市町村と一緒に協議をしてきて、市町村から目標に

基づいておおむね、その計画を現在出してもらって

います。その中身を我々は今、全部精査をしている

わけです。例えば、潜在的待機児童を含めていない

市町村があれば、もう少し目標でしっかりと立てて

ほしい。そういうことを今はやっております。です

から、市町村もおっしゃるような財政的負担は当然

あろうかと思いますが、それなりに市町村も一生懸

命取り組んできておりますし、今後さらに目標を

しっかり立てれば、その目標を達成すれば、待機児

童解消につながっていくと考えております。

子育て支援と沖縄県も言うのであ○西銘純恵委員

れば、市町村が出している17億円、それに匹敵する

、 、ぐらい沖縄県もやりますよ 運営費支援をしますよ

そういうこともやっていいのではないですか。次年

度以降の検討をぜひやったほうがいいと思います。

今年度、安心こども基金事業でどれだけの保育所

。 。を増設するのですか 待機児童何名解消予定ですか

平成25○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

年度の安心こども基金を活用しての保育所整備は、

44施設で1000人を今計画しているところでございま

す。

認可保育所平均の60人定員の保育○西銘純恵委員

所をつくれば、44施設であれば二千何百人という数

字になるわけですよね。だから、そういう意味では

1000人しか待機児童を解消できないということは、

多分増築とか、純粋に認可保育所を一から設立する

というところは弱いのではないかと思っています。

老朽化した認可保育所を改築でふやしていくのは当

然だと思うのですが、新設等も含めて9000人解消と

いうことをしっかりと次年度やっていただきたいと

思います。

こども医療費の助成制度、実績をお尋ねします。

こども医療費の助成実績で○糸数公健康増進課長

すが、平成24年度、入院費に関しては５億12万円で

す。平成23年度が３億8568万円ですので、入院費で

１億1557万円の増となっております。通院費につき

ましては、平成24年度は13億2400万円の実績となっ

ております。

名護市が11月から入院費を中学校○西銘純恵委員

卒業まで無料にということで打ち出していますが、
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市町村がやるということになれば、入院費の対象拡

大についてはどうでしょうか。

今は自動償還ということ○崎山八郎福祉保健部長

で取り組みを進めていて、自動償還をしっかり軌道

に乗せるということが重要な課題でありますので、

自動償還をしっかり軌道に乗せていくことを進めて

。 、 、おります そういった自動償還を進めた上で また

そういった市町村の意向なども勘案しながら、ただ

いまの質疑については検討していきたいと考えてお

ります。

ＤＶ問題について、５年間の推移○西銘純恵委員

をお尋ねします。

本県の配偶者暴力○大城博青少年・児童家庭課長

相談支援センターにおけるＤＶ相談件数につきまし

ては 平成20年度の1017件に対し 平成24年度は2311、 、

件となっております。

支援についてお尋ねしますが、母○西銘純恵委員

子支援施設はどれだけあるのでしょうか。そして、

その運営費について、平成24年度は国基準並みにな

されていますでしょうか。

県内の母子生活支○大城博青少年・児童家庭課長

援施設は、那覇市、浦添市、沖縄市に３施設設置さ

れております。

母子生活支援施設の運営費につきましては、国の

基準により算出した額と実際の措置に要した支出額

を比較して、低いほうの額を国２分の１、県４分１

の割合で負担することとなっております。

実績を聞いていますが。○西銘純恵委員

平成24年度の母子○大城博青少年・児童家庭課長

生活支援施設運営費の支出額につきましては、３施

設合計で2737万8000円となっております。

国基準でやっているのかというの○西銘純恵委員

を聞いているので、国基準でやっていないところが

―数字は出していますが、残っていると思うので聞

いていますから、答えてもらえませんか。

県におきまして○大城博青少年・児童家庭課長

は、母子生活支援施設運営費の予算について、国の

基準に基づきまして計上をしております。実績につ

きましては、各市の実績報告に応じて負担をしてい

るというところでございます。

決算はどうなったのかと聞いてい○西銘純恵委員

るのです。

那覇市につきまし○大城博青少年・児童家庭課長

ては、予算額1174万9000円に対して、決算額は1161

。 、万2000円となっております 沖縄市につきましては

予算額500万2000円に対しまして、決算額555万2000

円となっております。

母子生活支援施設現場から、実際○西銘純恵委員

は国基準で出したらもっと運営がきちんとできる。

だが、それより低いものしか市町村がやってくれな

いので、それに対応して県も国も出してくるので、

ちゃんと国が基準として出しているものをやってほ

しいという声があるわけです。御存じですね。それ

を１カ所は直したが、那覇市、沖縄市は予算に対す

る幾らといっても、国基準でやったのかどうかとい

うのは、皆さん確認していないの。国基準以下で出

したのであれば、問題ではないかということです。

先ほどお答えしま○大城博青少年・児童家庭課長

したとおり、県が国基準で算出した予算額とおおむ

ね近い額が決算額として出ておりますので、そうい

う状況でございます。

母子生活支援施設、11市のうち３○西銘純恵委員

市しかないのです。沖縄県でもっと拡充すべきだと

思うのですが、どうでしょうか。

母子生活支援施設○大城博青少年・児童家庭課長

の設置につきましては、各地域の母子家庭の状況を

踏まえながら、関係市町村において総合的に判断が

なされるものと考えております。県としましても、

市町村に対しまして母子保護施策の助言を行う中

で、あわせて母子生活支援施設の設置についても働

きかけてまいりたいと思います。なお、県におきま

しては、平成24年度から沖縄振興一括交付金を活用

しまして、民間アパート等において母子家庭の生活

や就労支援を行う母子家庭生活支援モデル事業を実

施しているところでございます。

ありがとうございます。○西銘純恵委員

休憩いたします。○呉屋宏委員長

午後３時55分休憩

午後４時15分再開

再開いたします。○呉屋宏委員長

休憩前に引き続き、質疑を行います。

比嘉京子委員。

お疲れさまです。簡潔な御答弁を○比嘉京子委員

お願いいたします。

では、病院事業局からお聞きしたいと思います。

重複している分は省きたいと思います。経営の問題

で今度の３つの目標は達成されたわけですね。先ほ

どありました。そのことについて、もう少しできた

、 、 。のにとか 上できだとか 何か評価はございますか

先ほど病院事業○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監

局長から概要については御説明いたしましたが、こ

れを具体的な数値でお知らせいたします。
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まず、経常収支の黒字化について、平成23年度は

繰り入れの状況等もありまして29億円の黒字でござ

いましたが、平成24年度も経営状況を維持するとい

う目的で黒字を達成しております。これがおおむね

13億円程度でございます。

その次の目標としまして手元流動性の確保がござ

います。まず、手元流動性の平成23年度期末資金残

高は約71億円程度でございましたが、先ほど病院事

業局長の概要説明でもありましたとおり、平成24年

。度期末資金残高が108億円程度になってございます

あと、長期債務の縮減でございますが、平成23年

度末の残高が約64億円程度ございましたが、平成24

年度に公立病院特例債等の返済がございまして、期

末長期債務残高が約58億円程度に縮減されておりま

す。

午前中から患者さんは減ったのに○比嘉京子委員

というお話等もありましたが、今のように、病院事

業局の平成24年度の経営安定化計画は順調にといい

ますか、それが達成をされてきているという認識を

いたします。

次に、先ほど未収金の問題がありましたが、経営

改善に対して２つの質疑をしたいと思います。

まず１点目ですが、未収金対策として先ほどから

、 、も議論がありますが 先進地域などの検討というか

学びというか、そういうことなどを―今まで起こっ

た未収金はいたし方ないのでこれから解消していく

ということでいいのですが、これから未収金をなく

していく、またはつくっていかないという手だては

何か考えておられるのですか。

、 、○稲嶺盛秀県立病院課経営企画監 未収金は 結局

地道な活動が必要だということではございますが、

まず発生防止策としまして、担当職員及びメディカ

、 、ルソーシャルワーカー ＭＳＷと言われていますが

その方たちによる納期相談の強化をしていきたいと

考えております。それから、高額療養費制度や出産

一時金、直接支払い制度等の活用の推進、退院日の

事前通知の徹底による患者への支払い準備期間の設

定。あと未収金対策委員会の開催等による院内への

未収金対策の周知。今年度も11月早々から未収金対

策強化月間を予定しておりますが、未収金対策強化

月間の実施による未収金の縮減。それと平成23年度

からですか、沖縄県立南部医療センター・こども医

療センターからスタートしましたが、クレジット

カードの導入による支払い方法の多様化等を今現在

実施してございます。

以上が発生防止策でございますが、当然発生した

ものについての対応もございまして、回収強化策と

しまして、電話による督促や自宅への臨戸訪問の強

化、あるいは悪質な未納者に対する支払い督促など

の法的措置の実施―実際平成24年度におきまして

は、沖縄県立八重山病院において実施してございま

す。それから、法的措置を講じても支払わない債務

者に対して、強制執行の実施による債権回収を予定

したいと考えております。

今、電子カルテは全病院で実施し○比嘉京子委員

ているという認識でいいでしょうか。

電子カルテについては、○伊江朝次病院事業局長

沖縄県立南部医療センター・こども医療センターが

、 、発足当時から始めまして その後沖縄県立北部病院

それから沖縄県立宮古病院が新設と同時に電子カル

テ、現在取り組んでいるのが沖縄県立八重山病院で

ございまして、沖縄県立中部病院と沖縄県立精和病

院についてはまだこれからということです。

我々が視察で島根県立中央病院に○比嘉京子委員

行きましたときに、電子カルテに未納の方という合

図が出るようになっていて、そこでその人に対する

ケアというのですか、次の支払いを誘導するという

こと等もあったように記憶しております。これはぜ

ひ参考にできればと思います。

次に、医療等スタッフの確保というのがあります

が、毎年のように人員の問題が出てきて、いつも総

務部とのやりとりがかなりありますよね。その点に

ついてですが、これは次年度に向けての計画につな

がると思うので質疑いたします。ことしは年度途中

で人員増ということを議会で可決したわけですが、

こういう年度途中においても人員確保というのは、

ことしは満たされているのでしょうか。

今年度の定数増はリハ○嘉手納良博県立病院課長

ビリテーション職の47名でございました。職員の配

置につきましては、今年度合格者を出しております

ので、10月から順次各病院へ配置をしている状況で

ございます。

不足等は生じなかったですか。定○比嘉京子委員

数を満たさなかったという事例はないですか。

現在、合格者のうち状○嘉手納良博県立病院課長

況の許す方―この方々はそれぞれの職場で勤務され

ておりますので、そこを退職して県に入ってくると

いう手続等もございますので、そういう環境の整っ

た方から順次配置をしているところでございます。

ですから、正職員での対応は現在満たしていないと

いう状況ではございますが、各病院においては、臨

時的任用職員等の確保によって定数増の部分を今配
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置している状況でございます。

10月１日時点の合格者の配置は11名でございま

す。ですから、47名中11名の配置ということでござ

います。

今のお話から伺っていても、そう○比嘉京子委員

いう途中で定数増をやるべきではない。もったいな

い１年ですね。これだけ各病院から人が足りないと

いう訴えがある中で、こういうことを皆さんが総務

部にきちんとかけ合い切れないというのは、私は大

問題ではないかと思うのです。そのことも含めて、

もちろん収入の問題、それから医療の質の問題、さ

まざまに影響すると思うのです。ですから、人員に

関してはしっかりとした毅然たる態度で、病院事業

局長、来年に向けてぜひ臨んでほしいと思うのです

が、いかがですか。

例えば、定数増が２月議○伊江朝次病院事業局長

会に決まりますと、結局、採用試験をするのが翌年

ということになるので、やはり１年ずれるというこ

とがありまして、今年度は６月にリハビリテーショ

ン職が増になりました。そういう方々をその年で試

験して、遅くとも次年度の４月までにはできるとい

うことになります。そのような状況があります。こ

ういうのが随時試験を行いながら採用していければ

いいのですが、なかなかそういうことがかなわない

状況にありますので、スピードアップをできるだけ

―どのようにすればいいかということをしっかり今

後とも検討していきたいと思います。

同じ人員の問題ですが、先ほど各○比嘉京子委員

病院の院長先生方からさまざまな課題とか要望等を

お聞きしたわけですが、ここから２点お聞きしたい

のは、まず沖縄県立八重山病院の院長先生から年齢

撤廃をしていただけないだろうかというお話があり

ました。たしか看護師の年齢はかなり上げたような

記憶がありますが、コメディカルに関しては今どう

いう状態になっているのですか。

県職員の採用に当たり○嘉手納良博県立病院課長

ましては、長期勤務によるキャリア形成を図るとの

趣旨によって、人事委員会において年齢要件が定め

られており、満29歳未満が基準として設定されてお

ります。薬剤師とコメディカル職の一部につきまし

ては、過去の採用試験で十分な人員を確保できな

かったことから、人事委員会との協議を経て例外的

に年齢要件の引き上げを行っております。また、他

のコメディカル職の年齢要件については、これまで

採用試験の応募状況等の実績が十分であることか

ら、現在のところ見直しには至っておりません。今

後実施する採用試験において、十分な人員確保、あ

るいはケースによってはスキルを持った人員の確保

もございますでしょうから、そういう点等を考慮し

ながら、年齢要件の見直しについては検討してまい

りたいと考えております。

先ほども申し上げましたが、見直しを行った職種

がございます。薬剤師が36歳未満です。それから、

理学療法士が36歳未満、同様に作業療法士、言語聴

覚士が36歳未満。臨床工学技師につきましては60歳

未満、病院心理につきましても60歳未満ということ

になっております。管理栄養士につきましては現在

。 、のところ29歳未満 今の応募状況を申し上げますと

今年度２名合格を出しました。応募者が約60名ほど

おりました。そのような状況になってございます。

現場のニーズに照らし合わせて、○比嘉京子委員

ぜひ検討いただければと思います。

あと１点、沖縄県立八重山病院の管理栄養士の配

置がされなかったということで、私が委員会でお聞

きしたら、何かお二人を配置したとお聞きしたので

すが、どういうずれが生じているのかお答えいただ

けますか。

沖縄県立八重山病院の○嘉手納良博県立病院課長

管理栄養士につきましては、定数２名に対して２名

配置をしているところでございます。

では、沖縄県立八重山病院の院長○比嘉京子委員

にお聞きしたいのですが、今の状態の配置というこ

とで、病院にどのような影響が及ぼされているので

すか。

去年はいろいろ人事異○依光たみ枝八重山病院長

動のことで非常にもめまして、この１年間は栄養室

長がいないという状況でせざるを得ないという、３

月末ぎりぎりになっていろいろ関係部署が集まりま

して話し合いをした結果、今度の１年間はもう我慢

するというのですか、もうしようがないということ

で１年間過ぎました。しかし、またある意味では次

も栄養室長がいないということになることは、私は

管理者としてもう認められないということを先週の

会議でお話ししました。

ＮＳＴ加算とかチーム医療では専従が必要です。

そのときにいろいろ薬剤師、ドクター、栄養士、４

人いますが、その４人のうち１人は専従です。必ず

そこにかかり切りになって、その仕事だけしないと

いけないことになっているものですから、結局、栄

養室長がいないということでそれもあるのです。そ

れ以上に、実は今お話が出ているように、沖縄県立

八重山病院は盆と正月が一緒に来たような、うれし
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いような、大変な状況です。電子カルテを２月１日

からすぐ運用します。それから、３月までには沖縄

県立八重山病院の基本設計もやらないといけない状

況で、もう本当にあっという間に重なって病院全体

がみんなで一生懸命やらないといけないという状況

の中で、患者さんの栄養をつかさどる栄養室がしっ

かりしないといけないということで、この間の会議

でも、ぜひ今年度は栄養室長を配置してほしいとい

うことは要望いたしました。

今のＮＳＴ加算というのは幾らぐ○比嘉京子委員

らいですか。

年間200万円ぐらいで○依光たみ枝八重山病院長

す。それプラス摂食機能嚥下障害というのが800万

円ぐらいで、900万円から1000万円ぐらいの加算が

つきます。

ぜひ改善をお願いしたいと思いま○比嘉京子委員

す。

では、重粒子線がん治療施設についてお聞きした

いと思います。きょうは県立病院のお医者さんが見

、 、えているわけですから ぜひお聞きしたいのですが

今、沖縄県が政策参与を交えて重粒子線がん治療施

設の建設を検討しているわけですが、まずそれに対

しての費用対効果とか、それから県立病院の先生方

から見た優先順位等の観点から御意見がいただけれ

ばと思います。

私は昨年、重粒子線治療施○松本廣嗣中部病院長

設の導入可能性調査に係る協議会に参加しておりま

した。中のお話をお聞きしていますと、導入コスト

、 。は高額で 初期５年間の赤字の負担がかなり大きい

それから、本土にも同時期にもう数カ所で重粒子線

治療施設の建設が進行していくということで、集客

上の問題だとか、施設を維持する専門職員の確保の

問題などが生じるおそれは否定できないのではない

かと思えます。私はいろいろな質問をしましたが、

その質問はみんな重粒子線治療施設の導入に反対す

るように聞こえる質問ばかりだったのですが、いろ

いろなものを確認するために質問しておりました。

今お話ししたようなことで、必ずしもいろいろな問

題がないわけではないということで受け取りまし

た。

しかし、これは県が大きな負担をこうむらないと

いうのであるならば、先端医療としては非常に夢の

あるものです。私は外科医ですが、確かに放射線治

療と同じで局所療法―局所のものにしか役に立たな

いわけです。全身に広がったものには使えないわけ

ですから、そういう局所療法という限界はある。そ

ういう手段の一つにすぎないとは思いますが、例え

ば、将来もっと夢のある話で、ウイルス治療でがん

を治すというのがありますが、そういう場合には、

腫瘍の大きいものは重粒子線で中のほうを殺してし

まって、縁のほうに残った分をウイルス治療でやる

とか、そういう手術をせずにがんを治せるよという

時代の先駆けとなる。そういう道具を沖縄県が手に

入れる意義は大きいと思います。

、 、ただ 費用対効果というのはよくわかりませんが

優先順位からしますと、私ども沖縄県立中部病院の

立場からしますと、狭隘な継ぎはぎの拡張工事を

やっているのですが、350床の病棟と古い200床の病

棟とが斜めの長い渡り廊下でつながっているような

ところで、もう本当に狭いところでいろいろな苦労

して仕事をしている状況。そういうものを考えます

と、先に病院を建ててくれと言いたくなります。そ

ういう言い方はいけないかもしれませんが。ですか

ら、これを県が負担してやるというのであれば、そ

れは県立病院側をもう少し見ていただきたいという

意見になります。

このランニングコストは御存じで○比嘉京子委員

すか。ランニングコストと、私が聞きたいのは保険

適用の見通しをどなたかお答えいただければ。

現在は保険は適用されてお○松本廣嗣中部病院長

りません。自由診療です。

ただ、ランニングコストといっていいのか、例え

ば現在の試算をしますと、年間患者数が300名ぐら

いでとんとんだということです。１人の治療費に大

体300万円ぐらいかかるのです。そういうのを考え

ますと、結構金銭的にゆとりのある方が対象になる

のかと思いますし 沖縄県で現在対象になる方は100、

名程度だということらしいです。そういうことでほ

かから集客をしなければならないということで、集

客がうまくいけば、300名ぐらい集まればとんとん

になるのではないかと伺っております。

では、福祉保健部に行きたいと思○比嘉京子委員

います。

全体のことですけれども、福祉保健部の歳出にお

ける民生費が占める比率について、沖縄県の位置と

いうものを知りたくて質疑しているのですが、全国

や類似県と比較すると、どのような位置にあるのか

教えてください。

平成24年度はまだ全○金城弘昌福祉保健企画課長

国が出ていませんので、平成23年度でございます。

総務省が公表しておりますが、歳出総額に占める民

生費の割合は、本県が17.1％、全国平均が14.7％、
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類似県が14.5％で、いずれも本県が上回っている状

況にございます。

順位等はわかりますか。○比嘉京子委員

民生費の割合でいき○金城弘昌福祉保健企画課長

ますと４位となっています。

、 、○比嘉京子委員 民生費の内訳ですが 児童福祉費

生活保護費においてはどうですか。

民生費に占める児童○金城弘昌福祉保健企画課長

、 、 、福祉費の割合ですが 本県は28.6％ 全国が19.1％

。 、類似県が19.1％ それと生活保護費でございますが

本県が7.9％、全国平均が3.6％、類似県平均が4.3

％で、いずれも上回っておりまして、ちなみに児童

福祉費のほうが全国１位でございます。それと、生

活保護費が全国５位となっております。

今の状況を打開するために何か県○比嘉京子委員

として考えていることはありますか。

歳出予算につきまし○金城弘昌福祉保健企画課長

ては、例えば、民生費ですと社会福祉費、老人福祉

費等、社会生活を保障するのに必要な経費というこ

とで計上しております。同じく児童福祉費について

もそうでございますので、必要な経費をきちんと見

積もって予算を積算して、事業を執行しているとい

う状況でございます。

必要な経費を今後ともしっかりやっていきたいと

いうことと、あわせて総務部とか関係部署ともしっ

かり連携をとりながら、事業の執行は努めていきた

いと考えております。

では、次に健康推進でお聞きした○比嘉京子委員

いのですが、健康おきなわ21の推進事業の評価と課

題について伺います。

平成24年度主要施策の成果○糸数公健康増進課長

に関する報告書に健康おきなわ21の推進事業という

、 、ことで 関連する事業の県民健康づくり推進事業費

健康増進計画推進事業費に基づいて健康おきなわ21

を推進してまいりました。内容につきましては、先

ほども少し御紹介させていただきましたが、健康増

進普及月間、禁煙週間、糖尿病予防週間など、その

時期時期に応じたテーマに沿った啓発、パネル展示

などを開催しました。それから、チャーガンジュー

おきなわ応援団の紹介や利活用、地域職域連携推進

協議会の開催など、県民の健康づくり運動を浸透さ

せるという活動を中心に実施し、また、市町村の健

康増進計画の策定支援にも取り組んでまいりまし

た。

その評価についてですが、先ほども御紹介いたし

ました男性の喫煙率が徐々に低下してきていると

か、同様に禁煙施設の認定制度が平成24年度は938

ということで、当初より４倍以上ふえている。健康

増進計画を策定した市町村の数につきましても、平

成22年度が29、それが平成24年度は31と一定の評価

できるところは示されております。

逆に課題につきましては、健康おきなわ21そのも

のの周知がなかなか進んでいない。認知率が10％程

度というデータとか、あるいは死亡についても、20

歳から64歳の働き盛りの年齢調整死亡率につきまし

ては、全国との差が、男性においては拡大する、女

性は少しは改善したというところが課題として上

がっております。その原因となるものは幾つありま

すが、肥満者の割合が全国と比べて各年代で高い、

アルコールによる肝疾患の死亡率が全国の２倍にな

るというさまざまな課題が顕在化しているところで

ございます。

予算の執行率についてはどう考え○比嘉京子委員

ておられますか。

先ほど申し上げました健康○糸数公健康増進課長

おきなわ21の推進に関する２つの事業の執行率につ

きましては73％程度となっております。その不用に

なった主な要因ですが、さまざまな委員会などを催

したときに、都合で来られなかった方々への旅費、

あるいは報償費等が執行できなかったということ等

が少し積み重なった形になっております。

平成24年度の決算なので、これ以○比嘉京子委員

上言いませんが、こんなものではないということは

もう皆さん御承知だと思いますので、ぜひ新たな年

度の予算については、しっかりと大幅な増額と人員

増をぜひ要望したいと思います。

次に、保育行政について伺います。多くの質疑が

ありました。まず、保育士を確保するためにはどの

ような条件整備が必要だと皆さんお考えでしょう

か。

保育士○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

の確保のために必要なことといいますと、保育士の

確保に寄与していくための一定水準の給与の確保が

まず求められると考えております。

給与はどのようにして確保してい○比嘉京子委員

かれますか。

現行制○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

度におきましては、保育所の運営費の中に人件費が

含まれておりますので、そこで措置されるものと理

解しております。

この運営費というのはどういう根○比嘉京子委員

拠でつくられていますか。
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運営費○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

の負担根拠といいますのは児童福祉法で定まってお

りまして、具体的な運用、単価の設定等につきまし

ては、国の通知に基づいて設定されております。

今の国の保育単価で処遇は可能だ○比嘉京子委員

と考えておられるのですか。

国にお○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

きましても保育士の処遇向上は重要だということ

で、今年度安心こども基金に保育士等処遇改善臨時

特例事業を措置しておりまして、これは10分の10国

負担で設定されている事業でございまして、今後、

その事業の実施によって保育士の処遇向上を図って

まいりたいと考えております。

１年限りの月額六、七千円ぐらい○比嘉京子委員

の給与アップで処遇改善が図られるというお考えで

すか。

この事○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

業につきましては、国から次年度の継続等に関して

特に連絡等お話はございませんが、しかしながら、

一度給与に反映されるものでございますので、県と

しましては、次年度以降もこの特例措置を継続して

いただくよう国に対して要望してまいりたいと考え

ております。

このことがあって、この１年間で○比嘉京子委員

保育士はふえましたか。

この処○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

遇改善事業は今年度初めてということで、市町村も

補正予算を組みまして財政措置をしております。し

たがいまして、今後は支払いの手続に移ってまいり

ますが、まだ各保育所には支給されておらず、これ

からということでございまして、その効果は今後見

えてくるということになります。

福祉保健部長にお聞きします。福○比嘉京子委員

祉保健部長、これは全く根本的な解決にはなりませ

んよね。その理解はおありですか。

保育士の処遇改善という○崎山八郎福祉保健部長

ことで、こういった事業が実施されているというこ

とでありますので、この効果を今後見ていくという

ことでありますので、これから効果は出るのかどう

かを判定することになります。

ことし６億6000万円でしたか、そ○比嘉京子委員

れを組んだことだけで処遇が改善されるかという

と、私は全く根本解決ではないと思うのです。とい

うのは、これから沖縄県は待機児童解消のために多

くの保育園を認可化していこうと考えているわけで

すから、今、例えば資格がある人は半分でいいとい

う認可外保育施設に比べて、全員が資格者にならな

いといけないわけですね。それだけ人をたくさん必

要としている。だが、今現在でさえも確保されてい

ない。保育士が免許を持っているにもかかわらず、

その場所にいないという実態があるわけでしょう。

それは理解されていますね。

保育士の確保について○崎山八郎福祉保健部長

は、この処遇改善も確保に寄与することだろうと思

いますし、あと、県としていろいろな保育士確保の

ための事業も行っております。市町村に合同説明会

をしたり、あるいはまた補正で潜在保育士の確保の

ための事業なども新たに実施しているということで

ありますので、保育士の確保につきましては、もう

総合的に確保を進めていくことになると思います。

とんでもない理解だと思います。○比嘉京子委員

というのは、保育単価を決めているのは20歳から25

歳の人を対象にした金額ではないですか。それに10

年も勤めないという前提で国は保育単価をつくって

いるわけです。その保育単価を運営費として回して

いて、保育園では運営費の75％、80％が人件費では

ないですか。今、保育士は30年勤務しても400万円

ないのですよ。そういうのが実態です。それに対し

て年間で１カ月に5000円、6000円上げたから保育士

が集まると思いますか。なぜ来ないのですか。もう

何の対策にもなっていない。だからこそ、私は国の

保育単価に切り込んでほしい。これは本会議でも言

いました。これは一つに、皆さんの国に訴える作文

が必要だと私は思います。沖縄県の児童福祉法のお

くれを根拠として、国にしっかりと沖縄振興一括交

付金で運営費の補塡を図るべき。これができなけれ

ば、なぜ沖縄県が保育単価が最下位でないといけな

いのか、それを訴えるべきではないですか。今みた

いな小手先のことで人が本当に来ると思いますか。

ぜひ検討してください。

嶺井光委員。○呉屋宏委員長

もう少しおつき合いをお願いしま○嶺井光委員

す。一般質問でも取り上げましたが、健康長寿復活

の問題を少し議論してみたいと思っております。

一般質問では、安心安全な食材選びとして、有機

農産物に対しての消費者の理解を推進すべきではな

いかという質問を私は投げました。答弁は農林水産

部長から出てきました。質問どりでお話ししました

が、健康長寿復活の取り組みについてというところ

で、有機農産物を消費者が選ぶという方向にいかな

いといけないのではないかという思いであえて取り

上げたのです。健康長寿沖縄というイメージが少し
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遠のいていく、今大変危機的な状況。これに県が腰

を上げて取り組んでいくのは大変いいことだと思っ

ております。

なぜこの１点を取り上げたかといいますと、農産

物は市場に出て、スーパーでキュウリだとかきれい

、 、に真っすぐになったもの こういうものを目で見て

きれいなものを求めるという消費者の志向があるわ

けです。そのために農家さんは有機農業でできれば

いいのですが、農薬を使ったりということもある。

そうすると、残留農薬の問題が一時指摘された時期

もありました。つまり、健康を害する方向に行って

はいけないのではないのか。こういう思いで設問を

投げて、皆さんからの答弁を期待したのですが、農

林水産部から出ておりました。

農林水産部としても有機農業を推進する。これも

いいことです。消費者の理解をということは、私は

ある意味で消費者教育といってもいいのではないか

と思うのです。健康をつくるのは、食べ物あるいは

運動の２つだと思っております。一番の原点、食事

が安心安全なものでないと健康はつくれないという

考え方からすると、食物は安全なものをという流れ

をどうつくっていくかということにも、皆さんも思

いをめぐらせてやるべきだと思っています。

この健康長寿復活に向けては、福祉保健部に限ら

ず全庁的に取り組むということでありますから、今

言う食材の問題というのは、そのためのわずか一つ

にしかすぎないと思うのですが、県民の意識を変え

るというのも提言しました。その意識改革の一つが

食物をどう選ぶかということだと思うのです。そう

いう意味で、福祉保健部として消費者に対する健康

への食材を見る目という面で、何か考え方があれば

お聞かせをください。

これまで枠組みとしまし○糸数公健康増進課長

て、沖縄県では第２次食育基本計画というものを農

林水産部、環境生活部、教育庁と連携して策定して

おりまして、その中で安全安心な農産物の提供につ

いては農林水産部で、安全安心の農産物の消費者へ

の理解、消費者への交流、それからイベントにつき

ましては農林水産部が所管して今まで行ってきたと

いうことで、前回の答弁は農林水産部になったかと

理解をしております。

福祉保健部としましても、長寿復活のためにその

推進本部を立ち上げさせていただいております。そ

の中で、基本的な柱にバランスのよい食生活という

ことがありまして、県の課題であります野菜の消費

量がほかの県よりも少ないという状況がありますの

で、今後はその推進本部の中で農林水産部とさらに

連携をして、私たちとしては、野菜の摂取量がふえ

るのであれば、その効能について農林水産部と連携

して消費者の理解を進めるような取り組みも可能に

なると思いますので、そのような取り組みを検討し

ていきたいと思います。また今後、県民会議という

のを立ち上げ―各種団体やいろいろな事業所も含め

たものが立ち上がる予定ですので、その中でも意識

改革という意味で、野菜摂取を促進するということ

でアピールできるかと考えているところです。

消費者が安心安全な食材を求めてい○嶺井光委員

くという方向になれば、今、外国からの農産物とか

との競争にさらされている県内の農家にとっても、

もっと生産性を向上させていくことにもつながって

いきますから、ぜひそういうところも皆さん意識を

持って取り組んでほしいということをまず要望して

おきます。

次に行きます。保育所の整備事業のことで少し伺

いたいのですが、平成24年度主要施策の成果に関す

る報告書の59ページの安心こども基金事業がありま

す。昭和50年代に建てた市町村営の保育所、もうか

なり老朽化が進んでおりまして、建てかえの時期に

来ている。こういう保育所で最近、民営化の流れが

。 、 、ありますね そうすると 民営化で受ける側として

古くなった施設を建てかえて引き受けるという流れ

になると思います。そうしたときに、保育所整備事

業そのものが制度としてあるとは聞いております

が、私が担当に聞きましたら、単年度単年度で来年

あるか、再来年あるかは言い切れないという話をし

ているのです。そうすると、市町村営であろうが、

法人、あるいは民営へ移行する施設であろうが、年

次ごとに整備していくという見通しを市町村が立て

られるのかという心配があるわけです。そこら辺に

ついて、もう少し事業をする側の立場に立って、安

心してもらえるような皆さんの答弁というか、考え

方が示されればいいのですが、いかがでしょうか。

安心こ○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

ども基金の保育所整備事業につきましては、委員か

ら今御指摘のありましたとおり、単年度で期限が設

定されて、毎年延長が繰り返されているという状況

がございますが、国におきましては、待機児童解消

加速化プランというものを５カ年の計画で今年度か

。 、 、ら実施しております また 新制度におきましては

保育所の緊急整備の必要な事業については施設給付

とは別途の措置をしていくという国の説明もござい

ましたので、仮に安心こども基金事業の保育所整備
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事業がなくなった場合でも、後継の新たな仕組みは

できるのではないかと考えております。

それで少しは安心の方向にいくと思○嶺井光委員

います。ちなみに、この安心こども基金は、基金と

してはまだ残高はあるわけですよね。もしよろしけ

れば幾らあるのかというのを示せたらお願いしま

す。

平成25○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長

年５月31日現在で72億円余り残高はございます。

県下で無認可から認可へというも○嶺井光委員

の、あるいは認可保育園であっても、あるいは市町

村営であっても、建てかえ時期に来ているもの等も

ありますから、事業が推進されるような支援策を

しっかりと持っていただきたいと思っております。

あと１点、福祉保健部長にずっと前から指摘をし

てきたことがどのぐらい変わったか、進んでいるの

か伺いたいのですが、母子家庭の子供の医療費助成

の現物給付の問題がありましたね。もう随分前から

議論しても、国の国保財政へのペナルティーの問題

でほとんど進展がなかったのですが、現時点ではど

のような状況になっているのか、あるいはどういう

取り組みをしてきたのかというのをお願いします。

見通しがわかれば、それも含めてお願いします。

母子及び父子家庭○大城博青少年・児童家庭課長

に対する医療費助成における給付方法につきまして

は、現在、県内全市町村において償還払いを採用し

ております。給付方法の見直しにつきましては、利

用者の利便性の向上につながるものと認識しており

ますが、事業費の増加や現物給付とした場合、国保

の国庫支出金が減額されるおそれがあるなど、市町

村国保財政への影響があることから、事業実施主体

である市町村の意向を踏まえながら検討する必要が

あるものと考えております。

市町村の意向確認等の取り組みですが、昨年９月

に市町村に対しアンケート調査を実施したところ、

41市町村中40市町村から回答を得ておりまして、そ

の中で、償還払いの存続を希望する市町村が25市町

、 。村で 62.5％を占めているという状況でございます

この問題はもう随分前から議論して○嶺井光委員

きたのですが、今の状況からなかなか進んでいない

というのが実態です。償還払いだから手元からは出

ないのではないかということになるわけですが、母

子家庭にとって大変生活の厳しい面があって、こう

いう手続にもなかなか時間がとれない。そういう面

もあるようで、できるものならば、本当に自動的に

できるような方法をもっともっと進めていただきた

いと思っております。今後も頑張っていただきたい

と思います。

最後に、先ほど比嘉京子委員からもあったのです

が、保育士の処遇改善。私も介護職、それと保育士

の処遇改善の問題も通告してありますが、これは聞

いて、大体範囲は知っております。あとは、本当に

労働条件という立場で処遇が改善されることによっ

て、子育て支援につながっていく、あるいは高齢者

の介護の充実につながっていきますから、ぜひ今後

とも引き続き頑張っていただくように、これを要望

して終わります。

以上で、福祉保健部長及び病院事○呉屋宏委員長

業局長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月17日 木曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後５時20分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 呉 屋 宏
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平 成 2 5 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成25年10月16日 (水曜日)

午前10時２分開会

第３委員会室

出席委員

委員長 中 川 京 貴君

中 川 京 貴君副委員長 仲宗根 悟君

委 員 具志堅 透君 浦 崎 唯 昭君

新 里 米 吉君 新 垣 清 涼君委 員

奥 平 一 夫君 金 城 勉君委 員

嘉 陽 宗 儀君 新 垣 安 弘君委 員

欠席委員

桑 江 朝千夫君委 員

説明のため出席した者の職、氏名

ん環 境 生 活 部 長 當 間 秀 史君

環 境 政 策 課 長 古 謝 隆君

環 境 保 全 課 長 城 間 博 正君

環 境 整 備 課 長 比 嘉 榮三郎君

自 然 保 護 課 長 富 永 千 尋君

県 民 生 活 課 長 渡真利 雅 男君

生 活 衛 生 課 長 大 野 明 美さん

平和・男女共同参画課長 山 城 貴 子さん

平 良 敏 昭君企 業 局 長

総 務 企 画 課 長 上 間 丈 文君

総 務 企 画 課 財 務 監 小波津 盛 一君

配 水 管 理 課 長 仲 村 豊君

建 設 計 画 課 長 稲 嶺 信 男君

水 質 管 理 事 務 所 長 新 城 清 春君

本日の委員会に付した事件

１ 平成24年度沖縄県水道事業会計平成 25 年

第６回議会 未処分利益剰余金の処分につい

て乙第13号議案

２ 平成24年度沖縄県工業用水道事平成 25 年

第６回議会 業会計未処分利益剰余金の処

分について乙第14号議案

３ 平成24年度沖縄県一般会計決算平成 25 年

第６回議会 の認定について（環境生活部所

認定第１号 管分）

４ 平成24年度沖縄県水道事業会計平成 25 年

第６回議会 決算の認定について

認定第22号

５ 平成24年度沖縄県工業用水道事平成 25 年

第６回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

3 4ii
ただいまから土木環境委員会を○中川京貴委員長

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件、本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査についてに係る乙第13号議案

及び乙第14号議案の議決議案２件、平成25年第６回

議会認定第１号、同認定第22号及び同認定第23号の

決算３件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、環境生活部長及び企業局長

の出席を求めております。

まず初めに、環境生活部長から環境生活部関係決

算の概要について説明を求めます。

當間秀史環境生活部長。

それでは、環境生活部の○當間秀史環境生活部長

平成24年度一般会計決算及び公債管理特別会計の概

要について、お手元にお配りしております歳入歳出

決算説明資料に基づきまして御説明いたします。

まず初めに、環境生活部の歳入決算状況について

御説明いたします。

資料の１ページをお開きください。

環境生活部所管の歳入でございますが、一般会計

と公債管理特別会計を合わせた合計額は、予算現額

の計（Ａ）欄が25億4886万円で、調定額（Ｂ）欄が

17億9033万738円 うち収入済額 Ｃ 欄は同額の17、 （ ）

億9033万738円となっております。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

100％となっております。

次に、歳出決算状況について御説明いたします。

２ページをお開きください。

一般会計と公債管理特別会計を合わせた合計額

は、予算現額の計（Ａ）欄が54億4204万65円に対し

まして、支出済額（Ｂ）欄は49億1985万9644円で、

土木環境委員会記録（第１号）
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翌年度への繰越額（Ｃ）欄は２億2774万7000円で、

不用額（Ｄ）欄は２億9443万3421円となっておりま

す。

予算現額に対する支出済額の割合を示す執行率は

90.4％となっております。

次に、一般会計について御説明いたします。

３ページをお開きください。

一般会計の歳入は、分担金及び負担金、使用料及

び手数料、国庫支出金、財産収入、繰入金、諸収入

の６つの款から成っております。

その合計額は、予算現額の計（Ａ）欄が25億4448

万円で、調定額（Ｂ）欄、収入済額（Ｃ）欄ともに

17億8595万738円で収入比率は100％となっておりま

す。

６ページをお願いします。

一般会計の歳出は、総務費、民生費、衛生費、商

工費及び公債費の５つの款から成っております。

予算現額の計（Ａ）欄は54億3766万65円に対しま

して、支出済額（Ｂ）欄は、49億1547万9644円で、

翌年度への繰越額（Ｃ）欄は２億2774万7000円で、

不用額（Ｄ）欄は２億9443万3421円となっておりま

す。

予算現額に対する支出済額の割合を示す執行率は

90.4％となっております。

繰越額２億2774万7000円のうち、主なものといた

しましては、沖縄振興一括交付金を活用した男女共

同参画施設整備事業１億7055万2000円でございま

す。

、 、（ ）また 不用額２億9443万3421円については 目

でその主なものを御説明いたします。

。（ ） （ ）上から数字の５行目になります 款 総務費 項

総務管理費（目）諸費の不用額2730万7537円は、主

に男女共同参画センターてぃるるを４月から11月ま

で県直営で運営したことによる指定管理料委託料の

執行残によるものであります。

下から２行目になります （款）民生費（項）災。

（ ） 、害救助費 目 災害救助費の不用額3204万8306円は

東日本大震災の被災者向け借り上げ住宅の家賃が見

込みより少なかったこと及び県内で災害救助法が適

用される災害が発生しなかったことによるものであ

ります。

７ページをお願いします。

上から７行目になります （款）衛生費（項）環。

境衛生費（目）環境衛生指導費の不用額9600万5112

円は、主に環境保全対策基金事業に係る海岸漂着ゴ

ミ回収等の委託料執行残及び水道広域化推進事業の

委託料入札残によるものであります。

一番下の行になります （項）環境保全費（目）。

自然保護費の不用額4292万669円は、主にマングー

ス対策事業の工事請負費及びサンゴ礁保全再生事業

の委託料、補助金の執行残によるものであります。

次に、公債管理特別会計の歳入歳出決算の状況に

つきまして御説明いたします。

９ページをお願いします。

公債管理特別会計は一般会計で発行した県債の償

還について、借換債を含め総合的に管理する会計で

す。

（ ）当該特別会計に係る環境生活部所管の歳入は 款

繰入金から成っております。

その合計額は、予算現額438万円、調定額、収入

済額も同じく438万円で、調定額に対する収入済額

の割合である収入比率は100％となっております。

10ページをお願いします。

（ ）当該特別会計に係る環境生活部所管の歳出は 款

公債費から成っており、その合計額は、予算現額、

支出済額ともに438万円であり、その執行率は100％

となっております。

その内容は、災害援護資金貸付金元金の国への償

還金であります。

以上をもちまして、平成24年度の環境生活部一般

会計及び公債管理特別会計決算の概要説明を終わら

せていただきます。

御審査のほど、よろしくお願いします。

環境生活部長の説明は終わりま○中川京貴委員長

した。

次に、企業局長から乙第13号議案及び乙第14号議

案の議決議案２件、平成25年第６回議会認定第22号

及び同認定第23号の決算２件について説明を求めま

す。

平良敏昭企業局長。

それでは、平成24年度の水道○平良敏昭企業局長

事業会計及び工業用水道事業会計の決算並びに両会

計決算の結果生じました未処分利益剰余金の処分に

つきまして、その概要を御説明申し上げます。

初めに、認定第22号平成24年度沖縄県水道事業会

計決算について、お手元にお配りしております決算

書に基づいて御説明いたします。Ａ４の冊子でござ

います。よろしいでしょうか。

水道事業の概況について、お手元の決算書の11

ページをお開きください。

（１）総括事項についてでありますが、平成24年

度の水道事業では、那覇市ほか20市町村及び１企業
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団に水道用水を供給いたしました。

アの営業収支等としましては、送水量１億5191万

3000立方メートル、有収水量１億4978万8959立方

メートルで、料金収入は153億1442万3171円となっ

ております。

イの建設工事等につきましては、新石川浄水場高

度浄水処理施設建設工事、北谷浄水場施設整備工事

等を実施いたしました。

それでは、水道事業の決算状況について御説明申

し上げます。

１ページにお戻りください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額合計162億

850万4000円に対しまして 決算額は164億853万8177、

円で、予算額に比べ２億３万4177円の増収となって

おります。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の増によるものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

170億6789万4704円に対しまして、決算額は154億

、 、9912万6933円で 翌年度繰越額が１億6755万3455円

不用額が14億121万4316円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、計画変更等による

ものであります。

また、不用額の主な内容は、第１項の営業費用に

おける動力費や第３項の特別損失の減少によるもの

であります。

２ページをお願いいたします。

(２)資本的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。

まず 収入の第１款資本的収入は 予算額合計152、 、

億5369万8000円に対しまして、決算額は146億2808

万8631円で、予算額に比べて６億2560万9369円の減

収となっております。

その主な要因は、建設改良費の繰り越しに伴い、

第１項の補助金における国庫補助金が減少したこと

などによるものであります。

次に 支出の第１款資本的支出は 予算額合計185、 、

億9208万9096円に対しまして、決算額は176億8190

、 、万3960円で 翌年度への繰越額が７億1363万1640円

不用額が１億9655万3496円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、計画変更等による

ものであります。

また、不用額の主な内容は、第１項の建設改良費

における執行残等によるものであります。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明申し上げます。

営業収支につきましては、１の営業収益合計153

億1629万6371円に対しまして、２の営業費用合計は

124億6550万6850円で、差し引き、営業利益が28億

5078万9521円となっております。

また、営業外収支につきましては、３の営業外収

益合計２億6261万8662円に対しまして、４ページ上

の４の営業外費用合計は19億2258万5943円で、これ

は右上のほうになりますが、差し引き16億5996万

7281円の営業外損失となっております。

この営業外損失と３ページの先ほどの営業利益と

を合わせた経常利益は11億9082万2240円となってお

ります。

さらに、５の特別利益合計6349万8704円に対しま

して、６の特別損失合計は４億8126万9842円で、差

し引き４億1777万1138円の損失となっております。

これを経常利益と合わせますと、当年度の純利益

は７億7305万1102円となっております。

この当年度純利益に、前年度繰越利益剰余金の９

億9837万5180円を合わせた当年度未処分利益剰余金

が17億7142万6282円となっております。

当年度純利益は前年度に比べて増加しており、そ

の主な要因は、営業費用において固定資産除却費、

動力費等の費用が減少したことによるものでありま

す。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高6465億5117万1202円に対し、当年度変

動額が63億412万3025円増加したことにより、資本

合計の当年度末残高は6528億5529万4227円となって

おります。

次に、６ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金は、当年度末残

高17億7142万6282円全額を今後の企業債償還に充て

るため、議会の議決を経て、減債積立金に積み立て

ることとしております。

このことから認定議案とは別に、乙第13号議案平

成24年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処

分について提案しているところであります。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部について申し上げますと、１の固
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定資産は （１）有形固定資産と（２）無形固定資、

産 次のページの ３ 投資の合計で これは８ペー、 （ ） 、

ジ右端の上のほうにございますが、6430億6957万

6941円となっております。

これに、２の流動資産合計の202億1713万2728円

を合わせますと、資産合計は6632億8670万9669円と

なっております。

次に、負債の部について御説明申し上げます。

３の固定負債は （１）引当金の合計で41億4902、

万784円となっており これに４の流動負債合計の62、

億8239万4658円を合わせますと、負債合計は104億

3141万5442円となっております。

９ページをお開きください。

資本の部について御説明申し上げます。

、 、（ ） （ ）まず ５の資本金は １ 自己資本金及び ２

借入資本金の合計で917億568万1653円となっており

ます。

、 、（ ） （ ）次に ６の剰余金は １ 資本剰余金及び ２

利益剰余金の合計で、これは右端の下から３行目で

ございますが、5611億4961万2574円となっておりま

す。

資本金合計と剰余金合計を加えますと、資本合計

は、下から２行目になりますが、6528億5529万4227

円となっております。

なお、11ページ以降につきましては、決算に関す

る附属書類となっておりますので、後ほど御確認い

ただきたいと思います。

これで、認定第22号平成24年度沖縄県水道事業会

計決算の概要説明を終わります。

引き続きまして、認定第23号平成24年度沖縄県工

業用水道事業会計決算について御説明申し上げま

す。

53ペ－ジをお開きください。

工業用水道事業の概況について御説明申し上げま

す。

（１）総括事項についてでありますが、平成24年

度の工業用水道事業では、沖縄電力株式会社石川火

力発電所ほか92事業所に対しまして工業用水を供給

しております。

アの営業収支等としましては、基本使用水量681

万9024立方メートル、供給水量598万3434立方メー

トルで、料金収入は２億6746万7340円となっており

ます。

それでは、工業用水道事業の決算状況について御

説明申し上げます。

43ページにお戻りください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

３億2800万4000円に対しまして、決算額は３億3949

万3124円で、予算額に比べ1148万9124円の増収と

なっております。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の増等によるものであります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計３億4258万8000円に対しまして、決算額は３

億1123万8070円で、不用額が3134万9930円となって

おります。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

ダム維持管理負担金等の減少によるものでありま

す。

44ページをお開きください。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

まず 収入の第１款資本的収入は 予算額合計3242、 、

万8000円に対しまして、決算額は3242万6355円で、

予算額に比べて1645円の減収となっております。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計１

億4053万3000円に対しまして、決算額は１億2791万

9720円になっております。

翌年度への繰越額は598万5000円、不用額は662万

8280円であります。

繰り越しが生じた主な要因は、計画変更等による

ものであります。

また、不用額の主な内容は、第１項の建設改良費

における調査設計業務の見直しによる減等でござい

ます。

次に、45ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

営業収支につきましては、１の営業収益合計２億

6746万7340円に対しまして、２の営業費用合計は２

億7423万284円で、差し引き、営業損失が676万2944

円となっております。

また、営業外収支につきましては、３の営業外収

益合計5854万929円に対しまして、これは46ページ

になりますが、４の営業外費用合計が2242万8005円

で、右端の上のほうになりますが、差し引き3611万

2924円の営業外利益となっております。

この営業外利益と45ページの先ほどの営業損失と

を合わせた経常利益は2934万9980円となっておりま

す。

さらに、５の特別利益合計11万2836円に対し、６
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の特別損失合計は41万9524円で、差し引き30万6688

円の損失となっております。

これらを経常利益と合わせますと、当年度の純利

益は2904万3292円となります。

この当年度純利益に、前年度繰越利益剰余金1440

万1037円を合わせた当年度未処分利益剰余金が4344

万4329円となります。

当年度純利益は前年度に比べ増加しており、その

主な要因は営業費用において負担金、修繕費等の費

用が減少したことによるものであります。

次に、47ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高175億6101万1941円に対し、当年度変

動額が1963万615円減少したことにより、資本合計

の当年度末残高は175億4138万1326円となります。

次に、48ページをお開きください。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金につきまして

は、当年度末残高4344万4329円全額を今後の企業債

償還に充てるため、議会の議決を経て、減債積立金

に積み立てることとしております。

このことから水道事業と同様に、乙第14号議案平

成24年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について提案しているところであります。

次に、49ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部について申し上げますと、１の固

定資産は （１）有形固定資産と（２）無形固定資、

産、それから次のページの（３）投資の合計で、こ

れは50ペ－ジの右端の上のほうにございますが 169、

億6326万4312円となっております。

これに、２の流動資産合計７億5413万9206円を合

わせますと、資産合計は177億1740万3518円となっ

ております。

次に、負債の部について御説明申し上げます。

３の固定負債は、引当金の合計で１億5763万1025

円となっており、これに４の流動負債合計の1839万

1167円を合わせますと、負債合計は１億7602万2192

円となっております。

51ペ－ジをお開きください。

資本の部について御説明申し上げます。

、 、（ ） （ ）まず ５の資本金は １ 自己資本金及び ２

借入資本金の合計で９億2512万9247円となっており

ます。

、 、（ ） （ ）次に ６の剰余金は １ 資本剰余金及び ２

利益剰余金の合計で、右端下から３行目でございま

すが、166億1625万2079円となっております。

資本金合計に剰余金合計を加えますと、資本合計

は これは下から２行目にございますが 175億4138、 、

万1326円となっております。

なお、53ページ以降につきましては、決算に関す

る附属書類となっておりますので、後ほど御確認い

ただきたいと思います。

これで、認定第23号平成24年度沖縄県工業用水道

事業会計決算の概要を終わります。

決算の概要説明に続きまして、当該決算と関連し

た議案として提出しております未処分利益剰余金の

処分について、その概要を御説明申し上げます。

別冊の議案書（その２）の38ページをお開きくだ

さい。これは別冊の議案書でございます。

乙第13号議案平成24年度沖縄県水道事業会計未処

分利益剰余金の処分について御説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うために、地方公営企業法第32条第２項の規定

により議会の議決を必要とすることから、議案を提

出しております。

内容につきましては、平成24年度水道事業会計の

未処分利益剰余金17億7142万6282円の処分につい

て、今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積

立金に積み立てるものであります。

これで、乙第13号議案平成24年度沖縄県水道事業

会計未処分利益剰余金の処分の概要説明を終わりま

す。

引き続きまして、乙第14号平成24年度沖縄県工業

用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について御

説明いたします。

39ページをお開きください。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うために、水道事業事業会計と同様に議会の議

決を必要とすることから、議案を提出しているとこ

ろであります。

内容につきましては、平成24年度工業用水道事業

会計の未処分利益剰余金4344万4329円の処分につい

て、今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積

立金に積み立てるものであります。

これで、乙第14号議案平成24年度沖縄県工業用水

道事業会計未処分利益剰余金の処分の概要説明を終

わります。

以上で、決算及び関連する議決議案の概要につい

て御説明を申し上げました。



－172－

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

企業局長の説明は終わりまし○中川京貴委員長

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項常任

委員会に対する調査依頼について、平成25年９月11

日議会運営委員会決定に従って行うことにいたしま

す。なお、委員長の質疑の持ち時間については、決

算特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいた

します。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に

お願いします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

具志堅透委員。

まず、環境生活部から行きたいと○具志堅透委員

思います。

今回の決算を見ますと、全体的なことではあるの

ですが、執行率の低さが目につきます。決算概要を

見ますと90.4％と、そんなに低くはないと思ってい

るのですが、対前年と比較をして少し説明をお願い

したいと思います。

平成24年度の環境生活部○當間秀史環境生活部長

の執行率は90.4％となっておりますが、前年度は

93.4％となっているところです。ただ、平成24年度

の環境生活部の予算の状況を見ますと、予算現額か

ら保留額というものがございます。それから、次年

度に執行可能な基金事業費、それから繰越額を除い

た実質的な執行率というものは94.9％となりまし

て、これは前年度と同じ考え方からしますと95.5％

となるということになります。

執行率に対しては問題がないよう○具志堅透委員

な気がいたしますが、今説明のあった保留額という

。 、ものを少し教えていただけませんか どういう内容

趣旨のものですか。

予算現額のそれぞれの目○當間秀史環境生活部長

、 、に応じて 予算に対して５％のシーリングをかけて

その95％の範囲内で予算を執行するようになってい

る。その５％は節減額という考え方で今予算執行し

ている状況であります。

わかりました。○具志堅透委員

次に、平成24年度主要施策の成果に関する報告書

の中から、35ページ、赤土等流出防止対策事業につ

いて伺います。目的、事業の内容などいろいろわか

るのですが、その事業の効果の中で赤土流出を抑制

したと、そしてまた、離島を含む県内28海域の堆積

状況を把握したとあります。その事業効果について

具体的な説明をお願いしたいと思います。

沖縄県赤土等流出防止条○城間博正環境保全課長

、 、 、例に基づきまして 届け出等の審査 それから監視

現場の指導等を実施しております。それから、交流

集会及び講習会等の赤土等流出防止対策の普及啓発

等を行っておりまして、平成23年度における開発現

場からの赤土等年間流出量は条例施行前の約15％ま

で減少しているということで、条例の効果があらわ

れていると考えております。それから、赤土等流出

防止海域モニタリング事業につきましては、県内の

28海域の堆積状況等の調査を行っておりまして、そ

の調査結果から、明らかに人為的な影響により赤土

等の流出があると判別されますＳＰＳＳランク６以

上の海域は全体の50％であったということを確認し

ております。

その事業の実施に伴って15％の流○具志堅透委員

出防止ができたということですが、どうも私のふだ

んの感覚から言いますと、今でも雨が降ると赤土が

流出している状況で、果たして本当に効果が出てい

るのか疑問に思っているところなのですよ。15％と

いう数字が出ているのでそれはそれでいいのです

が、条例に基づく審査、監視云々というものは通常

業務であるような気がして、防止に対する事業とい

うのですか、今回、この事業を入れて28海域の中で

堆積状況が把握できた。そして、人為的なものによ

る流出であるということからすると、それを抑える

ために次の展開があってしかるべきだと思うのです

ね。その辺の事業の今後の展開というか、抑止の部

分は考えておりますか。

県では、ことしの９月に○城間博正環境保全課長

沖縄県赤土等流出防止対策基本計画―基本計画を策

定いたしまして、先ほど15％と申しましたのは、開

発事業からの削減が大幅に減ったのですが、条例の

規制対象として農地が入っていないものですから、
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委員が流れているというイメージがあるとおっ

しゃっていますが、多分農地からの分が大部分で数

。 、字的にもそのようになっているところです それで

今後、農地の対策が重要ということで基本計画を策

定いたしました。この基本計画においては海域に環

境保全目標を設定いたしまして、今海域に堆積して

いる赤土をランク６以下に落として、サンゴが生育

できるような環境に持っていくということで、その

目標を掲げまして、流出削減を―これも数値を決め

て目標達成のために陸域からどれぐらい赤土を減ら

していくという数値を掲げまして、それを今後達成

していくということで考えております。

。 、○具志堅透委員 よくわかるのです 計画を立てて

把握をして、今後目標数値を求めて、それに向けて

進んでいくということはわかるのですが、その事業

実施計画みたいな具体的なものはまだできていない

のですか。例えば流出防止のために、今農地からと

いうことであれば、農家の皆さんとこういうことを

やったり、過去でしたらグリーンベルトだとか、い

ろいろな方法があったと思うのですが、あるいはた

め池というのですか、沈砂池みたいなものがあった

りしたと思うのですが、そういった具体的な事業と

いうものは今考えられていないのですか。

基本計画を策定したとこ○城間博正環境保全課長

ろなのですが、基本計画においては重点監視海域を

定めまして、この重点監視海域から順に目標をクリ

アしていくと考えております。その目標をクリアし

ていくためには陸域からの赤土の削減が重要である

ということで、陸域からの削減については、今後ア

クションプラン―行動計画を策定して、農地がメー

ンですので農林水産部のほうが対策の主になってい

くとは思うのですが、こちら環境サイドと連携しな

がら、今後、農地からどのように減らしていくのか

というアクションプランを策定していきたいと考え

ています。

農林水産部とまたがっております○具志堅透委員

ので、しっかりと連携を図っていただきたい。アク

ションプランをつくるということですが、これは何

月ごろとか、何年度とか言えますか。

今年度中にはぜひつくり○城間博正環境保全課長

たいと考えています。

頑張ってください。○具志堅透委員

次に、企業会計について、未処分剰余金が今回議

案として上がっておりまして、企業債の償還に充て

るということであるのですが、その企業債の償還の

率の高い部分、たしか古い順から借りかえができた

と思うのですね。条件もいろいろあったと思うので

すが、そういった借りかえ等に関しては、当然のご

とく、できるものは全て行っておりますよね。

総務省の特例で、○小波津盛一総務企画課財務監

平成19年度に企業局が条件に該当する部分で、７％

以上の利率の部分について、約21億円を補償金免除

の繰り上げ償還ということで、今年度の利子がなく

なるといった形でやっております。今までもそう

いった条件等を確認しながら、できる分については

やってきたという状況でございます。

例えば利率が高い―過去に借りた○具志堅透委員

昭和の時代、過去の利率が8.7％とか7.7％とかある

のですが、利率が高いから借りかえオーケーという

ことではなく、今の利率に合わせて、国のほうから

利率を下げるための借りかえということができたの

ではないですか。そういった制度はないですか、あ

るはずです。

現在はないと聞い○小波津盛一総務企画課財務監

ております。

いつからなくなっているのです○具志堅透委員

か。たしか、私も地方議会に籍を置いて監査委員も

した経験があって、本部町でも借りかえをしたりし

。 、ていたのですよ それは何年前かではあるのですが

いつからこの辺の制度がなくなったのか。大体でい

いのですが。

先ほどの繰り上げ○小波津盛一総務企画課財務監

償還の関係で申し上げますと、補償金免除の部分で

すが、あれは平成24年度まで延長されまして、それ

以降は、今年度の部分については東日本大震災関係

の部分については特例としてまだ残っていると聞い

。 、 、ております 以前 借りかえ制度等もありましたが

条件等もいろいろあって、そういったクリアもしな

がらやっている。最近はそういうものはないという

ことで聞いています。

その利率の高いものをいつまでも○具志堅透委員

残しても、借りかえができるのであれば、その辺の

ところをしっかりと調査しながら、条件のいい企業

債というか、借金に変えていったほうがいいわけで

すから、ぜひ努めていただきたいと思います。以上

で終わります。

仲宗根悟委員。○中川京貴委員長

では、企業局からお願いをしま○仲宗根悟委員

しょうか。

毎年気になるところなのですが、取水―ダムです

とか、あるいは地下水、そして河川、海水淡水化施

設、その４つの種類から取水をしているわけなので
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すが、毎日非常に気になるのが取水河川なのです。

20取水河川があると聞いていますけれども、川が年

々どういった水質の状況になっているのか―汚れて

いるのか、あるいは市民ボランティアのおかげでき

れいになっているのかというところを、取水河川に

ついての水質の状況、まずこの辺からお願いをしま

す。

中部の河川の状況だ○新城清春水質管理事務所長

と思います。特に、比謝川と長田川、天願川につい

ての質疑だと思いますが、河川の汚濁状況の指標を

見る場合はＢＯＤ―生物化学的酸素要求量が一つの

。 、指標になります 中部の河川はＢ類型ということで

これは水道３級なのですが、環境基準としてＢＯＤ

が３ミリグラム・パー・リットル以下となっており

ます。これについては、例えば、中部の河川は10年

ぐらい前ですと、ＢＯＤが７とか８とかそういう数

字でしたが、近年は、特に最近はＢＯＤが２程度に

低下して、水質の改善が見られるという状況であり

ます。

今、水質の改善が近年見られてい○仲宗根悟委員

るということなのですが、先ほどの赤土の流出の問

題も絡めてあるとは思うのです。この改善されてき

ている要因というのでしょうか、どういったことが

功を奏して改善されてきているのか、その辺はいか

がですか。

比謝川については、○新城清春水質管理事務所長

比謝川の上流が沖縄市の市街地ですから下水道の普

及率などもありますでしょうし、あとはまた市民の

意識ですね。川をきれいによくしていこうという意

識が浸透しているおかげだと考えております。

今、中部系というのですか、中部○仲宗根悟委員

の３つの天願川、それから比謝川、長田川と、この

３つの取水河川について申し上げているようなので

すが、それ以外の河川の―これは西系列というので

しょうか、中部系の河川以外はどのような状況なの

でしょうか。

中部の３河川に比べ○新城清春水質管理事務所長

まして、北部の河川については、環境基準でいきま

すとＡ類型ということで、ＢＯＤで比較しますと２

以下という状況です。中部河川に比べますと大分水

質は良好だという状況であります。

よくわかりました。それで、川の○仲宗根悟委員

付近の啓発活動ですとか、あるいはＮＰＯの活動が

功を奏して改善が見られているというお話ではある

のですが、企業局の皆さん―職員でしょうか、ある

いは組合の皆さんでもそうなのですが、河川とのか

かわりというのでしょうか、どういった活動、ある

いは地域の皆さんと連携した取り組みがされている

のでしょうか。

河川の浄化活動につきまし○仲村豊配水管理課長

ては Ｙｏｕ・遊・比謝川実行委員会とか そういっ、 、

た浄化団体などと協力してやったりとか、あと河川

清掃とかそういったものも委託業者などと協力しな

がら対応しております。

企業局としても、積極的にそう○仲宗根悟委員

いった活動には参加をしながら浄化の意識啓蒙に努

めているということで理解してよろしいでしょう

か。

はい。そのようにやって、○仲村豊配水管理課長

今後とも努力していきたいと考えております。

、 、○仲宗根悟委員 あと二 三お聞きしたいのですが

環境への取り組みということも一つ、浄水時に発生

する土の有効利用というものがありますし、あと１

つ、生成ペレットというのでしょうか、それも売却

をしながらその有効活用を図っているということな

のですが、この売却益が決算書の３ページ、損益計

算書の中でどの辺に記されているのか、その辺を教

えていただけないですか。

平成24年度沖縄県水道事業○仲村豊配水管理課長

会計決算書の３ページの一番最後の段の雑収益とい

うところに入っております。

この雑収益2000万円余りが売却で○仲宗根悟委員

得られた数字になるのですか。

発生土につきましては、平○仲村豊配水管理課長

成24年度で約49万円の売却益が発生しております。

49万円。それから生成ペレットと○仲宗根悟委員

いうものはどのぐらいの売却益があるのでしょう

か。

生成ペレットにつきまして○仲村豊配水管理課長

は約60万円となっております。

今浄水をする段階で出た土という○仲宗根悟委員

ものが有効に売却をされて、今年度が49万円の売り

上げがあったということなのですが、これは出た土

、については売却先が100％あって49万円の売り上げ

あるいはまだまだ在庫としてあるのか、どういう数

字なのでしょうか。

一応、浄水場から出ます発○仲村豊配水管理課長

生土につきましては全額有償処分をしております。

この生成ペレットについても60万○仲宗根悟委員

円は同じでしょうか。

生成ペレットにつきまして○仲村豊配水管理課長

も全額有償処分しております。
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もう一つ教えていただきたいので○仲宗根悟委員

、 、すが この浄水発生土というものは水を引いてきて

そこに土がまざっているものを分解して土は土とい

うことでよく理解できるのですが、この北谷浄水場

で出てくる生成ペレットについて少し説明いただけ

ないですか。

北谷浄水場に嘉手納井戸群○仲村豊配水管理課長

という硬度の高い水が導水されております。その井

戸の水の硬度を低減化するということで、その際に

硬度成分ということでペレットが発生します。その

発生したペレットを処分するという格好になりま

す。

わかりました。○仲宗根悟委員

済みません、あと１つ、河川の件で聞き逃して、

戻ってよろしいでしょうか。まさに沖縄本島内の取

水河川20カ所ということで、それぞれの３系列で結

構なのですが、割合というのでしょうか、全体に占

める割合は13％ということはホームページで確認が

できるのですが、その13％取水しているうちで大体

どのぐらいが中部ですよ、そして天願ですよ、ここ

ですよというような形でわかりますか。

それにつきましては全取水○仲村豊配水管理課長

量の41％なのですが、中部河川につきましては約２

万トンで 水源全体でいきますと4.5％の比率となっ、

ております。

あと１つは、水を真水に変えるよ○仲宗根悟委員

うな河川。もちろんコストがかかるわけですが、先

ほど改善のほうに来ているということで、まだまだ

北部ヤンバルから引っ張ってくるコストよりも、中

部や河川から引っ張るコストというものはどの程度

の差があるのですか。コスト的にはまだ河川からの

ほうがいいという部分もあろうかとは思うのです

が。

基本的にやはり北部から取○仲村豊配水管理課長

水して、浄水場は中部にありますので、その長距離

を輸送するに当たりまして、１回ポンプで取水した

水は、途中、増圧ポンプ場というものを少なくて１

カ所、多い場合は２カ所を経由します。中部の河川

につきましては、１回取水してすぐ浄水場に届くと

いう河川もありますので、数値的には算出しており

ませんが、やはりそれだけ動力費とかコストはかか

ると考えております。

送水コストは抜きにして、今度は○仲宗根悟委員

ダムから吸い上げた水質を真水に変えるコスト、そ

れから川からとって真水に変えるコストというもの

はどのような感じなのですか、一緒なのですか。

基本的に陸水系と呼ばれる○仲村豊配水管理課長

水につきましては、ダムの水、河川の水で処理コス

トというものはそんなに大きな違いはないと考えて

おります。ただ、先ほど申しましたペレットとか硬

度低減化、特別な処理をする海水淡水化とか、やは

りそういったものにつきましてはかなり大きな開き

があると考えております。

わかりました。今後も安心安全で○仲宗根悟委員

おいしい、しかも低廉な水の供給に努めていただき

たいと思います。

環境生活部のほうにお願いをしたいのですが、先

ほどサンゴのお話がありましたけれども、平成24年

度主要施策の成果に関する報告書33ページにもサン

ゴ礁保全再生事業が記載されています。今、沖縄県

の離島を含めてサンゴ礁というものはどういう状況

にあるのですか。

今御質疑のありました各○富永千尋自然保護課長

地のサンゴの状況ということですが、これは県で平

成21年から平成23年まで、３年かけて全海域を調査

しております。その結果、例えば１つ、被度が25％

以上が被度が高い海域と見た場合に、沖縄本島にお

いては被度が高い海域というものは全体の７％、逆

に言えば93％は低いということになります。あと、

宮古海域においては26％が高い、八重山海域におい

ては45％が高い、大体主要な島々でいうとこういっ

た状況になっております。

今、被度という単語が出てきまし○仲宗根悟委員

たけれども、よくわからないのですが、全体的に見

ると離島のほうはまだいいですよと。ところが、沖

縄本島内は、被度が７％。そこで再生事業をどんど

ん繰り広げていって、被度のパーセントを上げてい

く事業をしているのだということでこれは理解して

よろしいのでしょうか。

今申し上げました被度と○富永千尋自然保護課長

いうものは、例えば、１平米の中にどれだけサンゴ

。 、が覆われているのかというイメージです ですから

25％というと１平米の中の25％はサンゴで覆われて

いるという印象を持たれたらいいと思います。です

から、サンゴの薄い海域というものは被度が低いと

いうことです。県では、今サンゴ礁保全再生事業と

いうことで、主に恩納海域、具体的には、恩納村の

前兼久地先と読谷村の高志保地先の２カ所でサンゴ

の植えつけを実施しております。それに加えて、そ

のサンゴ礁保全再生事業を進めるための調査研究を

進めております。またあと、各地域のサンゴ礁保全

活動を行っている方たちに対する、そういう団体に
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対する支援ということで、この三本立てでサンゴ礁

の再生に取り組んでおります。

先ほどの環境生活部長の決算概要○仲宗根悟委員

の説明の中で、不用額に至った主な理由ということ

でこちらの委託料も挙げられていたのですが、業者

がいなかったのか、あるいはサンゴ礁保全再生事業

に関して、予算に対して不用に至った理由というの

でしょうか、その辺はいかがでしょうか。

不用額ですが、具体的に○富永千尋自然保護課長

は1573万6737円の不用を出しております。内訳とし

ては、主に補助金―先ほど３点目に説明しました地

域の団体に対するサンゴ礁再生活動に対する支援で

す。これが、１つは、まず確定検査による交付額が

少し減額になったということと、あと交付申請が当

初よりも少なかったということによる執行残がござ

います。あと、委託費の中で見積もり合わせによる

入札残というのが一部ございました。

よくわかりました。○仲宗根悟委員

それでは、公共関与の最終処分場の進 について

をお聞きしたいのですが、今回、名護市安和区と合

意に至るということで、私たち土木環境委員会もそ

れぞれ現場も見ました。それと自治会の会長さんの

お話も伺いながら来たのですが、改めてその経緯で

すとか、どういった形でやっていくということを御

説明いただけますか。

産業廃棄物の最終処分場○當間秀史環境生活部長

の建設につきましては、やはり地元の理解と協力が

最も重要であるということで、我々としても、この

事業については数年前から丁寧に事を進めてきたと

ころです。平成23年の11月からことしの３月までに

かけて、そういう候補地の地元の方々と、広島県と

か、島根県であるとか、高知県等の先進地の視察も

行ってまいりました。さらに、平成24年の２月から

ことしの７月にかけても事業説明会とか、あるいは

意見交換会を10回程度行ってきたということを踏ま

えて、地元の協力も得られる見通しもある程度立っ

てきたことから、平成25年、ことしの３月に公共関

与が事業主体となる第三セクター―これは沖縄県環

境整備センター株式会社なのですが、これについて

沖縄県の出資、あるいは民間団体からの出資を得て

設立したということであります。

さらに、ことし、平成25年の４月には、安和区の

区民総会において条件つきの同意をいただいたとい

、 、 、うことを受けまして ことしの９月 地元の安和区

それから名護市、沖縄県環境整備センター株式会社

と沖縄県、４者で名護市安和区に最終処分場の建設

を進めるという基本合意書を締結したところであり

ます。今年度は用地を取得、それから生活環境の影

響調査、さらに施設の基本設計、実施設計を行いま

して、平成26年度から施設の建設に着手するという

予定であります。供用開始の予定としては、今のと

ころは平成28年度ということになっております。

これまで交渉を重ねた皆さんの努○仲宗根悟委員

力だろうと思ってはいるのですが、これからまた条

件のいろいろ話し合いが始まると思うのです。その

場所は本部町との結構境目にあったと思っていて、

本部町側の集落があったと思うのですが、その辺と

の兼ね合いというものはいかがでしょうか。どのよ

うなあんばいですか。

現在、本部町と名護市○比嘉榮三郎環境整備課長

の境目に、名護市側に部間集落というところがあり

まして、部間集落が管理型最終処分場には一番近い

集落となっております。その集落についても、部間

公害対策委員会というところがありまして、去年の

８月にはそこの同意も得られております。

平成28年度から開始をしていくと○仲宗根悟委員

いうことなのですが、それぞれ今回のケースを見な

がら、またこれだけでも足りなくなる時期が来るわ

けですよね。次の展開をどういった形で計画を皆さ

んお持ちなのか、どういった形を組み立てていかれ

るのか、その辺のところはいかがでしょうか。

今回の処分場を整備した○當間秀史環境生活部長

場合に年間の埋立量が大体7800トン、年間で約１万

トンを埋立処分できます。施設の規模からしますと

15年間で埋め立てが完了するという状況の中で、ま

だ今後15年間あるので、その間の中で次の施設につ

いては考えていきたいと思います。

新里米吉委員。○中川京貴委員長

企業局から先に質疑します。○新里米吉委員

先日、質問どりで話した内容の１番目と３番目が

類似の質疑になりますので、まとめてそこは質疑し

たいと思います。平成24年度沖縄県水道事業会計の

水道事業収益の中の特別利益の減、さらには平成24

年度工業用水道事業会計の中でも特別利益の減、両

方あるのですね。双方あります。それで、どちらも

特別利益の減があって、どうもその主な原因は送水

管移設補償金がほとんどなのかと思うのですが、送

水管移設補償金が減、あるいは皆減、工業用水の場

合は全部なくなっている。減になった、あるいは皆

減になったその理由は何なのか。それから、送水管

移設補償金以外にも特別利益というものがほかにあ

るのか、そもそも特別利益というものはどういうも
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のなのか、そこら辺をまとめて説明してください。

まず、水道事業会計も工○上間丈文総務企画課長

業用水道事業会計も確かに特別利益の中で移設補償

費が減に、あるいは皆減になったということが、対

前年度で減少したということです。一応移設費に関

しましては、これは国や県などのいろいろな関係機

関のほうから、ある要請に基づいて送水管を移設し

てほしいだとか、あるいは区画整理事業等がたまた

まあって、その関係で企業局の管を移設してほしい

というようなことが突発的に起こるということで、

この年度ごとで起こったり起こらなかったりするこ

とが一つの要因になっていることは、そういった皆

減になったりしていることの一つの背景になってお

ります。

あと、特別利益というものはそもそもどういうも

のかといいますと、通常は毎年の水道事業の収入を

とって支出をするのが営業的な形で我々はやってい

ます。特別利益はその本来の企業活動以外において

一時的に発生するということで、先ほどのような移

設費だったり、あるいは特にほかに費用が発生する

場合としては、固定資産の台帳等がいろいろ過去の

修正をしたりすることによって増になったり減に

なったりすることで帳簿の修正があって、こういっ

た特別利益などが発生するケースが多々ございま

す。今回、先ほどの去年の増減の要因もこうした台

帳の整理の一環で、一応増減になった理由になって

おります。

少しわかりにくくなったのだが、○新里米吉委員

台帳の増減というのだけれども、皆さんはっきりと

送水管の移設補償金を言っていたわけだから、これ

が減になったり、全部減になったりが大きな要因だ

と言っているのだから、台帳だけではなくて、実際

は送水管移設補償金が原因なのでしょう。後の説明

でついてくるものだから混乱する。台帳の話になっ

てくると少し困るのだよね。送水管の移設が原因で

全部減になったりしているのだから。

特別利益の減少の主な要○上間丈文総務企画課長

因としては、今回、小波津川河川改修事業、そして

津嘉山北土地区画整理事業に係る送水管移設補償の

皆減で減少したことによるものであります。

それから、流動負債の増の中で、○新里米吉委員

平成24年度沖縄県水道事業会計決算審査意見書の22

ページに建設改良費の未払金計上額が増加したこと

等により、未払金が22億円余増加したことによるも

のであるとしていますが、未払い金22億円余りにつ

いて説明してください。

今回未払い金が増加した○上間丈文総務企画課長

理由は、まず地方公営企業会計では一般会計と異な

りまして、２カ月の出納整理期間がございません。

ですから、建設改良工事などが年度内に工事が完了

しても、年度末の３月31日時点では代金の支払いが

完了していない場合が未払い金として整理されま

す。その関係で平成24年度は、平成23年度と比較し

まして建設改良中の工事請負費が増額したというこ

とがそういった未払い金が増加した理由になってお

ります。

、 、○新里米吉委員 それから 営業収支比率が97.5％

前年度よりも3.3ポイント増加しているということ

なのですが、九州の平均、あるいは全国の平均と比

較してはどうなのかを説明してください。

営業収支比率に関してで○上間丈文総務企画課長

すが、平成23年度データでとっております。まず、

全国平均が125％、九州平均が119.8％になっていま

す。沖縄県は94.2％で、例えば全国平均では40団体

中、沖縄県は35位。そして、九州では７団体中５位

という状況になっております。

100％を超える収支比率もあるの○新里米吉委員

ですか、すごいですね。工業用水道事業会計の中で

施設利用率が54.64％。需要の低迷が続いているよ

うですが、これから企業の需要開拓をしていくのだ

ということを述べています。その見通しについて伺

いたい。

現在、企業局では、需要○上間丈文総務企画課長

開拓の取り組みとして、工業用水の管路沿線上の

ニーズ調査、市町村や企業への訪問、そしてホーム

ページ、パンフレット等によるＰＲ活動、商工労働

部との情報交換などを行っております。今後とも、

商工労働部を初め関係機関と連携を図って、工業団

地や管路沿線の需要開拓を図っていきたいと考えて

います。

休憩いたします。○中川京貴委員長

（休憩中に、新里委員から企業の需要の見通

しを述べるようにとの質問の趣旨説明がな

された ）。

再開いたします。○中川京貴委員長

平良敏昭企業局長。

工業用水については、委員御○平良敏昭企業局長

指摘のとおり、なかなか今厳しい現状にあります。

日量３万トンが工業用水の今の供給能力と一応定め

ているわけですが、現実には契約水量で１万9000ト

ン前後ぐらいです。ですから、あと約１万トンを開

拓していかなければなりません。一方で、県内の企
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業の状況を言いますと、１社当たりの使用水量とい

うものが非常に小さくて、今93事業者に供給してい

るわけですが、沖縄電力株式会社とか拓南製鐵株式

会社とか、そういう大きいところは使用量が一定規

、 、模伸びるのですが そのほかは非常に小さいために

今後そういう開拓をどうやっていくかということ

で、いろいろ我々も企業局内部で議論をしておりま

す。私も去年まで商工労働部でそういう企業誘致等

をやってきたわけですが、実際のところ、やはり水

を必要とするような企業は沖縄にはなかなか立地し

にくい状況にあるということです。今後、雑用水等

も含めて、例えばクリーニング店とかこういうとこ

ろも一応必要とするケースが最近出てきております

ので、そういう幅も広めて取り組んでいかないと、

日量３万トンという見通しは現状ではなかなか厳し

いということで、その取り組みを加速していかない

とと今考えております。

石川火力発電所ほか92事業所に供○新里米吉委員

給しているということなのですが、沖縄電力株式会

社の全ての事業所に供給しているのですか。

全ての事業所ではございませ○平良敏昭企業局長

ん。例えば牧港、ここは工業用水は行っておりませ

ん。

要するに、皆さんが言う管路沿線○新里米吉委員

上に、どこからどこまでなのかわかりませんが、今

の話からすると、どうも東側なのかなと思うのです

ね。牧港が外れている。そうすると、牧港は相当な

供給量になるかと思うのだけれども、そこに工業用

水を引っ張ったら採算はとれないのですか。

今おっしゃったとおり、工業○平良敏昭企業局長

、 、 、用水は石川 東系列で金武を通って 中城を通って

西原、そこから糸満とその系列になるわけですが、

例えば、牧港まで導水管を引っ張るとなると相当の

工事量を伴うということで、今トン当たり35円とい

う供給単価では、もともと原価を割っている単価で

すので非常に厳しい、難しいと思います。

次に、環境生活部に質疑します。○新里米吉委員

１点目は、知事は北部訓練場ヘリコプター着陸帯

移設事業（仮称）に係る事後調査報告書に対する環

境保全措置要求についてということで、沖縄防衛局

に提出をして、４項目について環境保全措置及び事

後調査の再検討実施を県が求めています。私はこの

県の姿勢は評価をしたいと思っているのです。沖縄

防衛局の回答及び環境保全措置が実施されるまで工

事中止を要求する考えはないのか伺いたいと思いま

す。

いわゆる新たな環境アセ○當間秀史環境生活部長

スメントが出るまでの工事中止につきましては、既

にさきの一般質問の新垣清涼議員の質問に答えて、

知事公室長が県としての見解を述べております。そ

れについて、環境生活部局が答弁するということは

適当ではないと考えております。

非常に大事な項目で―例えば、オ○新里米吉委員

スプレイの騒音、低周波音並びに排気ガスの風圧及

び排気熱による高江集落の生活環境への影響とか、

高温排気による火災及び周辺の森林の乾燥化及び乾

燥化に伴う動物への影響、これはずっとこの間、オ

スプレイとの関係では、知事公室やら特に環境生活

部に私たちも随分長い間質疑してきた重要な項目な

ので、このことについては恐らく沖縄防衛局は余り

回答したがらないかもしれない。ここは皆さんも

粘って、県民の生活や沖縄の動植物に与える環境影

響というものが一番大きいわけですから、しっかり

頑張ってほしいという要望をしておきたいと思いま

す。

、 、それから 環境生活部関係の予算と執行について

改めて伺いたいと思います。

予算額、執行率を伺いたい。そして、その中に占

める沖縄振興一括交付金の予算額、執行率を伺いた

いと思います。

環境生活部の予算現額は○當間秀史環境生活部長

54億3766万円、支出済額は49億1548万円で執行率は

90.4％、前年度はこれが93.4％となっております。

90.4％ではありますが、予算現額から保留額、ある

いは繰越額を除いた実質的な執行率は94.9％、前年

度が95.5％と、前年度と大体同じような執行率と

なっております。沖縄振興一括交付金事業でござい

ますが、これは16事業で予算現額が13億3329万1000

円、これに対する支出済額が10億6341万4000円で執

行率は79.8％となっております。ただ、この執行率

につきましては、男女共同参画施設整備事業、それ

からマングース対策事業の２事業で繰り越しがあっ

たということでありまして、これを除いた場合の沖

縄振興一括交付金事業の実質的な執行率は93.5％と

いうことになります。

沖縄振興一括交付金の執行が非常○新里米吉委員

に懸念をされていたわけです。随分おくれて来たの

で、果たしてこれをまともに執行できるのか、かな

りの繰り越しが出るのではないかという懸念もして

きたのですが、一部を除いてかなり執行したという

ことと思いますが、沖縄振興一括交付金の79.8％が

なければ、ほかの予算は95％を超えるぐらいの額に
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なっていたと思うので、沖縄振興一括交付金以外を

見れば前年度以上の執行率という感じも今受けまし

た。沖縄振興一括交付金の影響が今年度の残された

部分にどう影響するのか少し気になりますが、しっ

かり頑張ってください。

それから、平成24年度主要施策の成果に関する報

告書のところで、先ほど川平湾のことも含めて具志

堅委員からかなり詳しく質疑がありましたが、この

川平湾の問題については、皆さんも主要施策の成果

に関する報告書で今回の成果を述べていますが、成

果と次の事業にどう生かしていくのかをお聞きした

いと思います。

川平湾の閉鎖性海域の事○城間博正環境保全課長

業については、平成24年度から実施しているところ

なのですが、平成24年度の調査を踏まえまして、平

成25年度は海水の濁りや生物の生育状況、それから

川平湾の環境の変化と周辺の開発状況及び気候変動

との時系列的な関係を明らかにすることになってい

ます。その結果から、有識者による検討委員会を開

、 、催しまして それに諮りまして対策箇所の絞り込み

それから環境に配慮した対策の検討を行うことと

なっています。

今の話からすると具体的なものは○新里米吉委員

まだわからないということになりますね。これから

話し合いをしていくと。川平湾を見たときに、私は

若いころ行ったときに物すごく感動したのだけれど

も、数年前に見に行ったら、かなり汚染がひどくて

透明度がないと。あのすばらしい川平湾の透明度が

なくなって非常に残念だなと思ったのですが、一番

問題なのは、赤土の流出をどう防ぐかが一つ大きな

問題ですね。それから、あのたまった土をどう除去

するのか、大きく分ければこの２つなのだろうと思

うのですが、そこら辺について今後どうするという

計画は考えているのですか。

今おっしゃられたよう○當間秀史環境生活部長

に、川平湾の赤土の問題は対策案が２つに絞られま

。 、 、す １つは 浅場の駆け上がり部分の赤土の除去と

。 、おっしゃるように赤土の流入の部分なのです ただ

委員御存じのように、この川平湾は日本でも有数な

美しい景観を誇っているところでありまして、駆け

上がり部分の赤土の除去については慎重にも慎重を

期さないと、万が一でも、それが一滴でも工事現場

海域から漏れるようなことがあったら大変なことに

なるので、これについてはやはり有識者委員会の慎

重な検討を待って行いたいということが１つ。そし

てもう一つは、赤土の流入が―やはり基本的に発生

、 、源対策もしないといけないので この部分について

いわゆる農林水産部がやっている沖縄県赤土等流出

防止対策協議会なり、あるいは今回の基本計画を踏

まえた実施計画の中で川平湾について、どのような

赤土対策がとれるのかということを地元の市とも相

談しながら、今後、平成26年度以降どういう手が打

てるのかを検討していきたいというところでありま

す。

ずっと以前から、私が県議会議員○新里米吉委員

になったころから、沖縄の赤土流出の大きな要因で

ある農地からの流出、土地改良事業をしたら余計流

出してくると。土地改良事業は農業にとっては大事

なことだが、赤土対策はなされないままに、全国の

同一基準でやってきたことがそもそも問題だった

と。沖縄的なものがあってしかるべきだったという

ことが後でわかってきたということがあるのです

が、全くまともに手が打てていないような気がする

のです。我ながら何回もあれこれ言うけれども、金

もかかるから大変なのだけれども、これは農林水産

部も含めて、もっと抜本的にやれるようなことをぜ

ひ議論して実施できるようにしてほしいと思いま

す。これは沖縄振興一括交付金も使っていいのでは

ないか。沖縄特有のものなのです。ほかでは余り考

えられないような話だから、そこら辺を含めてぜひ

、 。検討してほしいと思っているのですが どうですか

先ほど環境保全課長から○當間秀史環境生活部長

説明がありましたように、本県の赤土等流出防止条

例は農地は対象外となっておりまして、現在におい

ては赤土の流出の85％は農地からという状況にあり

ます。そういった意味では、先ほどお話しした基本

計画に引き続くアクションプログラムの中で農林水

産部と連携をとって具体的な施策を詰めていきたい

と思います。

最後に、ＥＶバスを那覇市内の路○新里米吉委員

線で実証運用を行ったということが平成24年度主要

施策の成果に関する報告書の中で出ていますが、実

用化の見通し、それから課題について伺います。

ＥＶバスは地球温暖化対策○古謝隆環境政策課長

と県内産業の育成という視点でもって、平成23年度

に中古のディーゼルバスを改造する形で１台製作し

ております。また、平成24年度末に１台製作してい

まして、平成24年度はこのうち１台で那覇市内の路

線で実証運用をしています。コースとしては、南部

医療センター・こども医療センターの隣の那覇バス

株式会社の新川営業所から、金城ダムを回って国際

通り、開南を通って戻ってくるというコースで実証
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運用をしております。課題としましては、大容量の

バッテリーを搭載しておりますが、平地の走行で約

40キロ、アップダウンがあるとなかなか距離が伸び

ないものですから、先ほど申し上げた路線、延長距

離は11キロありますが、そこで実証運用を行ってい

ます。

もう一つ課題がありまして、バッテリーのコスト

がまだ今のところ高いということと、あとこれを産

業として育成する場合に同じような形状の中古のデ

ィーゼルバスが入手できるかというと、なかなかそ

れも少し難しいというところが課題かと感じており

ます。

奥平一夫委員。○中川京貴委員長

第８次沖縄県企業局経営計画、こ○奥平一夫委員

れから先に聞きたいと思います。

まず、経営、財政について簡単に聞きたいと思う

のですが、民間委託をずっと今されていますね。こ

れは例えば平成25年までしかないのですが、あと10

年先とかという計画、見通しは多分持っていると思

うのですが、どのようになりますか。

第８次の計画が今年度―平成○平良敏昭企業局長

25年度までですね。向こう４年間の第９次の計画を

今局内、あるいは専門委員を含めて検討していると

ころでございます。

ですから、その民間委託の見通し○奥平一夫委員

はどのようになりそうですかと、今聞いているので

す。

民間委託は、西原浄水場が平○平良敏昭企業局長

成26年度から夜間休日の運転管理業務、そして、久

志浄水場が平成28年度から実施する予定、それから

北谷浄水場については、現在改良工事を実施してい

ることから平成30年度以降―これは明確に平成30年

度と言えませんが、平成32年あたりになると今想定

していますが、そういうスケジュールで予定をして

おります。

そうしますと、これは定員管理と○奥平一夫委員

もかなり密接に関係してくると思うのですが、今皆

さんの給与削減、定員がどのように変動していくの

か、その辺も示してください。

現在の計画では、一応、○上間丈文総務企画課長

今後民間委託することによって順次定員を削減して

いく予定がありまして、まず今回、これは平成26年

度ですが、西原浄水場が約15名、そして平成28年度

には久志浄水場、そして一応当初の予定では平成30

年に北谷浄水場ということでありました。これは18

名予定していまして、当初の計画では大体今の合計

した40名程度減員して206人とする予定ではありま

したが、先ほど企業局長から申しましたように、北

谷浄水場の委託につきましては平成30年以降という

ことで、若干その辺の数字が変わってくる予定でご

ざいます。

つまり、現在の定員から何％ぐら○奥平一夫委員

い減るのですか。40名減るということですか。

今見直しを少ししている○上間丈文総務企画課長

ところがありまして、現在252名の定員から大体220

名体制ぐらいにということで、約30名の減を予定し

ております。

ありがとうございます。○奥平一夫委員

それから、この企業局の財政状況の見通しはどう

ですか。

今のところ、今年度議案にも○平良敏昭企業局長

提出しております17億円の繰り越し、未処分利益剰

余金ということなのですが、現在、720億円弱、718

億円ぐらい企業債の残高を抱えております。今後、

復帰後、急速に整備した導水管等が更新時期を迎え

。 、 。ております 加えて いわゆる震災―地震対策です

耐震性の管路の整備、あるいは大津波等を想定した

いろいろな対策、こういうものがかなり想定されま

すので、見通しとしては現状黒字でも、かなり厳し

い状況が向こう５年ないし10年ぐらいは生じてくる

と。５年後ぐらいにかなり厳しい状況になってくる

と、今のところ想定しています。ですから、その辺

をできるだけ管路も長寿命化の対策をとったり、あ

るいは先ほど申し上げた第９次の計画以降、経費の

節減、定員管理、この辺をしっかりして、できるだ

け歳出を抑制しながら水道料金の値上げに至らない

仕組みをどうできるのかと、この辺をしっかり考え

ていかないといけないと思っております。

それで、その企業債が非常に気に○奥平一夫委員

なるところなのですね。今、企業局長がおっしゃっ

、 、たように718億円 720億円ぐらいの企業債があると

それを随時返済していかなければならないと、それ

に利息も伴いますから。その計画を少し教えていた

だけませんか。

まず企業債の残高○小波津盛一総務企画課財務監

ですが、先ほど申し上げましたように、水道事業会

計で平成24年度末で716億円ございます。あと、こ

れから企業債償還額が伸びていますが、平成24年度

決算で企業債償還額が約37億円でございます。５年

据え置きですので、平成30年度、こちらのほうが企

。 、業債償還額約42億円を予定しております ですので

もうずっと償還額はふえていくという見通しでござ
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います。

起債はどれぐらい考えていらっ○奥平一夫委員

しゃるのですか。

現在、企業局で国○小波津盛一総務企画課財務監

庫補助事業の裏負担分ということで企業債をやって

いますが、まず、平成24年度決算におきましては約

23億円でございます。その後は、あくまでも事業費

を推定したらということで御理解いただきたいので

すが、借入額としてはほぼ三十数億円という形で考

えております。

これは相当厳しくなりますね。そ○奥平一夫委員

、 、れに加えて 先ほど企業局長がおっしゃったように

いろいろな防災に関する地震、いわゆる耐震とか耐

津波とか、そういう防災関係の事業をふやしていか

なければならないということですので、これは本当

によほど経営をしっかり見通しながらやらないと企

業局の基盤自体が揺らいでくるのではないかと思っ

ております。

これは去年の予算特別委員会でうちの赤嶺委員が

質疑をした中で仲田企業局長が答弁をしているので

すが、これからの耐震事業をどのように取り組むの

かということについてはいろいろと検討していると

いうお話もありました。それについての取り組みを

少し教えていただけますか。

企業局の耐震化に係る施○稲嶺信男建設計画課長

設整備ですが、基本的にはまず、この抱えておりま

す水道施設の更新時期に耐震化を図るということを

考えております。その更新時期をどのように検討す

るかといいますと、耐用年数がございまして、これ

は法定耐用年数、例えば管路についていきますと、

40年の耐用年数があります。その耐用年数をさらに

延長しまして、例えば一番最長のものですと80年も

たせるような考えで整備計画を練っていくと。その

都度、耐震化を図る計画を持っております。また、

建物など、それもまた浄水場の更新とか、その更新

時期に耐震補強を図って強度を増していくとか、そ

のようなことで計画をしているところでございま

す。

今、耐震用の管路にかえていって○奥平一夫委員

いるということもおっしゃっていましたけれども、

これは今何％ぐらい進 をしているのでしょうか。

耐震化の率ですが、まず○稲嶺信男建設計画課長

基本的に企業局の施設については、震度５程度のも

のについては全て持ちこたえられると考えておりま

す。一般的に外に向けて公表しております耐震化と

いうものは、震度７程度の巨大な地震に耐え得るか

どうかということを基準として耐震化率を出してお

りまして、管路について申しますと、平成24年度時

点で44.3％の率になっております。

これは去年と比べて幾らぐらい進○奥平一夫委員

しているのですか。

平成23年度末で43.3％で○稲嶺信男建設計画課長

すので、１％改善されたということです。

確かになかなか厳しいですね。去○奥平一夫委員

年のこの質疑の模様で、企業局長はこういう言い方

。 、 、をしているのですね 例えば 地下にあるポンプ場

あるいはモーターが水につかるとだめですので、そ

れを防水扉にするとか、制御室をなるべく高いとこ

ろの建物の２階、３階に移すとか、そういう防災対

。 、策をしなければならない―津波対策ですね これは

例えば企業局長、これぐらいの対策事業をしていく

と 市町村も大変だろうし 企業局自体も大変でしょ、 、

うけれども、金額的なものでどれぐらいを想定して

いるのですか。当然おおよそでいいです。

先ほど申しましたよう○稲嶺信男建設計画課長

に、耐震とか、あるいは津波対策も含めて更新時期

にあわせてやるということで、例えば、北谷浄水場

で今現在電気設備の更新時期を迎えておりまして、

それにあわせて１階にある電気室を２階に移すとい

うことを考えております。あと防水扉も完全に水の

浸入を100％防ぐということはかなり難しいですの

で、減災の対策をとるという考えで更新をしており

まして、その津波対策あるいは耐震対策の部分だけ

を抜き出して幾らという費用は今少し持ち得ており

ません。

企業局ではそういうことも想○平良敏昭企業局長

定して、大体年間120億円から130億円ぐらいの投資

、 。が必要だろうと これは管路の耐震化も含めてです

今そういう想定をしておりまして、大体現実に120

。 、億円ぐらいの予算措置をしているわけです それで

先ほど総務企画課財務監が申し上げた起債償還も大

体織り込んだ上で、今現在716億円の企業債残高を

徐々に減らしていって、平成27年ごろには690億円

台に下げてこようということで、一応耐震化等を含

めて、先ほど建設計画課長が申し上げた更新時期も

想定した上で必要額を組んでいますので、大体130

億円前後ぐらいということです。そういう対応を今

後やっていくという考えでございます。

市町村とそういう耐震化について○奥平一夫委員

話し合いはされていますか。市町村の状況をもし御

存じでしたら教えてください。

企業局が直接的に市町村○稲嶺信男建設計画課長
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のそういう収集とか管理とかかわることではないの

ですが、厚生労働省のホームページで大臣認可の市

町村について今の耐震化の統計がとられておりま

す。ここではそれについて述べるということでよろ

しいでしょうか。

休憩いたします。○中川京貴委員長

（休憩中に、奥平委員から企業局は市町村と

も会議を行っているという話しを聞いてお

り、市町村の状況について確認したいとの

質問趣旨を説明した ）。

再開いたします。○中川京貴委員長

仲村豊配水管理課長。

企業局では、沖縄本島全体○仲村豊配水管理課長

の水道事業体と沖縄県水道災害相互応援協定という

ものを締結しておりまして、その中で災害が起きた

ときのお互いの協力とか連絡体制とか、そういった

体制は構築しております。あとは施設整備につきま

しても、お互い意見交換をしながら対応はしている

のですが、具体的な細かい話はまだされておりませ

ん。

市町村における耐震化対策という○奥平一夫委員

ものは、特に離島におけるそういう対策というもの

は非常に重要になってくると思うのです。その辺に

ついては、皆さんとしてはアドバイスだったり、そ

の会議の席で、実は企業局としてはこうしているの

だが皆さんどうですかというアドバイスなどはない

のでしょうか。

沖縄本島の市町村とは年１○平良敏昭企業局長

回、ことしでいえば５月に石川浄水場に集まっても

らって、その中で、東日本大震災を経験した専門的

な講師を呼んで、市町村とともに耐震化の重要性、

こういう協議会みたいな勉強会もしております。そ

ういうことで、もちろん委員御心配のように、企業

局が管路をやっても末端の市町村が対応しないとこ

れまた問題が出てきますので、そこはやはり連携し

て、問題点の共有をしていく必要があると考えてお

ります。

ぜひ本当に情報を共有しながら、○奥平一夫委員

この耐震性の問題についてはお願いしたいと思って

おります。

それから、国際交流の推進というこの部分につい

て皆さんの考え方を少しお聞かせください。

国際交流といいますか、太平○平良敏昭企業局長

洋島嶼群の国々と向こうの上水道関係をやっており

ます。これは独立行政法人国際協力機構―ＪＩＣＡ

、 、を窓口にやっておりますが 受け入れて関係市町村

特に宮古島市も積極的ですので、そこと連携しなが

ら水道の問題について取り組んでいます。特に、沖

縄の場合と太平洋島嶼群の問題を比較しますと、規

。 、模が小さい点で沖縄も先方も似ている もう一つは

熱帯、亜熱帯という気候的な環境も似ているという

ことで、沖縄の技術が多分その国々の皆さんにも応

用できるだろうということで、我々も非常に積極的

に取り組んでおりまして、ことしも20名前後見えて

いました。各離島、宮古島市あたりも行って、いろ

いろそういう研修会等もやっております。

これの狙いは何ですか。○奥平一夫委員

狙いはというとなかなか難し○平良敏昭企業局長

いところはありますが、民間サイドでは将来的に水

ビジネスに結びつけていきたい。これは一般社団法

人沖縄県経営者協会を中心にそういう動きがありま

す。ただ、我々としては現実に、県内の企業でそう

いう水処理技術について中心的な企業がいるわけで

はない。例えば、本土の場合だと、大きなプラント

メーカーと東京都とか神奈川県とかセットで海外の

水ビジネスに参入したいと、こういう動きがあるの

ですが、沖縄県の難しいところは民間がまだそこま

で行っていないということで、どうするのかという

点で一般社団法人沖縄県経営者協会も悩んでいるだ

ろうし、我々もどうすべきかということで。ただ、

我々は民間が動けば技術的な協力はできるのではな

いかということです。個別には小さい企業が、例え

ば水プラントを東南アジアに導入したとか、そうい

う実績は一部あるのです。ですから、本土のような

大規模な水ビジネスという点で展開していくのか、

あるいは個別企業のそういう展開を商工労働部と連

携しながら支援していくのか、この辺はやはり少し

考えを整理する必要があるかと考えております。

そうだと思います。やはり国際貢○奥平一夫委員

献は非常に大事ですが、ただ貢献をするだけで、そ

れでとどまるという話にはならないと思いますし、

こういうすばらしい技術を持っているというのでし

たら、ぜひ民間の事業者をまとめて、ある意味ビジ

ネスという視点で、それも貢献ですから、とにかく

そういう展開をできるように、県として、企業局と

してやっていただきたいと思うのですが、こういう

考え方はいかがでしょうか。

先ほど申し上げたように、現○平良敏昭企業局長

状はなかなか厳しいところはありますが、個々の企

業においては連携しながらそういう展開をしたいと

いう動きもあります。それから、島嶼国の皆さんを

積極的に今後も継続して受け入れて、そういう中で
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例えばＯＤＡの活用の方法があるのか、そういうも

のを含めて企業局としても民間と連携していく必要

がある、それは当然頭の中に置いて動いていきたい

とは考えております。

それから、水道事業の広域化です○奥平一夫委員

が、これは環境生活部と企業局が連携をするという

ことなのですが、それぞれの皆さんの考え方を少し

聞かせてください。

広域化を必要とするとい○當間秀史環境生活部長

うところ、特に小規模離島については、水道技術者

の確保が困難であるとか、そういうこともあって水

質がそれほどという状況。それから、海水淡水化施

設などの高度な処理をしているため、水道料金が高

いという状況があります。そういったことからする

と、やはり広域化をすることによって離島市町村の

水道料金、それから水質もさらに今以上に改善して

いこうということで、平成22年度から関係部局を集

めてのワーキンググループをまずは立ち上げまし

た。さらに、昨年度、平成24年度から沖縄振興一括

交付金を使いまして水道広域化推進事業を実施して

いるところであります。今、平成24年、平成25年、

そういう事業を進めていまして、そういうことでシ

ミュレーションの結果もまとまり次第、企業局とも

いろいろ相談をしながら、早い段階に―できるだけ

早くそういう広域化ができるように努めていきたい

というところが我々のスタンスであります。

今、環境生活部長から説明が○平良敏昭企業局長

ありましたが、広域化は必要だと考えております。

これは、沖縄21世紀ビジョンでも明確にしているわ

けですが、やはり同じ、例えば電気事業が民営化さ

れてユニバーサル料金になっているわけです。もち

ろん、水道事業は必ずしも電気事業のようにはいき

ません。ただ、問題は、やはり地域によっては、先

ほど環境生活部長が言った水道技術者の不足、人事

異動で水道の専門家でもない皆さんがどんどんか

わっていくと。そこには当然水質の認識不足とかい

ろいろな問題も現実に生じております。ですから、

我々としては、水道技術者を抱えている企業局とし

ては、その辺を何とかやはり改善すべきではないか

と考えているわけです。ですから、環境生活部と連

携しながら、特に当面周辺の８離島を早目にそうい

う方向に検討していきたいと。ただ、水道料金がど

のぐらいになるかということがまだ非常に―試算と

か市町村が抱えているいろいろな問題等があります

ので、市町村によってまちまちだと思います。この

辺を分析してみてどうなるのか、この辺をしっかり

担当部局のほうでやってもらうのだろうと思ってい

るのですが、この辺は我々も連携しながら、この問

題については前向きに取り組んでいきたいと考えて

おります。

質疑の途中でありますが、休憩○中川京貴委員長

いたします。

午後０時６分休憩

午後１時23分再開

再開いたします。○中川京貴委員長

午前に引き続き、質疑を行います。

奥平一夫委員。

午前中、最後に質疑をしました水○奥平一夫委員

道広域化について、環境生活部長に少しお聞きした

いのですが、今回いろいろ広域化のための調査をさ

れましたね。その調査の結果はどのようなものなの

か、その課題は何なのかということが多分浮かび上

がったと思いますが、その辺を教えてください。

沖縄振興一括交付金を使○大野明美生活衛生課長

用しました水道広域化推進事業について、平成24年

度については２つ事業をしております。簡易水道事

業運営状況調査というものと、もう一つは、長期水

需要予測調査というものをしております。

簡易水道事業運営状況調査については、14町村に

ついて水道施設の固定資産の取得状況、企業債の状

況、現有資産の更新需要、現有資産の減価償却の状

況について把握しました。もう一つの長期水需要予

測調査については、平成23年度から平成43年度まで

の20年間の予測を調査しております。これについて

、 、は 先ほどの運営状況調査は14町村をしたのですが

それにもう４市町村加えまして、18市町村について

予測調査をいたしました。

その結果についてですが、簡易水道事業運営状況

調査については14町村についてしているのですが、

これが非常に高低差がありまして、一応把握したと

いうところです。ただ、把握しなければ次に進まな

いということで、この各町村の資産の運営状況―ど

ういった形で今運営しているのか、水の状況はどう

なのかということ、基礎の調査をしなければ次に進

まないということなので、その基礎の調査を把握し

ました。中身については個々にありますので、ここ

では言うことができないほど莫大でありますので、

それは差し控えさせていただきます。あと、長期水

需要予測調査についても18市町村についてしている

のですが、これについても、やっているものについ

ては、給水人口、有収水量とか、平均給水量とか、

最大給水量とか、ここら辺もしているのですが、こ
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れもまた非常に高低差がありまして、例えば、給水

人口にいたしましてもふえるところと減るところが

あります。ふえるところについては３市町村しかご

ざいませんで、宜野座村は14％ぐらいふえると、北

大東村も６％、石垣市も４％ふえるのですが、あと

の市町村については全部減るという形で、例えば、

一番減る渡名喜村については52％ぐらい減ります

よ、あと渡嘉敷村は５％ぐらい減りますよと。ここ

ら辺が非常に高低差がありますので、これについて

も大体把握しましたというところでございます。

では、次の質疑をしたいと思いま○奥平一夫委員

す。

市町村における環境基本条例並びに環境基本計

画、これは義務ではないだろうけれども、ぜひやっ

ていただきたいという県の意向も多分あると思いま

すが、設置状況というものはどれぐらいのもので

しょうか。もしわかれば、その市町村名を教えてく

ださい。

環境基本条例ですが、県内○古謝隆環境政策課長

41市町村中４市で制定しております。１市で制定に

向けて取り組み中でございます。制定済みのところ

を具体的に申し上げますと、那覇市、浦添市、南城

市、名護市で制定済みでございます。現在、制定の

取り組み中のところがうるま市でございます。

これは、県が積極的に働きかける○奥平一夫委員

という姿勢であると考えていいのですか。

市町村みずからが環境基本○古謝隆環境政策課長

条例の制定に取り組むこと自体は、それぞれの地域

の自然的、社会的条件に応じた環境施策を展開する

上で非常に重要なことだと思いますし、地方自治の

観点からも望ましいと考えております。県としまし

ては、必要に応じまして市町村のほうからお話があ

りましたら、取り組みを支援したり、助言をしたり

ということで対応していきたいと思っています。

こういう計画とか条例は、やはり○奥平一夫委員

それぞれの市町村の末端できちんと制定し、それに

沿って実行していくということがなければ、沖縄県

のこういう環境基本条例も環境基本計画も生きてこ

ないと思うのです。これについてはいかがですか。

先ほども申し上げました○古謝隆環境政策課長

が、それぞれの地域の自然的、社会的条件がござい

ますので、まずは市町村みずからの発案、きっかけ

を契機に、県もそれを支援していくというところで

取り組んでいきたいと思います。

ぜひよろしくお願いしたいと思い○奥平一夫委員

ます。

次は、これもずっとそうなのですが、循環型社

会づくりということがよく言われておりますけれ

ども、この循環型社会とはどういう社会で、どう

いう目的を持ってそれが言われているのか少し教

えてください。基本的なところですが。

第２次沖縄県環境基本計○古謝隆環境政策課長

画の中ではキーワードがございまして、循環型の

社会づくりというキーワードも重要な項目の一つ

でございます。具体的には廃棄物が中心になるか

と思いますが、廃棄物の発生を極力抑制したりと

か、リサイクルを推進したり、あるいは適正処理

を行っていくというところが中心的なポイントに

なるかと思います。

沖縄県の実情というものはどう○奥平一夫委員

でしょうか。

先ほど循環型社会と○比嘉榮三郎環境整備課長

いう話がありましたが、現在ごみを減らすという

、 。―家庭ごみもありますし 産業廃棄物もあります

現在、両方のごみの減量化に向けて取り組んでい

るところではありますが、一般廃棄物につきまし

ては、現在、数値的に言いますと、年間約43万ト

ンが出ておりまして、そのうち再利用されている

ものが約５万4000トンということで、そのリサイ

クル率は12.7％となっております。それに対しま

して、産業廃棄物につきましては、年間の排出量

が約180万トンということ、そして再生利用が約

87.7万トンということで、そのリサイクル率が約

48.7％となっております。これは全国平均41％に

比べますと、沖縄県のほうはかなり高くなってお

りまして、第３次沖縄県産業廃棄物計画において

も、平成27年度を目標に50％に向けて今取り組ん

でいるところであります。

いわゆる一般ごみが12.7％リサ○奥平一夫委員

イクルされている。その残りのごみはどこに、ど

のように処分したのでしょうか。この産業廃棄物

分も含めて、どのように処分したのか聞かせてく

ださい。

主にリサイクルでき○比嘉榮三郎環境整備課長

ない部分につきましては、焼却処分等を行いまし

て、最終処分場等へ埋め立て処分を行っておりま

す。

焼却するメリット、デメリット○奥平一夫委員

というものもあるのですか、教えてください。

今、焼却処分をしま○比嘉榮三郎環境整備課長

すと、例えば、廃棄物が100ある場合に、焼却処
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分することによって約10分の１減容化が可能とな

ります。減容化することによって最終処分場への

埋め立て処分量が減りますので、それだけ最終処

分場への負担が軽くなるということが挙げられる

と思います。デメリットとしましては、その焼却

することによるコストがかかる等があると思って

おります。

デメリットとしては環境への負○奥平一夫委員

荷はありませんか。

例えば、焼却処分を○比嘉榮三郎環境整備課長

する場合に、いろいろと今奥平委員のほうがよく

御存じだと思いますが、ダイオキシン類とか、や

はりいろいろな汚染物質等が発生する可能性はあ

ります。ただし、そのことについては、毎年焼却

炉の調査をしておりまして、ダイオキシン、ＮＯ

ｘ、ＳＯｘ等が外に出ないような対策を十分して

いると考えております。

大気汚染防止基準に基づき規制○奥平一夫委員

される施設は県内に幾つありますか。

市町村が設置してお○比嘉榮三郎環境整備課長

ります一般廃棄物の焼却施設ですが、これが33カ

所になります。そして、一般的な産業廃棄物の中

間処理施設の焼却施設として９カ所となっており

ます。

これは毎年あるいは年に何回ぐ○奥平一夫委員

らい測定されるのですか。

基本的には毎年１回○比嘉榮三郎環境整備課長

測定しております。

基準値をオーバーしたという例○奥平一夫委員

もあるのですか。

去年、１カ所だけダ○比嘉榮三郎環境整備課長

イオキシンが基準値をオーバーしておりますが、

これにつきましては是正されておりまして、現在

は問題ないとなっております。

これについてはどういう理由で○奥平一夫委員

規制を超えたのか、どういう手当てをしたのかと

。 、いうことはわかりますか どういう手当てをして

その基準値内でおさめるようにしたのかというこ

とはわかりますか。

この焼却炉につきま○比嘉榮三郎環境整備課長

しては、今手元に詳しい資料はないのですが、多

分投入口が完全に閉まらなくて、その部分から漏

れ出たという話で、それにつきましては、後日指

導を行いまして是正したということになっている

かと思います。

、 、○奥平一夫委員 少し変わりますけれども 一般

それから産業廃棄物の最終処分場の残余年数はそ

れぞれ幾らぐらいありますか。

産業廃棄物につきま○比嘉榮三郎環境整備課長

しては、安定型最終処分場と管理型最終処分場が

ありまして、安定型最終処分場につきましては、

現在運営されているのが10カ所ということで、そ

のトータルが約365万立米となっておりまして 50、

年以上の残余容量があるかと思っております。こ

れに対しまして管理型最終処分場につきまして

は、現在約２万立米となっておりまして、残余容

量としまして約３年と考えております。

通常のいわゆる県道のそばだっ○奥平一夫委員

たり、森だったり、不法投棄されるのが発見され

ますよね。これの後始末といいますか、この処理

はどのようにやっていますか。

廃棄物の不法投棄が○比嘉榮三郎環境整備課長

あった場合には、この原因者につきましてまず確

定をしていくことが先決になっておりますが、現

在のところはなかなか投棄者が確認できないとい

うことがありまして、県のほうとしてもその対策

に苦慮しているのが実情となっております。

これまで原因者を探せないとい○奥平一夫委員

う不法投棄ごみは、現在どれぐらいの量が残って

いるのでしょうか。

この調査につきまし○比嘉榮三郎環境整備課長

ては市町村が毎年行っているものですが、１トン

以上確認できる廃棄物につきまして調査を行って

おりまして、平成23年度現在、139カ所ありまし

て、約9700立米が不法投棄されている実情があり

。 、 、ます その内訳としまして 約６割が一般廃棄物

４割が産業廃棄物という結果が出ております。

これはどうするのですか、代執○奥平一夫委員

行するのか、どうされますか。

現在のところ、産業○比嘉榮三郎環境整備課長

廃棄物であれば、県が行います支援事業であると

か、そういうことで撤去もします。原因者がわか

る分につきましては、もちろんその原因者に撤去

してもらうということもあります。また、宮古島

市におきましては、平成24年度にかなりの量ある

いは箇所につきまして、市町村独自で撤去作業を

行っている事例もあります。

県として何かやれることがある○奥平一夫委員

のですか、ないのですか。

、 、○比嘉榮三郎環境整備課長 県としましては 今
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各保健所等に不法投棄ネットワーク等をつくって

おります。そこにおきまして不法投棄の監視を

、 、行ったり あるいは市町村に併任辞令をしまして

産業廃棄物処分場等についても不法投棄等の監視

、 、していただくというシステムもありますし あと

県としましても、産業廃棄物の不法投棄部分につ

いて撤去していくような補助事業等もございま

す。

次に、赤土等流出防止について○奥平一夫委員

お伺いしたいのですが、大体５年間ぐらいの推移

で結構だと思うのですが、どれくらいの赤土が流

。 。出しているのか それはどういう影響があるのか

例えば、生態系への影響、あるいは海域汚染への

度合い、漁業への影響、観光業への影響等につい

て。多分私は前もって通告してあると思いますの

で その辺答えられると思いますが いかがでしょ、 、

うか。

年間の赤土の流出量を○城間博正環境保全課長

算出する場合、費用とか時間がかかるものですか

ら、まず５年ごとの推移は特に持っていなくて、

直近のものが平成23年度、その前が平成13年度の

年間流出量を算出した結果がありますので、それ

を報告したいと思います。平成23年度の赤土等流

出量は、県全体で年間約30万トンとなっておりま

した。平成13年度が38万トンですので、トータル

で約２割強の減少となっております。その間、沖

縄県赤土等流出防止条例に基づく届けの審査や、

沖縄振興一括交付金を活用した対策の事業、それ

から交流集会とか講習会の普及啓発をやりながら

一応その対策をしてきているという状況です。

各産業への影響はどうなのか。○奥平一夫委員

観光業であったり、漁業であったり、海洋汚染で

あったり、あるいは生態系への影響であったり、

どうなのですかと私は聞いたのですが。

その間、モニタリング○城間博正環境保全課長

、 、調査 海域の堆積状況の調査をやっておりまして

平成24年度の結果ではあるのですが、人為的な汚

染があるという状況は50％以上ということです。

サンゴ礁、生態系によくない環境が50％以上ある

ということで、そういう影響があるということで

す。

後で文書にして下さい。○奥平一夫委員

それから最後に、県は生物多様性おきなわ戦略

についてというものをつくってあるのです。これ

について、なぜそれを立てなければならなかった

か、それで何をどうしようとしているのかという

ことについてお聞かせください。

ことしの３月に策定し○富永千尋自然保護課長

ました生物多様性おきなわ戦略は、生物多様性基

本法という法律に基づく地域での生物多様性戦略

という位置づけです 沖縄では 沖縄21世紀ビジョ。 、

ンで我々の目指す将来像の一つに、沖縄らしい自

然、歴史、伝統、文化を大切にする島というもの

を掲げております。これを具体的に実現する一つ

の計画として生物多様性おきなわ戦略を位置づけ

ております。

新垣清涼委員。○中川京貴委員長

では、平成24年度主要施策の成○新垣清涼委員

果に関する報告書の中からお願いいたします。32

ページ、マングース対策事業の目的と予算、決算

の予算執行状況をお願いします。

まず、マングース対策○富永千尋自然保護課長

事業の目的は、沖縄本島では、ヤンバルクイナを

初めとする固有種や絶滅危惧種といったものがヤ

ンバルに多く分布しております。そういったもの

の一番の脅威として外来生物であるマングースが

影響しているということで、環境省と連携をしま

して、特に北部―塩屋と福地よりも北の部分を我

々は一応ヤンバルと定義づけていますが、そこの

地域でマングースを駆除することによって希少種

。 、の保護を図ることが目的となっています 予算額

決算額につきましては、当初予算額で２億4243万

円、うち一部繰り越しをしておりまして繰越額が

2600万円、支出済額が１億9525万1120円、あと不

用額が1899万1880円となっております。

希少種保護のためにマングース○新垣清涼委員

の柵を作成、設置したということですが、柵以北

でのマングースの獲得頭数の推移についてお願い

します。

塩屋と福地よりも北側○富永千尋自然保護課長

のラインでのマングースの捕獲頭数ですが、平成

18年度に565頭、平成19年度が619頭、平成20年度

560頭、平成21年度が396頭、平成22年度230頭、

平成23年度に255頭、平成24年度は203頭という内

容です。

その結果、希少種の回復状況の○新垣清涼委員

調査実施とありますが、それはどのようになって

いますか。

ちょうどこの駆除事業○富永千尋自然保護課長

とあわせて、北部における主な希少種が全部で６
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種類について調査をしております。このうち、こ

れは平成21年度と平成24年度で比較した数字で申

し上げます。イシカワガエルが75メッシュ―これ

は１メッシュで数えていますが、確認されたとこ

ろが75メッシュだったのが平成24年度は120メッ

シュ。ハナサキガエルが102メッシュだったのが

158メッシュ それから ケナガネズミは若干減っ、 、

ております。38メッシュだったのが31メッシュ、

アカヒゲが187メッシュだったのが247メッシュ、

ノグチゲラが153メッシュだったのが235メッ

シュ、ヤンバルクイナが148メッシュから179メッ

シュと。これは平成21年度と平成24年度を比較し

た数字です。

そういう意味では、かなり回復○新垣清涼委員

していると思います。

それで、このマングースは希少種への影響以外

にどういったことが考えられますか。

１つはそういう希少種○富永千尋自然保護課長

を食べてしまうという被害があるのですが、それ

以外に、例えば農業関係では野菜類やサトウキビ

などの作物に食害があります。

その対策も一緒にということで○新垣清涼委員

すね。

こういう農作物の被害○富永千尋自然保護課長

等については、これは有害鳥獣ということで、環

境大臣または都道府県知事の許可を得てマングー

スを捕獲することができるようになっておりま

す。これは主に農林水産部のほうと連携をしまし

て、この有害鳥獣の捕獲については市町村に権限

を一部移譲していまして、スピーディーに捕獲が

できるような対策がとられています。

この事業の目的は希少種の保護○新垣清涼委員

ということですが、その希少種を保護するために

マングース対策以外には何かやられていますか。

希少種の保護につきま○富永千尋自然保護課長

しては、現時点ではマングースによる被害という

ものが非常に脅威が大きいものですから、これに

集中して行っているという状況です。今後は、例

えば国立公園化といったものが進展していく中

で、そういった保護区というものが設定されるの

が望ましいことになるかと考えております。

これは一般質問でもやりとりを○新垣清涼委員

したと思うのですが、捨て猫、捨て犬などの影響

もあると思うのです。県としてやはりそういった

対策をやってほしいのですが、その辺の取り組み

はどうなっていますか。

捨て犬、捨て猫対策、○富永千尋自然保護課長

これは特に沖縄本島北部における対策なのです

が、今まで県では平成15年と平成16年、かなり昔

になるのですが、ここは獣医師会、それから北部

３村も連携しまして、飼い猫の避妊、去勢とマイ

クロチップの埋め込みということをこの時期から

行っております。それを受けて、北部３村で平成

17年度に飼い猫の飼養登録とマイクロチップの埋

め込みを義務づけるネコの愛護及び管理に関する

条例というものを施行しております。また、あわ

せて県では、その後、環境省また地元とも連携を

して、毎年５月、これはゴールデンウイーク中に

捨て猫、捨て犬が多くなるという傾向が当時ござ

いましたので、捨て犬捨て猫防止街頭キャンペー

ンを那覇と北部で行っております。そういったこ

とが恐らく効果が少しあったと思うのですが、

ちょうどそのマングースの捕獲をするときに混獲

で猫が捕まることがあって、この数が平成14年度

から平成16年度のときは100頭前後とれていまし

た。これが平成20年度から後は年間大体10頭前後

ということで、かなり改善されていると認識して

おります。

次に、33ページのサンゴ礁保全○新垣清涼委員

再生事業というものがありますが、このサンゴ礁

を再生するということですから、サンゴ礁の重要

性について説明をお願いします。

、 、 、○富永千尋自然保護課長 まず サンゴ礁は 今

生物多様性おきなわ戦略の中でも生態系サービス

という形で説明をしています。その生態系サービ

スの中では、まずやはりこれは漁場として重要だ

ということが１つ。それともう一つは、防災上の

観点から波浪を減衰するという役割を持っていま

す。さらに、沖縄にとって大事なのは、青い海、

白い砂、こういったものは全部サンゴ礁から生み

出される恵沢ですので、こういった意味でも産業

的に非常に大きな価値を持つと考えております。

それで、この１と２の事業がこ○新垣清涼委員

こに書いてありますけれども、この事業で何が解

明されて、その効果としてどういったことが出て

くるのですか。

平成24年度主要施策の○富永千尋自然保護課長

成果に関する報告書の中の１というものが、一定

面積のサンゴ群礁を再生するという事業です。２

というものが研究に関するもので、今、沖縄県水
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産海洋技術センターもしくは沖縄科学技術大学院

大学といったところで主に研究を行っておりま

す。１番については、これは実際に一定面積のサ

ンゴ群礁を再生するということで、主に恩納村漁

業協同組合とか、読谷村にある地元の企業、プラ

ス本土のコンサルタントなども加わっています

が、そういったところと連携をしまして、平成24

年度末までにトータルで１万8500株のサンゴの種

苗を植えつけているところです。

あと、今、遺伝的な多様性というものについて

は沖縄科学技術大学院大学で調査研究を進めてい

まして、これまで沖縄本島の中でのサンゴの遺伝

的な関係がどういうものか余りよくわからなかっ

たのですが、ある種類のサンゴについては、沖縄

本島、慶良間、石垣、西表島、こういったものの

遺伝的な差というものが余りないのではないかと

いうことが一つわかってきています。もう一つ重

要なのが、１種類なのですが、個体識別ができる

マーカーというものを、今、沖縄科学技術大学院

大学のほうで開発ができつつあるところがあっ

て、これは、今後その植えつけをするときに個体

をいろいろ識別することによって、例えば、白化

に対する耐性とか、そういうものを調べることが

できるという成果が今生まれつつあるところで

す。

今出た白化現象についての原因○新垣清涼委員

というものはもう究明されたのですか。

白化現象はもともと海○富永千尋自然保護課長

水温が非常に高温になることと、もう一つは強日

射―日射が強いということですね―この２つの組

み合わせで起きると言われています。その際にサ

ンゴの中から褐虫藻が逃げ出してしまう。これは

逃げるのか、追い出すのかまだよくわかっていな

いのですが、褐虫藻がいなくなることによって白

くなるという現象です。これは、例えば水温が低

下するとまたもとに戻るということもあって、要

するに、これは高水温の時期によって、その後被

害がどうなるのかという影響が出てくると理解し

ております。

大体わかりました。○新垣清涼委員

次に、34ページの沖縄戦跡国定公園見直し事業

についてお尋ねします。これは昭和40年の指定の

ときから２回の見直しが行われているということ

ですが、どのような見直しが行われたのか。

今御質疑の沖縄戦跡国○富永千尋自然保護課長

定公園ですが、この公園は非常に歴史が古くて、

昭和40年10月、ちょうど当時の琉球政府の政府立

公園として指定されて、昭和47年の復帰と同時に

国定公園となった公園でございます。この公園の

見直しについては昭和59年と平成５年に行ってい

まして、昭和59年の見直しの特徴は、特別地域と

いうものを―それまで区分けがされていなかった

のですが、これを第１種、第２種、第３種として

区分したということ。あと、糸満市の与座を改め

て保護を図る必要があるということで、公園区域

に編入するなどをしております。平成５年の見直

しにおいては、糸満市の米須海岸を第２種特別地

域から第１種特別地域へ格上げをしたと。これは

自然性、景観性ともに非常にすぐれているという

ことで格上げを行っています。あと、農地化とか

宅地化が進展したところ、こういったところでは

特別地域としての資質が低下した場所について

は、普通地域への格下げを行っています。これが

昭和59年と平成５年の見直しの内容です。

今回の見直しをすることによっ○新垣清涼委員

て、それはどういう範囲で、どういう効果を持っ

ていますか。

今検討を行っている見○富永千尋自然保護課長

直しの一つのポイントですが、１つ大きいのは、

糸満市と八重瀬町の南部海岸は非常にサンゴ被度

。 、が高いということがあります 先ほど少し説明で

沖縄本島ではわずか１割ぐらいしかいい場所がな

、 。いと申し上げましたが その１割の中に入ります

高いところでは、サンゴ被度が75％以上という場

所も確認されております。そういった場所を海域

公園区として指定したいということで、今、漁業

協同組合関係に説明を申し上げているところで

す。あと、一部良好な森林を形成している区域が

ありますので、こういったところを特別地域に格

上げすることを検討しております。特に、糸満市

南部の海岸というものは沖縄本島の中でも自然海

岸が非常に広がる場所で、そういった豊かな自然

環境を活用した観光の振興というものが、こう

いった保護区をかぶせることによって期待できる

のではないかと考えます。

保護区にすることによって、サ○新垣清涼委員

ンゴ礁の効果として漁場というものがありますよ

ね。その漁民の皆さんとの調整というものはどう

なっていますか。

こちらのほうは、今関○富永千尋自然保護課長
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係する漁業協同組合が２漁業協同組合ございまし

、 。て ここに対して一応説明をしているところです

漁業協同組合関係者の現時点での意見では、保護

するというものについて、これはいいことですの

でやってくださいということで十分な理解は得ら

れていると認識しております。

ありがとうございます。○新垣清涼委員

次に、これは40ページの食の安全・安心確保事

業の説明をお願いいたします。

食の安全・安心確保事○大野明美生活衛生課長

業についてはいろいろなことをしておりまして、

まず、沖縄県食品の安全安心の確保に関する条例

に基づいて推進計画というものを立てておりま

す。県庁の13課が食の安全安心を担保するための

事業をしておりまして、その事業についての進

状況を管理するというところが一つの事業として

あります。生活衛生課としては、食品についての

監視とか収去検査などもしております。

今回の予算、決算で少し執行率○新垣清涼委員

が低いという気がするのですが、その原因は何で

すか。

食の安全安心について○大野明美生活衛生課長

は３年ごとに計画を立てているのですが、３年に

１回計画を策定するに当たり、策定する年度につ

いては会議を開きまして、懇話会を２回、３回開

くこともありますし、策定した事業についての冊

子を配布したりしますので、それの印刷とかにも

かかわってきます。あと、職員は会議も開きます

、 、ので そこら辺は毎年度積み立てているのですが

平成24年度についてはそれがなかったということ

で予算で少し余りが出たと考えております。

次のページの事業になると思う○新垣清涼委員

のですが、県内に入ってくる食品の放射能汚染の

チェック体制はどのようになっていますか。

平成23年３月に地震が○大野明美生活衛生課長

ありまして、原子力発電所が爆発したということ

がありましたので平成23年度にはできなかったの

ですが、平成23年度中に衛生環境研究所に機械を

設置していただきまして、県内で流通している食

品についての検査をすることになりました。それ

を開始したのが平成24年５月からで、沖縄県食品

の放射性物質検査実施要領―実施要領というもの

をつくりまして、それで食品中の放射性物質に関

するモニタリングを開始いたしました。平成24年

度については128検体を検査しております。

今現在も放射能汚染水が海に流○新垣清涼委員

れているということは魚に影響があるだろうと思

われるのです。そうすると、食物連鎖の中で我々

が食している魚に影響がないのか非常に心配する

わけです。私はもう60歳を過ぎているからいいの

だけれども、子供たちの学校給食に使われるもの

のチェックはどうなっているのか、少し気になる

ところなのです。そこら辺はどうなのですか。

学校給食については、○大野明美生活衛生課長

公益財団法人沖縄県学校給食会というものがあり

、 、まして そこで17都県で生産された食品について

加工された時点で公益社団法人沖縄県学校給食会

。 、のほうが検査をしていると聞いております また

17都県で生産、製造された食品、農作物、魚につ

いてもそうなのですが、そこら辺については17都

県のほうで―入り口のところで検査しております

ので、汚染された食品は流通していないというこ

とになっています。

だから、そこが僕は少し問題だ○新垣清涼委員

と思うのです。出すときにチェックして出してい

るから、皆さん、安心して食べてくださいとなっ

ているのだけれども、この間の沖縄市のドラム缶

が出たときに、沖縄防衛局もやったけれども、沖

縄市も独自にやったわけです。要するに、ダブル

チェックをかけたわけです。そういう意味では、

今現在、放射能漏れがどんどん起こっている。内

閣総理大臣はとまったと言っているのですが、あ

れはとまっていないのですよ。だから、そういう

状況の中では、やはり我々は沖縄県民の、次の子

供たちを守るためには、特に子供たちと僕は言っ

ているのだけれども、県民の全てではあるのです

が、せめて学校給食に使われるものは、入れた側

できっちりとチェックをしてほしいと思うので

す。その体制を強化してほしいのですが、どうで

しょうか。

学教給食については、○大野明美生活衛生課長

教育庁のほうで、先ほども申しましたように、公

益財団法人沖縄県学教給食会というものがありま

して、それで使用する食材については検査してい

ると聞いております。先ほど委員がおっしゃいま

、 、したように 入り口で検査することは当然ですが

やはり出口でも検査をしないといけないというと

ころは私たちも感じております。それで、この実

施要領をつくりまして、県内で流通している、特

に17都県で製造されたものについては、それ以外
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についても検査するという形で、平成24年度から

出口の検査をするという体制を整えるためにこう

いった計画をつくって検査をしております。

この検査の頻度というものはど○新垣清涼委員

のようになっていますか。

実施要領がありまし○大野明美生活衛生課長

て、実施要領に基づいて毎年度検査計画というも

のをつくります。それで、これは保健所が店頭か

ら検体を収去しまして、沖縄県衛生環境研究所に

持ち込んで検査をしていただくのですが、これば

かりしているわけではございませんので、やはり

計画に基づいて着々と検査するということで、平

成24年度については128検体、月に10検体前後な

のですが、着実にするという形ではやっていると

思っております。

しっかりとやっていただきたい○新垣清涼委員

と思います。

次に移ります。42ページの交通安全事業の中で

すが、飲酒運転根絶の広報活動などをやっている

と思うのですが、居酒屋とかスナックなど、そう

いう酒類販売事業者に対する啓発活動は、年間ど

のぐらいの頻度で行われているのか、お願いしま

す。

居酒屋やスナックな○渡真利雅男県民生活課長

どの酒類販売業者への啓発なのですが、以前はハ

ンドルキーパーということで、一緒に飲む場合に

は、必ずそのうちでお一人運転する方を決めてい

ただくといった形のポスターをつくりまして、こ

れを各店舗にお配りいたしました。それから、飲

酒運転根絶ののぼり旗を新たにつくりまして、こ

れは店舗の入り口のほうに掲げるといった運動を

してまいりました。それから、最近では、飲酒運

転根絶につきましては関係機関を集めての部会が

あるのですが、その中にはスナック、いわゆる酒

を提供するような形の業界がございますので、そ

ういうところに、今度はトイレなどのわかりやす

いところに飲酒運転根絶についてのステッカーな

どを配布してもらうといった運動をやってきてお

ります。

休憩いたします。○中川京貴委員長

（休憩中に、新垣委員から啓発活動が年間

にどれくらいの頻度で行われているのか

質疑があり、渡真利県民生活課長より年

間に何回と決まっているわけではなく、

季節毎や必要に応じてその都度行ってい

る旨の説明がなされた ）。

再開いたします。○中川京貴委員長

新垣清涼委員。

僕も時々行くのですが、そうい○新垣清涼委員

う飲酒運転根絶らしきポスターが見えない、ある

。 、いはシールがないところもあるのです ですから

そういう意味では、今おっしゃるように、年間の

、 、 、交通安全週間 年末でもいいし とにかくどこか

せめて１年に２回ぐらいはそういった業界にチラ

シやポスター、あるいはシールを配布するという

ことをしていただかないと、１回もらっても、少

し古くなると結局すぐ捨ててしまうわけです。そ

ういう意味では、そういう更新も必要と思ってい

ますけれども、その辺の取り組みはどうでしょう

か。

おっしゃるとおりで○渡真利雅男県民生活課長

ございまして、やはり広報啓発は途切れなく切れ

目なく必要だと感じておりますので、そのあたり

漏れがないように、関係機関や業界とも連携をさ

らに強めながら進めていきたいと考えておりま

す。

議会もそういう沖縄県飲酒運転○新垣清涼委員

根絶条例をつくったわけですから、一生懸命取り

組んでいってほしいと思います。

次に、二輪車の運転手に対する安全指導は警察

が行うのかと思うのですが、皆さんが交通安全事

業としてそういう啓発活動などをなさっているの

かどうか。

実は、二輪車につき○渡真利雅男県民生活課長

ましては、やはり手薄な部分があると反省はして

おります。全国的には、二輪車事故は増加傾向に

ありまして、しかも二輪車の事故でも結構死亡事

故が発生したり重傷事故が発生したりということ

で非常に甚大な被害をこうむる場合があると聞い

ております。私どものほうでも、先ほど申し上げ

た春夏、年末年始があるのですが、そのときの運

動の重点項目の一つとして、二輪車事故を防ぎま

しょうといったようなスローガンを書いたり、あ

とは、基本的には二輪車事故の防止対策としては

沖縄県警察で今やっているのですが、沖縄県警察

のお話を聞きますと、警察本部の交通機動隊によ

る指導、取り締まりの徹底ですとか、あるいは高

等学校や自動車運転教習所等における安全教育、

このあたりが主なもの。それから、県としまして

は、交通安全運動において、今申し上げた二輪車
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の交通事故防止、特に若年者を含めたマナーの

アップの運動を重点事項に掲げて、新聞広告ある

いはポスター、チラシの配布により広報啓発を

行っているところではありますが、やはりこのあ

たりは少し不十分なところでありますので、今後

積極的に展開していく必要があると反省をしてお

ります。

二輪車の事故のほうが死亡率が○新垣清涼委員

高いみたいですので、ぜひ警察と一緒に取り組み

をやっていただきたいと思います。

それから、自転車への対策はどこかでなさって

いるのでしょうか。

今、私は自動二輪と○渡真利雅男県民生活課長

自転車を少し勘違いしまして説明はしたのです

が、オートバイ事故等につきましてもやはり最近

ふえているのです。意外と若い人が乗っている場

合が多いものですから、高校生あたりも巻き込み

ながら、その辺のマナーアップといったものも含

めながらの運動は展開しているところでございま

す。特に、去年は高校生からテーマを募集しまし

て、それをラジオの放送で飲酒運転根絶といった

ものを呼びかけてもらうようなＣＭをつくりまし

た。その際に各高等学校から応募者が結構多かっ

たものですから、そういう意味では、ことし以降

もなるべく各高等学校に呼びかけて、高校生の自

動二輪、オートバイ事故を防ぐようなことも兼ね

ながら推進していきたいと思っております。

自動二輪も自転車もやはり不安○新垣清涼委員

定なものだから、そういった運転者に対する指導

もぜひ取り組みをしていただきたいと思います。

それから最後に１つ、これは当初予算の説明の

中から米軍基地航空機騒音実態調査事業について

説明をお願いいたします。

県では、嘉手納・普天○城間博正環境保全課長

間飛行場周辺において固定測定局を設置して航空

機騒音の常時監視を行っているところなのです

が、最近、それ以外の住宅防音工事対象区域外、

それからこれまで苦情の少なかった地域等から騒

音の苦情が増加したということを受けまして、そ

の実態を把握する目的で、平成23年度及び平成24

年度の２カ年間、米軍基地航空機騒音実態調査を

実施したところです。調査の内容としましては、

先ほど申し上げました常時監視測定局以外の30地

点で夏と冬に連続４週間の測定を２年間、計４回

実施しています。その結果は住宅防音工事の対象

となる75Ｗを超過する地点はありませんでした

が、平成23年度夏の調査において３地点で環境基

準の70Ｗを超過しておりました。また、全期間を

通して、航空機騒音規制措置により飛行が制限さ

れている22時から翌朝６時における航空機騒音が

確認されたという結果になっています。

防音工事対象区域外でも調査さ○新垣清涼委員

れているということですので、そこら辺は75Ｗ以

上はないということですか。

今回、平成23年度、平○城間博正環境保全課長

、 、成24年度の夏と秋２回 合計４回やっていますが

75Ｗを超えるところはなかったところです。

去年から普天間基地にはオスプ○新垣清涼委員

レイが配備されてきたわけですが、この事業は今

年度も続いているのでしょうか。オスプレイの音

、 。はどうなっているのか 少し気になるところです

実態調査は平成23年○城間博正環境保全課長

度、平成24年度で終わりまして、オスプレイにつ

いては、今後、普天間飛行場周辺の４地点で低周

波音の測定をするということで予定しています。

特に、低周波音については人体○新垣清涼委員

に影響が強いということがありますので、ぜひそ

こら辺の取り組みをしていただいて、その結果を

もとにしてやはり沖縄防衛局にも改善を求めてい

く、米軍にも改善を求めていく、そういう取り組

みが必要だろうと思っています。環境生活部長、

決意を。

今回の平成23年度、平○當間秀史環境生活部長

成24年度に行った実態調査でも、実は夜の10時か

ら６時まで飛行機が飛ばないようにという協定が

ありますが、この実態調査においてもやはりそう

いうことはあったということであります。そうい

う実態調査の結果もありますので、今後、オスプ

レイの低周波音調査もしっかりやっていって、防

衛省あるいは外務省に、当然米軍にも強く求めて

いきたいと考えております。

金城勉委員。○中川京貴委員長

まず、環境生活部にお聞きいたし○金城勉委員

ますが、アメラジアンスクールの日本語教師派遣

事業をやっていただいておりますけれども、その

ことについて、現状、成果等について御説明をお

願いします。

この指導者○山城貴子平和・男女共同参画課長

派遣事業につきましては、アメラジアンスクール

に通学している児童・生徒に対して日本語の読み
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書き等を指導するという目的で、学籍校への円滑

な復帰を図る、促進するということを目指して実

施しているところです。県が実施している具体的

な内容につきましては、公益財団法人おきなわ女

性財団のほうに委託をしまして、そこから２名の

指導者を派遣しておりまして、これを平成13年度

から継続して行っているところでございます。成

果といたしましては、アメラジアンスクールのほ

うから年度別に公立校への異動状況というデータ

、 、をいただいておりまして 直近ですと平成24年度

18名の子供たちが公立校のほうに異動したという

報告を受けております。

このアメラジアンスクールの生徒○金城勉委員

の数についても把握していますか。

平成25年度○山城貴子平和・男女共同参画課長

、 、 、で幼稚園生が５名 小学生が47名 中学生が23名

計75名となっております。

人数は一時期60名ぐらいだったよ○金城勉委員

うに聞いていたのですが、割とふえているかもし

れませんね。私もアメラジアンの学校の皆さんと

若干接触があるのですが、この事業は非常に喜ば

れています。この派遣事業によって非常に助かっ

ていると。子供たちのそういう教育についても大

きな効果を発揮しているということで、学校側と

。 、しては非常に高い評価をしております ですから

そういう意味では、今後もぜひ継続的に支援をし

。 、 。ていただきたいと思います その点 どうですか

私どもとし○山城貴子平和・男女共同参画課長

ても継続して実施してまいりたいと考えておりま

す。

それと、同じアメラジアンスクー○金城勉委員

ルで日本語指導教材研究事業がなされていると思

、 。うのですが これについて御説明をお願いします

この事業に○山城貴子平和・男女共同参画課長

つきましては、県内の日本語指導の必要なアメラ

ジアン等児童生徒の円滑な学籍校への復学をより

支援を強化するという目的で、これは平成25年度

から開始しています。平成27年度までの３カ年事

業ということで、沖縄振興一括交付金を活用して

行うものでございます。具体的な内容といたしま

しては、ｉＰａｄとかそういったＩＴの機器を活

用いたしまして、日本語指導の教材、それから指

導マニュアルといったものを作成していく。日本

語指導の必要な児童生徒の個々のレベルに合わせ

たよりきめ細かなそういったマニュアル作成を目

指して実施していく予定でございます。

この件についても学校側は非常に○金城勉委員

喜んでおりました。だから、子供たちに対する教

育の内容、レベル等を引き上げるためにも非常に

有効な事業だと思います。これからもぜひバック

アップをよろしくお願いします。

それと、先ほどから出ている飲酒運転の対策事

業ですが、今、県内における飲酒運転の状況はど

ういう実態になっていますか。

平成24年度中の沖縄○渡真利雅男県民生活課長

県における全交通人身事故に占める飲酒絡みの事

故の構成率が1.88％となっておりまして、この面

では全国の約2.6倍、23年連続で全国ワーストワ

ンでございます。全国では飲酒絡みの事故の構成

率が0.7％程度でありますが、それに比べると2.6

倍と大変高い率になっておりまして、これは引き

続き大きな課題と認識しております。

この件については、毎回予算特別○金城勉委員

委員会とか決算特別委員会、あるいは本会議でも

そうですが、このワースト記録を何とか脱却でき

ないかということで、沖縄県議会としても条例を

つくったり、いろいろな啓蒙活動もしてきたつも

りですが、23年間全国ワーストという、もう本当

に不名誉な記録を更新中なのです 全国平均が0.7。

％に対して1.88％と。もう何倍ですか。そういう

ことなのですが、これは当然沖縄県警察とも連携

しながら取り組んでいると思うのですが、どうい

う今後の対策、対応を考えていますか。

なかなかこれだと思○渡真利雅男県民生活課長

うような効果的な決定打がないのがこの交通事故

だと思っているのです。中長期的に見ると、この

飲酒運転絡みの交通事故も減ってきてはいるので

すが、やはり全国の減りぐあいがそれを上回って

いるものですから、その相対的な中で沖縄県が

ワーストをずっと維持しているという結果ではあ

ります。ただ、最近は特に飲酒運転の場合でも、

酒を飲んだ翌日、出勤途上というときに検挙され

る率も結構高まっております。要するに、完全に

体の中からアルコールが抜けていない状況の中で

運転をして、それが検挙されるといった事態もあ

りますので、そのあたりの啓発―少し寝ただけで

はなかなかそう簡単にはアルコールは抜けないと

いった啓発も含めながら、やはり節度ある飲酒を

勧めるということと飲んだら乗らないといった意

識づけを引き続きやっていく必要があるとは思っ
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ております。

これだけいろいろな形で啓発活動○金城勉委員

をやっているのだけれども、全国は低減傾向に

なってその効果が出てきているのに、沖縄県の場

合にはほとんど減っていない状況なのですが、そ

の原因はどのように分析していますか。県民性で

すか。

なかなかこのあたり○渡真利雅男県民生活課長

の分析は難しくて、やはり県民性と言ってしまっ

たら、それはもう打つ手がないということになる

。 、 、のです したがって やはり県民性というよりも

飲酒を適度、適切にやっていくという中で、ある

意味では県民の生活態度も変えながら、飲酒行動

も変えながらということと密接に結びついており

ますので、このあたりも含めながら広報啓発をし

ていく必要があるとは思っております。

よく運転免許の切りかえのときに○金城勉委員

見る画面などにもありますけれども、交通事故の

結果の悲惨さ、あるいはまた加害者になるときの

問題とか、被害者になるときの問題とかさまざま

あるのですが、そういう本当に切実な現実感覚と

いうものをもっともっと県民、運転手の皆さんに

感じてもらうような手だてというものはありませ

んか。

今、力を入れてやっ○渡真利雅男県民生活課長

ているのが、民間の各事業所の従業員の方に飲酒

運転ですとか交通事故関連の研修をする場合に、

こちらのほうから講師を派遣したりしてございま

す。その講師の方は、実際に身内の方が交通事故

で亡くなった方たちを講師に採用しまして、その

事業体の研修の際に行って講話をしてもらうと

いったこともやっておりますし、それから先ほど

も申し上げたのですが、高校生、まだ若い人たち

への広報啓発。これはやはり将来酒をたしなむよ

うな、ある意味では母集団でありますので、そう

いう若いときから飲酒運転についての意識を持っ

てもらうといったような形で、なるべく高校生も

巻き込んだ形での県民運動、飲酒運転の防止活動

等々を今取り組んでいるところであります。

これはぜひ沖縄県警察とも連携し○金城勉委員

ながら力を入れていただきたいと思います。皆さ

んからいただいた資料を見ても、検挙件数などは

全国の４倍強、４倍を超える検挙件数になってい

るのです。これは常識を超えてもうどうしようも

ないところまで沖縄県の数字が伸びているので、

ぜひ取り組みをよろしくお願いします。

次は、ＤＶ対策について伺いたいのですが、県

内におけるＤＶの状況を御説明いただけますか。

沖縄県内の○山城貴子平和・男女共同参画課長

ＤＶの状況につきましては、人口10万人当たりの

保護命令累計平均件数が全国１位という状況があ

ります。

これも１位か。○金城勉委員

。 、○山城貴子平和・男女共同参画課長 はい また

相談件数のほうもここ数年増加傾向にありまし

て、非常に深刻な状況にあると考えております。

飲酒運転もそうですが、全国１位○金城勉委員

という非常に不名誉な数字になっているのです

が、その要因はどのように分析されていますか。

この保護命○山城貴子平和・男女共同参画課長

令件数というものは裁判所が出している数値でご

ざいますが、具体的な要因の分析はなされていな

いところなのですが、１つは沖縄県は離島県であ

ると。その被害者の方が県外に出るのは難しいと

いうことで、やはり保護命令を積極的に出したほ

うがいいという裁判所の判断も少しはあるのでは

ないかということも言われてはおりますが、きち

んとした調査、分析はされておりません。

当然、ＤＶというものは男性が女○金城勉委員

性に対するのがほとんどだと思うのですが、ウチ

ナーの男は危ないのですか。

個人的な意○山城貴子平和・男女共同参画課長

見としては、私の周りは優しい男性ばかりだと認

識しております。

今、このＤＶの相談センターとい○金城勉委員

うものは何カ所置いてありますか。

相談セン○山城貴子平和・男女共同参画課長

ターは、福祉保健部のほうで設置をしております

が、保健所とかそういったところに合計６カ所窓

口を設置しております。

これは福祉保健部が窓口になって○金城勉委員

相談支援センターをやっているのですか。では、

その一時保護所の件についても福祉保健部かな。

はい、そう○山城貴子平和・男女共同参画課長

です。

わかりました。では、このＤＶに○金城勉委員

ついても沖縄の独特な何かがあるのかどうかわか

りませんけれども、やはり啓蒙啓発で優しい男性

社会になっていかなければいけませんので、環境

生活部長、頑張ってください。よろしくお願いし
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ます。

、 、それと 犯罪被害者等支援推進事業費について

その内容と取り組みを御説明いただけますか。

犯罪被害者に対する○渡真利雅男県民生活課長

支援でございますが、これは平成16年度に犯罪被

害者等基本法が制定、施行されました。それを受

けて、平成17年度に犯罪被害者等基本計画という

ものが国のほうで策定してございます。その中で

県の役割あるいは市町村の役割等が明記されてお

りまして、県としてはその計画に沿った形で犯罪

被害者支援の総合窓口を設置して、その支援に向

けた取り組みを行っているところでございます。

予算額が44万7000円となっている○金城勉委員

のですが、少ないという印象を受けるのですが、

これで十分ですか。

なかなか十分とは申○渡真利雅男県民生活課長

し上げにくいかと思います。ただ、ある意味、お

金をたくさんつぎ込めばそれで効果が上がるのか

ということとはまた別問題だと思うのですが、一

応今現況はこの予算の範囲内で効果的に事業を進

めていきたいなと思っております。

具体的にそういう犯罪に遭って大○金城勉委員

変な目に遭っている被害者の方々というところか

ら、相談などは年間当たりどういう状況ですか。

相談機関としまして○渡真利雅男県民生活課長

は、沖縄県で受ける場合と沖縄県警察で受ける場

合と、それから、民間団体であるのですが、公益

財団法人沖縄被害者支援ゆいセンターというとこ

ろで受けている場合とがそれぞれございます。そ

のうち、県の総合窓口に寄せられた件数としては

７件です。これは平成24年の実数で７件。それか

ら、沖縄県警察の広報相談課に寄せられた相談件

数は224件。それから、民間団体である公益財団

法人沖縄被害者支援ゆいセンターに寄せられた相

談件数が342件となっております。

結構ありますね。この件について○金城勉委員

も本当に非常にデリケートなテーマですから、丁

寧な対応をお願いします。

それから、地球温暖化対策事業について伺いま

すけれども、この事業の取り組みの状況、内容に

ついて御説明をお願いします。

まず、地球温暖化対策の○古謝隆環境政策課長

取り組みでございますが、県におきましては、総

合的、計画的に進めるために、平成23年３月に沖

縄県地球温暖化対策実行計画を策定しているとこ

ろでございます。この計画の中では、温室効果ガ

スの排出量を2020年度において2000年度と同じレ

ベル、もしくは８％削減するということで目標を

立てて取り組んできているところでございます。

現在の排出量はどうかと申し上げますと、2000年

度レベルと比べて約11％、145万トン増加してい

るということでございまして、要因を分析しまし

たら、入域観光客数がこの10年間で100万人以上

増加しているということ、もう一つは宿泊施設数

が２倍にふえているということ、もう一つは世帯

数が15％ふえているということが増加の原因と思

われています。

私どもとしましては、県全体の排出量の23％が

民生業務部門―ホテルとかオフィスとか、そう

いったところで23％出ていますので、そこの電気

使用量を抑えるということが一つのポイントにな

るだろうと思いまして、沖縄振興一括交付金を活

用しまして観光施設のエコ化事業を推進しており

ます。具体的には、観光施設に補助金を出して、

照明をＬＥＤにかえたり効率のいいエアコン、給

湯器を設置したりということで推進しています。

平成24年度は８施設に補助しましたが、８施設の

ホテルで1150トンのＣＯ が削減できています。２

これを今年度も実施していって、重点的に民生業

務部門の実現を図っていきたいと思っています。

もう一つが、沖縄県全体の30％の運輸部門―自

動車を使用することで温室効果ガスが出ています

ので、エコドライブの推進であるとかＥ３、ある

いはＥＶ充電器の整備などについて、これから取

り組んで重点的にやっていこうと思っておりま

す。

この温暖化対策事業というものは○金城勉委員

なかなかつかみどころが難しい事業だと思います

ので、地道にこつこつ積み上げていくしかないの

で、ぜひお願いします。

以前、ＥＳＣＯ事業というのをやりましたね。

あれは効果はありましたか。

まず、ＥＳＣＯ事業でご○古謝隆環境政策課長

ざいますが、ＥＳＣＯ事業は建設設備の省エネ改

修を行いまして光熱水費を削減しまして、この削

減額でもって初期投資の経費、運転経費、あるい

はＥＳＣＯ事業を行うサービス業者の報酬の全て

を賄って省エネの実現を図るというものでござい

ます。県の関係の施設では、まず県庁の行政棟と

、 、 、県立北部病院 県立看護大学 あとはこの議会棟
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４施設にＥＳＣＯ事業を平成20年度から平成22年

度にかけて導入しています。４施設におけるＥＳ

ＣＯ事業の導入実績としまして、まず光熱水費が

合計で１億1810万円削減できています。二酸化炭

素の排出量が合計で3630トンの削減が確認されて

いまして、ちなみに、議会棟で申し上げますと、

光熱水費が平成20年の導入前ですと3000万円ほど

かかっていますが、削減実績額は1000万円ほど削

減できています。議会棟のＣＯ の排出量が導入２

前は年間で1525トン出ていましたが、363トン削

減できているということで、ＥＳＣＯ事業は効果

があって、50年間ＥＳＣＯ事業を県庁舎も継続す

るということになっていますので、効果があると

思っております。

数字的には結構効果が出ているの○金城勉委員

ですね。わかりました。

次に、米軍基地の航空機騒音の実態調査事業。

何名か質疑がありましたけれども、私が少し相談

を受けているのが、伊江島での補助飛行場の訓練

の影響というものが、すぐ隣の隣接する集落に非

常に大きな影響があると聞いているのです。一方

で、この辺のところには全く支援がなされていな

い状況にあるのですが、ここを調査する計画はあ

りませんか。

先ほど申しましたが、○城間博正環境保全課長

普天間飛行場周辺で低周波音の測定を実施するこ

とにしていますが、昨今、新聞等で伊江島でも低

周波音がひどいという情報があって、環境生活部

長からの指示もありまして、伊江島周辺でも低周

波音を測定するということにしています。そのと

きに騒音も一緒に測定しようと考えています。

これはいつから予定しています○金城勉委員

か。

低周波音は今年度中に○城間博正環境保全課長

測定する。低周波音というものは風の影響を受け

ますので、冬の北風の強いときには測定がなかな

か難しいですので、その前に測定ということを考

えています。

これは騒音も一緒に……。○金城勉委員

はい。○城間博正環境保全課長

では、そこも非常に被害がひどい○金城勉委員

ということを聞いておりますので、しっかり調査

をして、その結果を踏まえて、また対応策を検討

いただきたいと思います。

最後に、放射能調査の件ですが、これはホワイ

トビーチが対象だと思うのですが、これまでの調

査結果を踏まえて、この基準値からオーバーする

ような事態はありませんでしたか。

放射能調査についてな○城間博正環境保全課長

のですが、国から委託を受けまして放射能関係で

２つの事業をやっています。１つはホワイトビー

チに原子力艦が寄港したときの放射能調査という

ことで、原子力艦が寄港していない通常の空間と

海水中の放射能を調査していまして、原子力艦が

寄港した場合には、うるま市にあります国の対策

本部と呼んでいますが、調査室があるのですが、

そこに寝泊まりしながら国の職員と一緒に放射能

調査をします。これまで空間とか海水で異常値が

検出されたことはありません。

この原子力艦の入港というものは○金城勉委員

定期的にあるのですか。頻度はどうですか。

ここ数年は30隻以上と○城間博正環境保全課長

いうことで、定期的ではないのですが、若干多く

なっている実績となっています。

そういうときには事前の入港の連○金城勉委員

絡はありますか。

一応外務省と米軍との○城間博正環境保全課長

取り決めで入港の24時間前には通報するというこ

とになっていまして、県のほうにも、24時間前に

は基地対策課を通して入港の連絡が来ます。

休憩いたします。○中川京貴委員長

午後２時51分休憩

午後３時13分再開

再開いたします。○中川京貴委員長

休憩前に引き続き、会議を開きます。

嘉陽宗儀委員。

企業局が県民に水を供給すると○嘉陽宗儀委員

いうことで必死な努力をしていることは評価をし

ています。ただ、金城勉議員のところはおいしい

水、我々泡瀬のほうはまずい水が供給されている

ものですから、それで、ずっと同じように、いわ

ゆる東系列、西系列で違うから、同じようにおい

しい水を供給してほしいということで、先輩の中

根章議員は、比謝川をそ生させる会で一生懸命頑

張って、あの水がきれいになればおいしい水がも

らえる、飲めると頑張っていました。

ところが、今の状況を聞いても依然として硬度

で差があって、おいしいと思いなさいとおっしゃ

、 。るようですが なかなかそう思えないものがある

向こうの比謝川の場合には、比謝川から取水して
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いて、この比謝川に公共下水道がつながっていな

いところから全部下水道、垂れ流しのものがずっ

と今流れていて、それを皆さん方はちゃんとろ過

してきれいな水にしていますから安心してくださ

いという説明はしているけれども、少なくともそ

れは気分の問題だから、考えただけでおもしろく

はないけれども、おいしいと思いなさいと言って

もなかなか思えないところが問題です。ただ、硬

度の問題でいえば、これはやはり差はなくしたほ

。 、うがいいと思うのです それで少し聞くのですが

東系列と西系列の供給水の硬度の違いは今どう

なっていますか。

北谷浄水場の硬度につき○仲村豊配水管理課長

ましては、井戸群の硬度の高い水の硬度低減化施

設とか、あと大保ダムとかができまして水源が豊

富になってまいりましたので、できるだけ中部河

川からの取水を抑制するということで硬度の低減

化に努めております。ちなみに、平成24年度につ

きましては年平均84ということで、今、我々、経

営計画の中で硬度の低減化ということで目標を

116に置いているのですが、平成24年度の実績と

しては平均85となっております。

この硬度を下げて、やはり誰で○嘉陽宗儀委員

もおいしく感じるようなものに改善する努力はぜ

ひやってください。僕らは、石川浄水場建設につ

いても、前からあれを海のほうにつくるのはいか

がなものかと言いましたけれども、あれは福地ダ

ムのものと比謝川から取水した水とブレンドして

同じように均等にした水を県民には供給しますか

、 。らという説明を受けて 僕は喜んでいたわけです

ところが、ふたをあけてみたらそうなっていない

から、しばらくはまた我慢してまずい水を飲まさ

れるのかなと。これは今後改善の努力をやっても

らえませんか。

再度確認いたします。北○仲村豊配水管理課長

谷浄水場の原水につきましては、中部河川以外に

も北部の大保ダム等で開発された水も導水してい

まして、できるだけ北部の水もふやしながら硬度

を下げるように努めているところです。

だから、硬度を下げるために一○嘉陽宗儀委員

。 。生懸命頑張りますだけの答弁でいいのに どうぞ

おいしい水の要件が、１○平良敏昭企業局長

、リットル当たり硬度の10ミリから100ミリ以内と

一応水質の基準、目標が―厚生労働省のおいしい

水の要件というものがありますので、委員おっ

しゃるように、できるだけおいしい水の要件を目

標に努力していく、こういう考えでございます。

きょうの質疑は主にこれではな○嘉陽宗儀委員

かったので、この辺で打ち切ります。

次に、平成24年度歳入歳出決算説明資料の中で

環境問題の予算が組まれています。７ページの真

、 、 。ん中 環境衛生指導費 環境保全費と書いている

これは主にどのようなものに使っていますか。

環境衛生指導費の主な○當間秀史環境生活部長

ものは、バイオマス資源活用コージェネレーショ

ンシステムということで、今、八重山でやってい

る部分と水道広域化事業、それから公共関与の事

業等がございます。環境保全費につきましては、

サンゴ礁保全に適した潮流シミュレーションモデ

ルの構築事業であるとか観光施設の総合エコ化促

進事業、それから閉鎖性海域における堆積赤土の

対策事業という内容でございます。

この中で、特に私がこれまで問○嘉陽宗儀委員

、 、題にしてきているのは 環境保全という問題では

株式会社倉敷環境は最悪の自然破壊の環境である

けれども、これは予算には組まれていないのです

か。

環境衛生指導費の中○比嘉榮三郎環境整備課長

で、今いろいろと産業廃棄物処分場等の対策をす

る事業費としまして産業廃棄物対策費がありまし

て、当初予算としまして1610万8000円になってお

ります。

この説明資料の中に出てこない○嘉陽宗儀委員

ものだから、今ので大体産業廃棄物処理の指導も

入っているみたいだから取り組んでいるというこ

とがわかりました。

そこで、向こうの池原かな、株式会社倉敷環境

の環境問題では特に地下水汚染の問題があるし、

ごみ山問題もあります。その中で、ごみ山問題に

ついてまず聞きますけれども、あれはいつまでに

処理することになっているのですか。

現在、管理型最終処○比嘉榮三郎環境整備課長

分場、安定型最終処分場がありまして、管理型最

終処分場につきましては新規に焼却炉を建設して

おりまして、焼却炉建設後８年をかけて管理型最

終処分場を改善することになっております。

そもそも産業廃棄物処理場から○嘉陽宗儀委員

出た廃棄物がごみ山になるということは、これは

適法ですか。

現在のごみ山の処理状○當間秀史環境生活部長
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況については許可した条件を超えているところで

あります。

そうすると、許可した条件を超○嘉陽宗儀委員

えているということになると、これは違法になり

ますね。皆さん方に、株式会社倉敷環境について

指導をしたのか、警告をしたのかということはこ

れまでも大分聞いてきましたけれども、これまで

向こうに対する警告指導というものは何回ぐらい

やっているのですか。

株式会社倉敷環境に○比嘉榮三郎環境整備課長

つきましては、平成16年に警告書を、平成22年10

月に管理型最終処分場に対して改善命令を、平成

23年９月に安定型最終処分場に対し改善命令、そ

して平成24年12月に管理型最終処分場に対して改

善命令をかけているところであります。

この指導をしてきたという問題○嘉陽宗儀委員

について、やはり違法、不当、不法があるから、

認められるから警告をしているのですよね。どう

ですか。

委員がおっしゃるよ○比嘉榮三郎環境整備課長

うに、やはりごみ山、違法にごみがあるというこ

とで、県としましてこれまで指導、改善命令等を

かけております。

奥平委員から宮古島市の産廃処○嘉陽宗儀委員

理問題がありましたけれども、私どもも現場へ

行って、保健所の所長にどう指導をしているのか

と言ったら、80回ぐらい指導、警告をしているけ

れども聞いてくれないのですよということでお手

上げでした。結局、そういう違法について、監督

庁が何もやらないということになるといつまでも

続くと。向こうは別件で刑事告訴をして、それで

一件落着した。私は、これについても、皆さん方

がそういう違法行為についてはしかるべき措置を

きちんととるべきではないのかということで求め

、 。てきたのですが これは一向に考えられていない

これはどうしてですか。

これまでも改善命令○比嘉榮三郎環境整備課長

等をかけておりまして、ごみ山等につきましては

平成22年、平成23年と改善されてきております。

今回も平成24年に管理型最終処分場につきまして

改善命令をかけておりまして、ことしの平成25年

の12月までに履行することになっております。で

すから、今回12月に履行できない場合には、やは

り行政処分等も含めて厳しく対処していきたいと

考えております。そして、現在、これまで改善命

令とか産業廃棄物の報告聴取等につきまして指導

を行ってきておりますが、その報告聴取がなかっ

たということで、今回10月には業務停止命令をか

けておりまして、ごみ山改善に向けて厳しく取り

組んでいきたいと考えております。

ぜひ厳しく対応してください。○嘉陽宗儀委員

それで、今、地域住民から刑事告発が行われてい

て、警察のほうも免許を許可した皆さん方の出方

に応じて必要な対処をするという話のようですの

で、今の厳しく対処するというのを聞いて安心し

て、ことしいっぱいで解決するように頑張ってく

ださい。決意を。

これまで当該処分場の○當間秀史環境生活部長

事業者も段階的に処分は進めてきたところです

が、ここに至って発した命令が履行されないとい

う状況に来ているので、今後この部分はやはり厳

しく対処していきたいと思います。

同じここの株式会社倉敷環境か○嘉陽宗儀委員

ら出ている例の汚染水の問題で、皆さん方が採水

したところは４カ所からあって云々と言って、し

かも自然由来でございますと、少し常識では考え

られないようなことを今まで言ってきたのです

が、あの４カ所から出てきたのは依然として自然

由来という立場ですか。

必ずしも自然由来では○當間秀史環境生活部長

ないということを前回も申し上げたつもりです。

そこの水質調査の結果を見てみますと、ベンゼン

とかジオキシンもやはり出てきているところなの

で、ジオキシンとかベンゼンについては自然由来

とは考えられないところもあります。これについ

ては対策について業者を指導したので、今、事業

者のほうはコンサルタントとその有害物質の除去

について調整をしていると聞いております。

やはり汚染は許されないわけだ○嘉陽宗儀委員

から。これを誰の責任で解決するのかという問題

は次の議会まで延ばしておきますけれども、どう

させるのかははっきりさせておいてください。

それで、これは地下水を通って汚染していると

いうことは、結局は企業局のおいしい水にならな

いような状況はここからもやはり出てきたり、水

銀汚染があるとか、だから深刻ですよ。これはや

はり県民の健康にかかわるから、環境生活部長、

頑張ってください。

では、最後に１つ、中部福祉保健所の庁舎管理

の問題について少しだけ聞きますけれども、アル
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コール中毒対策について、皆さん方ではないみた

いだけれども、協力はすべきですか。

環境生活部の所管の中○當間秀史環境生活部長

で、当然、他部と協力できる部分はいつでも協力

体制を組んでいるところです。

余り難しい相談ではないのです○嘉陽宗儀委員

が、アル中の関係で、健康維持のためにあの事務

所を使っていろいろ学習会をしたり、皆さん方の

ほうに関係していると思ったけれども。向こうの

ほうで場所がないものだから。断酒会というもの

がありますね。断酒会の皆さん方が定期的にお互

いを励まし合って、できるだけ断酒ができるよう

にしようとして、ちょうどあの福祉保健所の部屋

があいている時期に学習会のために使わせてくれ

と言ったら、これは皆さん方に使わせるものでは

ないということでキャンセルされて、シャットア

ウトされていると私のほうに相談が来ているので

、 。すが このぐらいは相談に乗ってもらえませんか

きょう嘉陽委員からそ○當間秀史環境生活部長

ういう要請があったということは、私から福祉保

健部長にお伝えしたいと思います。

これは総務部の財産管理の範疇○嘉陽宗儀委員

で向こうの話をしていますけれども、やはり皆さ

、 、ん方もかかわって直したほうがいいと思って 今

提起したのです。

最後に、貸金業について１つだけ聞いておきま

すけれども、今、貸金業者の実態はどうなってい

ますか。

貸金業者、沖縄県知○渡真利雅男県民生活課長

事のほうで登録している業者がいるのですが、こ

れが平成25年３月末現在で60業者、ピーク時が平

成10年度末で1081業者ございましたので、それか

らするとかなり激減したという感じがしておりま

す。

サラ金業者が多いのは、高知県○嘉陽宗儀委員

が第１位で、沖縄県が第２位だったはずですが、

沖縄県はかなり静かになりましたね。しかし、今

でもなおヤミ金、それからいろいろな形で高利貸

し、高金利で苦しめられている県民は結構いるの

です。だから、実態を掌握し、今テレビでも過払

い金返還とか何かで弁護士事務所みたいなものが

大分もうかっているみたいだけれども、ああいう

ことをなくするために、やはり定期的に貸金業者

に対して指導して違法取り立てをするなと。そし

て登録事務についても、あれは皆さん方とサラ金

業者と警察が一緒になって許可するかどうかも前

に決めていたから、これについてはきちんとした

姿勢で臨んで、県民の被害を食いとめるように頑

張ってください。いかがですか。

ひところに比べると○渡真利雅男県民生活課長

随分貸金業者の数も減りましたが、やはりまだ被

害をこうむって相談する方たちもいらっしゃいま

す。やはり高金利だったり、あるいは夜間の取り

立てがあったりということでさまざまではありま

すが、まだ完全にそれが払拭されたというわけで

はありませんので、ある意味法令にのっとって処

分すべきは処分しながら健全な貸金業の育成に努

めていきたいと考えております。

新垣安弘委員。○中川京貴委員長

よろしくお願いします。電気自○新垣安弘委員

動車のことをメーンにお伺いしたいと思うのです

が、その前に二、三、企業局もお伺いしたいと思

います。企業局に関しては民間委託の件なのです

、 、が それについて全国の状況と本県の今後の計画

あと委託前と委託後の違いの３点を少しまとめて

お答え願えますでしょうか。

まず、今後の委託の計○上間丈文総務企画課長

画ですが、西原浄水場を次年度、平成26年度から

夜間休日運転を委託する予定です。そして、久志

浄水場に関してはそのまた２年後ですが、平成28

年度から実施する予定でございます。そして、最

後に残った北谷浄水場なのですが、それについて

、 、は 当初平成30年をめどに計画していたのですが

そこは現在改良事業を実施していることがござい

まして、平成30年以降という形で、具体的には平

成32年か平成33年か、その辺を見込んでいます。

全国の委託の導入状況ですが、現在、沖縄県企

業局と同じような状況は、用水供給事業体という

ことで全国で23事業体ございますが、その23事業

体のうち、21団体、９割近くがほとんど委託をし

ております。そして、具体的に浄水場の数で言い

ますと、今の浄水場の数は92ございますが、現在

69、大体75％の浄水場が委託されております。残

りが直営という形になっております。

あと、委託のメリットでございますが、特に水

道の安全性、安定性を確保しつつ、一定の経費節

減効果が見られます。その経費節減効果に関しま

しては、例えば今回、名護浄水場、石川浄水場の

民間委託の結果、年間約4300万円の経費節減につ

ながっております。そして、それ以外にメリット
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としましては、今まで浄水運転管理業務をしてい

た職員を別の業務に振り分けるということで、老

朽化施設の更新業務の今後の重点業務へ職員を再

配置できるというメリットもございます。あとも

う一つ、今回民間に委託することによって、民間

がその技術、ノウハウをつくるということで、官

民連携による沖縄県全体として災害時の非常時対

応の能力が向上するということが挙げられていま

す。

最後に１つ、前の質問で管路の○新垣安弘委員

切りかえの件が出たのですが、これは以前、南城

市で管路の切りかえを企業局がやるのか自治体が

やるのかということで質問が上がっていたのです

が、管路の交換に関しては自治体ではなくて企業

局ということで理解していいのでしょうか。

南城市に布設されてい○稲嶺信男建設計画課長

る知念半島をぐるっと回る管路がありますが、そ

の中でも特に古い管と比較的新しい管がありまし

て、その調整をしている時点で、その古い管路で

漏水が多発したということがございました。企業

局としましても、用水を供給する立場から、やは

り漏水が多発する管路をそのまま引き渡すという

ことはいかがなものかということの判断で、現在

は事業化をして更新しているところです。

では、自治体の負担はないとい○新垣安弘委員

うことで理解していいわけですよね。

今計画している更新の○稲嶺信男建設計画課長

事業につきましては、企業局の負担で全てやって

おります。

水道料金について少しお伺いし○新垣安弘委員

たいのですが、これは環境生活部のほうですか。

今、県内と離島とで水道料金が違うと思うのです

が、これは何カ所か例を挙げて、どの程度の差が

あるのか、それを示してもらえますか。

沖縄県の水道料金につ○大野明美生活衛生課長

いては、平成23年３月時点で、まず沖縄県平均が

1596円、沖縄本島の平均が1265円、離島の平均が

2134円となっております。

離島の水道料金が沖縄本島の平○新垣安弘委員

均と同じぐらいになるのは、今調査をしながら計

画を進めていると思うのですが、何年後ぐらいと

見たらいいでしょうか。

今、水道広域化を進め○大野明美生活衛生課長

ておりますのは、離島８村について、特に水道料

金については高額というところがありまして、例

えば2000円とか3000円という形がありますので、

余りにも高過ぎるところもあります。また、先ほ

どから言っておりますが、水道を管理する技術者

も不足しているところもあり、いろいろ水道格差

がありますので、そこら辺を全て一緒に沖縄本島

並みにするという形で広域化を進めております

が、それが水道料金にどういった形で反映するか

ということについてはいろいろな形の広域化の形

態がありますので、それをしながら今からやって

。 、いくということになります 離島８村については

とりあえず10年後ぐらいをめどにしてやっている

のですが、前倒しできるものについては前倒しし

たいと考えております。

環境生活部長、今、離島の随分○新垣安弘委員

高いところもあるわけですよね。そこを何とか均

一にしようということでやっているのですが、い

ろいろなシステムの問題はあるにしても、単純に

考えたら、要は離島は水道料金が高過ぎるところ

がある。そこは同じ県民だから一律にすべきでは

ないかということだと思うのですが、下手したら

10年後というお話もあるのです。そこはもっと早

くなるような方向には行かないのでしょうか。

今、平成24年、沖縄振○當間秀史環境生活部長

興一括交付金を使って離島水道の広域化の事業の

調査をしています 今 平成24年度の調査も終わっ。 、

て、平成25年度はいろいろなシミュレーションな

り、あるいは座間味村とかで実証事業もしていま

す。そういった結果を踏まえて、どの程度前倒し

が可能なのかはこれから検討することになると思

います。

ぜひ極力早目にやるべきだと思○新垣安弘委員

います。

あと、男女共同参画についてお伺いしたいと思

うのですが、最近専業主婦を希望する女性がふえ

ているということであります。これが最近の調査

です。去年の内閣府の調査でも、男性は仕事、女

性は家庭という質問に対して、女性でも半々ぐら

。 、いのアンケート結果が出たと そういう意味では

そういうデータが出てきているのですが、そこら

辺は男女共同参画の観点から見たらどのように見

るのでしょうか。

最近の調査といいます○當間秀史環境生活部長

と、平成25年、ことしの９月に厚生労働省が発表

した若者の意識に関する調査で、15歳から39歳ま

での独身女性の中で専業主婦になりたいと希望す
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る人が34％ぐらいいて、３分の１はそういうこと

を望んでいるという状況があります。ただ、その

動機についてはつまびらかではないので、なかな

かコメントはしづらいのですが、一般論として申

し上げますと、日本の社会というものはいろいろ

な価値観を持つ、あるいは心情等々があって、そ

れが許容される社会ではありますので、それがも

ともと健全な社会ではあると思います。今どちら

かといえば、女性の社会進出を促すパラダイムの

中で、そういった専業主婦を望むという価値観を

持った人たちがいることは当然ではないかという

気はします。

私は、男女共同参画に関しては○新垣安弘委員

前からすごく疑問を持っていて、子供の観点から

見たらそれはどうなのだろうかというのがずっと

あるのです。沖縄は要は共働きが多い地域だとも

言われているし、それが多くて女性に余裕がなく

て、男も稼ぎが少ないからＤＶが多いのではない

かと思ったりもするのです。だから、そこは、例

えば子供が小学校前までとか、この期間だったら

専業主婦でもいいなという人たちは恐らく沖縄で

もいると思うのです。そこは待機児童、待機児童

で保育所が足りない、足りないと言っているので

、 。 、はなくて 子供のために専業主婦になる だから

保育所にも子供を預けなくてもいい、待機児童も

減る。そういう観点で専業主婦を支援する観点と

いうものは男女共同参画の観点からは全くないの

。 。でしょうか 働け働けという観点だけでしょうか

そこはどうでしょうか。

男女共同参画社会の基○當間秀史環境生活部長

本的な理念は、みずから働きたいと思う人が働け

るような社会。そして、恐らくその裏には多様な

働き方を認める社会、思想があると思います。そ

ういった意味からすると、男女共同参画社会もそ

の辺は理解されている、理念としてその辺は当然

踏まえているものと考えております。

電気自動車の件に移りたいと思○新垣安弘委員

うのですが、平成24年度主要施策の成果に関する

報告書の39ページに、スマートエネルギーアイラ

ンド基盤構築事業―いわゆるＥＶバスの予算が１

億5000万円ついていますよね。このＥＶバス以外

に、要はＥＶ車、ＰＨＶ車の普及というものもあ

ると思うのですが、バス以外のＥＶ車の普及に対

する予算などは、それがなされた事業というもの

はどこかにあるのでしょうか。

ＥＶ車の普及に関して直○古謝隆環境政策課長

接の補助は国のほうで補助費を計上しています。

あと、ＥＶ車を導入するに当たりましては、やは

りガス欠ではなくて電欠と言いますが、まだ余り

距離が伸びませんので、必要なところにＥＶの充

電器があるという状態にならないといけません。

これについて経済産業省で予算を確保して、県の

ビジョンに適合している施設については３分の２

を補助する事業が今年度から実施されていまし

て、県もプランを策定しております。

そのインフラの整備に関しても○新垣安弘委員

環境生活部はかかわっていると思うのですが、国

が1000億円以上予算をつけた事業を使って沖縄県

でどれだけふえたかというか、それを利用された

かということはどうですか。

沖縄県で国の補助金を活○古謝隆環境政策課長

用できるようにということでビジョンを策定して

おりまして、この中で全体で227カ所のＥＶ充電

器の整備を目指していこうということで考えてい

ます。主要な道路沿いに64カ所、あと市町村を面

的にカバーするに当たりまして163カ所を予定し

ています。沖縄県のビジョンに適合した施設につ

いては国の３分の２の補助が得られるということ

ですが、現在申し込みが12件ありまして、既に２

件については適合認定をしております。あと10件

は書類の審査あるいは補正を今進めているところ

でございます。

沖縄県もＥＶ・ＰＨＶタウン構○新垣安弘委員

想で認められて、沖縄全体がＥＶ・ＰＨＶタウン

構想になっていると思うのです。全国で20カ所ぐ

らいあると思うのですが、ほかのところに比べて

沖縄のＥＶ・ＰＨＶタウン構想はどの程度進んで

いるのでしょうか。

ＥＶ・ＰＨＶタウンモデ○古謝隆環境政策課長

ル地域に指定を受けたところは全部で18都県ござ

います。各県のＥＶあるいはＰＨＶの普及状況を

見てみますと 沖縄県ではことし３月末現在で654、

台走っていまして、九州各県、長崎県、熊本県、

佐賀県がＥＶタウン構想のモデル地域になってい

ますが、いずれも660台前後で、沖縄県と大きな

差は余りない状況です。

この654台というものは、レン○新垣安弘委員

タカーとかいろいろあると思うのですが、大まか

な内訳というものはどうでしょうか。

少し時点が違いますが、○古謝隆環境政策課長
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ＥＶレンタカーはことし10月現在で県内に202台

になっていまして、600台から202台を引いた残り

が恐らく自家用もしくは営業用ではないかと思い

ます。

わかりました。○新垣安弘委員

あと、ＥＶの普及のための沖縄県ＥＶ・ＰＨＶ

タウン推進アクションプランというものを策定し

ている、計画があると思うのですが、それを見る

と、2015年までに新車販売台数に占める割合５％

というものがあるのですが、これは大体何台ぐら

いを想定されるのでしょうか。

国のほうでは、自動車の○古謝隆環境政策課長

販売台数に占めるＥＶ、ＰＨＶの割合が大体20％

ということで目標を立てていまして、沖縄県もこ

れに見合う形で19％まで導入するとしたら18万

台、これに対して二酸化炭素が23.3万トン削減で

きると見ていまして、沖縄県の経済状況を勘案し

て19％の３分の１の普及状況ということになりま

すと６万台で、7.7万トンのＣＯ の削減ができる２

と試算をしております。

ＥＶ車というものは結構値段も○新垣安弘委員

高いですよね。２年後までに新車で６万台といっ

たら、なかなか厳しいのではないかという思いも

するのです。ポイントは、レンタカーにＥＶ車が

入って、それを何年か乗って、それが県内の民間

に新古車、中古車として払い下げていく。それで

一気にふえていくと思うのですが、そのためにも

新車で県内にＥＶ車をふやすという計画はいいか

もしれませんけれども、一旦レンタカーを一気に

大いにふやして、そこから新古車、中古車で流し

てふえていくという方向が現実的かと思うのです

が、それについての政策としての後押しというも

のはないですか。

ＥＶに当たりましては補○古謝隆環境政策課長

助金を活用して導入する場合がかなりあると思い

ますが、国の補助金の交付要綱上、補助金を受け

た車両については、レンタカーの場合は３年間の

所有義務で、レンタカー以外は４年間の所有義務

が生じます。現在普及しているＥＶでは日産自動

車株式会社のリーフが最も流通していると思いま

すが、平成22年12月発売ですので、中古市場に出

回るのはまだもう少し先かなと考えております。

このＥＶカーは、沖縄の観光立○新垣安弘委員

県という点からも大変重要な政策と私は思うので

す。その点、ＥＶ、ＰＨＶの普及に関しては環境

生活部の政策的な後押し、関心があと一歩まだま

だ弱いという感覚を持っているのです。それで、

例えば直接買うときには国の補助もあるとは思う

のですが、外国の先進地に行くと、ＥＶカー専用

の駐車場を設けなさいとか、あるいはＥＶカー専

用のレーンとかそういうこともあって、これは民

間の方からも、例えばバスレーンにＥＶカーを走

らせるようにしてくださいとか、そういう要望が

幾つかあったと思うのです。そこら辺に対する環

境生活部としての取り組みとか、きちんと関心を

持ってやっているのかどうか、そこら辺を聞かせ

てもらえますか。

現在の沖縄県における○當間秀史環境生活部長

ＥＶの導入状況は、先ほど御説明申し上げました

が、約650台という状況の中で、さらになおかつ

充電器の設置がまだまだ普及していないという状

況があります。そういった意味からして、我々と

しては、まず今回、充電器を県内で227台ぐらい

設置するという計画を立てて今これを進めている

ということ。ＥＶ自動車の購入については、これ

は市町村の補助金が上限で80万円程度ありますの

で、それを利用して車をふやすこと、充電器をふ

やすことをまずは優先して取り組んでいきたいと

考えております。

もう一点、ＥＶカーの普及に関○新垣安弘委員

して、県も入った協議会の中で出てきたことだと

思うのです。いわゆる公共機関が、県や市町村が

まず率先してふやすべきだということがあると思

うのですが、それについてどういう取り組みをさ

れていますか。

市町村におけるＥＶ、Ｐ○古謝隆環境政策課長

ＨＶの普及状況のほうから先に御説明させていた

だきたいのですが、現在導入しているところは、

那覇市、糸満市で８台、宮古島市、石垣市が４台

となっていまして、現在23台が公用車として導入

されています。県においてはまだＥＶの導入実績

はございませんが、いろいろ各県の状況を見たり

とか先進県の状況を見たりして勉強したいと思っ

ております。

県のＥＶの普及の計画の中で、○新垣安弘委員

市町村に導入を働きかけるということはあると思

うのです。要は、今挙がった市町村は、県からの

働きかけではなくて、独自に意識を持ってやった

ところだと思うのです。その働きかけるべき県が

ゼロで、どうやって市町村に働きかけるのだと。
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その状況を見たら、働きかけるべきだとは言いな

がら働きかけてきていないということが現状かと

思うのですが、それはどうしますか。

ＥＶの事業というより○當間秀史環境生活部長

も、地球温暖化の観点からもＥＶ車を導入すると

いう計画もありますので、県としても今後可能な

限り１台でも導入していきたいと考えておりま

す。

環境生活部長、これはぜひ自信○新垣安弘委員

を持って進めるための予算も要求し、政策、制度

、 。も考えていく ぜひこれはやってもらいたいです

ぜひお願いします。

最後に、宮古島市とか進めているところがある

のですが、そのＥＶを進めていく上で、特に離島

のガソリンスタンドの経営者とかがいると思うの

ですが、そこら辺―そのガソリンスタンドの経営

者、なりわいにしている人たち、そことの問題。

ＥＶをふやしていく、実際石油、ガソリンを扱っ

ている人たちがいる。そこら辺の問題というもの

は、これからどのように見ていったらいいので

しょうか。

ＥＶ車のメリットとしま○古謝隆環境政策課長

しては、ガソリン車と比べて電気で走るため、ラ

ンニングコストが一般的に低くなるということが

あります。先ほど申し上げましたが、国の計画、

戦略の中で、今後の普及率を2020年度における新

車販売台数の20％ぐらいまでを目指すということ

になっています。一方で、ＥＶの課題としまして

、 、は １充電当たりの走行距離が短いということと

あと車両価格がガソリン車と比べてまだまだ割

高、あと車種が限定されて―まだ５車種ぐらいし

かなかったと思いますが、ＥＶの全面的な普及に

はこういった課題の解決が必要と思っています。

現時点でガソリンスタンドへの影響が直ちにある

ということではありませんが、国のほうでもどう

いった戦略を持っているのかどうか、その辺を注

視していきたいと思っています。

最後に、ぜひ県の導入、そして○新垣安弘委員

県の公共施設には充電器を早目に設置していくと

いうか、ぜひ頑張ってください。よろしくお願い

します。

以上で、環境生活部長及び企○中川京貴委員長

業局長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月17日 木曜日 午前10時から

委員会を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

、 。本日の委員会は これをもって散会いたします

午後４時10分散会
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